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○地方税法 
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(法律第二百二十六号) 

第八回臨時国会 

第三次吉田内閣 

最近改正 令和二年四月三〇日法律第二六号 
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第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等(第七百四十七条の二―第七百

四十七条の六) 

第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第七百四十八条―第七百五十六

条) 

第八章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条―第七百六十条) 

第九章 地方税共同機構 

第一節 総則(第七百六十一条―第七百六十七条) 

第二節 代表者会議(第七百六十八条―第七百七十条) 
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第七節 解散(第七百九十九条) 

第八節 罰則(第八百条―第八百三条) 

附則 

第一章 総則 

第一節 通則 

(昭三四法一四九・節名追加) 

(用語) 

第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 地方団体 道府県又は市町村をいう。 

二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 

三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市

町村職員をいう。 

四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。 

五 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合

においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入

額の算定の基礎として用いる税率とする。 

六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例

の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並び

に納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における

救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。 

七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。 
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八 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付

することをいう。 

九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入さ

せることをいう。 

十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。 

十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した

税金を納入することをいう。 

十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。 

十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませるこ

とをいう。 

十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金

及び滞納処分費をいう。 

2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道

府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるの

は、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、

「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞ

れ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読

み替えるものとする。 

3 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み

替えるものとする。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭二九法一〇一・昭三一法一四八・昭三四法一四九・昭三五法一一

三・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭三九法一六九・昭四九法七一・昭六三法一一〇・平一一法一六

〇・平一六法一七・平一八法五三・平二三法三五・一部改正) 

(地方団体の課税権) 

第二条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式) 

第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当

該地方団体の条例によらなければならない。 

2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることが

できる。 

(地方団体の長の権限の委任) 

第三条の二 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつ

て、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事
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務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の

二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設け

る税務に関する事務所の長に委任することができる。 

(昭二六法九五・追加、昭三一法一四八・平二六法四二・一部改正) 

(道府県が課することができる税目) 

第四条 道府県税は、普通税及び目的税とする。 

2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき

税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 

一 道府県民税 

二 事業税 

三 地方消費税 

四 不動産取得税 

五 道府県たばこ税 

六 ゴルフ場利用税 

七 軽油引取税 

八 自動車税 

九 鉱区税 

3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 

4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。 

5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。 

6 道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五四

法一二・昭六三法一一〇・平六法一一一・平九法九・平一一法八七・平一六法一七・平二一法九・平二

八法一三・一部改正) 

(市町村が課することができる税目) 

第五条 市町村税は、普通税及び目的税とする。 

2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき

税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 

一 市町村民税 

二 固定資産税 

三 軽自動車税 

四 市町村たばこ税 

五 鉱産税 
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六 特別土地保有税 

3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。 

4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 

5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するも

のとする。 

6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 

一 都市計画税 

二 水利地益税 

三 共同施設税 

四 宅地開発税 

五 国民健康保険税 

7 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、

目的税を課することができる。 

(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭四

四法一六・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭六三法一一〇・平一一法八七・一部改正) 

(公益等に因る課税免除及び不均一課税) 

第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができ

る。 

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。 

(受益に因る不均一課税及び一部課税) 

第七条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課

税をすることができる。 

(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置) 

第八条 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、

その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の

適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県

知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。 

2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日か

ら六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 

3 第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。 

4 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総

務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 

5 第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六
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項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定す

る信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、そ

の発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長

が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。 

6 第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項

の期間に算入しない。 

7 総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならな

い。 

8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければな

らない。 

9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

10 第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める

関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭四二法八一・平一一法一六〇・

平一四法一〇〇・一部改正) 

(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継) 

第八条の二 市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該

廃置分合により消滅した市町村(以下この条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収

を目的とする権利(以下この条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地

域が新たに属することとなつた市町村(以下この条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承

継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴

収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、審査請求その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課

徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、審査請求その他の手続とみなす。 

2 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該

承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間にお

いて意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわ

たる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。 

3 前条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定につい

て準用する。 

4 前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市

町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に

関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規
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則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する

普通税又は同条第七項の規定によつて課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することと

しており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客

体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市

町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによ

つて、これらの法定外税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。 

(昭三〇法一一二・追加、昭三五法一一三・昭三七法一六一・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六

法六九・一部改正) 

(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継) 

第八条の三 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに

設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更が

あつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条におい

て「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げ

る地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年

度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は

地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市

町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。 

一 申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更

又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの 

二 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧

市町村に収入されていないもの 

2 前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団

体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定に

よる協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。 

3 前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴

収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。 

(昭三〇法一一二・追加) 

(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継) 

第八条の四 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があ

つた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の

承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。 

2 第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の

協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があ
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つた場合について準用する。 

(昭三〇法一一二・追加、平一六法五七・一部改正) 

(政令への委任) 

第八条の五 前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界

にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税

権の承継について必要な事項は、政令で定める。 

(昭三〇法一一二・追加、平一六法五七・一部改正) 

第二節 納税義務の承継 

(昭三四法一四九・節名追加) 

(相続による納税義務の承継) 

第九条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以

下本章において同じ。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条の法人は、被相続人(包括遺贈者

を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴

収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。

ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 

2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九

百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければ

ならない。 

3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入す

べき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の

相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。 

4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 

(昭三四法一四九・全改) 

(相続人からの徴収の手続) 

第九条の二 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第

二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合にお

いて、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦

課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合におい

て、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。 

2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあ

り、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代

表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなけ

ればならない。 
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3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収

又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、

当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平九法九・一部改正) 

(法人の合併による納税義務の承継) 

第九条の三 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅し

た法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入

すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。 

2 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 

(昭三四法一四九・追加) 

(信託に係る納税義務の承継) 

第九条の四 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了し

た場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当

該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(そ

の納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をい

う。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務

を承継する。 

2 受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終

了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第

五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課

されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入す

る義務を承継する。 

3 信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一

項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の

徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。 

4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分

割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入す

べき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。 

5 第一項又は第二項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第一

項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又

は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、

信託法第二十一条第二項の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、こ
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の限りでない。 

6 新受託者は、第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託

財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責

任を負う。 

(平一九法四・追加) 

第三節 連帯納税義務等 

(昭三四法一四九・追加、平一三法八・改称) 

(連帯納税義務) 

第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十

七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。 

(昭三四法一四九・追加、平二九法四五・一部改正) 

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収

金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 

2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共

同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。 

3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個

人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる

場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・一部改正) 

(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務) 

第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当

該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した

法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付

し、又は納入する義務を負う。 

(平二八法一三・追加) 

(法人の分割に係る連帯納税の責任) 

第十条の四 法人が分割(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十に規定する分社型分割を除

く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第十四条の九第一項第

七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促

手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入す

る義務が第九条の四第四項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその

納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条に規定する信託財産限定責任負担

債務をいう。第十七条の二第一項において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入
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する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産

に属する財産を除く。)の価額を限度とする。 

一 分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(第七十四条の九及び第四百七十二条の規定によ

り申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係る

たばこ税」という。)を除く。) 

二 分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税 

2 第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定

により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定に

より課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条

例で定めるものに対する同項の規定の適用については、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日

前の日で地方団体の条例で定める日まで」とする。 

(平一三法八・追加、平一八法七・平一九法四・一部改正、平二八法一三・旧第十条の三繰下・一部改

正) 

第四節 第二次納税義務 

(昭三四法一四九・追加) 

(第二次納税義務の通則) 

第十一条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の九まで又は第

十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)

から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納

入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。 

2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長

は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を

発して督促しなければならない。 

3 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納

税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 

4 第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につ

き出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。 

5 次条から第十一条の九まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の

納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭五一法七・一部改正) 

(合名会社等の社員の第二次納税義務) 

第十一条の二 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特

許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が地方団体の徴
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収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められ

るときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金

の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。 

(昭三四法一四九・追加、平一三法四九・平二〇法二一・平二九法二・一部改正) 

(清算人等の第二次納税義務) 

第十一条の三 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入

すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対

し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又

は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地

方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額を限度とし

て、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責めに任ずる。 

2 信託法第百七十五条に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条

に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若

しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。

以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二

項に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対

し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する

財産のみをもつて当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。

以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金

につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受

益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。 

(昭三四法一四九・追加、平一九法四・一部改正) 

(同族会社の第二次納税義務) 

第十一条の四 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号

に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合におい

て、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき

滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式

又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税

を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期

限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、そ

の第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の一年前までに取得

したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負
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う。 

一 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。 

二 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これら

を譲渡することにつき支障があること。 

2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時における当該

会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額

による。 

3 第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時の現況によ

る。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭五六法七五・平一三法八・平一三法八〇・

一部改正) 

(実質課税額等の第二次納税義務) 

第十一条の五 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に

不足すると認められるときは、第一号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取

得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を

含む。)を限度として、第二号に定める者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、

第三号に定める者はその受けた利益の額を限度として、第四号に定める者は同号に規定する事業の用に供する

財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 

一 第二十四条の二の二若しくは第二百九十四条の二の二の規定により課された道府県民税若しくは市町村

民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第十一条の規

定により課された法人税の課税に基づいて課されたもの(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準と

して課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)に係る地方団体の徴収金又は第七十二条の二の

三の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金 その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法

人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者 

二 第七十二条の七十九の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第

二条第一項第八号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡

割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者 

三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百五十七条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された

道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の

徴収金、法人税法第百三十二条、第百三十二条の二若しくは第百三十二条の三の規定による計算がなされた

所得若しくは同法第二条第十八号の四に規定する連結所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村

民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の第

七十二条の四十三の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金 これらの規定により否認
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された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者 

四 第七百一条の三十三の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金 その事業所税の賦課の基

因となつた事業を法律上行うとみられる者 

(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五〇法一八・

平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二八法一三・一部改正) 

(共同的な事業者の第二次納税義務) 

第十一条の六 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財

産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、

その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴

収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、

当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 

一 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又

は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの 

二 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎

となつた株主又は社員 

(昭三四法一四九・追加) 

(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 

第十一条の七 納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関

係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第

六十七条第二項に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業

を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の

当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められると

きは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を

負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、

この限りでない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平二八法一三・一部改正) 

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 

第十一条の八 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認めら

れる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後

に滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲

渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分によ

り権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその

処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)
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で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体

の徴収金の第二次納税義務を負う。 

(昭三四法一四九・追加、平二八法一三・一部改正) 

(自動車等の売主の第二次納税義務) 

第十一条の九 第百四十五条第三号に規定する自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下こ

の条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の

種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収

すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定め

る額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 

2 道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の

売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、

当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第

二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。 

3 前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると

認められるときに限り、適用する。 

(昭五一法七・追加、平二八法一三・一部改正) 

第五節 人格のない社団等の納税義務 

(昭三四法一四九・追加) 

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用) 

第十二条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」

という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(人格のない社団等の納税義務の承継等) 

第十二条の二 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三の規定の

適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団

等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承

継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得

た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。 

2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつて

いるため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき

額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞

納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 

3 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第十一条の三の規定の適用がある場合を除
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く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべ

き額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、

当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方

団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。 

(昭三四法一四九・追加) 

第六節 納税の告知等 

(昭三四法一四九・追加) 

(納付又は納入の告知) 

第十三条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しよ

うとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合におい

ては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の

期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。 

2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押

さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなけれ

ばならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭五七法一〇・一部改正) 

(繰上徴収) 

第十三条の二 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地

方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務で

あるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納

期限前においても、その繰上徴収をすることができる。 

一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行

としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登

記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合

を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。 

二 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。 

三 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。 

四 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したと

き(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。 

五 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事

業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。 

六 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地

方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

21 

 

2 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。 

一 納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方

団体の徴収金 

二 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税 

三 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。) 

四 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税 

五 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税 

3 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者

に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更

を告知しなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭五三法七八・昭五九法八八・昭六三法一一〇・平一〇法二七・平一九法四・

一部改正) 

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収) 

第十三条の三 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税

が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たば

こ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府

県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。 

2 地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようと

するときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」

という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行

にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対

し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。 

3 第一項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者

に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。 

4 前三項の規定は、道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が

売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類する

もので総務大臣が指定するものについて準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三五法一一三・昭四一法一一一・昭五四法五・昭五九法八八・昭六三法一

一〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法八・平一六法一五二・一部改正) 

第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整 

(昭三四法一四九・追加) 

(地方税優先の原則) 

第十四条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除
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き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税

及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先

だつて徴収する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(強制換価手続の費用の優先) 

第十四条の二 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収

金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換

価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(直接の滞納処分費の優先) 

第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞

納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次

条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規

定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。 

(昭三四法一四九・追加、昭五三法七八・昭五七法一〇・一部改正) 

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先) 

第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで

及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り

等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。 

(昭三四法一四九・追加、昭五九法八八・昭六三法一一〇・一部改正) 

(地方団体の徴収金のうちの優先順位) 

第十四条の五 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された

金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、そ

の金銭は、まず地方税に充てるものとする。 

2 滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。 

(昭五七法一〇・全改) 

(差押先着手による地方税の優先) 

第十四条の六 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合に

おいて、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、そ

の換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合

において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代

金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(第十四条の二の規定の適用を受ける費用を除く。)に次
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いで徴収する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(交付要求先着手による地方税の優先) 

第十四条の七 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合におい

て、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る

地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交

付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。 

(昭三四法一四九・追加、平一六法七六・一部改正) 

(担保を徴した地方税の優先) 

第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団

体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(法定納期限等以前に設定された質権の優先) 

第十四条の九 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団

体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方

税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴

収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、

法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収

金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。 

一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した

日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日) 

二 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限 

三 随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日 

四 第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によ

り告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日 

五 相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相

続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日 

六 被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固

有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にそ

の納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日 

七 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属

することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割

法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前に
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その納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日 

八 分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴

収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に

規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税

及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割を

した法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分

割のあつた日 

九 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合

を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日 

2 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の

十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る

法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申

告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各

号に定める期限又は日とする。 

一 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税

額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を

含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等 

二 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収

入割を含む。) 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 

三 所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定

納期限等 

四 消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納

期限等 

五 個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げ

る個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日 

イ 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せ

て課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 

ロ 第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一

条の四第二項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつ

た日) 

ハ 第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴

収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八

第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限 
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六 第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定

により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第七百十八条の三第一項(第七百十八条の六、第

七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者

に対する通知の期限 

3 第一項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録

を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価

手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有

価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければなら

ない。 

一 公正証書 

二 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書 

三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けた証書 

四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五

十三号)第六十二条ノ七第四項の規定により交付を受けた書面 

4 前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条の規定により

確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。 

5 第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内にお

いては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができな

い。 

(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四一法四〇・平六法一一一・平一二法四〇・

平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法四・平一九法一〇

二・平二〇法二一・平二八法一三・令二法五・一部改正) 

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先) 

第十四条の十 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設

定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次い

で徴収する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先) 

第十四条の十一 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方

団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 

2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、

その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場

合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。 
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(昭三四法一四九・追加) 

(質権及び抵当権の優先額の限度等) 

第十四条の十二 前三条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本

の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時におけ

る債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することと

なるときは、この限りでない。 

2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時

において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条

の規定を適用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭四六法九九・一部改正) 

(不動産保存の先取特権等の優先) 

第十四条の十三 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、

その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 

一 不動産保存の先取特権 

二 不動産工事の先取特権 

三 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権 

四 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条若しくは第八百四十二条の先取特権、船舶の所有者等の責

任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項の先取特権又は船舶油濁損害賠償保障

法(昭和五十年法律第九十五号)第四十条第一項の先取特権 

五 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権 

2 前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、そ

の先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限

り適用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五〇法九四・昭五〇法九五・平一六法三七・平三〇法二九・

一部改正) 

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先) 

第十四条の十四 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限

等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、そ

の地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 

一 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特

権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。) 

二 不動産売買の先取特権 

三 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年
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法律第百三十八号)第七条に規定する先取特権 

四 登記をした一般の先取特権 

2 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平三法九〇・平二五法六一・一部改正) 

(留置権の優先) 

第十四条の十五 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により

換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次

いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第十四条の十七第一項に規定す

る担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。 

2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実

を証明した場合に限り適用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭五三法七八・一部改正) 

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収) 

第十四条の十六 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合にお

いて、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡した

ときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認

められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る

財産の強制換価手続においてその質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のう

ちから徴収することができる。 

2 前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額

をこえることができない。 

一 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額 

二 前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴

収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額 

3 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位

してその質権又は抵当権を実行することができる。 

4 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵

当権者に通知しなければならない。 

5 地方団体の長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収

することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。 

(昭三四法一四九・追加) 

(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等) 

第十四条の十七 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登
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記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約に基づ

く仮登記又は仮登録(以下本条において「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その地方団体

の徴収金は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。 

2 担保のための仮登記がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、第十四条の十三第一項各号に掲げ

る先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から第十四条の十四第一項各号に掲げる先取特

権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保の

ための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項(同法

第二十条において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項(同法第

二十条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並び

に同法第四条第二項(同法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項の規定

により権利が行使された同条第二項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。 

3 第十四条の十一第一項の規定は、納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り

受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に

充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための

仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。 

4 仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特

定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有し

ない。 

(昭五三法七八・全改) 

(譲渡担保権者の物的納税責任) 

第十四条の十八 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財

産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下この章において「譲渡担保財産」という。)があるとき

は、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限

り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。 

2 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下この条において「譲

渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければ

ならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。 

3 前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、

徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることがで

きる。 

4 第十一条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。 

5 譲渡担保財産を第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合

に限り、第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の
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長は、遅滞なく第二項の告知及び通知をしなければならない。 

6 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財

産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の

規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。 

一 第三者が占有する動産(国税徴収法第二十四条第五項第一号に規定する動産をいう。以下この号において同

じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者 

二 国税徴収法第六十二条又は第七十三条の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記

を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(第十五条の二の三第三項及び第十六条の四第十項

において「第三債務者等」という。) 

7 地方団体の長は、第五項の規定により滞納処分を続行する場合において、国税徴収法第五十五条第一号又は

第三号に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産と

してした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。 

8 第二項の規定による告知又は第五項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者又は特別徴収義務者の財

産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき

買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の

履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するも

のとみなして、第三項の規定を適用する。 

9 第一項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登

記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、

その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十四条の九第三項

後段及び第四項の規定を準用する。 

10 第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒

否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。 

(昭三四法一四九・追加、平一九法四・平二七法二・一部改正) 

(譲渡担保財産の換価の特例等) 

第十四条の十九 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)

その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買

戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の

規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。 

2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金

の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭三四法一四九・追加、昭五三法七八・一部改正) 

(地方税及び国税等と私債権との競合の調整) 
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第十四条の二十 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条にお

いて「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、

本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等に

おくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその

国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めると

ころによる。 

一 第十四条の二若しくは第十四条の三に規定する費用若しくは滞納処分費、第十四条の四に規定する地方団

体の徴収金(国税徴収法第十一条に規定する国税を含む。)、第十四条の十五の規定の適用を受ける債権、こ

の法律においてその例によるものとされる国税徴収法第五十九条第三項若しくは第四項(同法第七十一条第

四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十四条の十三の規定の適用を受ける

債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。 

二 地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限

等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いもの

からそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並び

に私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。 

三 前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第十四条若しくは第十

四条の六から第十四条の八までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地

方団体の徴収金及び国税等に充てる。 

四 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権

に充てる。 

(昭三四法一四九・追加) 

第八節 納税の猶予 

(昭三四法一四九・追加) 

(徴収猶予の要件等) 

第十五条 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づ

き、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することが

できないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、そ

の者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 

一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかか

つたとき。 

二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 

三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 

四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 
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五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。 

2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限(随

時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した日以後に

その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金

を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認められるときは、その納付し、又は納入するこ

とができないと認められる金額を限度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づ

き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 

3 地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合に

は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところに

より、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産

の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。 

4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金

額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた

者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予を

した期間と合わせて二年を超えることができない。 

5 地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延

長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、

当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期

間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なも

のに分割して納付し、又は納入させることができる。 

(昭三四法一四九・追加、平二七法二・一部改正) 

(徴収猶予の申請手続等) 

第十五条の二 徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいず

れかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一

時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間そ

の他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産

目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長

に提出しなければならない。 

2 徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団

体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額

及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する

書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 

3 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額
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を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その

他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該

地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 

4 第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規

定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実

に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項におい

て「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合におい

て、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当

該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。 

5 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項

について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期

間の延長を認めないものとする。 

6 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書

についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があると

き、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき

書類の訂正若しくは提出を求めることができる。 

7 地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合にお

いては、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。 

8 第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定に

よる通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の

訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付す

べき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出

を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。 

9 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提

出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号の

いずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。 

一 第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。 

二 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。 

三 不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされた

ものでないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。 

10 地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その
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徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

11 前項の規定により質問又は検査を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 

12 第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

(平二七法二・追加) 

(徴収猶予の通知) 

第十五条の二の二 地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予

をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に

通知しなければならない。 

2 地方団体の長は、前条第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、徴収の猶予

又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 

(平二七法二・追加) 

(徴収猶予の効果) 

第十五条の二の三 地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶

予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。 

2 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押

さえた財産があるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。 

3 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押

さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法第七十二条第一項

に規定する無体財産権等をいう。第十六条の四第十項において同じ。)があるときは、第一項の規定にかかわら

ず、その取得した果実又は第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものについて滞納処分を執行し、

その財産に係る換価代金等(同法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。第十九条の四第四号におい

て同じ。)を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。 

4 前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第一項の規定

にかかわらず、当該金銭を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。 

(昭三四法一四九・追加、平一九法四・一部改正、平二七法二・旧第十五条の二繰下・一部改正) 

(徴収猶予の取消し) 

第十五条の三 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の

猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。 

一 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者が当該徴収の猶予に係る

地方団体の徴収金を当該徴収の猶予を受けた期間内に完納することができないと認められるとき。 

二 第十五条第三項又は第五項の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金を
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その期限までに納付し、又は納入しないとき(地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

三 当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金につき提供された担保について地方団体の長が第十六条第三項

の規定により行つた求めに応じないとき。 

四 新たに当該徴収の猶予に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納

したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権(地方自治法第二百四十条第一項に規定す

る債権をいう。第十五条の六第二項において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の

長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 偽りその他不正な手段により当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされ、その申請に基づき

当該徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたことが判明したとき。 

六 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当で

ないと認められるとき。 

七 前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。 

2 地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第十三条の二第一項各号のいずれかに

該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。た

だし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。 

3 地方団体の長は、第一項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを

受けた者に通知しなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・一部改正、昭五九法七・旧第十五条の四繰上・一部改正、平

二七法二・一部改正) 

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予) 

第十五条の四 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正

に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民

税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、

市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出し

た日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(この条の規定によりそ

の徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。 

一 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第二十二項又は第三百

二十一条の八第二十二項の規定による申告書を提出した場合 

二 前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定

による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合 

三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十一第二項又は第

三項の規定による修正申告書を提出した場合 

2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限
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までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならな

い。 

(昭四三法四・追加、昭五九法七・旧第十五条の四の二繰上・一部改正、昭六二法九四・平一一法一六

〇・平一三法八・平一四法八〇・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(職権による換価の猶予の要件等) 

第十五条の五 地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が

当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その

納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下

この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の

換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。 

一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある

とき。 

二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及

び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。 

2 第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換

価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第十五条第三項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額

として政令で定める額を限度とする。) 

ことができる ものとする 

第十五条第四項 当該徴収の猶予を受けた者の申請

に基づき、その 

その 

第十五条第五項 ことができる ものとする 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平二七法二・一部改正) 

(職権による換価の猶予の手続等) 

第十五条の五の二 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、

滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求める

ことができる。 

2 地方団体の長は、前条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定により職権による換価の猶

予をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に

対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることがで

きる。 

3 第十五条の二の二第一項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。 
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(平二七法二・追加) 

(職権による換価の猶予の効果等) 

第十五条の五の三 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、

差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除

することができる。 

2 第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項(第五号を除く。)及び第三項の規定は、職権に

よる換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第十五条の二の三第

三項 

第一項の規定にかかわらず、その その 

第十五条の二の三第

四項 

第一項の規定にかかわらず、当該 当該 

第十五条の三第一項 次の 第十五条の五第一項の規定に該当しない

こととなつた場合又は次の 

第十五条の三第一項

第二号 

第十五条第三項 第十五条の五第二項において読み替えて

準用する第十五条第三項 

(平二七法二・追加) 

(申請による換価の猶予の要件等) 

第十五条の六 地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴

収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある

と認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認

められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申

請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けている

ものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。 

2 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に

掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行

がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定

める場合には、適用しないことができる。 

一 徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金 

二 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金(第十五条の

三第一項第四号(前条第二項又は第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の

猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴

収金を除く。) 
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3 第十五条第三項から第五項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第十五条第三項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額

として政令で定める額を限度とする。) 

ことができる ものとする 

第十五条第五項 ことができる ものとする 

(平二七法二・全改) 

(申請による換価の猶予の申請手続等) 

第十五条の六の二 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団

体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の

詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団

体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例

で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 

2 前条第三項において準用する第十五条第四項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請し

ようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、

又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期

間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他

の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 

3 第十五条の二第五項から第九項まで及び第十五条の二の二の規定は、申請による換価の猶予について準用す

る。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第十五条の二第五項及

び第六項 

第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項 

第十五条の二第九項 第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項 

前条第一項、第二項又は

第四項 

第十五条の六第一項又は同条第三項において準用

する前条第四項 

第十五条の二第九項第

一号 

第十五条の三第一項第一

号 

第十五条の六の三第二項において準用する第十五

条の三第一項第一号 

第十五条の二第九項第

二号 

次項の規定による 徴税吏員の 

又は同項の規定による 又は 

第十五条の二の二第二

項 

前条第一項から第三項ま

で 

第十五条の六の二第一項又は第二項 
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(平二七法二・追加) 

(申請による換価の猶予の効果等) 

第十五条の六の三 地方団体の長は、申請による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、

差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除

することができる。 

2 第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項及び第三項の規定は、申請による換価の猶予

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第十五条の二の三第三

項 

第一項の規定にかかわら

ず、その 

その 

第十五条の二の三第四

項 

第一項の規定にかかわら

ず、当該 

当該 

第十五条の三第一項第

二号 

第十五条第三項 第十五条の六第三項において読み替えて準用する

第十五条第三項 

(平二七法二・追加) 

(滞納処分の停止の要件等) 

第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納

処分の執行を停止することができる。 

一 滞納処分をすることができる財産がないとき。 

二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 

三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。 

2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければな

らない。 

3 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方

団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。 

4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行

の停止が三年間継続したときは、消滅する。 

5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係

るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方

団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させ

ることができる。 

(昭三四法一四九・追加、平二七法二・一部改正) 

(滞納処分の停止の取消) 
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第十五条の八 地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停

止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければな

らない。 

2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しな

ければならない。 

(昭三四法一四九・追加) 

(納税の猶予の場合の延滞金の免除) 

第十五条の九 災害等による徴収の猶予若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をし

た場合又は事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下

この項において同じ。)若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶

予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止

をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権によ

る換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算され

る期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項

(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第

一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の

金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。 

2 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義

務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規

定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなか

つたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむ

を得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められ

るものを限度として免除することができる。 

一 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る

地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維

持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。 

二 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とする

やむを得ない理由があると認められるとき。 

3 第二十条の九の三第五項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞

金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、

前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する

部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。 

4 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合
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又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え

又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間

(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免

除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当す

る金額を限度として、免除することができる。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法一三・

昭五九法七・平二三法一一五・平二七法二・一部改正) 

第九節 納税の猶予に伴う担保等 

(昭三四法一四九・追加) 

(担保の徴取) 

第十六条 地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、そ

の猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額、

期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限

りでない。 

一 国債及び地方債 

二 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有

価証券 

三 土地 

四 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 

五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団

及び観光施設財団 

六 地方団体の長が確実と認める保証人の保証 

2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産が

あるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 

3 地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の

減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第

十五条の二の三第二項、第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項の規定により差押えを解除

したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要

な行為を求めることができる。 

4 前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。 

(昭三四法一四九・追加、昭四三法九一・昭五三法九・平二七法二・一部改正) 

(納付又は納入の委託) 

第十六条の二 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団
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体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定により地方団体の歳入の納

付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方

団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り

立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、

その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を

併せて提供しなければならない。 

一 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金 

二 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金 

三 滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別

徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上

有利と認められるもの 

2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納

税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。 

3 徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て

及び納付又は納入の再委託をすることができる。 

4 第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の

徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる

限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。 

(昭三四法一四九・追加、昭三五法一一三・昭三八法九九・昭四二法二五・平一一法一六〇・平二七法

二・一部改正) 

(保全担保) 

第十六条の三 次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞

納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができな

いと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、そ

の者に第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。 

一 道府県たばこ税 

二 ゴルフ場利用税 

三 軽油引取税 

四 市町村たばこ税 

五 入湯税 

六 特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税 

2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当

する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該地方団体の徴
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収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。 

3 第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。 

4 地方団体の長は、第一項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、

納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方

団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度

として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。 

5 前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したもの

とみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。 

6 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第四項の文書が同項の

納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。 

7 第五項後段の場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において

準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて

第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。こ

の場合においては、同法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。 

8 地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は第五項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」

という。)があつた場合において、第一項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して三月に達

したときは、その担保を解除しなければならない。 

9 地方団体の長は、担保の提供等があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の

提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。 

(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四九法一九・昭五九法八八・昭六三法一一

〇・平九法九・平一一法八七・平一六法一二四・平二一法九・一部改正) 

(保全差押え) 

第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金

を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第

二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一

号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、

又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条におい

て同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体

の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団

体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下

この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その

金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。 

2 地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納
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付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。 

3 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押

金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを

求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。 

4 徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同

号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。 

一 第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求した

とき。 

二 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は

納入すべき額の確定がされないとき。 

三 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地

方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。 

5 徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者に

つき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められること

となつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。 

6 第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押

え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又

は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。 

7 第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準

用する。 

8 第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額

の確定後でなければ、換価することができない。 

9 第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押え

に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければ

ならない。 

10 地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第

三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、

又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。 

11 第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満

たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害

を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。 

12 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条

第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民
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税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する

法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課す

る道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税

標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行

う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)又は当該消費

税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保

することができないと認められるときについて準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五一法七・昭五九法七・平六法一一一・平一四法八〇・平

一五法九・平一九法四・平二九法二・令二法五・一部改正) 

(担保の処分) 

第十六条の五 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方

団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の三第一項(第十

五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその

猶予を取り消したことによつて、その猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の

徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、そ

の徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、

若しくは納入させる。 

2 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処

分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその

納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、

又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。 

3 前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を

含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用す

る。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。 

4 第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証

人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・平二七法二・一部改正) 

第十節 還付 

(昭三四法一四九・追加) 

(過誤納金の還付) 

第十七条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があると

きは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 

(昭三四法一四九・追加) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

45 

 

(過誤納金の充当) 

第十七条の二 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納

付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務

である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負

担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であ

る地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債

務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の

規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。 

2 道府県が第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定

により当該道府県の個人の道府県民税と併せて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町

村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税と併せて徴収した個人の道府県民税に係

る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、

当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該

納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充

当しなければならない。 

3 前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金

の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。 

4 前三項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生

ずる。 

5 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務

者に通知しなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭五七法一〇・平一七法五・平一九法四・平二八法一三・一

部改正) 

(地方税の予納額の還付の特例) 

第十七条の三 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は

納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。 

一 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金 

二 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金 

2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、

法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において

過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前二条の規定を適用する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(還付加算金) 
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第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付

し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体

の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があ

る場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗

じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。 

一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別

徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額

を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第二十一項若しくは第二十三項若しくは

第三百二十一条の八第二十一項若しくは第二十三項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定に

より納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定により納付すべき連結法人税額(第五十三条第

四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は

市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申

告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度

に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において

第七十二条の十八第一項に規定する連結申告法人(第七十二条の十三第九項に規定する連結子法人に限る。)

である場合には、当該事業年度終了の日の属する第七十二条の十三第十三項に規定する連結事業年度におい

て当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第十一項に規定する連結親法人が当該連

結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又

は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第

三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費

税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係る

ものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」

という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に

係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る

地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日 

二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含

む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において

同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつ

た日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日 

三 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更

正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第二条

第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び

第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地
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方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して

一月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日 

四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定

める日の翌日から起算して一月を経過する日 

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間

から控除しなければならない。 

一 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発

した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から

還付の請求があつた日までの期間 

二 過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき その差

押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間 

三 過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間 

3 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合

には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入

の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、第一項

の規定を適用する。 

4 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくそ

の納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、その過納金につい

ては、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、

同項の規定を適用する。 

5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに

含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該

事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由

に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正又は所得税

の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納とな

つた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過

する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき

税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算し

て三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭四四法一六・昭四五法一三・昭五〇法一八・昭五四法五・

昭五七法一〇・昭六二法九四・平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一六法一五二・平一八法

八三・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二六法六九(平二七法二)・平二七

法二・平三〇法三・一部改正) 
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第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・改称) 

第一款 更正、決定等の期間制限 

(昭三八法八〇・追加) 

(更正、決定等の期間制限) 

第十七条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができる

こととなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後に

おいては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。 

2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規

定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する

日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。 

3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。 

4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算

して五年を経過する日まですることができる。 

5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌

日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。 

6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係

る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第五項、第七十一条の三

十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四

条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第

五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第

五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第

七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、

第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。 

7 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額

の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項

の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。 

(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五六法一五・平

四法五・平一五法九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法一一五・令二法五・一部改正) 

(更正、決定等の期間制限の特例) 

第十七条の六 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期

間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間

の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することが
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できる。 

一 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五

項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は

更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原

処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属

するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更

正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間 

二 第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項

において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又

は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間 

三 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経

済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しう

べき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決

定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金

の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間 

四 第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項

又は第二十条の五の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正

又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間 

2 前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条

第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定す

る譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に

規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法

人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において

同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、

同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六

十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が

分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同

法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合に

は当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)

を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号

の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。 

3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税

割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七
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十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各

号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は

第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条

又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができ

る。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税

若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。 

一 所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に

定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又

は決定の通知が発せられた日 

二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日 

三 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において

「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は

決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日 

(昭三八法八〇・追加、平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一八法七・平二二法四・平二五

法三・平二六法六九・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

第二款 消滅時効 

(昭三八法八〇・款名追加) 

(地方税の消滅時効) 

第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」とい

う。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日か

ら起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 

一 第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用があ

る地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた

日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同

項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日 

二 第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日 

三 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日 

2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 

3 地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平一四法八〇・平二三法一一五・平二五法三・平二九法四五・

令二法五・一部改正) 

(時効の完成猶予及び更新) 

第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当
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該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 

一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間 

二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同

日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、その

された日)までの期間 

三 交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第八

十二条第二項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。) 

2 前項第三号に掲げる交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の

完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。 

3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しく

は一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)

に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年間は、進行しな

い。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は

行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地

方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては

当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。 

一 納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。) 当該告知に係る文書が発せられた日 

二 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日 

4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方

団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 

5 地方税についての地方税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、

又は新たにその進行を始める部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、完成せず、又は

新たにその進行を始める。 

6 地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、

その納付の時から新たに進行を始める。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・平二七法二・平二九法四五・

一部改正) 

(還付金の消滅時効) 

第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還

付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求

をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。 

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 

(昭三四法一四九・追加) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

52 

 

第十二節 行政手続法との関係 

(平五法八九・追加) 

(行政手続法の適用除外) 

第十八条の四 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関

する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章(第八条を除く。)及び第

三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 

2 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第四項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、

又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をい

う。)については、同法第三十五条第三項及び第三十六条の規定は、適用しない。 

(平五法八九・追加、平二三法一一五・平二六法七〇・一部改正) 

第十三節 不服審査及び訴訟 

(昭三四法一四九・追加、昭三七法一四〇・昭三七法一六一・改称、平五法八九・旧第十二節繰下) 

第一款 不服審査 

(昭三七法一四〇・款名追加) 

(行政不服審査法との関係) 

第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この

法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところによ

る。 

一 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定 

二 督促又は滞納処分 

三 第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若

しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定 

四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業

者数についての決定又は裁決 

五 第七十二条の四十八の二第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規

定による分割基準の修正若しくは決定 

六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定

による課税標準とすべき所得の決定 

七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定 

八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格

等の決定若しくは配分又はこれらの修正 

九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの 

(昭三七法一六一・全改、昭三七法一四〇・昭四一法四〇・昭四五法二四・平一一法一六〇・平二三法
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一一五・平二六法六九・一部改正) 

(徴税吏員がした処分) 

第十九条の二 審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の

事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、

その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。 

(昭三七法一六一・追加、平二六法四二・平二六法六九・一部改正) 

第十九条の三 削除 

(昭四四法一六) 

(審査請求期間の特例) 

第十九条の四 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、

これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後

は、することができない。 

一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日

から起算して三月を経過した日 

二 不動産等(国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差

押え その公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。) 

三 不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定まで

の処分 換価財産の買受代金の納付の期限 

四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日 

(昭三七法一六一・追加、昭四四法一六・昭五七法六九・平二六法六九・一部改正) 

(審査請求の理由の制限) 

第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定について

の審査請求においては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決

定についての不服の理由とすることができない。 

(昭三七法一六一・追加、平二六法六九・一部改正) 

(審査請求があつた場合等の通知) 

第十九条の六 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合においては、その

審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求があつた旨その他必要な事項

を通知しなければならない。この場合においては、審査請求があつた旨その他必要な事項を官報に登載するこ

とによつて、当該通知に代えることができる。 

2 前項の規定は、同項に規定する審査請求に対する裁決の権限を有する者が当該審査請求に対する裁決をした

場合に準用する。 

(昭三七法一六一・追加、平二六法六九・一部改正) 
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(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係) 

第十九条の七 審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。

ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項に規定する

特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。次項において同じ。)による換価は、その

財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は審査請求をした者から別段の申出があるときを除き、そ

の審査請求に対する裁決があるまで、することができない。 

2 審査請求の目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、審査請

求をした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差

押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認

めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。 

3 第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担

保について準用する。 

(昭三七法一六一・追加、昭四一法四〇・昭四四法一六・平二六法六九・平三〇法三・一部改正) 

(差押動産等の搬出の制限) 

第十九条の八 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る

財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたときは、その審査請求

の係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。 

(昭三七法一六一・追加、昭四一法四〇・平二六法六九・一部改正) 

第十九条の九 削除 

(平二六法六九) 

(不動産等の売却決定等の取消しの制限) 

第十九条の十 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求

があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、そ

の審査請求を棄却することができる。 

一 その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行

われている場合において、その審査請求に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼ

させることが適当でないと認められるとき。 

二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他審査請求に係る処分を取り消すことにより公の利益

に著しい障害を生ずる場合で、その審査請求をした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法

その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。 

2 前項の規定による審査請求の棄却の裁決には、処分が違法であること及び審査請求を棄却する理由を明示し

なければならない。 

3 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。 
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(昭三七法一六一・追加、平二六法六九・一部改正) 

第二款 訴訟 

(昭三七法一四〇・追加) 

(行政事件訴訟法との関係) 

第十九条の十一 第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるも

のを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の

定めるところによる。 

(昭三七法一四〇・追加) 

(審査請求と訴訟との関係) 

第十九条の十二 第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た

後でなければ、提起することができない。 

(昭三七法一四〇・追加、平二六法六九・一部改正) 

(滞納処分に関する出訴期間の特例) 

第十九条の十三 第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提

起について準用する。 

(昭三七法一四〇・追加) 

(原告が行うべき証拠の申出) 

第十九条の十四 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事

件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金

の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しよ

うとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその

異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該

訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくするこ

とができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 

2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成八年法律第

百九号)第百五十七条第一項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方

法とみなす。 

(昭五九法七・追加、平八法一一〇・平一六法八四・一部改正) 

第十四節 雑則 

(昭三七法一六一・節名追加、平五法八九・旧第十三節繰下) 

(書類の送達) 

第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達

により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があると
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きは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、

事務所又は事業所に送達する。 

2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書

類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 

3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行う

ことができる。 

一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は

同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。 

二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正

当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。 

4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定

めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書

便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に

送達があつたものと推定する。 

5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発

送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・平一四法一〇〇・平二九法二・一部改正) 

(公示送達) 

第二十条の二 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、

居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められ

る場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。 

2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団

体の掲示場に掲示して行う。 

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみな

す。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・一部改正) 

(市町村が行う道府県税の賦課徴収) 

第二十条の三 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事

務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理

することとすることができる。 

一 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県

の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。 

二 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。 
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2 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することと

した場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。 

3 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、昭三五法一一三・平一一法八七・一部改正) 

(他の地方団体への徴収の嘱託) 

第二十条の四 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所

若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者

の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託するこ

とができる。 

2 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。 

3 第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受

けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入

とする。 

(昭三四法一四九・追加、平一一法八七・一部改正) 

(課税標準額、税額等の端数計算) 

第二十条の四の二 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税につ

いては、この限りでない。 

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、

又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

3 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又は

その全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数がある

とき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

4 滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てる。 

5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。 

6 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされてい

る場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未

満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。 

7 第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるの

は、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。 
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8 第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)

及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資

産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別

徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第六項

中「千円」とあるのは、「百円」とする。 

9 特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とす

る。 

(昭三八法八〇・追加、昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭五五法一〇・昭

六二法九四・平一六法一七・平一七法五・平一八法八三・一部改正) 

(期間の計算及び期限の特例) 

第二十条の五 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十

一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。 

2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十

二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、こ

れらの日の翌日をその期限とみなす。 

(昭三四法一四九・追加、昭五六法六一・一部改正) 

(災害等による期限の延長) 

第二十条の五の二 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定

める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方

団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。 

2 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組

織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)

又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織を

いう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規

定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用

し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収

金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金

をいう。)の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき(当

該通知が第五十三条第四十六項、第七十二条の三十二第一項、第七十二条の八十九の二第一項又は第三百二十

一条の八第四十二項の申告である場合には、それぞれ第五十三条第六十項、第七十二条の三十二の二第十一項、

第七十二条の八十九の三第十一項又は第三百二十一条の八第五十六項の規定による指定を行うことにより、こ

れらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指
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定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から

二月を超えてはならない。 

3 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び

機構に通知しなければならない。 

(昭三八法八〇・追加、平二六法六九・平三一法二・平三〇法三(平三一法二)・一部改正) 

(郵送等に係る書類の提出時期の特例) 

第二十条の五の三 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている

申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める

書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(そ

の表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日

数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。 

(昭三八法八〇・追加、平一四法一〇〇・平一八法七・平二七法二・一部改正) 

(口座振替に係る納期限の特例) 

第二十条の五の四 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該

申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の

到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又

は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延

滞金に関する規定を適用する。 

(平一二法四・追加) 

(第三者の納付又は納入及びその代位) 

第二十条の六 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入するこ

とができる。 

2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務

者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その

地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、

その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その

担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。 

3 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入し

たときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭四六法九九・一部改正) 

(債権者の代位及び詐害行為の取消し) 

第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。 

(昭三四法一四九・追加、平二九法四五・一部改正) 
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(供託) 

第二十条の八 民法第四百九十四条並びに第四百九十五条第一項及び第三項の規定は、この法律又はこれに基く

条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべ

き場合について準用する。 

(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・一部改正) 

(地方税に関する相殺) 

第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規

定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的

とするものとについても、また同様とする。 

(昭三四法一四九・追加) 

(修正申告等の効力) 

第二十条の九の二 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響

を及ぼさない。 

2 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき

税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。 

3 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分

以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。 

4 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地

方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。 

5 前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。 

(昭三八法八〇・追加、昭四四法一六・一部改正) 

(更正の請求) 

第二十条の九の三 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提

出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つてい

なかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書

に係る地方税の法定納期限から五年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その

申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税

標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 

一 当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の

税額)が過大であるとき。 

二 当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少

であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額

等の記載がなかつたとき。 
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三 当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場

合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、

当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。 

2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号

のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定

する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間にお

いて、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十

二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。 

一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての

判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたとこ

ろと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内 

二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた

者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方

税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して

二月以内 

三 その他当該地方税の法定納期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 

当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内 

3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等

又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記

載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。 

4 地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更

正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。 

5 更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴

収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の

全部又は一部の徴収を猶予することができる。 

6 第一項から第四項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又

は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除

する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度若しくは連結事業

年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる

法人税額若しくは個別帰属法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる第五十三条第五項若しく

は第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条

の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額、第五十三条第十二項第一号若しくは第三百二十一条の八第十二

項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、第五十三条第十二項第二号若しくは第三百二十一条の
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八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、第五十三条第十二

項第三号若しくは第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控

除対象還付法人税額若しくは第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象

個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人

の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することがで

きる欠損金額若しくは第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定

する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律

の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。 

(昭四四法一六・追加、昭五一法七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法八〇・平一五法九・平

一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・一部改正) 

(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等) 

第二十条の九の四 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の

一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計

算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。 

2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納

付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の

額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎と

なる地方税に充てられたものとする。 

(昭四四法一六・追加、昭五七法一〇・一部改正) 

(延滞金の免除) 

第二十条の九の五 第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延

長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。 

2 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定に

よる免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、免除するこ

とができる。 

一 第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受

けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入

をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事

由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間 

二 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託

を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその

委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき

納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入
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があつた日までの期間 

三 前二号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正、昭四四法一六・旧第二十条の九の三繰下、平三一法

二・一部改正) 

(納税証明書の交付) 

第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団

体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の

規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち

政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交

付しなければならない。 

(昭三四法一四九・追加、平一一法八七・平一六法一七・一部改正) 

(事業者等への協力要請) 

第二十条の十一 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要

があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となる

べき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。 

(昭五九法七・追加、令二法五・一部改正) 

(預貯金者等情報の管理) 

第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。

以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第

三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この

条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は

居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯

金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯

金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯

金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法

律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人に

あつては、法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四におい

て同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。 

(平二七法六五・追加、平三一法二・一部改正) 

(口座管理機関の加入者情報の管理) 

第二十条の十一の三 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項

に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)をいう。以下この条において同
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じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加

入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に

規定する社債等をいう。次条において同じ。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を

当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければなら

ない。 

(平三一法二・追加) 

(振替機関の加入者情報の管理) 

第二十条の十一の四 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下

この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二

条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち総務省令

で定めるものをいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有す

る当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。 

(平三一法二・追加) 

(政令への委任) 

第二十条の十二 第九条から前条まで及び第十六節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その

他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭三四法一四九・追加、昭五九法七・旧第二十条の十一繰下、平二九法二・一部改正) 

(事務の区分) 

第二十条の十三 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項

の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び

附則第七十条第二項後段に規定する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と

する。 

(平一一法八七・追加、令二法二六・一部改正) 

第十五節 罰則 

(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・旧第十三節繰下、平五法八九・旧第十四節繰下) 

(不納せん動に関する罪) 

第二十一条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条に

おいて「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、

又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納

入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。 

(昭三四法一四九・追加) 

(秘密漏えいに関する罪) 
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第二十二条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含

む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年

法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務

に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合に

おいては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(昭三四法一四九・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(虚偽の更正の請求に関する罪) 

第二十二条の二 第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した

者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対して同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

その人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(平二三法一一五・追加) 

第十六節 犯則事件の調査及び処分 

(平二九法二・追加) 

第一款 犯則事件の調査 

(平二九法二・追加) 

(質問、検査又は領置等) 

第二十二条の三 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において

同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調

査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」

という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物

件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。 

2 当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるこ

とができる。 

(平二九法二・追加) 

(臨検、捜索又は差押え等) 

第二十二条の四 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所

の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者

等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又
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は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができな

い方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この款において

同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録

させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることが

できる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認め

るに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 

2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続

している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更

若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに

足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算

機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 

3 当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき

身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所

在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をするこ

とができる。 

4 当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において

「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。 

5 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人に

ついては、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえ

るべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき

者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければ

ならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなけれ

ばならない。 

6 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべき

ものの範囲を記載しなければならない。 

7 当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は

記録命令付差押えをさせることができる。 

(平二九法二・追加) 

(通信事務を取り扱う者に対する差押え) 

第二十二条の五 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌

疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づ

き通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。 
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2 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき

通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況

があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。 

3 当該徴税吏員は、前二項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければな

らない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。 

(平二九法二・追加) 

(通信履歴の電磁的記録の保全要請) 

第二十二条の六 当該徴税吏員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行う

ための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信

を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通

信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない

期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録につ

いて差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければな

らない。 

2 当該徴税吏員は、前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日

を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えるこ

とができない。 

3 当該徴税吏員は、第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関

する事項を漏らさないよう求めることができる。 

(平二九法二・追加) 

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え) 

第二十二条の七 当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節にお

いて同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、

その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けるこ

とができないときは、その犯則の現場において第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えをすることがで

きる。 

2 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物

件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合にお

いて、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受

けることができないときは、その者の所持する物件に対して第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えを

することができる。 

(平二九法二・追加) 

(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

68 

 

第二十二条の八 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押

えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 

一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、

当該他の記録媒体を差し押さえること。 

二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷

させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。 

(平二九法二・追加) 

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 

第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠

をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 

2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。 

(平二九法二・追加) 

(処分を受ける者に対する協力要請) 

第二十二条の十 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であ

るときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるこ

とができる。 

(平二九法二・追加) 

(許可状の提示) 

第二十二条の十一 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受

ける者に提示しなければならない。 

(平二九法二・追加) 

(身分の証明) 

第二十二条の十二 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令

付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけ

ればならない。 

(平二九法二・追加) 

(警察官の援助) 

第二十二条の十三 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、

警察官の援助を求めることができる。 

(平二九法二・追加) 

(所有者等の立会い) 

第二十二条の十四 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、

差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他こ
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れらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせ

なければならない。 

2 当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人

で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職

員を立ち会わせなければならない。 

3 当該徴税吏員は、第二十二条の七の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要すると

きは、前二項の規定によることを要しない。 

4 当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただ

し、急速を要する場合は、この限りでない。 

(平二九法二・追加) 

(領置目録等の作成等) 

第二十二条の十五 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領

置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による

処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。 

(平二九法二・追加) 

(領置物件等の処置) 

第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、そ

の所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させるこ

とができる。 

2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれ

があるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 

(平二九法二・追加) 

(領置物件等の還付等) 

第二十二条の十七 当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくな

つたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 

2 地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の

住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その

旨を公告しなければならない。 

3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付

の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏

員の所属する地方団体に帰属する。 

(平二九法二・追加) 

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等) 
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第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し

押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、

所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的

記録の複写を許さなければならない。 

2 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。 

3 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は

複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。 

(平二九法二・追加) 

(鑑定等の嘱託) 

第二十二条の十九 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物

件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することが

できる。 

2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税

吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当

該鑑定に係る物件を破壊することができる。 

3 前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。 

4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、

犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、

有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及

び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。 

5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。 

(平二九法二・追加) 

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 

第二十二条の二十 当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日

出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。ただし、第二十二条の七の規

定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りするこ

とができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。 

2 当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え

を、日没後まで継続することができる。 

(平二九法二・追加) 

(処分中の出入りの禁止) 

第二十二条の二十一 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命

令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができ
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る。 

(平二九法二・追加) 

(執行を中止する場合の処分) 

第二十二条の二十二 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場

合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 

(平二九法二・追加) 

(捜索証明書の交付) 

第二十二条の二十三 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜

索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 

(平二九法二・追加) 

(調書の作成) 

第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受け

た者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをした

ときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質

問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

2 当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しな

ければならない。 

3 当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を

作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、

又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

(平二九法二・追加) 

(他の地方団体の長への調査の嘱託) 

第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、こ

れをその地の地方団体の長に嘱託することができる。 

(平二九法二・追加) 

第二款 犯則事件の処分 

(平二九法二・追加) 

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発) 

第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思

料するときは、検察官に告発しなければならない。 

(平二九法二・追加) 

(間接地方税に関する犯則事件についての報告等) 

第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

72 

 

その所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直

ちに検察官に告発しなければならない。 

一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。 

二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。 

三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。 

(平二九法二・追加) 

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等) 

第二十二条の二十八 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、そ

の理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに

差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通

告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通

告することができる。 

2 地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかか

わらず、直ちに検察官に告発しなければならない。 

一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。 

二 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。 

3 地方団体の長は、第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、

犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を

更正することができる。 

4 第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日

の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。 

5 犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び

次条第一項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。 

6 犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売そ

の他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求するこ

とができない。 

(平二九法二・追加) 

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行) 

第二十二条の二十九 地方団体の長は、犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合に

は、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日

から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当

該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。 

2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の
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事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。 

(平二九法二・追加) 

(検察官への引継ぎ) 

第二十二条の三十 間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の

告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。 

2 第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第二十二条の二十四各項に規

定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録

又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。 

3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るもの

である場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた

者に通知しなければならない。 

4 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事

訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。 

5 第一項の告発は、取り消すことができない。 

(平二九法二・追加) 

(犯則の心証を得ない場合の通知等) 

第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、

その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押

えがあるときは、その解除を命じなければならない。 

(平二九法二・追加) 

第二章 道府県の普通税 

第一節 道府県民税 

(昭二九法九五・全改) 

第一款 通則 

(昭二九法九五・全改) 

(道府県民税に関する用語の意義) 

第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 

二 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 

三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。 

イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法

人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税 

ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国
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法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税 

(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額 

(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額 

三の二 利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。 

三の三 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。 

三の四 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。 

四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条

の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第

一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年

法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三

の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六

条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九

条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の

四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条

の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項

から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、

第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の

十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、

第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、

第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞

税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 

ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により

計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第

四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の

二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九

条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の

四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十

二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項ま

で及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二
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条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、

第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の

適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算

税の額を含まないものとする。 

(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 

(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 

四の二 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個

別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等

以上であるとき 調整前個別帰属法人税額 

ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零 

ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税

額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等 

四の三 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の

同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 

当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措

置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十

八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第

十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する

金額の合計額を加算した額 

ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられ

る金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金

額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条

の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十

八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に

係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額 

四の四 個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、

第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連

結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。 

四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法

人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当
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該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」と

いう。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額

に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した

金額との合計額 

(1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金

(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余

金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本

金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本

金とした金額 

(2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産

を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の

規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの

規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において

「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧

商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用す

る場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額 

(3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四

百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省

令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金

額 

ロ 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第

一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定

が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令

で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する

連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及び

イ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額 

ハ 第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げ

る法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同

条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日

前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金

額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額 

ニ 第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

77 

 

税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金

等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度

等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を

控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げ

る金額を減算した金額との合計額 

ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定

した金額 

五 給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。 

六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみな

される一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。 

七 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条

第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四

項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条か

ら第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 

八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務

者の配偶者をいう。 

九 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十

二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された

児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養

護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業

専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に

該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 

十 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障

害がある者で政令で定めるものをいう。 

十一 寡婦 次に掲げる者をいう。 

イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定め

るもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの 

ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定め

るもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの 

十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令

で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額

が五百万円以下であるものをいう。 

十三 合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得
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金額及び山林所得金額の合計額をいう。 

十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。 

イ この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法

第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形

成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五

十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号

に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取り

の対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又

は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただ

し書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号

に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水

産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項

第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額

に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定

により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみな

される金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条

第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲

げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金

の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項

第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)

を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第

一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法

第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は

差益を除く。) 

ロ 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の

取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。) 

ハ 租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等

(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適

用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の

適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。) 

ニ 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内

における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資
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信託等の配当等」という。) 

ホ 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 

ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給

付補填金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一

項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補填金の額とみなされる金額に相当する部分に限

る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又

は第三号に掲げる給付補填金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項た

だし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付

補填金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項

の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなさ

れる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一

項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同

法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲

げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための

休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十

五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補填金の額とみなされる金額

に相当する部分に限る。)を含む。) 

十五 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の

十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。 

十六 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以

下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特

定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座にお

いて処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係

る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。 

十七 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座

内調整所得金額をいう。 

十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税

の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法

人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号

において同じ。)にあるものに限る。)とする。 

イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの 

ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その

他これに準ずるものとして政令で定めるもの 
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ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定め

るもの 

2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納

税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれ

か一にのみ該当するものとみなす。 

3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところ

により、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。 

4 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第

十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項か

ら第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをい

うものとする。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・

昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一

八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・

昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平

七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九

四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法

一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二

二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二六法四・平二

七法六五・平二八法一三(平二八法八六)・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・

平三一法二・令二法五・一部改正) 

(道府県民税の納税義務者等) 

第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げ

る者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額に

より、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第

六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。 

一 道府県内に住所を有する個人 

二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に

住所を有しない者 

三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人 

四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)

を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの 

四の二 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同
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じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの 

五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受

ける個人 

六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を

有するもの 

七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する

年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの 

2 前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者につ

いては、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により

当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。 

3 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。 

4 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道

府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所

所在の道府県において課する。 

5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組

合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認

可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第

七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項

に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定

により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標

準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事

務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。 

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の

引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第五十三条第四十六項から第四十九項までを除く。)の規定を

適用する。 

7 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるも

のとして道府県民税を課する。 

8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等

の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱

いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので

利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。 

9 第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。 
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(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法五一・

昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四二法八一・昭四三法四・昭五八法五一・昭五九法七・昭六二法九四・

平三法二四・平六法一〇六・平一〇法七・平一〇法一〇七・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・

平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・平二六法四・平

二七法二・平三〇法三・一部改正) 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 

第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに

当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課

税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別

の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第四十

八条、第五十条、第五十二条、第五十三条第十九項、第五十三条の三、第五十四条、第六十二条、第三款第三

目、第七十一条の十六、第四款第三目、第七十一条の三十七、第五款第三目、第七十一条の五十七及び第六款

第三目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。 

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の

者にそれぞれ帰属するものとする。 

3 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用

する場合について準用する。 

4 法人税法第四条の七の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定に

おいて適用する場合について準用する。 

5 第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二十三条第一項第四

号の五イ 

同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者で

ある法人について、第二十四条の二第一項及び第二

項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一

項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの

節の規定を適用する場合における当該受託者であ

る法人をいう。以下この節において同じ。)の第五

十三条第一項 

第二十三条第一項第四

号の五ロ及びハ 

政令 当該法人に係る固有法人の政令 

第二十三条第一項第四

号の五ニ 

同項 当該法人に係る固有法人の同項 

第二十三条第一項第四 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額 
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号の五ホ 

第五十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が 

第五十二条第二項第一

号及び第三号 

当該法人 当該法人に係る固有法人 

第五十二条第二項第二

号 

これらの法人 これらの法人に係る固有法人 

第五十二条第四項から

第六項まで 

)の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額 

第五十三条第一項 法人にあつては均等割

額 

法人が固有法人である場合には当該固有法人に係

る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 

  寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固

有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全て

の事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項

までにおいて同じ。)所在地 

  及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額 

第五十三条第二項から

第四項まで 

均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人

に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割

額 

第五十三条第三十九項 法人又は 固有法人又は 

 法人は 固有法人は 

 法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する 

第五十七条第一項 法人税割額を算定し

て、これに均等割額を

加算した額 

算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場

合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の

受託者が納付すべき均等割額を加算した額) 

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。 

(平一九法四・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二五法三・平二七

法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者) 

第二十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当

該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当

該収益を享受する者に課するものとする。 

(昭三六法七四・追加、平一九法四・旧第二十四条の二繰下) 
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(道府県民税と信託財産) 

第二十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するもの

に限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。た

だし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項

第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この

限りでない。 

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託

の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項

の規定を適用する。 

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされ

ている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一九法四・全改、平二五法三・一部改正) 

第二十四条の四 削除 

(平二八法一三) 

(個人の道府県民税の非課税の範囲) 

第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二

号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税

に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。 

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者 

二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。) 

2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判

定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。 

3 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととさ

れる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。 

(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・

昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一

九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一

五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・一部改正) 

(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲) 

第二十五条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二

号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 

一 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資さ
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れることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全て

が国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学

法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公

共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に

よる港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並び

に独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 

二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百

七十号)第六十四条第四項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等

に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団

体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済

組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定

する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体

中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組

合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済

組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人

で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするも

の又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関す

る法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等 

2 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項

第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 

3 前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・

昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八

〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六

一法九四・昭六二法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法

一〇四・平一四法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇

二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・

平二八法三九・平三〇法四一・一部改正) 

(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲) 

第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、

利子割を課することができない。 

(昭六二法九四・追加、平一〇法一〇七・平一二法九七・平一五法九・平一九法四・平二〇法二一・平

二五法三・一部改正) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

86 

 

(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権) 

第二十六条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県

民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合におい

ては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代

えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる

記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合にお

ける当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当

該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 特別徴収義務者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。 

3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七

十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。 

5 第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭四二法二五・昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・

平一六法一五〇・平二〇法二一・平二三法一一五・一部改正) 

(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪) 

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項に

おいて「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二

項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条

の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第

四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団

等の代表者又は管理人を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三
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項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一

第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)

又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行

為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合におい

ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四五法二四・

昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一

法三・一部改正) 

(個人の道府県民税の納税管理人) 

第二十八条 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る

個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、平一〇法二七・一部改正) 

(法人の道府県民税の納税管理人) 

第二十九条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなく

なつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、

居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該

地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税

管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更

し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障

がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・平一〇法二七・平二〇法二一・一部改正) 

(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第三十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手

段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は

財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金

刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 
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(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正) 

(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第三十一条 道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の

承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をし

なかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

とができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法一六一・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正) 

第二款 個人の道府県民税 

(昭二九法九五・全改) 

第一目 課税標準及び税率 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・改称) 

(所得割の課税標準) 

第三十二条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額と

する。 

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする

場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は

第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法

第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。 

3 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出するこ

とにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十

五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以

下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されてい

る方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定によ

る計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事

業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたこ

とその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専

従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した

同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると

市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達

される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出す

る義務がないときも、同様とする。 

4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している

場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専
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ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者につい

て、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は

山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。 

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円 

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 

二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算

した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額 

5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専

従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 

6 第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道

府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない

場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がな

い場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場

合は、この限りでない。 

7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定

は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるも

のとする。 

8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算

定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の

計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除され

たものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の

金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二

第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 

9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、

退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前にお

いて控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係

る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の

金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年

内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同

号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定によ

り前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の
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翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提

出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該

納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。 

10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製

品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるもの

をいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ず

る資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款に

おいて同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むもの

とし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得

の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。 

11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二

第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相

当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四

十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類

を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与

所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。 

12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定す

るものとする。 

13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(道府

県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)

に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がい

ずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適

用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。 

一 第四十五条の二第一項の規定による申告書 

二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものと

みなされる場合における当該確定申告書に限る。) 

14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の金額を除外して算定するものとする。 

15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式

等譲渡所得金額申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事
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項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認める

ときは、この限りでない。 

一 第四十五条の二第一項の規定による申告書 

二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものと

みなされる場合における当該確定申告書に限る。) 

16 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要

な事項は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭

四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・

昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法

七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正) 

第三十三条 削除 

(昭六三法一一〇) 

(所得控除) 

第三十四条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当

該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から

控除するものとする。 

一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計

を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生

活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連し

て政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含

み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号におい

て「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える

所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超

える金額 

イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額とし

て政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額が

ない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十

分の一に相当する金額 

ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

92 

 

支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額 

ハ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額 

二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療

又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち

通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保

険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える

場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、

二百万円) 

三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四

条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金

銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は

給与から控除される金額 

四 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額 

イ 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除

く。)に基づく掛金 

ロ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金

又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金 

ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定

めるものに係る契約に基づく掛金 

五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定す

る新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、

七万円) 

イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第八項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあ

つては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第八項において

「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその

他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を

除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛

金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」と

いう。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 
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(i) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金

の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは

割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額

(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した

残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 

一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 

二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

(2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(i) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金

の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは

割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額

(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万

五千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万

五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千

五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円 

(3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円) 

(i) 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額 

(ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額 

ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払

つたことその他の政令で定める事由(第八項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に

基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命

保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 
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(1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余

金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しく

は割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の

額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除し

た残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額 

(2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 

一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 

二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新

個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体

の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、

当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(i) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づ

く剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰

余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余

金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金

額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合

計額 

(ii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場

合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場

合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

(2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(i) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づ

く剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰

余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

95 

 

金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)

において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 

一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万

七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円 

(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円) 

(i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額 

(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額 

五の二 削除 

五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用

に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的

とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流

失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を

填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定

めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に

支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金

の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて

地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)

を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) 

六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の

納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害が

ある者で政令で定めるものをいう。第四項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、

三十万円) 

七 削除 

八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円 

九 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円 

十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が
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老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第

一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円) 

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(そ

の控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円) 

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控

除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円) 

十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に

規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計

所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納

税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているもの

を除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 前年の合計所得金額が九十万円以下である配偶者 三十三万円 

(2) 前年の合計所得金額が九十万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の

前年の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍

の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当

該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額 

(3) 前年の合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円 

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者の

イ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額

(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) 

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ

(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当

該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) 

十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款において同じ。)を有する

所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のう

ち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第九項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十

五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第五項及び第九項

並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円) 

2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金

額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。 
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3 所得割の納税義務者が、第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族

である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係

る第一項第八号の金額は、三十万円とする。 

4 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該

納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況とし

ている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第

六号の金額は、五十三万円とする。 

5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、か

つ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊

属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。 

6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保

険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。 

7 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療

費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除す

べき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、

同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第四項の規定により控除

すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号及び第三項の規定により控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、

第一項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配

偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第五項

の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。 

8 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧

個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保

険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。 

一 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当

該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共

済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給

付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規

定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認

可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる

規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保

険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするも

の 
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イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結

した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満た

ない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等

がこの法律の施行地外において締結したものを除く。) 

ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定に

よる廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及

び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が

支払われるもの 

ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結

した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)そ

の他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)の

うち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの 

ニ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金

に関する契約で政令で定めるもの 

二 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締

結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約

若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に

基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族

とするもの 

イ 前号イに掲げる契約 

ロ 旧簡易生命保険契約 

ハ 生命共済契約等 

ニ 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損

害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他こ

れらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身

体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損

害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医

療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 

ホ 前号ニに掲げる規約又は契約 

三 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した

当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に

附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛

金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの 
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イ 前号ニに掲げる契約 

ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約

又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するも

のその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 

四 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を

給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失

効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)

又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの 

イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存し

ている場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。 

ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行う

ものであること。 

ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日

以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期

に行うものであることその他の政令で定める要件 

五 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約

(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)の

うち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの 

六 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有

する一の保険契約若しくは共済に係る契約 

イ 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結

した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を填補するもの(第二号ニに掲げる

もの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。) 

ロ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済

に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 

9 第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第三項の規定に

該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項

の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同

一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規

定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他

の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途に

おいてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者

の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合には、その親族がその所得割の納税義務者の第二
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十三条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の

時の現況によるものとする。 

10 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用す

る。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属

する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規

定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読

み替えるものとする。 

11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけ

るその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配

偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。 

12 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険

料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、

かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。 

13 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必

要な事項は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭

四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一

八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法

一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三

法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六

法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八(平

一三法九四)・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一

〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・

一部改正) 

(所得割の税率) 

第三十五条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所

得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指

定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金

額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。 

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定に

よる控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法四四・昭四一法四〇・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平三法七・平
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六法一一一・平九法九・平一〇法二七・平一八法七・平二九法二・一部改正) 

第三十六条 削除 

(平一八法七) 

(調整控除) 

第三十七条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 

一 当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額

のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分

の一)に相当する金額 

イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表

の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害

者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同

居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養

親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一

人につき一万円 

(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該

特別障害者一人につき十万円 

(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は

扶養親族を有する所得割の納税義務者 

当該同居特別障害者一人につき二十二万円 

(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)

に掲げる者を除く。) 

一万円 

(4) 第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦

のうち同号イに該当する者で、扶養親族である

子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万

円以下である所得割の納税義務者 

五万円 

(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円 

(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務

者 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納

税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を

超え九百五十万円以下である場合には四万円、

当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百

五十万円を超え千万円以下である場合には二

万円) 

(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者

である場合 十万円(当該納税義務者の前年の
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合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円

以下である場合には六万円、当該納税義務者の

前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千

万円以下である場合には三万円) 

(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第

十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金

額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対

象配偶者に該当しないものを有する所得割の

納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得

割の納税義務者として同号の規定の適用を受

けているものを除き、前年の合計所得金額が千

万円以下であるものに限る。) 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納

税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を

超え九百五十万円以下である場合には四万円、

当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百

五十万円を超え千万円以下である場合には二

万円) 

(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万

円以上四十五万円未満である場合 三万円(当

該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万

円を超え九百五十万円以下である場合には二

万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が

九百五十万円を超え千万円以下である場合に

は一万円) 

(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人

扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 

(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控

除対象扶養親族一人につき五万円 

(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族であ

る場合 当該特定扶養親族一人につき十八万

円 

(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族であ

る場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 

(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する

所得割の納税義務者 

当該老人扶養親族一人につき十三万円 

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額 

二 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控

除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額 

イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る

同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額 
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(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・一部改正) 

(寄附金税額控除) 

第三十七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合

計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を

超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当

該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年

中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百

分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額

を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超える

ときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務

者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶ

と認められるものを除く。) 

二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を

当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又

は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所

を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの 

三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみな

されるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関す

る寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条

例で定めるもの 

四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特

定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活

動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定め

るもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。) 

2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)

であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府

県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物

品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供す

る場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するもの

をいう。 

一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大
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臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の

三十に相当する金額以下であること。 

二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務

その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。 

3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定

めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項

に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。 

4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定

を受けることができない。 

5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告

を求めることができる。 

6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、

又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。 

7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」とい

う。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 

8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若し

くは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

9 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」と

いう。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領

した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。 

10 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 

11 第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額の

うち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の

五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が

当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超

えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。 

一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」と

いう。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以

下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額

について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

百九十五万円以下の金額 百分の八十五 

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十 

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十 
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六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七 

九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七 

千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の五十 

四千万円を超える金額 百分の四十五 

二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定す

る課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同

号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十 

三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合

であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる

場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、

当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合) 

イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の

表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

12 第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条

において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに

行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明

らかにしなければならない。 

13 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け

入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金

の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならな

い。 

14 道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のた

めに必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報

告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。 

(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

(外国税額控除) 

第三十七条の三 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、

利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号

に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法
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第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条に

おいて「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十

五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政

令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める

金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭六二法九四・

昭六三法一一〇・平一五法九・平一八法七・一部改正、平二〇法二一・旧第三十七条の二繰下・一部改

正、平二六法四・一部改正) 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 

第三十七条の四 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額

を課された場合又は同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲

渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、

その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

(平一五法九・追加、平一八法七・一部改正、平二〇法二一・旧第三十七条の三繰下・一部改正、平二

九法二・一部改正) 

(個人の均等割の税率) 

第三十八条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。 

(昭二九法九五・全改、昭五一法七・昭五五法一〇・昭六〇法九・平八法一二・一部改正) 

第二目 賦課徴収 

(昭二九法九五・全改) 

(個人の道府県民税の賦課期日) 

第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

(昭二九法九五・全改) 

第四十条 削除 

(昭三六法七四) 

(個人の道府県民税の賦課徴収) 

第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の

市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村

の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還

付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百

二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一
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の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の

計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。 

2 第三百十七条の四(第三百十七条の二第一項から第五項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載を

して提出した者に係る部分に限る。)、第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項ま

で、第三百三十二条並びに第三百三十三条の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴

収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。 

3 道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、

市町村に対し、必要な援助をするものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・昭三四法一四九・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四一法四

〇・昭五一法七・平二三法八三・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等) 

第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、

個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しな

ければならない。 

2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納

付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん
、、

分した

額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。 

3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又

は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭四四法一六・昭四五法二四・一部改正) 

(個人の道府県民税の納税通知書等) 

第四十三条 第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収

に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収

の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそ

れらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三五法一一三・昭三八法八〇・平一一法一六〇・平二〇法二一・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る納期限の延長) 

第四十四条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者

に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予) 

第四十四条の二 第三百二十一条の七の十三の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合

には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶
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予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。 

(平二七法二(平二八法一三)・追加、平三〇法三・一部改正) 

(個人の道府県民税又は延滞金額の減免) 

第四十五条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴

収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額

の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭四一法四〇・昭四四法一六・昭四六法一一・一部改正) 

(個人の道府県民税の申告等) 

第四十五条の二 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期

日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四

項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在におい

て俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)

又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を

受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたも

の(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第

二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第三十四条第五項に規

定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規

定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の

二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人

及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部

分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の

控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める

者については、この限りでない。 

一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 

二 青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算

入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項 

三 第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項 

四 第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項 

五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額の控除に関する事項 
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六 寄附金税額控除額の控除に関する事項 

七 扶養親族に関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項 

2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十

一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これ

らの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の

二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。 

3 第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税

に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条

第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金

税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの

控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期

日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有す

る者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民

税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。 

5 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限

る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めると

ころにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告

書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

6 第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受

けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するとき

は、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができ

る。 

(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭

四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・

平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二三法七〇・

平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二(令二法五)・一部改正) 

第四十五条の三 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確
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定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の

規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提

出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。 

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各

号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項

までの規定による申告書に記載されたものとみなす。 

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、

道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。 

(昭四二法二五・追加・一部改正、昭四四法一六・平一一法一六〇・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書) 

第四十五条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する

給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に

規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなけ

ればならない。 

一 当該給与支払者の氏名又は名称 

二 扶養親族の氏名 

三 その他総務省令で定める事項 

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項につい

て異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第

三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所

在地の市町村長に提出しなければならない。 

3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたと

きは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九

十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二

第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供す

ることができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申
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告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」

と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書) 

第四十五条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲

げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」

という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払

者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に

規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長

に提出しなければならない。 

一 当該公的年金等支払者の名称 

二 扶養親族の氏名 

三 その他総務省令で定める事項 

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事

項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定

する申告書と併せて提出することができる。 

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二

百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十

七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申

告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等) 
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第四十六条 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納

税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 

2 市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三

十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。 

3 道府県知事は、必要があると認める場合には、前二項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村

に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。 

4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は

記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又

は記録させるものとする。 

5 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場

合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・平一八法五三・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付) 

第四十七条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償する

ため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 

一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納

税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額 

二 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七

条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係

る過誤納金に相当する金額 

三 第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額 

四 第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定によつて市町村が交

付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額 

五 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金

額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定によつて市町村が還付し、又は充当

した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額 

2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定め

る。 

(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四一法四〇・

昭四五法二四・昭六二法九四・平一八法七・平二〇法二一・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例) 

第四十八条 第四十六条第二項の規定により市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告が

あつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について一年を
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超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体

の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市

町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をす

ることができる。 

2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日ま

での間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとす

る。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道

府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴

収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、

又は滞納処分をすることができる。 

3 道府県の徴税吏員は、前二項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員か

ら、前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地

方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第一項の一定の期間が経過した場合には、当該市

町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、

協議により、滞納処分を続行することができる。 

4 市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、

又は滞納処分をする道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記

載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収

することができないものとし、第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合

を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。 

5 市町村は、道府県が第一項又は第二項の規定により滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の

徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。 

6 道府県は、第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金

を翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。 

7 道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収

及び滞納処分の状況を通知しなければならない。 

8 前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた

場合において、市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に

係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年

の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。 

9 第三項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で

定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三八法八〇・平一七法五・平二八法一三・
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一部改正) 

第四十九条 削除 

(昭三七法一六一) 

(道府県が行う滞納処分に関する罪等) 

第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条

第八項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目

的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加

する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項又は第

二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三六法七四・平一三法一二九・平一七法五・

平二三法八三・平二八法一三・一部改正) 

第三目 退職所得の課税の特例 

(昭四一法四〇・追加) 

(退職所得の課税の特例) 

第五十条の二 第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴

収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得

割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と
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区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在にお

けるその者の住所所在の道府県において課する。 

(昭四一法四〇・追加、昭六三法一一〇・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の課税標準) 

第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。 

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。 

(昭四一法四〇・追加) 

(分離課税に係る所得割の税率) 

第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。 

(平一八法七・全改) 

(納入申告書の提出) 

第五十条の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得

割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、

税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告

書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・平一一法一六〇・一部改正) 

(特別徴収税額) 

第五十条の六 第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条及び次条第二項におい

て「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した

他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の

記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して

計算した税額 

二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載が

ある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五

十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四

十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相

当する税額 

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十

一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等

の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。 

3 第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退
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職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払う

べきことが確定した時の状況によるものとする。 

4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。 

(昭四一法四〇・追加) 

(退職所得申告書) 

第五十条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定

による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退

職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければ

ならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出

するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴

収票を添付しなければならない。 

一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称 

二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職

手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第

二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額 

三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数 

四 その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはそ

の該当する事実 

五 その他総務省令で定める事項 

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額) 

第五十条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十条の六第二項に規定する分離課税に係る

所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額につ

いて第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第四十一条第一

項の規定によつてその例によることとされる第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収さ

れるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の

方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。 

(昭四一法四〇・追加) 

(特別徴収票) 

第五十条の九 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支

払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、そ



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

117 

 

の退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の

一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限り

でない。 

(昭四一法四〇・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(政令への委任) 

第五十条の十 第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得

割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四一法四〇・追加) 

第三款 法人の道府県民税 

(昭二九法九五・全改、平二〇法二一・改称) 

第一目 税率 

(昭二九法九五・全改) 

(法人税割の税率) 

第五十一条 法人税割の標準税率は、百分の一とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、

百分の二を超えることができない。 

2 法人税割の税率は、第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額

の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四五法二四・

昭四九法一九・昭五六法一五・平一三法八・平一四法八〇・平二一法九・平二二法四・平二六法四・平

二八法一三・一部改正) 

(法人の均等割の税率) 

第五十二条 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定め

る額とする。 

法人の区分 税率 

一 次に掲げる法人 

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定す

る公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課する

ことができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法

人で収益事業を行うものを除く。) 

ロ 人格のない社団等 

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する

非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを

年額 二万円 
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除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) 

ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金

の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) 

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政

法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この

表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの 

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以

下であるもの 

年額 五万円 

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以

下であるもの 

年額 十三万円 

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円

以下であるもの 

年額 五十四万円 

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの 年額 八十万円 

2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 

一 次条第一項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間

の末日 

二 次条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人 これらの法人の

同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日 

三 次条第四項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定

期間の末日 

四 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみ

を課されるものをいう。次条第十九項及び第四十七項第一号において同じ。) 前年四月一日から三月三十

一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合

には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日 

3 第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二

号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同

項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定する

ものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない

端数を生じたときは切り捨てる。 

4 第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人

税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項

(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの

にあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない
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場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第

一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十

四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する

義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本

金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等

の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金

の額が」とする。 

5 第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在に

おける資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用

については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第五項に規定する政令で定める日現在における資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

6 第二項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在に

おける資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用

については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「次項第三号に定める日現在における資本金の額及

び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

7 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭四二法二五・全改、昭四五法二四・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八

法一三・昭五八法五一・昭五九法七・平三法二四・平六法一五・平六法一〇六・平一〇法七・平一〇法

一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六

法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二七

法二・平三〇法三・一部改正) 

第二目 申告納付並びに更正及び決定 

(昭二九法九五・全改) 

(法人の道府県民税の申告納付) 

第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節にお

いて同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この

項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第

一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十

四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、

総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第

七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三

第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提

出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前
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事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算し

た法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定め

るところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同

法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により

法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下

この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一

条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事

業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府

県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告

した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを

控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限

までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、

当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の

提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申

告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければ

ならない。 

2 連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)

に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連

結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係

る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する

連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事

業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以

下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新

たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度

を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、

当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として

政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法

人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に

係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始

の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告し

た道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰

属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定
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めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を

基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、

この限りでない。 

3 前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項にお

いて同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場

合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割

額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該

申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府

県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。 

4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該

法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節

において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下こ

の節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告

書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八

十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係

る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告

書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節にお

いて同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県

民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除

した額)を納付しなければならない。 

5 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業

年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事

業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同

じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の

規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び

第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入された

もの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八

条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以

前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの

及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同
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じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわ

らず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標

準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税

額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第

四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項

の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該

個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度

として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前

事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控

除されなかつた額に限る。 

6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同

項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用

前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)におけ

る次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 

一 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人と

の間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率 

二 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等

(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係が

ある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率 

7 第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人を

いう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)

とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配

関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある

他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合

において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」と

いう。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事

業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用

前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別

帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた

ものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結

事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県

民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき
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法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において

同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整

額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該

残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき

法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」

という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財

産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度

等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年

度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において

「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出

資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該

他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る

前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始

の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合

併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。 

8 第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該

法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別

帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最

初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法

人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出

している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつ

き同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申

告書を提出している場合)に限り、適用する。 

9 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結

事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別

控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項か

ら第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業

年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二

十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算

定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属
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法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第

四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一

項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除

した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合に

は、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合にお

いて、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額

又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。 

10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人

で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下こ

の項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控

除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含

む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令

で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該

被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又

は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下

この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連

結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以

下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規

定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等

が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有す

る自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資

の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開

始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した

当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業

年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。 

11 第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額と

みなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出し

ている場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用

する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している

場合)に限り、適用する。 

12 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、
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第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四

条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係

がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八

十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十

年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含

む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定に

より法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標

準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 

一 法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二

十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法

人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条

の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九

項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は

当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令

で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内

国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人

税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額

について控除されなかつた額に限る。 

二 法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法

人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割

の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額につい

て租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定に

より加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以

下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」とい

う。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前

事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。 

三 法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法

人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割

の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額につい

て租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定に

より加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以
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下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」とい

う。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、

前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。 

13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人

で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第

八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事

業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条

又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又

は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属

する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内

国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の

恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額

(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人

の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該

法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の

日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別

帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があると

きは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌

日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後

の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合

には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式

又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は

金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属

する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合

併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度

又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。 

二 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合

には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式

又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は
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金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定

により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する

当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事

業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒

久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部

分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年

度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併

法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)

に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。 

14 第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る

控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により

当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税

額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎

となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控

除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものに

つき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の

確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。 

15 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第

一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定

により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連

結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連

結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超え

ることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七

項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事

業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、

第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法

人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五

項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、

第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政

令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻

税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するも
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のとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割

の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。 

16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人

で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税

法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」とい

う。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額

(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰

属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度につい

て法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合におけ

る当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又

は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準と

すべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属

還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は

当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等

事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内

連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個

別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の

総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金

額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結

事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連

結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業

年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。 

17 第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属

還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続

して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付

税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続

して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。 

18 第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、

まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。 

19 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に

基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

129 

 

道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。 

20 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八

十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出が

あつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税

額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しく

は決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基

づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係

る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があ

つた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)

に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基

づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、

若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」

という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当

する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴

収金に充当するものとする。 

21 第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後

段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の

規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告

書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。 

22 第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十

五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当す

る場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決

定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の

九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府

県民税額を納付しなければならない。 

一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべ

きものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。 

二 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更

正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。 

23 第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定

の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下

この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又
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は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当すること

となつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当

該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定に

よつて申告納付しなければならない。 

24 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第

十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結

事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第

四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び

同条第十一項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の

額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、

当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るも

のを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。 

25 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及

び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又

は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条

の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定

する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四

項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令

で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一

項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人

税割額から控除するものとする。 

26 道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税

若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げ

る国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)

を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同

法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地

方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三

項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える

額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超え

る金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二

十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる

国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。 

27 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一
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条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連

結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開

始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法

人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度

を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税

額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当

該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既

に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された

金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該

各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の

日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、

当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。 

28 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は

第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五

十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還

付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金

額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算し

て三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の

規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又

は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人

が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度

又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規

定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告

書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税

割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付す

べきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとす

る。 

29 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は

第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額

に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五

十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租
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税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の

請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十

七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべ

き金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度

又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人

の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の

二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又

は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定し

た法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既

に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除する

ものとする。 

30 第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る

事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合

又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年

度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合におい

て、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道

府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項

の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還

付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を

適用する。 

31 前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二

十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定す

る第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第

二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併

法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」

と読み替えるものとする。 

32 第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項にお

いて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定に

よる控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十

九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。 

33 道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に

係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十
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五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る

事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政

令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七

条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規

定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る

地方団体の徴収金に充当しないものとする。 

34 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結

事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされ

たものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五

年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の

日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日

までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)

が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場

合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書

に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場

合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理

法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定によ

り控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するも

のとする。 

一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書

の提出期限 

二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人

の道府県民税の確定申告書の提出期限 

三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道

府県民税の確定申告書の提出期限 

四 普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと 

その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限 

35 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次

に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装

経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定に

より控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。 

一 更生手続開始の決定があつたこと。 

二 再生手続開始の決定があつたこと。 
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三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 

36 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その

計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。 

37 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査

し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割

額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面によ

り通知するものとする。 

38 第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によ

りみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれ

らの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これ

らの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係

る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

39 法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する

義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又は

その連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一

項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、

当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について

申告納付をすることを要しない。 

40 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法

人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準

用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延

長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用

する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第

七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期

限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百

四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定め

るところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主

たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。 

41 第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合

(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなさ

れた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により

当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条
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の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、

当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一

項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承

認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上

の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)

に届け出なければならない。 

42 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、

当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。 

43 第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の

関係市町村長に通知しなければならない。 

44 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四

条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五

条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課

税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同

条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することがで

きる。 

45 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第

八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該

法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規

定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰

属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結

法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定

を適用することができる。 

46 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定

により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又

は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている

書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府

県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にか

かわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第

四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されてい

る事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処

理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同
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じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う

方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係

る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の

媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。 

47 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。 

一 納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在におけ

る資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 

二 保険業法に規定する相互会社 

三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

(第一号に掲げる法人を除く。) 

四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げ

る法人を除く。) 

48 第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、

又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに

基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。 

49 第四十六項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用

に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知

事に到達したものとみなす。 

50 第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出する

ことができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府

県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項

までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定す

る納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の

三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する

場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、

納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した

場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により

当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規

定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として

当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。 

51 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同
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項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で

定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定に

よる申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申

告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書

の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始

の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。 

52 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認め

るときは、その申請を却下することができる。 

53 道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は

前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならな

い。 

54 第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を

受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日

においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつた

ものと、それぞれみなす。 

55 道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。 

56 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなけ

ればならない。 

57 第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けるこ

とをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなけ

ればならない。 

58 第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつ

たときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の

申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の

承認を受けたときは、この限りでない。 

59 第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五

条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があ

つたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項

の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段

の書類を提出したときは、この限りでない。 

60 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組

織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難である
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と認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期

間を指定することができる。 

61 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機

構に通知しなければならない。 

62 前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指

定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。 

63 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控

除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一

三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四

二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六

二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平

一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・

平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平

二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平

二八法一三・平二九法二・平三〇法三(平三一法二)・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(更正の請求の特例) 

第五十三条の二 前条第一項、第二項、第四項又は第二十二項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法

人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第二項又は第四項

の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連

結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)

に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が

過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところ

により、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をす

ることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する

事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。 

(昭四四法一六・追加、昭六二法九四・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平二二法四・平

二三法一一五・平二五法三・一部改正) 

(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪) 

第五十三条の三 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書を当

該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管

理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 
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2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又

は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平二三法八三・追加) 

(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪) 

第五十四条 第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第

七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人

税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務があ

る法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第二十二項の申告書に虚偽の記載をして提出した場

合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でそ

の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合にお

いては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・全改、昭四〇法三五・昭四四法一六・昭六二法九四・平一三法八・平一四法八〇・平

二二法四・平二三法八三・平二六法四・一部改正) 

(法人の道府県民税の更正及び決定) 

第五十五条 道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人

税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法

人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税

額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、

修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」

という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と

異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法

人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定

によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申

告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控

除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。 

2 道府県知事は、納税者が第五十三条第一項、第四項又は第十九項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同

条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又

は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。 
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3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当

該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定

法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なるこ

とを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、

又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発

見したときは、これを更正するものとする。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通

知しなければならない。 

5 第五十三条第二十項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、

当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・

昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭六二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・

平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二五法三・一部改正) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 

第五十五条の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この節において

「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六

十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立て

に限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」

という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)

の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約

相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次

条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てを

した者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六

条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項

において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。

以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額

又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若し

くは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第

二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期

限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に

基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三

項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合

には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)
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に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人

税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る

法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割

額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知

事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規

定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付

加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さな

ければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消

すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税

割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事

がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が

同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期

限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべ

き事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除

をしないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八

法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 
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(法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 

第五十五条の三 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に

対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四

第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法

人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所

又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その

他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれ

らの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたとき

は、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額その他総務

省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければ

ならない。 

4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定す

る事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域

内の関係市町村長に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二八法一三(平二八法八六)・平二九法二・平三

一法二・一部改正) 

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 

第五十五条の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手

国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項又は第

六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に

基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該

連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び同条において「対

象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第

六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げ

る更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条にお

いて同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同

じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法

人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正
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若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三

条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は

納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合

意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて

道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合

意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五

項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う

対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条

の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金

額に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しく

は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第

七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によ

り更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値

割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さな

ければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消

すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税

割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事

がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が
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同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期

限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべ

き事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除

をしないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八

法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 

(連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 

第五十五条の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申

立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法

人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該

連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げ

る更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければなら

ない。 

2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議

において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅

滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令

で定める事項を通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議

において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又

は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る

連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 

4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定す

る事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域

内の関係市町村長に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二三法一一五・平二八法一三(平二八法八六)・平三一法二・一部改正) 

(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第五十六条 道府県の徴税吏員は、第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定に

よる決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同

じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければ

ならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二
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十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項、第二項又は第四項の納期限と

し、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から

一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して徴収しなければならない。 

3 前項の場合において、第五十五条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、

第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合に

は、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県

民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法

人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支

配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けた

こと。次項第二号において同じ。)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税

務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。

以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る道府県民税について第五十三条

第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出

されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政

令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたとき

に限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含

む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき

道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納

期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の

通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる

更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をし

た日)までの期間 

5 道府県知事は、納税者が第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決
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定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができ

る。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・

昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法一三・昭六二法九

四・平一三法八・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二五法三・平二八法一三・平二九法二・

一部改正) 

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付) 

第五十七条 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規

定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民

税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分

割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付

しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標

準の分割に関する明細書を添付しなければならない。 

2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準

の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所に

ついて、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分し

て行うものとする。 

3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に

満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。 

一 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、

当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の

割合を乗じて得た数 

二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在

における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中に

おいて所在していた月数の割合を乗じて得た数 

三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事

業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除

して得た数 

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な

事項は、総務省令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三

五・昭四二法二五・昭六二法九四・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平二二法四・一部改
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正) 

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又

は決定) 

第五十八条 前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載さ

れた関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異な

る場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法

人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。 

2 前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の

規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の

基準となる従業者数を決定するものとする。 

3 第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決

定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正

するものとする。 

4 前条又は前三項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の

基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰

属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第一項の道府県知事に対し、その修正を請求しな

ければならない。 

5 第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に前条又

は第一項、第二項若しくは第三項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人

税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこ

れを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。 

6 第一項の道府県知事は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人

税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修

正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知

しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・昭四一法四〇・平一四法八〇・一部改正) 

(関係道府県知事に不服がある場合の措置) 

第五十九条 前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣

に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 

2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしな

ければならない。 

3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

4 総務大臣は、第二項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通
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知しなければならない。 

5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発

送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到

達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。 

6 第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日

から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭四一法四〇・平一一法一六〇・平一四法

一〇〇・一部改正) 

第六十条 削除 

(昭三八法八〇) 

(法人の道府県民税の減免) 

第六十一条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると

認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減

免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法九九・平二〇法二一・一部改正) 

(法人の道府県民税の脱税に関する罪) 

第六十二条 偽りその他不正の行為によつて法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記

載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定に

よつて法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項

を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四

条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告

又はこれに係る同条第二十二項の申告によつて納付すべきものを除く。第三項において同じ。)の全部又は一部

を免れた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含

む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若し

くは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書を当該

各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合

においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若し

くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 
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5 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は

財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、

当該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、こ

れらの項の罪についての時効の期間による。 

7 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行

為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律

の規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭五六法一五・昭六二法九四・

平一三法八・平一四法八〇・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二六法四・一

部改正) 

(法人税に関する書類の供覧等) 

第六十三条 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提

出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府がした更正

若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事

又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

2 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び連

結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第六十五条第四項において同じ。)の金額並

びに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下

この項において同じ。)の場合には、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人)の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる

事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等

を関係道府県知事に通知しなければならない。 

4 前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市

町村長に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三七法六七・平一三法八・平一四法八〇・平一八法五三・平

二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金) 

第六十四条 法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の納期限後に

その税金を納付する場合又は同条第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれ

らの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、
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第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。

第一号及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント

(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセン

ト)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 

当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日 

二 第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係

る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 

三 第五十三条第二十二項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十

三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提

出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日 

2 前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した

日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日

後に同条第二十二項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法

人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を

除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場

合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金

の計算の基礎となる期間から控除する。 

3 第一項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)

の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規

定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項におい

て「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提

出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分

として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の

行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知

して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に

限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納

期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

151 

 

を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間 

4 道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由がある

と認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三四法一四九・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法六

七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法一三・昭五〇

法一八・昭五九法七・昭六二法九四・平一三法八・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二八

法一三・平二九法二・一部改正) 

(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 

第六十五条 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税

額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割

額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期

間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の

日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。 

2 第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の

規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限

る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第

一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同

条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は

第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定め

る道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経

過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八

十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子

法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るもの

の連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと
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併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応

じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

5 第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の

規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限

る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第

四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)

から同条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

6 前条第三項の規定は、第四項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は

第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定め

る道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があつた日(その日が次条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月

を経過した日より前である場合には、同日)から次条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるもの

とする。 

(昭五〇法一八・全改、平一四法八〇・平二六法四・平三〇法三・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(昭二九法九五・全改) 

(法人の道府県民税に係る督促) 

第六十六条 法人の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合において

は、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府

県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県

の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合におい

ては、この限りでない。 

2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本

文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発すること

ができない。 

3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五〇法一八・昭五九法七・平

二〇法二一・一部改正) 

(法人の道府県民税に係る督促手数料) 
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第六十七条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、

手数料を徴収することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・平二〇法二一・一部改正) 

(法人の道府県民税に係る滞納処分) 

第六十八条 法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当

該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人の

道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金

を完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督

促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏

員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成十六年法

律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求

を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る

地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に

規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・平二〇法二一・一部改正) 

(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) 

第六十九条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の

不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若

しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、ま

た同項と同様とする。 
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3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をし

た場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合におい

ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の

質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の

同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記

録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした

場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合におい

ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二〇法二一・平二三法八

三・一部改正) 

第七十一条から第七十一条の四まで 削除 

(平二九法二) 

第四款 利子等に係る道府県民税 

(昭六二法九四・追加) 

第一目 課税標準及び税率 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割の課税標準) 

第七十一条の五 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。 

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割の税率) 
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第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。 

2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に

対する利子割の税率は、百分の五とする。 

3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭六二法九四・追加) 

第七十一条の七 削除 

(平二五法三) 

(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除) 

第七十一条の八 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配

当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課

された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項第一号又は第八条の三第四項第

一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務

者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額か

ら控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する第三十七条の三及び第三百十四条の八の

規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。 

(昭六二法九四・追加、平一〇法一〇七・平一二法九七・平一五法九・平二〇法二一・平二五法三・一

部改正) 

第二目 徴収 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割の徴収の方法) 

第七十一条の九 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割の特別徴収の手続) 

第七十一条の十 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いを

する者で道府県内に第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴

収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、

当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十

日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記

載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合にお

いて、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。 

(昭六二法九四・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(利子割に係る更正又は決定) 
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第七十一条の十一 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)

の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるとき

は、これを更正する。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべ

き課税標準額及び税額を決定する。 

3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調

査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に

通知しなければならない。 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七十一条の十二 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合に

おいて、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)が

あるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならな

い。 

2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長さ

れた納期限。第七十一条の十九第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数

に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期

間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなけれ

ばならない。 

3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由が

あると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭六二法九四・追加、昭六三法六・一部改正) 

(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金) 

第七十一条の十三 利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合

には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該

納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについ

てやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七十一条の十四 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出が
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あつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)

において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前

の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当

該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金

額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不

足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由が

あると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき

金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異

動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額

とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する

金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当

該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正によ

り納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければな

らない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められ

る場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつ

た場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定によ

る更正があつた場合 

三 第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場

合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による

更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査

請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部

分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定す

る不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当す

る金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税

額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期
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限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査に

よる決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその

提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算

して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合

において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予

知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」

という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、

これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割につい

て道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税

額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて

計算した金額に相当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(利子割に係る納入金の重加算金) 

第七十一条の十五 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎とな

るべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告

書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加

算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百

分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第

三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割につい
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て、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわ

らず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となる

べき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それ

ぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する事

由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(利子割の脱税に関する罪) 

第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部

を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。 

2 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にか

かわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭六二法九四・追加、平二三法八三・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割に係る督促) 

第七十一条の十七 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決

定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団

体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければなら

ない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 
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(昭六二法九四・追加) 

(利子割に係る督促手数料) 

第七十一条の十八 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、

手数料を徴収することができる。 

(昭六二法九四・追加) 

(利子割に係る滞納処分) 

第七十一条の十九 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に

係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入の催告書」とする。 

3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその

財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する

滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭六二法九四・追加、平一六法七六・一部改正) 

(利子割に係る滞納処分に関する罪) 

第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府

県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲

役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為

をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年

以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑

を科する。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭六二法九四・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十一条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科す

る。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭六二法九四・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで 削除 

(平二九法二) 

第四目 市町村に対する交付 

(昭六二法九四・追加、平二九法二・旧第五目繰上・改称) 

第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た

額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条

において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算

した額で按
あん

分して交付するものとする。 
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2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 

(昭六二法九四・追加、平六法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一

九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

第五款 特定配当等に係る道府県民税 

(平一五法九・追加) 

第一目 課税標準及び税率 

(平一五法九・追加) 

(配当割の課税標準) 

第七十一条の二十七 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。 

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。 

(平一五法九・追加) 

(配当割の税率) 

第七十一条の二十八 配当割の税率は、百分の五とする。 

(平一五法九・追加) 

(国外株式の配当等に係る課税標準) 

第七十一条の二十九 特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等

の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同

法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国

外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」

という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含

む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外

特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。 

(平一五法九・追加、平二五法三(平二六法四)・一部改正) 

第二目 徴収 

(平一五法九・追加) 

(配当割の徴収の方法) 

第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

(平一五法九・追加) 

(配当割の特別徴収の手続) 

第七十一条の三十一 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受ける

べき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外

特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等

の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次
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項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、そ

の者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又

は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等

の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属

する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他

必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受

ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、

及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申

告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。 

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一五法九・追加、平二〇法二一・平二五法三・平二七法二・一部改正) 

(配当割に係る更正又は決定) 

第七十一条の三十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納

入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべ

き課税標準額及び税額を決定する。 

3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調

査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に

通知しなければならない。 

(平一五法九・追加) 

(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七十一条の三十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合

において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)

があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければなら

ない。 

2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延

長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の

日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで

の期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しな

ければならない。 

3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由が
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あると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一五法九・追加) 

(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金) 

第七十一条の三十四 配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入す

る場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセン

ト(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことに

ついてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一五法九・追加) 

(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七十一条の三十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出

があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)にお

いて、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の

納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更

正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当す

る過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正が

あつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りが

あつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当

該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁

決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除

した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当

該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過

少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する

金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の

割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正によ

り納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければな

らない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められ

る場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があ

つた場合 
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二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定に

よる更正があつた場合 

三 第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた

場合 

4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定によ

る更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審

査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した

部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定

する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当

する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき

税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査に

よる決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその

提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起

算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場

合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを

予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金

等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわら

ず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

6 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割につい

て道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税

額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて

計算した金額に相当する額とする。 

7 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

8 第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 
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(配当割に係る納入金の重加算金) 

第七十一条の三十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎と

なるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申

告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第

二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正

による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならな

い。 

2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百

分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から

第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割につ

いて、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかか

わらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎とな

るべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、そ

れぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事

由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(配当割の脱税に関する罪) 

第七十一条の三十七 第七十一条の三十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又

は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

2 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にか

かわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 
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4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平一五法九・追加) 

(配当割に係る督促) 

第七十一条の三十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又

は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る

地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなけれ

ばならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平一五法九・追加) 

(配当割に係る督促手数料) 

第七十一条の三十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつ

て、手数料を徴収することができる。 

(平一五法九・追加) 

(配当割に係る滞納処分) 

第七十一条の四十 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配

当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る配当割

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入の催告書」とする。 

3 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第
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一号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する

滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(平一五法九・追加、平一六法七六・一部改正) 

(配当割に係る滞納処分に関する罪) 

第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道

府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の

懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為

をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年

以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑

を科する。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十一条の四十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科す

る。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで 削除 

(平二九法二) 

第四目 市町村に対する交付 

(平一五法九・追加、平二九法二・旧第五目繰上・改称) 

第七十一条の四十七 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た

額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条

において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算

した額で按分して交付するものとする。 

2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税 

(平一五法九・追加) 

第一目 課税標準及び税率 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割の課税標準) 

第七十一条の四十八 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。 

(平一五法九・追加、平二五法三・一部改正) 

(株式等譲渡所得割の税率) 

第七十一条の四十九 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。 

(平一五法九・追加) 

第二目 徴収 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割の徴収の方法) 

第七十一条の五十 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

170 

 

第七十一条の五十一 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設

されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等

譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当

該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに

徴収させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の

日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様

式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以

下この款において「納入申告書」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等

譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に

提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべ

き納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。 

3 第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、

同項に規定する満たない部分の金額に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付し

なければならない。 

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一五法九・追加、平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・一部改正) 

(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定) 

第七十一条の五十二 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納

入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべ

き課税標準額及び税額を決定する。 

3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調

査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に

通知しなければならない。 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七十一条の五十三 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合

において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)

があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければなら

ない。 

2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延
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長された納期限。第七十一条の六十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の

日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで

の期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しな

ければならない。 

3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由が

あると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一五法九・追加) 

(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金) 

第七十一条の五十四 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第七十一条の五十一第二項の納期限後にその納入

金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・

六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の五十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことに

ついてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七十一条の五十五 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出

があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)にお

いて、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の

納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更

正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当す

る過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割につ

いて更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税

額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金

額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しく

は訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に

相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があ

つた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるとき

は、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その

超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不

足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正によ
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り納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければな

らない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められ

る場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があ

つた場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定に

よる更正があつた場合 

三 第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた

場合 

4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項まで

の規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更

正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらによ

り減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、

前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える

部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該

納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知

事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期

限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の

前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後

にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の

調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次

条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算

金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額

に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

6 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所

得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告

書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割

合を乗じて計算した金額に相当する額とする。 

7 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告
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加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

8 第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金) 

第七十一条の五十六 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎と

なるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申

告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第

二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正

による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならな

い。 

2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百

分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から

第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡

所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの

規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算

の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき

税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事

由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪) 

第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入

金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 
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2 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にか

かわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為を

した場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪につ

いての時効の期間による。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割に係る督促) 

第七十一条の五十八 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正又

は決定があつた場合には、第七十一条の五十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所

得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を

発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割に係る督促手数料) 

第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつ

て、手数料を徴収することができる。 

(平一五法九・追加) 

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分) 

第七十一条の六十 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員

は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る株式等

譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金

を完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入の催告書」とする。 

3 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督

促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏

員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 
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4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要

求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交

付要求をしなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法

に規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(平一五法九・追加、平一六法七六・一部改正) 

(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪) 

第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、

損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、

三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為

をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年

以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑

を科する。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し
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くは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科す

る。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで 削除 

(平二九法二) 

第四目 市町村に対する交付 

(平一五法九・追加、平二九法二・旧第五目繰上・改称) 

第七十一条の六十七 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を

乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。

以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところ

により計算した額で按分して交付するものとする。 

2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

第二節 事業税 

(昭二九法九五・全改) 

第一款 通則 

(昭二九法九五・全改) 

(事業税に関する用語の意義) 

第七十二条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 

二 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 

三 所得割 所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 

四 収入割 収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 

五 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の

防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(こ

の法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しな

い法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人

については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。 
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イ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を

行う一定の場所で政令で定めるもの 

ロ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの

工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの 

ハ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締

結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの 

(平一五法九・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・

一部改正) 

(事業税の納税義務者等) 

第七十二条の二 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応

じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 

一 次号及び第三号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額 

ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十

四の七第六項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、

投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の

三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する

特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法

人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するも

のを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資

本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額 

二 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第

五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第十

項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附

則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が

行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)、保険業及び貿易

保険業 収入割額 

三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事

業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)

及び同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節

において「発電事業等」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額 

ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額 
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2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資

本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書

の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二

十九第一項又は第三項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。 

3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税

標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。 

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二

条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団

又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみ

なして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。 

5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定によ

り個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。 

6 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の

規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。 

7 事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者

の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を

課する。 

8 第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。 

一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。) 

一の二 保険業 

二 金銭貸付業 

三 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。) 

四 不動産貸付業 

五 製造業(物品の加工修理業を含む。) 

六 電気供給業 

七 土石採取業 

八 電気通信事業(放送事業を含む。) 

九 運送業 

十 運送取扱業 

十一 船舶定係場業 

十二 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。) 

十三 駐車場業 

十四 請負業 
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十五 印刷業 

十六 出版業 

十七 写真業 

十八 席貸業 

十九 旅館業 

二十 料理店業 

二十一 飲食店業 

二十二 周旋業 

二十三 代理業 

二十四 仲立業 

二十五 問屋業 

二十六 両替業 

二十七 公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。) 

二十八 演劇興行業 

二十九 遊技場業 

三十 遊覧所業 

三十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの 

9 第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のも

のをいう。 

一 畜産業(農業に付随して行うものを除く。) 

二 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。) 

三 前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。) 

10 第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。 

一 医業 

二 歯科医業 

三 薬剤師業 

四 削除 

五 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した

者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。) 

六 獣医業 

七 装蹄師業 

八 弁護士業 

九 司法書士業 
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十 行政書士業 

十一 公証人業 

十二 弁理士業 

十三 税理士業 

十四 公認会計士業 

十五 計理士業 

十五の二 社会保険労務士業 

十五の三 コンサルタント業 

十六 設計監督者業 

十六の二 不動産鑑定業 

十六の三 デザイン業 

十七 諸芸師匠業 

十八 理容業 

十八の二 美容業 

十九 クリーニング業 

二十 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。) 

二十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの 

11 第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲

は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六三・昭三七法五

一・昭三八法一五二・昭三九法一二〇・昭四三法八九・昭五〇法一八・昭五六法一五・昭五九法八八・

平元法一四・平九法九・平一三法一五三・一部改正、平一五法九・旧第七十二条繰下・一部改正、平一

八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・平三〇法三・令二法五・

一部改正) 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 

第七十二条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並

びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産

等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)

ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二

条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十

二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、

第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適

用する。 
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2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の

者にそれぞれ帰属するものとする。 

3 法人税法第四条の七の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、

当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者とし

てこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課

税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。 

4 法人税法第四条の八及び第百五十二条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行

う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。 

5 所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に

関する規定において適用する場合について準用する。 

6 道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及

び資本割を課することができない。 

7 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税

法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)

について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の

規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては

法人の行う事業に対する事業税を課することができない。 

8 第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三

項及び第七十二条の二十六第十二項 

人格のない社団

等 

人格のない社団等で固有法人であ

るもの 

第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四

の七第一項第一号及び第四項第一号、第七十二

条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の

二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項

及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第

一項 

掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの 

第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第

四項第三号 

その他の法人 その他の法人(第七十二条の二第一

項第一号イに掲げる法人で受託法

人であるものを含む。) 

第七十二条の二十四の七第三項第一号 合計額 合計額(受託法人であるものにあつ

ては、イに掲げる金額) 

第七十二条の二十四の七第四項 法人で 受託法人及び三以上の道府県にお
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いて事務所又は事業所を設けて事

業を行う固有法人で 

第七十二条の二十五第一項 第七十二条の二

第一項第一号イ

に掲げる法人 

第七十二条の二第一項第一号イに

掲げる法人で固有法人であるもの 

 同号ロに掲げる

法人 

同号ロに掲げる法人(同号イに掲げ

る法人で受託法人であるものを含

む。) 

 掲げる事業を行

う法人 

掲げる事業を行う法人(同項第三号

イに掲げる法人で受託法人である

ものを含む。) 

 同項第三号イに

掲げる法人 

同項第三号イに掲げる法人で固有

法人であるもの 

第七十二条の二十五第九項 法人 法人(同号イに掲げる法人で受託法

人であるものを含む。) 

第七十二条の二十五第十項 法人 法人(同項第三号イに掲げる法人で

受託法人であるものを含む。) 

第七十二条の二十六第一項 当該法人 当該固有法人 

第七十二条の二十六第八項及び第十項 第七十二条の二

第一項第一号イ

に掲げる法人 

第七十二条の二第一項第一号イに

掲げる法人で固有法人であるもの 

第七十二条の三十四 法人( 法人(同号イに掲げる法人で受託法

人であるものを含み、 

9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。 

(平一九法四・追加、平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二九法二・平三〇法三・令二法

五・一部改正) 

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者) 

第七十二条の二の三 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当

該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収

益を享受する者に課するものとする。 

(昭二九法九五・全改、平一五法九・旧第七十二条の二繰下、平一九法四・旧第七十二条の二の二繰下) 

(事業税と信託財産) 
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第七十二条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する

資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び

費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団

投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等

信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。

第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収

益及び費用については、この限りでない。 

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託

の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項

の規定を適用する。 

3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並

びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連

結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を

適用する。 

4 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとさ

れている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一九法四・全改、平二二法四・一部改正) 

(事業税の非課税の範囲) 

第七十二条の四 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。 

一 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 

一の二 地方独立行政法人 

二 法人税法別表第一に規定する独立行政法人 

二の二 国立大学法人等及び日本司法支援センター 

三 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供

給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構及び地方税

共同機構 

四 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団 

2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。 

一 林業 

二 鉱物の掘採事業 

3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とする

ものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に

掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。 
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(昭二九法九五・全改、昭二九法二〇五・昭三〇法五三・昭三〇法一四〇・昭三〇法一四一・昭三〇法

一四二・昭三一法六・昭三一法八五・昭三一法九四・昭三一法九七・昭三一法一四八・昭三二法六〇・

昭三二法八二・昭三二法八三・昭三二法一二六・昭三三法二〇・昭三三法九四・昭三三法九五・昭三三

法一三二・昭三四法二三・昭三四法四六・昭三四法一〇四・昭三四法一〇八・昭三四法一三三・昭三五

法九五・昭三五法一七三・昭三六法七三・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三六法一

八〇・昭三六法二一八・昭三七法四三・昭三七法六四・昭三七法九五・昭三七法一二〇・昭三八法七八・

昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九七・昭三八法九九・昭三八法一二四・昭三八法一四七・昭三

九法三・昭三九法一五・昭三九法四三・昭三九法七二・昭三九法八九・昭四〇法三五・昭四〇法四五・

昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一

法四〇・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九

九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・

昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法

六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四

九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・

昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法

九一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法七五・昭五九法八八・昭

六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九四・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・

平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平五法七〇・平八法二三・

平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・

平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法

一〇四・平一二法二〇・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・

平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平一九法六

四・平一九法五八・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法一〇・平二三法三五・平二三

法三九・平二五法二九・平二七法六三・平三〇法三・一部改正) 

(法人の事業税の非課税所得等の範囲) 

第七十二条の五 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対し

ては、事業税を課することができない。 

一 法人税法別表第二に規定する独立行政法人 

二 日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及

び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止

協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する

非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人

に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条
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第四項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会 

三 弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士

会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士

会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四

年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会 

四 法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等 

五 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連

合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三

十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七

十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第六項において「特定農業協同組合連合会」という。)、

中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販

組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活

衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連

合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済

組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務

員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び

確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、

預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、

原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金 

六 市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合 

七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協

会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、

広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可

金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター 

八 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合 

九 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体 

十 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人

である政党等 

十一 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 

2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課するこ

とができない。 

3 第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益

事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。 
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4 第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇

法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭

三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・

昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三

四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六

法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三

六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三

七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九

法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九

法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四

一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六

一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三

五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四

法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・

昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七

法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・

昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六

七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五

三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五

三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五

七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・

昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法

七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭

六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法

四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・

平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇

法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三

九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・

平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・

平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六

法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二

法五・一部改正) 
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第七十二条の六 削除 

(平二二法四) 

(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十二条の七 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次

に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁

的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該

電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六

第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項、第七十二条の

六十三の二第一項第六号並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検

査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この

項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人か

ら資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)

及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付

する義務があると認められる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の

定めるところによる。 

6 第一項及び第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一四法八〇・平一五法九・

平一六法一五〇・平二二法四・平二三法一一五・一部改正) 

(事業税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七十二条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの
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記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第

二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九

の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において

同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三八法八〇・平一三法一二九・平一五法九・平二三法八三・

平二三法一一五・一部改正) 

(事業税の納税管理人) 

第七十二条の九 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項に

おいて「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府

県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は

当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めるこ

とについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようと

する場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないこと

について道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(昭二九法九五・全改、平一〇法二七・一部改正) 

(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七十二条の十 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 
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第七十二条の十一 道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の

承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をし

なかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

とができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等 

(昭二九法九五・全改、平一五法九・改称) 

(法人の事業税の課税標準) 

第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該

各号に定めるものによる。 

一 付加価値割 各事業年度の付加価値額 

二 資本割 各事業年度の資本金等の額 

三 所得割 各事業年度の所得 

四 収入割 各事業年度の収入金額 

(平一五法九・全改、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・令二法五・一部改正) 

(事業年度) 

第七十二条の十三 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業

年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。 

2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、

法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、

当該法人の事業年度とする。 

3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないもの

が法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事

業年度は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる収益事業から

生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。 

4 事業年度の期間が一年を超える場合においては、この節の適用については、事業年度開始の日から一年ごと

に区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。 

5 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた場合においては、

この節の適用については、その有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみ

なし、恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた場合におい

ては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその有しないこととなつた日までの期間を一事業

年度とみなす。 

6 事業年度の中途において、法人税法第十四条第一項第一号に規定する内国法人が解散(合併による解散を除く。
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以下次項、第十五項及び第十八項、第七十二条の二十四の十第三項並びに第七十二条の二十四の十一第一項及

び第三項を除き、この節において同じ。)をした場合においては、この節の適用については、その事業年度開始

の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年

度とみなす。 

7 事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合(第十五項に規定する場合を除く。)においては、

この節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。 

8 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法第十四

条第一項第三号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が開始した場合(第十

項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親

法人事業年度開始の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。 

9 連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年

度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規

定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、第十一項、第二十三項、第二十八項及び第七十二条の二十五

第五項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第十二項までに規定する場合を除く。)にお

いては、この節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を一事業年

度とみなす。 

10 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限

る。以下この条において同じ。)がある同法第四条の二に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適

用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合においては、この節の適用については、連結申請特例年度(同条

第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項、第十二項及び第二十八項において同じ。)開始の日の

前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日ま

での期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認

を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。 

11 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法第二条

第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)との間に当該連結親法人による完

全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、

当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度

開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間をそれぞ

れ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。 

12 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人

(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。以下この項において

同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、この節の適用につい

ては、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この項において「加入日」という。)の前日の属する事
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業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその

終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認を受けた場合には、

当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。 

13 連結子法人が連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同

じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の

七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)を有しなくなつた場合(次項から第十八項

まで及び第二十項から第二十三項までに規定する場合を除く。)においては、この節の適用については、その連

結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間、

当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年

度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。 

14 連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合においては、この節の適用につ

いては、その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日

からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日

までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。 

15 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合においては、こ

の節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間を

一事業年度とみなす。 

16 連結親法人と法人税法第十四条第一項第十一号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配

関係が生じたことにより、連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節にお

いて同じ。)が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有するこ

ととなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有

することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事

業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそ

れぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。 

17 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、この節の適用について

は、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日まで

の期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法

人の一事業年度とみなす。 

18 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、この節の適

用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終

了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当

該連結子法人の一事業年度とみなす。 

19 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人
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のみとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくな

つた日(以下この項において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了

の日までの期間をそれぞれ当該連結親法人の一事業年度とみなす。 

20 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に該当す

ることとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当すること

となつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びそ

の終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年

度とみなす。 

21 連結親法人と第七十二条の十九に規定する内国法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に限る。)との

間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国

法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、

この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、そ

の該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日

の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。 

22 連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合においては、

この節の適用については、その取り消された日(以下この項において「取消日」という。)の属する連結事業年

度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその

終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。 

23 連結子法人が法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合においては、この節の適用については、その承

認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期

間を一事業年度とみなす。 

24 第七十二条の十九に規定する内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団

等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する

場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年

度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。 

25 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格

のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等

を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の

適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日ま

での期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみ

なす。 

26 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十五項に規定する場合を除く。)におい

ては、この節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみな
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す。 

27 法人税法第十四条第一項第二十二号に規定する清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合

においては、この節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日か

らその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。 

28 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が、第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとな

つた場合(第十三項又は第十六項に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、同法第十四

条第二項の規定により同項に規定する書類を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 

一 当該加入日(第十一項に規定する加入日又は第十二項に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)

から当該加入日の前日の属する法人税法第十四条第二項第一号に規定する月次決算期間(以下この号におい

て「月次決算期間」という。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は第十二項に規定する

内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 第一項及び第十一項又は

第十二項の規定にかかわらず、この節の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。 

イ 第十一項に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日か

ら当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法

人事業年度終了の日までの期間 

ロ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の二の承認を受けたとき 

当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び

当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日

後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの

期間 

ハ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の三第一項の申請が却下

されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日ま

での期間(以下ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例

年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当

該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌

日の属する事業年度終了の日までの期間) 

二 前号に掲げる場合以外の場合 第十一項又は第十二項の規定は、適用しない。 

29 第二十四項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三七法五一・昭四〇法三五・

昭四一法四〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平

二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二六法四・平二七法二・一部改正) 
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(付加価値割の課税標準の算定の方法) 

第七十二条の十四 第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利

子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益

との合計額による。 

(平一五法九・追加、令二法五・一部改正) 

(報酬給与額の算定の方法) 

第七十二条の十五 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計

算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得(法人税

法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下本節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるも

の(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに

限る。)の合計額による。 

一 法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これら

の性質を有する給与として支出する金額の合計額 

二 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に

基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金その他の法人

が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額 

2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。

以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百

三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第

二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六

条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若し

くは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定

める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。 

一 労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該

労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払

う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属す

る連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを

除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗

じて得た金額を加えた金額 

二 労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働

者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第

六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において

当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者
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から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度

終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の

七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額 

(平一五法九・追加、平一六法一七・平一七法五・平二四法二七・一部改正) 

(純支払利子の算定の方法) 

第七十二条の十六 第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の

法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税

の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度に

おいて支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利

子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する

連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。 

2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるも

のを含む。)をいう。 

3 第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定める

ものを含む。)をいう。 

(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正) 

(純支払賃借料の算定の方法) 

第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の

法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税

の連結所得の計算上損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度に

おいて支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃

借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連

結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。 

2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をい

う。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項

において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その

存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係

る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額(これに準ずるも

のとして政令で定めるものを含む。)をいう。 

3 第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額(これに準ずる

ものとして政令で定めるものを含む。)をいう。 

(平一五法九・追加、平一六法一七・平二六法四・一部改正) 

(単年度損益の算定の方法) 
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第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 

一 連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外

の次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律

又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例に

よつて算定する。 

二 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十

八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。第七十二条の二十三において同じ。)から個別帰属損金額(同項

に規定する個別帰属損金額をいう。同条において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政

令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該

連結申告法人の個別所得金額(同項に規定する個別所得金額をいう。以下この節において同じ。)の計算の例

によつて算定する。 

三 外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠

損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この号及び第七十二条の二十三第四項におい

て同じ。)及び同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額に

よるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準

である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例に

よつて算定する。 

2 前項の規定によつて第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五

十七条、第五十七条の二、第五十八条、第八十一条の九及び第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条

(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二、第

六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株

式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第六十八条の六十二の二及び第六十八条の八十九の三(第二項

に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。 

(平二六法四・全改、平二七法二・一部改正) 

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定) 

第七十二条の十九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」

という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節に

おいて「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額か

らこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の

施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額を

もつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。 

(平一五法九・追加、平二六法四・一部改正) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

197 

 

(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定) 

第七十二条の二十 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十

を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除す

べき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。 

2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を

乗じて得た金額を控除した金額とする。 

3 前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の

収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、そ

れぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があると

きは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰

属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。 

(平一五法九・追加) 

(資本割の課税標準の算定の方法) 

第七十二条の二十一 第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法

人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当

該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額か

ら過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げ

る金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、

清算中の法人については、第四項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。 

一 平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四

十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令

で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二

号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額 

二 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付

したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号

において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定

による廃止前の有限会社法(以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場

合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧

有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額 

三 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十

八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定める

ものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額 
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2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金

の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第七十二条の十二第二号の各事業年度

の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とす

る。 

3 事業年度が一年に満たない場合における前二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計

額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」

と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」

とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を

生じたときは切り捨てる。 

4 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第九項にお

いて同じ。)の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との

合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じ

て得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解

散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数

は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

5 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項及び第二項の規

定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日

から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「と

する」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計

算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一

月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

6 第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課

税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げ

る金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。 

一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項

ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づ

く貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 

二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該

内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数の株式

又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国

法人が保有するものの帳簿価額の合計額 

7 資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控

除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項及び
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第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を

超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の

合計額とする。 

千億円以下の金額 百分の百 

千億円を超え五千億円以下の金額 百分の五十 

五千億円を超え一兆円以下の金額 百分の二十五 

8 事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」と

あるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とある

のは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の

金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」

と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗

じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を

乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」と

あるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあ

るのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合におけ

る月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

9 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用について

は、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の

月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の

日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金

額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た

額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千

億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」

と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た

額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五

千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」

と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を

十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月

とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

10 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用

については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日まで

の期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日か

ら連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円
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以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗

じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあ

るのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算し

た金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を

乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」と

あるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計

算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗

じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たな

いときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・平二七法二・令二法五・一部改正) 

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定) 

第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の

施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 

2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を

勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 

(平一五法九・追加、平一八法七・一部改正) 

(所得割の課税標準の算定の方法) 

第七十二条の二十三 第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 

一 連結申告法人以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この

法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の

例により算定する。 

二 連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控

除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の

法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例により算定する。 

三 外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同

号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをす

る場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び

同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。 

2 前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第五十七条第

八項及び第九項、第五十七条の二第四項、第五十八条第四項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに

第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定め

るものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定
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めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除

く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受

けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は

個別帰属損金額に算入しない。 

3 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の

確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済

組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十

六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方

公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十

五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、

児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の

給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合

法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療

養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢

者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)

を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療

養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部

分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又は

これらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、

組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、

療育の給付又は医療の給付 

二 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号

に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通

所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に

規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所

リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同

条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のため

の助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の

規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に

規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国
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残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十

七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給

付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則

第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のため

の医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス 

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭

和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十

四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第

百十号)の規定に基づく医療 

四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険

者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーシ

ョン又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービ

スに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービ

ス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養

介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の

額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支

給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介

護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額

として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法

律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条

の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係

る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サー

ビスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によ

り自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自

立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金

額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害

者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療

をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法
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の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する

こととされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費

の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当

する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児

に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の

額として同法の規定により定める金額に相当する部分 

六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給する

こととされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係

る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法

の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児

童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定

小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分 

4 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得

を算定する場合には、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(連結事業年度に

該当する期間を除く。)において生じた欠損金額又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始

した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属

益金額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、法人税法第五十七条(第六項から第九項まで

を除く。)、第五十七条の二(第四項を除く。)又は第五十八条(第四項を除く。)の規定の例により個別帰属損金

額に算入するものとする。 

5 前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法

一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一

九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇

八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・

昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一

九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九

法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・

平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・

平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平

一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・旧

第七十二条の十四繰下・一部改正、平一六法一七・平一七法五(平一七法一二三)・平一八法七・平一八

法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・

平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 
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(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定) 

第七十二条の二十四 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律

の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に

帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法

人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。 

(昭三七法五一・全改、平一五法九・旧第七十二条の十五繰下・一部改正、平一九法四・一部改正) 

(収入割の課税標準の算定の方法) 

第七十二条の二十四の二 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあ

つては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は

地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額

による。 

2 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定

する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命

保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。 

一 個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄

保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項

において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額 

二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度

の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額 

三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とす

ることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあ

つては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めの

ある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十

六を乗じて得た金額 

四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれ

らに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に

百分の五を乗じて得た金額 

3 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定

する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害

保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。 

一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収

入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻

した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該
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事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額を

いう。以下この条において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額 

二 運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び貨物保険(商法

第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度

の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額 

三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をい

う。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額 

四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げ

る要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十

を乗じて得た金額 

五 船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年

度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額 

4 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規

定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める金額による。 

一 保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗

じて得た金額 

二 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た

金額 

5 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、

各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法八三・平二七法五九・平三〇法

二九・令二法五・一部改正) 

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定) 

第七十二条の二十四の三 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額から

この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行

地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、

当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。 

(平一五法九・追加) 

(法人の事業税の課税標準の特例) 

第七十二条の二十四の四 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス

供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二

条の十二第三号の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員
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数等を用いることができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三二法六〇・昭三二法一八七・一部改正、

昭三六法七四・旧第七十二条の十八繰下・一部改正、平七法一〇六・一部改正、平一五法九・旧第七十

二条の十九繰下・一部改正、平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・令

二法五・一部改正) 

(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定) 

第七十二条の二十四の五 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準と

すべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中

におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物に

ついて法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべ

き金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。 

2 前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分する

ことができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、

同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。 

3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府

県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知

事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とす

る。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・一部改正、平一五法九・旧第七十二条の二十

繰下・一部改正) 

(課税標準の算定の細目) 

第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本

金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一五法九・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・一部改正) 

(法人の事業税の標準税率等) 

第七十二条の二十四の七 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第四項にお

いて同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とす

る。 

一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ハ 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲

げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額 
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各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の〇・四 

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 百分の〇・七 

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 百分の一 

二 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の

下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額 

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の三・五 

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の四・九 

三 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同

表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額 

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 百分の三・五 

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 百分の五・三 

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 百分の七 

2 電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の

額は、各事業年度の収入金額に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。 

3 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

一 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

二 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

4 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十

二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県に

おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事

業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定め

る金額とする。 

一 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

ハ 各事業年度の所得に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

二 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 
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三 その他の法人 各事業年度の所得に百分の七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 

5 事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは

「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるの

は「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における

月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。 

6 第一項第二号及び第四項第二号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。 

一 農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法

第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃

金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合 

二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 

三 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会 

四 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、

商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛

生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合 

五 出資組合である輸出組合及び輸入組合 

六 船主相互保険組合 

七 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、

賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業

協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合 

八 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、

賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 

九 農林中央金庫 

十 医療法人 

7 第四項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判

定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は

所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし

書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開

始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所

得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。 

8 道府県は、第一項から第四項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に

掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 

一 第一項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第二項に規定する率、

第三項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率及び第四項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

209 

 

人の区分に応じて当該各号に定める率 一・二 

二 第一項第一号ハ及び第四項第一号ハに定める率 一・七 

9 道府県が第七十二条の二十四の四の規定により事業税を課する場合における税率は、第一項から第四項まで

及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一

六四・昭三二法一八七・昭三三法一三五・昭三三法一七一・昭三四法七六・昭三四法一四四・昭三五法

一一三・昭三六法七四・昭三六法二三〇・昭三七法五一・昭三七法一二七・昭三七法一四一・昭三九法

二九・昭三九法一四〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法五五・昭

四九法一九・昭四九法三九・昭五〇法一八・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一

〇・昭五八法二六・昭五九法七・昭五九法八八・平七法一〇六・平九法九六・平一〇法二七・平一二法

三九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一五法九・旧第七十二条の二十二繰下・

一部改正、平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平二二法四・平二七法五九・平二七法六三・平二

八法一三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(法人の事業税の税率の適用区分) 

第七十二条の二十四の八 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率によ

る。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納

付すべき事業税にあつては当該事業年度の開始の日から六月の期間の末日現在における税率による。 

(昭三〇法一一二・全改、昭三二法六〇・昭四〇法三五・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一

五法九・旧第七十二条の二十三繰下・一部改正、平一八法七・平一九法四・平二二法四・一部改正) 

第七十二条の二十四の九 削除 

(平二二法四) 

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 

第七十二条の二十四の十 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の

日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行

つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節におい

て同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)

に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」とい

う。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該

更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又

は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該

各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当

該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価

値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。 
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2 事業を行う法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出し

た申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準

とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮

装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本

割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日ま

での間に次項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係

る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当

該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当

該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業

税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、

次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しな

いものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。 

3 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に

係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度

開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入

割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年

度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二

条の二十九の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の

日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来し

た場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期

限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割につい

ての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定に

よる決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係

る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定によ

り控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十二条の二十九の規定によ

る申告書の提出期限 

二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第七

十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限 

三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第七十二

条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限 

四 法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定す

る公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七
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十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限 

4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、

道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつ

た金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求するこ

とができる。 

一 更生手続開始の決定があつたこと。 

二 再生手続開始の決定があつたこと。 

三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 

5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該

各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を

合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又

は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項におい

て「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又

は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがある

ときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、

前各項の規定を適用する。 

6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、

その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。 

7 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査

し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業

税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書

面により通知するものとする。 

(平二一法九・全改、平二二法四・一部改正) 

(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 

第七十二条の二十四の十一 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定

による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係

る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一

項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第

十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税

条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請

求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七

条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正
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の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併に

より解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加

価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額、

第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき

事業税額から順次控除するものとする。 

2 前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は

第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業

年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条

の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付

すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。 

3 前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定す

る第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条

の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは

所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあ

るのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とある

のは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。 

4 第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用す

る場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しき

れなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対し

その控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

5 前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、

次に第一項の規定による控除をするものとする。 

(平六法一五・追加、平一二法九七・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・旧第七十二条の二十三の

四繰下・一部改正、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・令二法五・一部改正) 

(法人の事業税の徴収の方法) 

第七十二条の二十四の十二 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければ

ならない。 

(平一五法九・追加) 

(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付) 

第七十二条の二十五 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において

同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号

イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節におい

て同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人の収入割、
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付加価値割及び資本割又は同号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事

業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律

の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該

事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれ

か早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在

の道府県に申告納付しなければならない。 

2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの

法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。

次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理

由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限まで

に申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長され

たときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業

を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申

告納付することができる。 

3 第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び

第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年

度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況

にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務

所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、

当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事

業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、

当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。 

一 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年

度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認めら

れる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内におい

て当該道府県知事が指定する月数の期間内 

二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年

度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる

場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内 

4 第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けるこ

とができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、

又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。

次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該
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法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一

項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定

により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務

所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、

その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。 

5 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定

めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該

事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての

定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることそ

の他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人

の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付するこ

とができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道

府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県

知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくす

る事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四

月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。 

一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各

事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあ

ると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範

囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内 

二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法

人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の

事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連

結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があ

ると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内 

6 第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に

係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期

限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合につい

て準用する。 

7 第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業

年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人

の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連

結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価
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値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。 

8 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又

は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は

事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所

得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関

する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、

これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添

付しなければならない。 

9 第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又

は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は

事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当

該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。 

10 第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、

事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事

務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するととも

に、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令

で定めるものを添付しなければならない。 

11 第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又

は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は

事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及

び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等

の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければ

ならない。 

12 第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又

は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は

事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載す

るとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書

類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。 

13 第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。 

14 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて

申告書を提出しなければならない。 

15 外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所

在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事
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務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。 

16 第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前

に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみ

なして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。 

17 第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)

が、法人税法第七十五条の三第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第

百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告

と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事

項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項か

ら第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第

十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した

ものとみなす。 

18 第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法

人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条

第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて

当該法人の第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる

事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項

から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は

第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し

たものとみなす。 

19 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・

昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八

〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元

法一六・令二法五・一部改正) 

(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付) 

第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全

てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項にお

いて同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事

業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当す
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ることとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた

場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の

日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべ

きことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額

の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過

した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連

結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度と

みなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又

は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した

場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告

に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として

算定した事業税額を申告納付することができる。 

2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を

超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がな

された場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相

当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。 

一 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の

日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法

人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当

該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎と

なつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をい

う。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除し

て計算した金額 

二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた

場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確

定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額 

3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設

立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にか

かわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、

これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。 

4 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該

事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所

在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法
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人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した

日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸

借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、こ

れらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二

第一項第一号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係

る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経

過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期

間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人にあつては当該事業

年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する

計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定め

るものを、同号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係

る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他

の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定め

る。 

5 第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付

しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府

県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当

該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する

税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。 

6 第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。 

7 第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度

における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規

定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期

限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定し

たときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又

は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。 

一 前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の

規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の

期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付 

二 前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の

規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の

期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付 

8 法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申
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告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個

別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令

で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、

当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結

法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七

十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人又は同項第三号イ若しくはロに

掲げる法人については、この限りでない。 

9 前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、

当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。 

10 第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人並

びに同項第三号イ及びロに掲げる法人に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項

の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものと

される事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規

定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書

類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。 

11 第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、

当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

第六条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と

併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方

法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による

申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地

の道府県知事に提出したものとみなす。 

12 前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七

第六項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規

定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当

該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第

二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。 

13 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五

一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一
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三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三

法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・令二法五・一部改正) 

(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例) 

第七十二条の二十七 第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規

定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条

において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による

申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をする

ことを要しない。 

(平二九法二・全改、平三一法二・一部改正) 

(中間申告を要する法人の確定申告納付) 

第七十二条の二十八 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の

日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所

在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人

が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定に

より申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税

額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべ

き期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第

七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四

十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記

載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、

当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額と

する。 

2 第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、前項の規定により法

人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき

申告書について準用する。 

3 事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に

準じて申告書を提出しなければならない。 

4 第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第

七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七

十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付

額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に

相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請
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求書を提出しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五九法七・平一二法九七・

平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(清算中の法人の各事業年度の申告納付) 

第七十二条の二十九 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)

が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、

所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二

十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十

四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第四項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は

収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内

に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければ

ならない。 

2 第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、前項の規定により法

人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき

申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加

価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資

本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」

と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。 

3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、当該事業年度の

所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、

第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第四項までの規定によ

り当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日か

ら一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に

当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 

4 第七十二条の二十五第八項から第十三項まで、第十七項及び第十八項の規定は、前項の場合において同項の

法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条

第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び

所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、

所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」

と読み替えるものとする。 

5 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に

準じて申告書を提出しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三八法八〇・
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昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭五〇法一八・平一二法九七・平一三法八・平一四法八

〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平三〇法三・令

二法五・一部改正) 

(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例) 

第七十二条の三十 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を

除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事

業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十ま

で」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当

該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第

二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」

と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の

額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、

付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用す

る」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部

分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二

まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第

七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資

本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に

係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項

中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割

額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、

収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読

み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。 

2 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開

始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法

人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は

第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。 

(平二二法四・全改、平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 

第七十二条の三十一 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を

提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知がある

までは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告納付することが

できる。 
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2 第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しく

はこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十

一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正

申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下

この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額が

ない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定め

る様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。 

3 第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第一項の規定に

より申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告

に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受

けたとき(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年

度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結

事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)は、当該税務官署が当該更正

又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める

様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六

七・昭四〇法三五・昭四五法二四・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一

五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・一部改正、平三〇法三・旧第七十二条の三十三繰上・

一部改正) 

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告) 

第七十二条の三十二 特定法人である内国法人は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二

十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定により、第七十二条の二十五、第七十二条の

二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」

という。)又は前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」とい

う。)(以下この条及び次条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法

律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第

三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の事業税の申告については、第七十

二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九並びに前条第二項及び第三項

の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項

及び第四項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されて

いる事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理

組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使

用し、かつ、地方税共同機構(第四項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により
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事務所又は事業所所在地の道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のう

ち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で

定める記録用の媒体を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する方法により、行うことができる。 

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。 

一 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 

二 保険業法に規定する相互会社 

三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。) 

四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。) 

3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又は

これに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づ

く命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。 

4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係

る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に

到達したものとみなす。 

(平三〇法三(平三一法二)・追加) 

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 

第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで

納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出

することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期

間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一

条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条

の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十

五条の四第一項若しくは第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第

八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第十項において同じ。)の却下の処分を受けていな

い旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当

該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十

五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものと

みなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項にお

いて準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期

間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。 

2 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同

項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で
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定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の二

十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書又は第七十二条の三十一第三項の

規定による修正申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日で

あるときは、当該開始の日まで)に、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 

3 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認め

るときは、その申請を却下することができる。 

4 道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の

却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。 

5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けよ

うとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてそ

の承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それ

ぞれみなす。 

6 道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。 

7 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなけ

ればならない。 

8 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることを

やめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道

府県知事に提出しなければならない。 

9 第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたとき

は、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告につ

いては、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

10 第一項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第八項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四

第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたと

きは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告に

ついては、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提

出したときは、この限りでない。 

11 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組

織の故障その他の理由により、前条第一項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難である

と認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期

間を指定することができる。 

12 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機
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構に通知しなければならない。 

13 前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定

する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。 

(平三〇法三(平三一法二)・追加) 

(更正の請求の特例) 

第七十二条の三十三 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に

記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又

は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定

を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しく

は決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の

規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる

場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総

務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又

は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定す

る更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通

知を受けた日を記載しなければならない。 

2 申告書又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告

に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定

を受けたこと(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合には、当該事

業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該

連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)に伴い、当該申告又は修

正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合には、国の税務官署が当

該更正又は決定の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当

該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合に

おいては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が

当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。 

(昭三四法七六・追加、昭三五法一一三・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四四法一六・

平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・

平二三法一一五・平二五法三・平二九法二・一部改正、平三〇法三・旧第七十二条の三十三の二繰上・

一部改正) 

(貸借対照表等の提出) 

第七十二条の三十四 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収

入割を申告納付すべきものを除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二
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条の二十九第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定によ

る申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業

税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税

の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法七六・昭三六法七四・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・平

一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二九法二・令二法五・一部改正) 

第七十二条の三十五及び第七十二条の三十六 削除 

(平三〇法三) 

(法人の事業税に係る故意不申告の罪) 

第七十二条の三十七 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二

条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しな

かつた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の

従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、

その刑を免除することができる。 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為を

したときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・平一三法八・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二三法

八三・一部改正) 

(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪) 

第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場

合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者で

その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為を

したときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・全改、昭四〇法三五・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二三法八三・一部改

正) 

(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予) 

第七十二条の三十八の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに

該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十

九の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めると
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きは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又

は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定め

ることを妨げない。 

一 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該

事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの 

二 当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日

よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの 

2 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条

第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することが

できない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第一項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなけ

ればならない。 

4 第一項の規定は、同項第一号の法人にあつては当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算

して三年前の日の属する事業年度から、同項第二号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞ

れ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について第七十二条の二十五、第七十二

条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出すべき申告書(第八項において「確定申告書」という。)

を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。 

5 道府県知事は、第一項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした

金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、三年以内の

期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴

収を猶予した期間と合わせて六年を超えることができない。 

6 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、

当該道府県の事業税(第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)

を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年

以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金

額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。 

一 当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税

の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、当該事業税の申告書に係

る事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がない

と見込まれる法人で政令で定めるもの 

二 事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(その開始の日

から六月の期間の末日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限

る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの 
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7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第四

項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。 

8 道府県知事は、第一項又は第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告

書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収

の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。 

9 道府県知事は、第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第七十

二条の二十八の規定によつて提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき、又は当該法人の当

該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、こ

れを直ちに徴収しなければならない。 

10 第一項又は第六項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除

く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パ

ーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の二分の一に相当す

る金額は、免除する。ただし、第八項の規定又は第十二項において準用する第十五条の三第一項の規定による

取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、

道府県知事は、その免除をしないことができる。 

11 道府県知事は、第九項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金

額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を免除することができ

る。 

12 第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項、第十五条の三及び第十五条の九第二項並びに第十六条の二第

一項から第三項までの規定は第一項又は第六項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、

第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第二項(第七項において準用する場合を含

む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。 

(平一五法九・追加、平二〇法二一・平二二法四・平二七法二・一部改正) 

(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定) 

第七十二条の三十九 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項

第一号に掲げる法人を除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る

所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若

しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標

準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標

準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係

る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所

得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。 

2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の
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提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があ

るときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものと

する。 

3 道府県知事は、前二項又はこの項の規定により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又

は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつ

た当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準

を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額

の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法六七・昭四〇法三五・平一二法九七・

平一五法九・平一九法四・平二二法四・令二法五・一部改正) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 

第七十二条の三十九の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この条か

ら第七十二条の三十九の五までにおいて「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約

に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第

一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁

長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この

項及び第七十二条の三十九の四において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定

する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議

(以下この条から第七十二条の三十九の五までにおいて「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条にお

いて「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者

の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四

の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項におい

て同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下こ

の項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告

納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づ

いて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定

により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加

価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令

で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十

四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官

と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法

人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一

の二第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合そ
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の他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴

収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申

請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の

四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納

付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しく

は第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税

割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さな

ければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消

すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割

額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納した

とき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第

一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)

に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合に

は、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八

法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 

(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 
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第七十二条の三十九の三 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限あ

る当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十

六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定め

る事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する

法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知

しなければならない。 

2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その

他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれ

らの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたとき

は、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準

とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府

県知事に通知しなければならない。 

4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定す

る事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二八法一三(平二八法八六)・平二九法二・平三

一法二・一部改正) 

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 

第七十二条の三十九の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の

条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一

項又は第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租

税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者で

ある当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び同条に

おいて「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第二十八項第一

号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同

じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び

次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るも

のに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得

割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金

額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一

項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべ
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き所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金

及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三

項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日と

する。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定

による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十

二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定により更正を

した場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)

の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶

予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額若しく

は付加価値割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決

定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべ

き法人税割額若しくは当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第

五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定に

より納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さな

ければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消

すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割

額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納した

とき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第
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一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)

に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合に

は、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八

法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 

(連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 

第七十二条の三十九の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、

当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象

連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、

当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号に

掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事

項を通知しなければならない。 

2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議

において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅

滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令

で定める事項を通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議

において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又

は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る

法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければな

らない。 

4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定す

る事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二三法一一五・平二八法一三(平二八法八六)・平三一法二・一部改正) 

(税務官署に対する更正又は決定の請求) 

第七十二条の四十 道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対

し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求す

ることができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日

から三月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決

定をすべき旨を請求することができる。 

一 第七十二条の三十九第一項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申

告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の
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課税標準について当該申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げ

る事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われない

とき。 

二 第七十二条の三十九第一項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の

二十六第五項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の

当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第七十四

条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、

かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれ

かに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われない

とき。 

三 道府県知事が第七十二条の三十九の規定によつて同条第一項の法人の所得割に係る所得又は所得割額を

更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得が過少であると認められる法人の所得割

の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の所得割に係る所得又は所得割

額を更正し、又は決定した日から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発

生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。 

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項

の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道

府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所

又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係

道府県知事が行うものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三四法一四九・昭三五法一一三・昭三七法六七・昭四〇法

三五・昭四四法一六・平一二法九七・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一九法四・平二〇法

二一・平二二法四・平二六法四・一部改正) 

(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定) 

第七十二条の四十一 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、連結申

告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条

の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業と

を併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若

しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。 

一 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額 

二 小売電気事業等又は発電事業等を行う法人のうち、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適

用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税
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が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等若しく

は発電事業等とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額 

2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の

提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額

又は所得割額を決定するものとする。 

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若

しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、

これを更正するものとする。 

4 第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した

申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金

額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあると

きは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度

の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間

は、更正をしないことができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三四法七六・昭三六法七四・昭三七法五一・

昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・平七法一〇六・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・

平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・令二法五・一部改正) 

(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定) 

第七十二条の四十一の二 道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人が申告書又

は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付

加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 

2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の

提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並

びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。 

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した付加価値額若し

くは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査

によつて、これを更正するものとする。 

4 第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により提出した申

告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価

値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに

基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該

事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申

告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。 
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(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・令二法五・一部改正) 

(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等) 

第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定によ

る所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければ

ならない。 

2 道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定に

よる決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。 

3 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の

決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければなら

ない。 

(平一五法九・追加、令二法五・一部改正) 

(更正又は決定による中間納付額の還付) 

第七十二条の四十一の四 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人

(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四

十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る

中間納付額に満たない場合について準用する。 

2 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第

一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十

一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中

間納付額に満たない場合について準用する。 

(平一五法九・追加) 

(更正又は決定の通知) 

第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の

規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通

知しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、平一五法九・一部改正) 

(同族会社の行為又は計算の否認等) 

第七十二条の四十三 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額

又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税

の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府

県知事の認めるところにより、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。 

2 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)

を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の
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当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のあ

る個人(以下この項において「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事

実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の

総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の三分の二以上に相当するものの行為又

は計算で、これを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合

について準用する。 

3 第一項の「同族会社」とは、法人税法第二条第十号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかど

うかの判定は、前二項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。 

4 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更

正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第二条第十二号の五の二に

規定する現物分配をいう。)又は株式交換等(同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等をいう。)若しく

は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した

場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にか

かわらず、道府県知事の認めるところにより、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。 

一 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人 

二 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。) 

三 前二号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者を

いう。)である法人(前二号に掲げる法人を除く。) 

(昭二九法九五・全改、昭四〇法三五・昭四一法四〇・平一三法八・平一五法九・平一八法七・平二二

法四・平二九法二・一部改正) 

(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第七十二条の四十四 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又

は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額

(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその

申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下

法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定

の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二

条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間について

は、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がそ
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の提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐

偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第

七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である

所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をし

た日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。 

4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。

以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る事業税について第七十二条の二

十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申

告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額

更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当

該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に

限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた

法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲

げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の

納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の

通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人

税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若

しくは決定の通知をした日)までの期間 

5 道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の

四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由がある

と認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・

昭四五法一三・平一三法八・平一五法九・平二二法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部

改正) 

(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金) 

第七十二条の四十五 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二

条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)
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を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十

四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、

年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 法人の事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の事業税の納期限の翌日から一月を経過す

る日 

二 法人の事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経

過する日 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当

該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該修正申告書を提出した日の翌日から一月を

経過する日 

2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告

書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事

業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条

の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正がある

べきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提

出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、

延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

3 第一項の場合において、第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき

(当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更

正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納

付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令

で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により

事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項

又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修

正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の

納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの

期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書
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を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの

期間 

4 道府県知事は、納税者が法人の事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない

事由があると認める場合には、第一項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三八法八

〇・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四五法一三・昭五〇法一八・昭五九法七・平一五法九・平二八法

一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 

第七十二条の四十五の二 第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及

び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けて

いる法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該

各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された

当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

2 第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた

当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の

二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提

出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項

若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三

項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税

にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納

付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)か

ら次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平一五法九・平二二法四・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七十二条の四十六 申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項におい

て同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次

項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三

十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若
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しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二

条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不

足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の

更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるも

のがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計

算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事

業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものと

して政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税

に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還

付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除し

た金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当

該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税に

ついて事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた

場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の

基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことに

ついて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく

税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付

すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しく

は判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額

とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係

る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、

当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当す

る金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等

が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の

規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業

税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納

付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正

申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるもの

があるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算し

た金額を控除した税額。第四項において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金

額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつ
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たことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項

若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定に

よる修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合 

三 第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による

決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第

七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による

更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更

正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十

一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは

決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又

は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるもの

があるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算し

た金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求

若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の

税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不

申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金

額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)

に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する

場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定に

よる修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第七十二条の三

十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規

定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加

算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加

算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかか

わらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

5 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定

にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。 
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一 申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、か

つ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十

一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定が

あるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額 

二 第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提

出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭

六二法九四・平一五法九・平一八法七・平二二法四・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・平三

〇法三・一部改正) 

(法人の事業税の重加算金) 

第七十二条の四十七 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事

実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、

又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政

令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正によ

る不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されてい

ない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金

額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければな

らない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税

額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実

に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは第七

十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項

に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で

隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されてい

ない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額

に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならな

い。 
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3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠

蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三

項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しく

は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算

して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定

する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当す

るときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税

額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基

づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定める

ところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となる

べき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づく

ことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

4 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による

修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告によ

り納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となる

べき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮

装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎とし

て計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を納税者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭

六二法九四・平一八法七・平二八法一三・平三〇法三・一部改正) 

(分割法人の申告納付等) 

第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において

「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八

若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三

項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の

七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年

度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え

年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。

以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百
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万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を

超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八

百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を

超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う

事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準と

して、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければな

らない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税

標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。 

2 分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定

により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の

規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべき

ことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。

ただし、当該分割法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在

する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事

務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における関

係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異

なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付す

べき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税と

して納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当

該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付を

する法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすること

ができる。 

3 前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準

額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 

一 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業

所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。 

二 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道

府県ごとに分割すること。 

イ 小売電気事業等 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二

分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。 

ロ 電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送

配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事

業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第一項第十二号に規定す
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る特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を

関係道府県ごとに分割すること。 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府

県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をい

う。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。

(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)

に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。 

(2) 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続してい

る電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。 

ハ 発電事業等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係

道府県ごとに分割すること。 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発

電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価

額に按分すること。 

(2) 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資

産の価額に按分すること。 

三 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。 

四 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメート

ル数に按分すること。 

五 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準

額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。 

4 前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

一 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製

造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、

当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値 

二 事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末

日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値) 

三 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数

値 

5 次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、

これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。 

一 事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事
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業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて

得た数 

二 事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における

従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在してい

た月数の割合を乗じて得た数 

三 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年

度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数 

6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

7 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付

額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を

経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。 

8 分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標

準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。 

9 分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当

該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。 

一 一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業及び送電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第

二号ロに定める分割基準 

二 発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と一

般送配電事業、送電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準 

三 前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準 

10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割

法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電

気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主た

る事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供

給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。 

11 分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかか

わらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これ

らの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分

割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分

割するものとする。 

12 前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三五法一一
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三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五

法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五七法一〇・昭六一法九四・平元法一四・平四法八七・平七

法一〇六・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八

〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平

三〇法三・令二法五・一部改正) 

(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等) 

第七十二条の四十八の二 前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九、

第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事

務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。 

2 関係道府県知事は、前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の四十一又は

第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定

をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正

又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から二月以内にしなければ

ならない。 

一 第七十二条の四十一第一項又は第七十二条の四十一の二第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつ

ては、申告書又は修正申告書の提出があつた日 

二 第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつ

ては、申告書の提出期限 

三 第七十二条の四十一第三項又は第七十二条の四十一の二第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつ

ては、第七十二条の四十一第一項若しくは第七十二条の四十一の二第一項の規定による更正又は第七十二条

の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた日 

3 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは

修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本

条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場

合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人

が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなさ

れる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。 

4 前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場

合又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは

決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分

割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課

税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、
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当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第七十二条の三十九、第

七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正をすべき旨を請求することができる。 

5 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正前の第二十条の九の三第六項に規

定する課税標準等又は税額等、当該更正後の同項に規定する課税標準等又は税額等その他参考となるべき事項

を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。 

6 関係道府県知事は、分割基準について第三項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その

事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修

正又は決定の請求をすることができる。 

7 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について

第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による

修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税

標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。

但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意

見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。 

8 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しく

は決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所

在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示

をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、そ

の指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その

旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 

9 総務大臣は、第七項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若し

くは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又

は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。 

10 総務大臣は、第八項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を

聴かなければならない。 

11 第一項又は第三項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準

額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額

の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。 

12 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項又は第三項の規定によつて当該法人の課税標

準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県

知事に通知しなければならない。 

13 外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府

県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事
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業所所在地の道府県知事」とする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三四法一四九・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭四五法

二四・平一一法一六〇・平一五法九・一部改正、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九繰上・一部改

正) 

(虚偽の更正の請求に関する罪) 

第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為を

したときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平二三法一一五・追加) 

(法人税に関する書類の供覧等) 

第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税

の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第

八十一条の二十五に規定する書類又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決

定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又は

その指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(平一五法九・追加、平一八法五三・一部改正) 

(法人の事業税の脱税に関する罪) 

第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為によつて法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免

れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理

人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二

十九第一項若しくは第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないこと

により、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使

用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。 

4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか
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わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違

反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間

は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

7 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行

為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律

の規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平一九法四・平二三法八三・一部改正) 

(法人の事業税の減免) 

第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事

業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところ

により、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。 

(平一五法九・追加) 

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十二条の四十九の五 第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する場合において、総務省の職員で

総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。)は、

課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一

号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)

の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人 

二 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人と

する分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含ま

れるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつ

たときは、これを提示しなければならない。 

4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことがで

きる。 

5 第一項及び前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・一部改正) 
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(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等) 

第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二

条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査

又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行

わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法

律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理

士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁

護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この款及び次款において同じ。)があ

る場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時 

二 調査を行う場所 

三 調査の目的 

四 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨 

五 調査の対象となる期間 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 

2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に

掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 

3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事

項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合

において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、

当該事項に関する質問検査等については、適用しない。 

4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定

める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば

足りる。 

5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから

代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第

一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。 

(平二三法一一五・追加、平二六法四・平二七法二・一部改正) 

(事前通知を要しない場合) 

第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の

調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行

為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適
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正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。 

(平二三法一一五・追加) 

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続) 

第七十二条の四十九の八 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税

標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納

税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総

額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知す

るものとする。 

2 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又

は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点におい

て課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及び

その理由を説明するものとする。 

3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者

の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代

理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。 

(平二三法一一五・追加) 

(政令への委任) 

第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事

業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法一一五・追加) 

(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 

第七十二条の四十九の十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第七十二条の四十九の五第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに

応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは

提出した者 

三 第七十二条の四十九の五第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答

弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為
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につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の六繰下・一

部改正) 

第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等 

(平一五法九・款名追加) 

(個人の事業税の課税標準) 

第七十二条の四十九の十一 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中

における個人の事業の所得による。 

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、

当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の七繰下) 

(個人の事業税の課税標準の算定の方法) 

第七十二条の四十九の十二 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は

同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度

の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入

金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、

当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準であ

る所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの

規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特

別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げ

る事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項にお

いて同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要

な経費に算入しない。 

2 事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告

書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該

年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつ

た場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業

に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書

類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条

第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納

税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業

税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五
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の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含

む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないこと

についてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。 

3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年

の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止

の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項にお

いて「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金

額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。 

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円 

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 

二 当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一

を加えた数で除して得た金額 

4 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が

送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関す

る事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、

適用する。 

5 第一項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と

同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と

当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。 

6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の

計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第

七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場

合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含

む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が

送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人

の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業

の所得の計算上控除する。 

7 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の

所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額につい

ては、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定によ

る申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後

において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につ
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き連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを

含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。 

8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕

掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、

所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用

に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政

令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出

で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた

部分の金額を除く。)をいう。 

9 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で

政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金

額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、

当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、

当該個人の事業の所得の計算上控除する。 

10 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の

損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五

十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申

告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、そ

の後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時まで

にされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提

出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控

除する。 

11 第六項、第七項、第九項、前項及び第七十二条の四十九の十四第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七

項の控除をし、次に第九項の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。 

12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。 

(平一五法九・追加、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二三法一一

五・旧第七十二条の四十九の八繰下・一部改正、平二六法四・一部改正) 

(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定) 

第七十二条の四十九の十三 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外

にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の

事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、

この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金

額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。 
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(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の九繰下) 

(事業主控除) 

第七十二条の四十九の十四 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除す

る。 

2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円

に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。 

3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の十繰下) 

(個人の事業税の課税標準の特例) 

第七十二条の四十九の十五 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十

二条の二第三項及び第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、

土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることがで

きる。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の十一繰下・一部改正) 

(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定) 

第七十二条の四十九の十六 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準

とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産

品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産

税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗

じて得た額とする。 

2 前項の個人が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、

当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算し

た所得とする。 

3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府

県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知

事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とす

る。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の十二繰下) 

(個人の事業税の標準税率等) 

第七十二条の四十九の十七 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める金額とする。 

一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額 

二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額 
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三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じ

て得た金額 

四 第三種事業のうち第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の

標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額 

2 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当

該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の四十九の十二第一項から第三項までの規定によつ

て計算した所得金額に按分して算定するものとする。 

3 道府県は、第一項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応

ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 

4 道府県が第七十二条の四十九の十五の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項及び前項の

税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。 

(平一五法九・追加、平一九法四・一部改正、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の十三繰下・一

部改正) 

(個人の事業税の徴収の方法) 

第七十二条の四十九の十八 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければ

ならない。 

(平一五法九・追加、平二三法一一五・旧第七十二条の四十九の十四繰下) 

(個人の事業税の賦課の方法) 

第七十二条の五十 個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第四項に規定する場合を除き、道府

県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の

四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定す

る不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正

し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十

二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個

人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告にお

いて同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三

十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の

四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課

する場合においては、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定し

て事業税を課するものとする。 

2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場

合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由

が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわ
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らず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条

(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得か

ら同法第七十二条から第七十九条まで、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一

項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を

控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。 

3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した

不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日ま

でに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。

この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしな

いときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。 

4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第一項の規定によ

るほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの

期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法一四九・昭三五法一

一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・平一

五法九・平一六法一七・平一九法四・平二三法一一五・平二六法四・一部改正) 

(個人の事業税の納期) 

第七十二条の五十一 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で

定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 

2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつ

て定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。 

3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわら

ず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合に

おいては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭五九法七・一部改正) 

(個人の事業税の徴収の手続) 

第七十二条の五十二 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納

税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正) 

(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金) 

第七十二条の五十三 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合におい

ては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付

する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パー
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セント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。 

2 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると

認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得) 

第七十二条の五十四 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課

税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。 

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準と

して事業税を課する場合には、その所得(第七十二条の四十九の十七第一項の規定により、異なる税率を適用さ

れる所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下この条において同

じ。)は、総務省令で定めるところにより、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所につ

いて同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数に按分して定める。この場合において、従業者の

数は、第七十二条の四十八第四項第一号本文、第五項及び第六項の規定の例により算定した数によるものとす

る。 

3 第一項の道府県知事が所得の総額を決定した場合には、直ちに前項の規定により関係道府県において課する

事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得

の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。 

4 関係道府県知事は、第一項の道府県知事が第二項の規定により定めた所得について不服がある場合には、そ

の事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から三十日以内に決定を求める旨を

申し出ることができる。 

5 前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から六十日以内にしなければなら

ない。 

6 総務大臣は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなけ

ればならない。 

7 総務大臣は、特別の必要があると認める場合には、第一項の規定により同項の道府県知事が定めた所得の総

額又は第二項の規定により第一項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。 

8 総務大臣は、第五項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければな

らない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法一

六一・昭四二法二五・平一一法一六〇・平一五法九・平二三法一一五・平二九法二・一部改正) 

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第七十二条の五十五 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定
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によつて計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超える

ものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」

という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から一

月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中

途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当

該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一

日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業

専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事

に申告しなければならない。 

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六

項、第七項又は第十項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定める

ところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。 

3 二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事

業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、

同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数そ

の他必要な事項をあわせて申告しなければならない。 

4 道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行

なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭

四四法一六・平一一法一六〇・平一五法九・平二三法一一五・一部改正) 

第七十二条の五十五の二 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第

二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第四十五条の二第一項の申告書を提出し

た場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第

一項から第三項までの規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、こ

の限りでない。 

2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第一項から第三項までに規定する事項に相当

するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第三項までの規定により申告されたものと

みなす。 

3 第一項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、総務省令で定めるところに

より、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。 

(昭四二法二五・追加・一部改正、昭四三法四・昭四四法一六・昭四七法一一・平一一法一六〇・一部

改正) 

(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪) 
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第七十二条の五十六 第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は

報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、

その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・全改、昭四二法二五・平二三法八三・一部改正) 

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料) 

第七十二条の五十七 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によ

つて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、そ

の者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 

第七十二条の五十七の二 事業を行う個人が租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。

以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法

第四十条の三の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この

項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税

条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に

対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の

租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条にお

いて「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、道府県知事は、これらの

申立てに係る同法第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場

合を含む。次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の

対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事

業税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第七十二条の六十六第一項に規定

する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約

相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の

計算の基礎となつた所得に基づいて事業税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政

令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、

その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外

の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、

その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さな

ければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場

合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 
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3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消

すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る事業税

額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る事業税額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事が

やむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同

項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分

の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた

日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二七法二(平二八法一三)・追加、平二九法二・平二八法一三・一部改正) 

(個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 

第七十二条の五十七の三 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限あ

る当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第四十

条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で

定める事項をこれらの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所

又は事業所を有する納税義務者にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)

の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その

他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれ

らの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたとき
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は、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の

基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事

業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定す

る事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

(平二七法二・追加、平二八法一三・平二九法二・一部改正) 

(道府県知事の通知義務) 

第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定

した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係

るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を

税務官署に通知するものとする。 

(昭二九法九五・全改) 

(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等) 

第七十二条の五十九 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納

税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額

についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係

書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務が

ある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関

する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定

する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法六七・昭四八法二三・平一四法八〇・平一五法九・平一八法五三・平

二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(個人の事業税の脱税に関する罪) 

第七十二条の六十 偽りその他不正の行為によつて個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者

は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申

告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲

役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 
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5 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場

合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これ

らの項の罪についての時効の期間による。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭五六法一五・平一五法九・平二三法八三・一

部改正) 

第七十二条の六十一 削除 

(昭三八法八〇) 

(個人の事業税の減免) 

第七十二条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税

の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限

り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法九九・平一五法九・一部改正) 

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十二条の六十三 第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定す

る者(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又

は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の

者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出

を求めることができる。 

一 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 

3 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことがで

きる。 

4 第一項又は前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三五法一一三・昭三六法七四・平一一法一六〇・平一三法

八・平一五法九・平二三法一一五・一部改正) 

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等) 

第七十二条の六十三の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二

条の六十三の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査
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又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の六十三の四において「質問検査等」という。)を行

わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務

代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時 

二 調査を行う場所 

三 調査の目的 

四 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨 

五 調査の対象となる期間 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 

2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に

掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 

3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事

項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合

において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、

当該事項に関する質問検査等については、適用しない。 

4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定

める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば

足りる。 

5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから

代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第

一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。 

(平二三法一一五・追加、平二六法四・平二七法二・一部改正) 

(事前通知を要しない場合) 

第七十二条の六十三の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の

調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行

為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。 

(平二三法一一五・追加) 

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続) 

第七十二条の六十三の四 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税

標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数(第七十二条の五十四第二項に規定

する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修正若しくは決定の必要があると認められない
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場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課

税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があ

ると認められない旨を書面により通知するものとする。 

2 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又

は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務

者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の

修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。 

3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者

の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代

理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。 

(平二三法一一五・追加、平二九法二・一部改正) 

(政令への委任) 

第七十二条の六十三の五 第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税

に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法一一五・追加) 

(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 

第七十二条の六十四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十二条の六十三第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 第七十二条の六十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜ

ず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出

した者 

三 第七十二条の六十三第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁を

した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一五法

九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

第七十二条の六十五 削除 

(昭三七法一六一) 
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第四款 督促及び滞納処分 

(平一二法九七・款名追加) 

(事業税に係る督促) 

第七十二条の六十六 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合にお

いては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地

方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しな

ければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 

2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の

規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することがで

きない。 

3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭四三法四・昭五〇法一八・昭五九法七・一部改正) 

(事業税に係る督促手数料) 

第七十二条の六十七 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところ

によつて、手数料を徴収することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正) 

(事業税に係る滞納処分) 

第七十二条の六十八 事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税

に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業税

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその

財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 
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5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(事業税に係る滞納処分に関する罪) 

第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不

利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若し

くは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、

また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十二条の七十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 
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3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで 削除 

(平二八法一三(平二九法二)) 

第五款 市町村に対する交付 

(平二八法一三(平二九法二)・款名追加) 

第七十二条の七十六 道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる

道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三

号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で

按分して得た額を交付するものとする。 

一 第七十二条の二十四の七第八項の規定により同条第一項から第四項までに規定する標準税率(以下この号

において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行

う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当す

る額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額 

二 前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当

する額 

(平二八法一三(平二九法二・平三一法二)・全改、令二法五・一部改正) 

第三節 地方消費税 

(平六法一一一・追加) 

第一款 通則 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税に関する用語の意義) 

第七十二条の七十七 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。 

二 譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。 

三 貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二

項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課

する地方消費税をいう。 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税の納税義務者等) 
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第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する

課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条

の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さ

ないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ

(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課

さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該

事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項

に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固

有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府

県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関す

る法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及

び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から

引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。 

2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県

とする。 

一 国内(この法律の施行地をいう。以下この項において同じ。)に住所を有する個人事業者 その住所地 

二 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地 

三 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに

準ずるもの(以下この号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所

在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地) 

四 前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所 

五 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事

務所の所在地 

六 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある

場合には、主たるものの所在地) 

七 前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所 

3 前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算

定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在

における場所による。 

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」

という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の八十九の二を除く。)の規定を適用する。 

5 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計

に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特
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別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。 

6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場

合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場

合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付す

べき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税

を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消

費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項から第三項まで及びこの項を除く。)の規定を適

用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法に

よるものとする。 

7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引

取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの

引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の

引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあ

るのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令

で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税

関所在の道府県」とする。 

8 前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 

(平六法一一一・追加、平一九法四・平二七法二・平三〇法三・一部改正) 

(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者) 

第七十二条の七十九 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の

譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該

課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この節の規定を適用する。 

2 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支

払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕

入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。 

(平六法一一一・追加、平二七法二・一部改正) 

(譲渡割と信託財産) 

第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属す

る資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ

は当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投

資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規

定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退

職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第二号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属す
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る資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りで

ない。 

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託

の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項

の規定を適用する。 

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされ

ている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一九法四・全改、平二七法二・一部改正) 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 

第七十二条の八十の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当

該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び

固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項におい

て同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十

五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百一から第七十二条の百

四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用す

る。 

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の

者にそれぞれ帰属するものとする。 

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信

託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同

じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。 

4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該

法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、

この節の規定を適用する。 

5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰

受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。 

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。 

(平一九法四・追加、平二七法二・平二九法二・一部改正) 

(地方消費税の課税免除の特例) 

第七十二条の八十一 第六条及び第七条の規定は、地方消費税については適用しない。 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例) 
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第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標

準額とする。 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税の税率) 

第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。 

(平六法一一一・追加、平二四法六九・一部改正) 

(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権) 

第七十二条の八十四 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、

次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含

む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)

の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者、納税義務があると認められる者又は第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出し

た者 

二 前号に掲げる者に金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等をする義務があると認められ

る者又は同号に掲げる者から金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等を受ける権利がある

と認められる者 

2 分割があつた場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下この項において同

じ。)は前項第二号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみな

し、分割承継法人(分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等又

は特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 第一項又は前項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

(平六法一一一・追加、平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平一八法七・平二三法一一五・

平二七法二・一部改正) 

(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪) 

第七十二条の八十五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、

第七十二条の九十五第六項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若

しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした

場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

第二款 譲渡割 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割の徴収の方法) 

第七十二条の八十六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割の中間申告納付) 

第七十二条の八十七 消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規

定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した

相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限ま

でに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を

提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事

項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の

所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額

に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該

申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の

知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事

業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割

を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。 

2 消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係

る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二

条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、

同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書
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を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付

しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたとき

は、前項後段の規定を準用する。 

3 消費税法第四十二条第六項(同条第八項又は同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定に

より消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、

同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出

する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を

記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課

税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出

しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平一五法九・平二四法六九・平三〇法三・一部改正) 

(譲渡割の確定申告納付) 

第七十二条の八十八 消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業

者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告

書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申

告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなけ

ればならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべ

き譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の

規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第

七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の

額(第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した

額とする。 

2 消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、

当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の

知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当

該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴

収金に充当するものとする。 

3 第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡

割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、

同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、

譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは

譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

(平六法一一一・追加、平二四法六九・一部改正) 
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(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付) 

第七十二条の八十九 前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提

出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第一項

及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。 

2 第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出

した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは

決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、

総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告

書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修

正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少

した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。 

一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべ

きものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。 

二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に

相当する税額が過大であるとき。 

三 先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受け

た場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。 

3 前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知

により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更

正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。 

(平六法一一一・追加、平一一法一六〇・平二四法一七・一部改正) 

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例) 

第七十二条の八十九の二 特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者

(第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前三

条の規定により、第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項の規定に

よる申告書(以下この条及び次条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申

告については、前三条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきもの

とされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関

係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条

において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由

して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第

三項及び次条において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。 

2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われ
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たものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。 

3 第一項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装

置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する譲渡割課税道府県の知事に到達したも

のとみなす。 

(平三〇法三(平三一法二)・追加) 

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 

第七十二条の八十九の三 前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手

続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納

税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提

出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の

知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。消費税法第四十六条の三第

二項の規定により同項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した前条第一項の事業者が、同法第四

十六条の三第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める

書類を、納税申告書等の提出期限の前日までに、又は納税申告書等に添付して当該提出期限までに、前条第一

項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出した場合における当該税務署長が同法第四十六条の三第一項の

規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を

含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。 

2 前項前段の承認を受けようとする事業者は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項

前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定

める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の八十

八第一項の規定による申告書の提出期限(同条第二項の規定による申告書にあつては、当該申告書が同条第一項

の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当

該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを前条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提

出しなければならない。 

3 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認め

るときは、その申請を却下することができる。 

4 道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の

却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。 

5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けよ

うとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてそ

の承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それ

ぞれみなす。 

6 道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を
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使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。 

7 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知しなけれ

ばならない。 

8 第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをや

めようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を同条第一項に規定する譲渡割課

税道府県の知事に提出しなければならない。 

9 第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、

これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告につい

ては、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

10 第一項後段の規定の適用を受けている事業者につき、第八項の届出書の提出又は消費税法第四十六条の三第

三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後

段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、

同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

11 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組

織の故障その他の理由により、前条第一項の事業者で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると

認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができる期

間を指定することができる。 

12 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機

構に通知しなければならない。 

13 前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定

する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。 

(平三〇法三(平三一法二)・追加) 

(更正の請求の特例) 

第七十二条の九十 第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項若しくは第二項

の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の

八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る

譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知を

した日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に

係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規

定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければな

らない。 

(平六法一一一・追加、平一一法一六〇・平二三法一一五・平二五法三・平三〇法三・一部改正) 
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(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪) 

第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げ

る金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑

を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正) 

(譲渡割に係る故意不申告の罪) 

第七十二条の九十二 正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限まで

に提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免

除することができる。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑

を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正) 

(譲渡割の更正及び決定等) 

第七十二条の九十三 道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十

二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提

出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調

査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以

下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを

発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したと

きは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項におい

て「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。 

2 道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項

の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところ

と異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。 
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3 道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、

その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。 

4 道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合におい

て、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したと

ころと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更

正するものとする。 

5 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知

しなければならない。 

6 道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつ

た場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当す

る税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一

月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等) 

第七十二条の九十四 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕

入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲

覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧さ

せ、又は記録させるものとする。 

2 政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅

滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又

は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における譲渡割課税道府県の知事に通知しなけ

ればならない。 

(平六法一一一・追加、平一八法五三・平二七法二・平三〇法三・一部改正) 

(譲渡割の脱税に関する罪) 

第七十二条の九十五 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

一 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者 

二 偽りその他不正の行為によつて、第七十二条の八十八第二項又は第三項の規定による還付を受けた者 

2 前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰

する。 

3 第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようと

した金額が千万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわら

ず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する
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額以下の額とすることができる。 

4 第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに

提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人

に対し、当該各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時

効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

8 人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行

為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律

の規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正) 

第七十二条の九十六から第七十二条の九十九まで 削除 

(平二九法二) 

第三款 貨物割 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割の賦課徴収等) 

第七十二条の百 貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規

定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。 

2 貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付さ

れる延滞税及び課される加算税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適

用する。 

(平六法一一一・追加、平九法五・一部改正) 

(貨物割の申告) 

第七十二条の百一 消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前

章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対

する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告

の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割に係る故意不申告の罪) 
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第七十二条の百二 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑

を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正) 

(貨物割の納付等) 

第七十二条の百三 貨物割の納税義務者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費

税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。 

2 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第七十二条の百又は第七十二条の百一の規

定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税

の納付があつたものとする。 

3 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めると

ころにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第七十二条の七十八第一項の保税地域所在の道府

県(同条第六項又は第七項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払

い込むものとする。 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割の還付等) 

第七十二条の百四 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部

に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第一項の規定により当該消費税と

併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当

該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に七十八分の二十二を乗じて得た額を還付するものとする。 

2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税に係

る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 

3 前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次

条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わ

なければならない。 

(平六法一一一・追加、平一四法一七・平二四法六九・一部改正) 

(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等) 

第七十二条の百五 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当す
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る額を、当該貨物割に係る第七十二条の百三第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割とし

て納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。 

2 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があ

つた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額

を、第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつ

た又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。 

3 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割と

して納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を

超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適

用する。 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割に係る延滞税等の計算) 

第七十二条の百六 貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞

税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額

によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当す

る金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。 

2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算

額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納

金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。 

3 前二項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物

割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。 

(平六法一一一・追加、平九法五・平一四法一七・一部改正) 

(貨物割に係る充当等の特例) 

第七十二条の百七 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用し

ない。 

一 第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により

併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の

還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等 

二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七

十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつてい

るもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等 

2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長

に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

286 

 

限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したも

のとみなす。 

3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関

長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付す

ることを委託したものとみなす。 

4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定

める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。 

5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その

旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例) 

第七十二条の百八 第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて

賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみ

なして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」

とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは

「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国

税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条

第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分

に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。 

2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則

法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服

申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割に

ついてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条

第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割

又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。 

(平六法一一一・追加) 

(貨物割の脱税に関する罪) 

第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした者は、十年

以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の

額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関
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して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につ

き当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定

を準用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・平三〇法三・一部改正) 

第七十二条の百十 偽りその他不正の行為によつて第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた者は、十

年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の

規定にかかわらず、百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金

刑を科する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正) 

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 

第七十二条の百十一 貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定にかかわらず、税関長又は税関

職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十

一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定を適用する。 

2 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関

職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税

務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄す

る税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したと

きは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。 

3 第一項の場合において、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準

として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第五十条第二項の

規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨

物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。 

(平六法一一一・追加、平一七法二二・平二九法二・一部改正) 

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等) 
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第七十二条の百十二 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割

額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。 

2 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は

申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。

この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定す

る職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

3 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関

し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。 

(平六法一一一・追加、平一八法五三・一部改正) 

(貨物割に係る徴収取扱費の支払) 

第七十二条の百十三 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、

政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 

2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなけれ

ばならない。 

3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第

一項の徴収取扱費を支払うものとする。 

(平六法一一一・追加) 

第四款 清算及び交付 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税の清算) 

第七十二条の百十四 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の

規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条第一項の規定により

国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する

額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとす

る。 

2 道府県は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県

ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、そ

れぞれ支払うものとする。 

3 前二項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金

額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。 

4 第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統

計法第二条第四項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額

をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で
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政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。 

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務

省令で定める。 

(平六法一一一・追加、平一一法一六〇・平一九法五三・平二四法六九・平二八法一三・一部改正) 

(地方消費税の市町村に対する交付) 

第七十二条の百十五 道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十に相当する額から第七十二条の百

十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第一項の規定により他の道府県

から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減

額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含

む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人

口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の

従業者数に按分して交付するものとする。 

2 道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、同条第二項の規定により他の道

府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額

を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、

前項の人口に按分して交付するものとする。 

3 第一項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額

を同項の従業者数で按分するものとする。 

(平六法一一一・追加、平一五法九・平一九法五三・平二四法六九・一部改正) 

第五款 使途等 

(平二四法六九・款名追加) 

(地方消費税の使途) 

第七十二条の百十六 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交

付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、

社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。 

2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規

定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。 

(平二四法六九・追加) 

(政令への委任) 

第七十二条の百十七 第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続そ

の他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平六法一一一・追加、平二四法六九・旧第七十二条の百十六繰下) 

第四節 不動産取得税 
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(昭二九法九五・全改、平六法一一一・旧第三節繰下) 

第一款 通則 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税に関する用語の意義) 

第七十三条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 不動産 土地及び家屋を総称する。 

二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 

三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。 

四 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。 

五 価格 適正な時価をいう。 

六 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。 

七 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。 

八 改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす

設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本

的支出と認められるものをいう。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三七法五一・昭四九法一九・昭五一法七・

昭五二法六・一部改正) 

(不動産取得税の納税義務者等) 

第七十三条の二 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得

者に課する。 

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供

給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る

請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲

渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたも

のとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、

家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、

当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者

を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、

不動産取得税を課する。 

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項

から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第

四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)
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とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分

の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違があ

る場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)

により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。 

5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の

居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において

「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当

該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分

とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分

の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附

帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で

定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家

屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。 

一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する

法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一

部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分

の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において

同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるとこ

ろにより補正した当該専有部分の床面積 

二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積 

6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用

部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有

部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有

部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た

額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。 

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の

部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているもの

については、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設

備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することがで

きる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備

に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分

の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取

得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得
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者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。 

8 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収し

た場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づ

いて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものと

する。 

9 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、

還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当するこ

とができる。 

10 第八項又は前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合

には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に

掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。 

11 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八

十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業

及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規

定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十

五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五

十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第七十三条の二十九において同じ。)又は土地

改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところに

より仮換地又は一時利用地(以下この項及び第七十三条の二十九において「仮換地等」という。)の指定があつ

た場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に

当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつた

ときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を

取得者とみなして、不動産取得税を課する。 

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法

第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条

第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第

八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」

という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日

までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日

に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、

又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参

加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約

の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたもの
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とみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取

得税を課する。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四〇法一二

四・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五一法七・昭五三法九・昭五六法一

五・昭五六法四八・昭五八法五一・昭六三法四四・昭六三法六三・平元法一四・平二法一四・平二法六

二・平九法五〇・平一〇法一三六・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法四・平一

五法九・平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・平二九法二・一部改正) 

(国等に対する不動産取得税の非課税) 

第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町

村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課

することができない。 

2 不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物

である不動産については、課することができない。 

(昭二九法九五・全改、昭三一法一四八・昭三八法九九・平二法一四・平一一法一〇四・平一五法一一

七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正) 

(用途による不動産取得税の非課税) 

第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用する

ために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

一 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機

構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの 

二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内

建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物

及び土地を含む。) 

三 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設

置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人

等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の

専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又

は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)

及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の

規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道

府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人
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又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公

益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動

産 

三の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及

び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。

以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限

る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共

済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所におい

て直接教育の用に供する不動産 

四 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第

一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの 

四の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用

に供する不動産 

四の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供す

る不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。) 

四の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動

産 

四の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する

不動産で政令で定めるもの 

四の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規

定する障害者支援施設の用に供する不動産 

四の七 第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条

第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で

定めるもの 

四の八 更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用

に供する不動産で政令で定めるもの 

四の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規

定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産 

四の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育

事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産 

五 第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する

不動産で政令で定めるもの 
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六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政

令で定めるもの 

七 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供

する不動産 

八 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・

共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法

(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会

が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの 

八の二 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保

事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるも

の 

九 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及

び連合会が直接農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十一条第一項(同法第百七十二条、第百七

十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産 

十 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第

十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産 

十一 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一

号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第

一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号

若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供

するもののうち政令で定めるもの 

十二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第

二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地

の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又

は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋 

十三 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)

第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)

第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律

第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

十六 削除 
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十七 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成

十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業

務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

十八 国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十

八号)第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に

供する不動産で政令で定めるもの 

十九及び二十 削除 

二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四

十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、中心市街地の活性

化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供す

る土地及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十二条第一項第一号に規定する業務(政令

で定めるものに限る。)の用に供する土地 

二十二 削除 

二十三 成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、

第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西

国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)

第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第

十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるも

の並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定

会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの 

二十四 削除 

二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第

一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令

で定めるもの 

二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法

律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

二十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十

五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第

十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

二十九 削除 

三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第

八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 
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三十一 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五

条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が

商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業

の用に供する不動産で、政令で定めるもの 

三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規

定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前

の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに

規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項か

ら第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百

九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十四 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六

十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十五 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十

三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十六 日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務

の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百

九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政

令で定めるもの 

三十八 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画

に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設

主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項の規定による国土交通大臣

の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和

六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの 

三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平

成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する

不動産で政令で定めるもの 

2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合に

おいては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施

設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げ

る施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。 
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一 大使館、公使館又は領事館 

二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設 

三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設 

3 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は

保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう
、、

若しくは井溝の用に

供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林

の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供

する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

(昭二九法九五・全改、昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法五三・昭三〇法一一二・昭三〇法

一四一・昭三〇法一四二・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三一法一三四・昭三二法一二六・昭三二法

一八七・昭三三法二〇・昭三三法八〇・昭三四法一九九・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一

六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法九三・昭三七法一二九・昭三七法一四一・

昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法一三三・昭三九法三・昭三九法二九・昭三九

法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一

一五・昭四〇法一二〇・昭四〇法一二四・昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四一法四四・昭四一法八八・

昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭

四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六

四・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法七八・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四六法九四・昭四

七法一一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法七四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四八法九二・

昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法

一八・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三

法九・昭五三法四〇・昭五四法一二・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法二七・昭

五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八八・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五三・

昭五九法八八・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法

三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭

六三法六・昭六三法三二・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法三九・平

元法五二・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平四法三九・平

四法六七・平四法七六・平五法六九・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・

平八法二三・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平八法八二・平九法九・平九法二八・平九法四五・

平九法四八・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法

二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法二二二・平一二法四・平一二法一一一・

平一三法八・平一三法三五・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法九八・平一五

法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平
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一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平

二三法七二・平二三法八三・平二四法一七・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法六七・

平二七法二・平二八法一三・平二八法三二・平二八法五八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・

平三〇法四一・令元法二一・一部改正) 

(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税) 

第七十三条の五 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第

十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるも

のを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一五六・昭三五法一三八・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四六法一

一・昭四七法一一・昭四七法三七・昭四七法六六・昭四八法七一・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五五

法一〇・昭五七法一〇・平一六法一七・平二一法九・一部改正) 

(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税) 

第七十三条の六 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同

法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

2 道府県は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償さ

れた場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

3 道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第八条第一項及び密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する土地区画整理法第

百四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。)、同法第百四条第六項の規定により土地の共有持分

を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項(農住組合法第八

条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場

合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)

及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する

土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第百四条第十一項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地におけ

る防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設

の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第二項、被災市街地復興特別措置法(平成七

年法律第十四号)第十七条第二項、中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第二項において準用する場合を含

む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することが

できない。 

4 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十六条第四項若しくは被

災市街地復興特別措置法第十四条第四項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共
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有持分の取得又は同法第十五条第五項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若

しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

5 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の

施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定によ

り施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得し

た場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)

における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取

得で政令で定めるもの又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第十一項の規定により

保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

6 道府県は、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取

得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

(昭二九法九五・全改、昭二九法一二〇・昭三六法一一〇・昭三八法八〇・昭三九法九四・昭四一法四

〇・昭四七法三七・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五〇法六七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三

法九・昭五六法一五・昭五六法四八・昭六三法四四・昭六三法六三・平元法一四・平二法六二・平四法

七六・平七法四九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法七〇・平一一法七六・平一二

法四・平一三法八・平一五法九・平一八法七・平一八法九一・平二〇法二一・平二五法三・一部改正) 

(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 

第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得 

二 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得 

二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する

資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得 

二の三 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超

える部分の取得を除く。) 

二の四 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法

律(平成八年法律第九十五号。以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条に

おいて準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場

合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規

定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融

機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。

以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定

めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該不動産の取得 
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三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第

二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。) 

四 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から

当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得 

イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者 

ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者 

ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法

人又は当該合併により設立された法人 

ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第二号に規定する政令で定める分割をした場合における

当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人 

四の二 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満た

すものの原委託者(同法第二百二十四条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時か

ら引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する不動産(同法第二条第十六項

に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の

信託財産として取得したものであつて、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る

信託契約の終了の時に買い戻す場合における当該不動産の取得 

イ 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規

定する社債的受益権(ハにおいて「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元

本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。 

ロ 当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をい

う。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。 

ハ 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権

を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。 

五 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による不動産の取得 

五の二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十六条第一項の規定による承認に基づき物納の許可があ

つた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得 

六 建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の取得に伴わない同条第四項の共用部分である

家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。) 

七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合におけ

る不動産の取得 

八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保され

る債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節におい

て「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。
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以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得 

九 生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得 

十 削除 

十一 沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号

に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得 

十二 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独

立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅

の取得を含む。) 

十三 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社

がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当

該不動産の取得 

十四 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条第一項の規定により権利を承継する

場合における不動産の取得 

十五 漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業

協同組合連合会が水産業協同組合法第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含

む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得 

十六 森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百八条の三第一項の規定に

より権利を承継する場合における不動産の取得 

十七 農業共済組合が農業保険法第七十三条第二項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得 

十八 削除 

十九 預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行(同法附則第十五条の二第三項の規定により承継銀行と

みなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第

一項第二号に掲げる決定を受けて行う同法第二条第十二項に規定する被管理金融機関からの同条第十三項

に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産

として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得 

二十 預金保険法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等(同法附則第十五条の二

第三項の規定により特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第百二十六条

の三十四第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う同法第百二十六条の

三第二項に規定する特別監視金融機関等からの同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受

け等による不動産の取得 

二十一 保険業法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第二百七十条の

三の二第六項の規定による同項第二号の決定を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会

社からの保険契約の移転による不動産の取得 
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(昭二九法九五・全改、昭二九法一八四・昭二九法二〇五・昭三〇法八〇・昭三〇法一一二・昭三三法

三〇・昭三六法七四・昭三七法一六・昭三七法五一・昭三八法七九・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭

四〇法三五・昭四〇法一二四・昭四二法八八・昭四五法二四・昭四六法九六・昭四七法三六・昭四七法

七八・昭四八法四五・昭四九法三九・昭五〇法四五・昭五一法七・昭五二法七〇・昭五三法三六・昭五

六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・平三法七・平四法五六・平六法一五・平八法九五・平一〇法

一〇七・平一一法一五・平一一法六九・平一一法七六・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一

三法五〇・平一四法一五五・平一五法九・平一五法七五・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平

一九法四・平一九法七八・平二一法九・平二二法四・平二三法四五・平二三法四九・平二五法四五・平

二五法六三・平三〇法三・一部改正) 

(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十三条の八 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合において

は、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的

記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写

しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号

に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第

六項の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一

一五・一部改正) 
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(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七十三条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(不動産取得税の納税管理人) 

第七十三条の十 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下

本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当

該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告

し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定

めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更し

ようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がな

いことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(昭二九法九五・全改、平一〇法二七・一部改正) 

(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七十三条の十一 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他

不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二九法九五・全改、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第七十三条の十二 道府県は、第七十三条の十第二項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第

一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申

告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設

けることができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 
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第二款 課税標準及び税率 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税の課税標準) 

第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。 

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加し

た価格とする。 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税の課税標準の特例) 

第七十三条の十四 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むも

のとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標

準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不

動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部

分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。 

2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。

以下この項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住

宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前

項の規定を適用する。 

3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供さ

れたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち

地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」

という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同

じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸

について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控

除するものとされていた額を価格から控除するものとする。 

4 第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取

得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合におい

て、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、

又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適

用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。 

5 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住

宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する

不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第一項

の規定を適用する。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

306 

 

6 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び第七十三条の二十七の三第一項において「公

共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業

の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の

上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法

人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を

譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収

用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償

金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動

産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用

不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていな

い場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定

した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。 

7 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法

第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号

に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第

一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する

宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得

した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の

価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控

除するものとする。 

一 次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の

三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額

をいう。以下この号において同じ。)の合計額 

イ 都市再開発法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物

の一部等の価額 

ロ 都市再開発法第七十三条第一項第九号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額 

ハ 都市再開発法第百十八条の七第一項第三号に規定する建築施設の部分の価額 

ニ 都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七

第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額 

二 従前の宅地等の価額(都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二

十三第一項の規定により確定した価額をいう。)の合計額 

8 土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は密
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集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、次の各号

に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下

この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における

当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台

帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるとこ

ろにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格か

ら控除するものとする。 

一 土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項の規定により換地を定めないこ

ととされたことにより支払われるもの 同法第百三条第四項の規定による公告があつた日 

二 都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の

規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部

分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一

条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支

払われるもの 同法第七十三条第一項第二十四号の権利変換期日 

三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、同

法第二百十二条第三項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定めら

れたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の規定による申出をし

た場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第二百五条第一項第二十

四号の権利変換期日 

9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合

により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令

で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。 

一 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分

合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、

道府県知事が第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号に

おいて「登録価格等に相当する額」という。) 

二 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町

村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)

を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農

業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該

土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額 

10 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者
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が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、

借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前

の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不

動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第一項第四号に規定

する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第九号に規定する個

別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第二百四十七条第一項の規定により確定した価額とす

る。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第二百四条の権利変換計画において定められた価額とする。)

の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。 

11 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可

を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対

して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三

分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。 

12 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業

の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取

得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一

以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。 

13 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の

認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の

用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋

の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当

する額を価格から控除するものとする。 

14 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三

項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われる

ものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動

産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三六法二〇二・昭三七法五一・昭三八法

七一・昭三九法一一・昭三九法二九・昭四一法二七・昭四一法四〇・昭四一法七〇・昭四二法二五・昭

四二法五六・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法三八・昭四四法五二・昭四五法二四・昭四六法一一・

昭四八法二三・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・

昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五五・昭六〇法九・

昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一八・昭六三法六三・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・

平二法六二・平三法三・平三法七・平三法五九・平四法三九・平五法七八・平六法七一・平八法四六・

平九法九・平一〇法二七・平一〇法八〇・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一一五・平一二法四・
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平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一

九法五八・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三

〇法三・令二法五・一部改正) 

(不動産取得税の税率) 

第七十三条の十五 不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。 

(昭二九法九五・全改、昭三五法一一三・昭五六法一五・平一〇法二七・一部改正) 

(不動産取得税の免税点) 

第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家

屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画

された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二

万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。 

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋

を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合におい

ては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみ

なして、前項の規定を適用する。 

(昭三〇法一一二・追加、昭三九法二九・昭四八法二三・昭五五法一〇・一部改正) 

第三款 賦課及び徴収 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税の納期) 

第七十三条の十六 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税の徴収の方法) 

第七十三条の十七 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 

2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前

十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正) 

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実そ

の他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

2 前項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければなら

ない。 

3 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見

した場合においては、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得
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の事実を通知するものとする。 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七十三条の十九 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正) 

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料) 

第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項

について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で

十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(不動産の価格の決定等) 

第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、

当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該

不動産について増築、改築、損かい
、、

、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格に

より難いときは、この限りでない。 

2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当す

る不動産については、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の

課税標準となるべき価格を決定するものとする。 

3 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要

な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 

4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録され

ている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に

対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・昭三七法五一・一部改正) 

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知) 

第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、

道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となる

べき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。 

(昭二九法九五・全改) 
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(固定資産課税台帳等の供覧等) 

第七十三条の二十三 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべ

き不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合において

は、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(昭二九法九五・全改、平一八法五三・一部改正) 

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額) 

第七十三条の二十四 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動

産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該

土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に

限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために

独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した

数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該

乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 

一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下

この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している

場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。) 

二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築してい

た場合 

三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供

する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合 

2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税について

は、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方

メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅

及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る

土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその

床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて

得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 

一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する

耐震基準適合既存住宅等を取得した場合 

二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供す

る耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合 

3 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税について

は、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方
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メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基

準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第七十三条の二十七の二までにおいて同じ。)一戸について

その床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗

じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 

一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅

を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場

合に限る。) 

二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住

宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当

する場合に限る。) 

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前

後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得

した日とみなして、前三項の規定を適用する。 

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定によ

り徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定め

るところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用す

るものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接す

る土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされ

ていたときに限り、適用するものとする。 

6 前二項に定めるもののほか、特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合における第一

項の規定の適用その他の同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法一二四・

昭四一法二六・昭四一法四〇・昭四四法三八・昭四八法二三・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・

昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五八法一三・平一一法一五・平一四法一七・平二〇法二一・平二六法

四・平三〇法三・一部改正) 

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予) 

第七十三条の二十五 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土

地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべ

き旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地

の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては

当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から

一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取

得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当
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該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減

額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。 

2 前項の申告は、第七十三条の十八の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例で定める

ところにより、併せてしなければならない。 

3 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。 

4 道府県は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴

収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・昭四一法四〇・昭五五法一〇・平二七法二・平三〇法三・一部

改正) 

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し) 

第七十三条の二十六 道府県は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不

動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないこと

が明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予

をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。 

2 第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三六法七四・昭三七法一六一・昭四一法四〇・昭五五法一〇・昭五九法七・

平二七法二・平三〇法三・一部改正) 

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等) 

第七十三条の二十七 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場

合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の

適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する

税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。 

2 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四一法四〇・

昭四八法二三・昭五五法一〇・平二〇法二一・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等) 

第七十三条の二十七の二 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当

該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐

震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却

及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証

明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して

課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行され

ていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を
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減額するものとする。 

2 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当

該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められると

きは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減

額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。 

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収

猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について

準用する。 

(平二六法四・追加、平三〇法三・一部改正) 

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等) 

第七十三条の二十七の三 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業

の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用

に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡

した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しく

は独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定

める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋につい

て移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以

下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して

課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不

動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知

事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を

減額するものとする。 

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者か

ら当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められ

るときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定に

より減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。 

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の

場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係

る地方団体の徴収金の還付について準用する。 

(昭三七法五一・追加、昭三九法二九・昭五一法七・昭五三法九・平一六法一七・一部改正、平二六法

四・旧第七十三条の二十七の二繰下・一部改正) 

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 

第七十三条の二十七の四 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第七十三条の二第二項本文の規定が適
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用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担

保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したと

きは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税

義務を免除するものとする。 

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者か

ら当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められ

るときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するもの

とする。 

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び第七十三条の二十六の規定は、前項の規定による徴収猶予に

ついて準用する。 

4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当

該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、

当該地方団体の徴収金を還付するものとする。 

5 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。 

(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・旧第七十三条の二十七の二繰下・一部改正、昭三八法八〇・昭

四〇法三五・昭四八法二三・平二〇法二一・一部改正、平二六法四・旧第七十三条の二十七の三繰下、

平二九法二・一部改正) 

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 

第七十三条の二十七の五 道府県は、都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条におい

て「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第

二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この

条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事

の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部

分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共

施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条

の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当

該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の

徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 前条第二項から第五項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を

取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該

不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得

の日から二年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定によ

る建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八
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条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第四

項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。 

(昭三六法一一〇・追加、昭三七法五一・旧第七十三条の二十七の三繰下・一部改正、昭四四法三八・

昭四五法二四・昭五〇法六七・平六法一五・平一四法一七・平一六法一七・平一八法七・平二三法八三・

一部改正、平二六法四・旧第七十三条の二十七の四繰下) 

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 

第七十三条の二十七の六 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条

第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号

に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長

に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下こ

の項において「農地売買事業」という。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農

地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地につ

いて開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地に

ついて土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるも

の(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始

された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取

得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売

買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実

施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税

に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者か

ら当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められ

るときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合

には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴

収猶予するものとする。 

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の

場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係

る地方団体の徴収金の還付について準用する。 

(昭四六法一一・追加、昭五三法九・平五法七〇・平一〇法二七・平二一法九・一部改正、平二三法八

三・旧第七十三条の二十七の六繰上・一部改正、平二六法四・旧第七十三条の二十七の五繰下・一部改

正、平三一法二・一部改正) 

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 

第七十三条の二十七の七 道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第
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一項の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当

該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する

不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 第七十三条の二十七の四第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における

不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付につい

て準用する。 

(昭四八法二三・追加、昭五九法五六・平元法一四・平四法五・平五法七〇・平一一法七〇・平一二法

四・平一五法九・平二〇法二一・平二一法九・一部改正、平二三法八三・旧第七十三条の二十七の七繰

上・一部改正、平二六法四・旧第七十三条の二十七の六繰下・一部改正) 

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例) 

第七十三条の二十八 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併

せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定

により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の

取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課

する。この場合においては、第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。 

2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により独立行政

法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から

最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

(昭四〇法三五・追加、昭四〇法一二四・一部改正、昭五一法七・旧第七十三条の二十八の二繰上・一

部改正、昭五六法四八・昭六〇法九・平一一法七六・平一四法一七・平一六法一七・一部改正) 

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等) 

第七十三条の二十九 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係

る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地

について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の

取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

(昭五三法九・追加) 

(不動産取得税の脱税に関する罪) 

第七十三条の三十 偽りその他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告
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又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当

該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正、昭五三法九・旧第七十三条の二十九繰下、平二三法

八三・一部改正) 

(不動産取得税の減免) 

第七十三条の三十一 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とす

ると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減

免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法九九・一部改正) 

(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金) 

第七十三条の三十二 不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合において

は、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、

当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(本

款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日

までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

しなければならない。 

2 道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない

事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

第七十三条の三十三 削除 

(昭三七法一六一) 

第四款 督促及び滞納処分 

(昭二九法九五・全改) 

(不動産取得税に係る督促) 

第七十三条の三十四 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合において

は、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場
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合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・一部改正) 

(不動産取得税に係る督促手数料) 

第七十三条の三十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところ

によつて、手数料を徴収することができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三八法八〇・一部改正) 

(不動産取得税に係る滞納処分) 

第七十三条の三十六 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該

不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る不動産

取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完

納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を

受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に

係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求を

しなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定

する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪) 
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第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府

県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲

役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、

また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十三条の三十八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第五節 道府県たばこ税 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・改称、平六法一一一・旧第四節繰下) 

第一款 通則 

(昭五九法八八・全改) 

(用語の意義及び製造たばこの区分) 

第七十四条 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三

十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。 

二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。 

三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。 
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四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。 

五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。 

2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たば

こ代用品の性状によるものとする。 

一 喫煙用の製造たばこ 

イ 紙巻たばこ 

ロ 葉巻たばこ 

ハ パイプたばこ 

ニ 刻みたばこ 

ホ 加熱式たばこ 

二 かみ用の製造たばこ 

三 かぎ用の製造たばこ 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の納税義務者等) 

第七十四条の二 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売

販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等であ

る場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係

る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に

課する。 

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販

売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節

において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸

売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する

道府県において、当該卸売販売業者等に課する。 

3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定め

るところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量

その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。 

4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、

当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者

等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しな

ければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正) 

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合) 
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第七十四条の三 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等

から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの

引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡し

たものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。 

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第

五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に

係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製

造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。 

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の

規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当

該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものと

みなして、前条第二項の規定を適用する。 

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした

場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規

定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰すること

ができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の

規定を適用する。 

(昭五九法八八・全改) 

(製造たばことみなす場合) 

第七十四条の三の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこ

れらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡

し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第三項第一号において「特

定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、

特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

(平三〇法三・追加) 

(たばこ税の課税標準) 

第七十四条の四 たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費

等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。 

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻た

ばこの一本に換算するものとする。 

区分 重量 

一 喫煙用の製造たばこ   
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イ 葉巻たばこ 一グラム 

ロ パイプたばこ 一グラム 

ハ 刻みたばこ 二グラム 

二 かみ用の製造たばこ 二グラム 

三 かぎ用の製造たばこ 二グラム 

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を

乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて

計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

一 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算す

る方法 

二 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラ

ムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法 

三 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金

額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法 

イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価を

いう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべ

き消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。) 

ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ

及び第四項の規定の例により算定した金額 

4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の税率) 

第七十四条の五 たばこ税の税率は、千本につき九百三十円とする。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平九法九・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法

四・平二三法一一五・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の課税免除) 

第七十四条の六 道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該

売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 

一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業

とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し 

二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含
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む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号

に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し 

三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造

たばこの廃棄 

四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行

われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等 

2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製

造たばこの売渡し又は消費等について、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又

は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令

で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売

渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。 

3 第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第三号又は第四号に掲げる

製造たばこの売渡し又は消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき

道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第一項第三号又は

第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に

限り、適用する。 

4 第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業

者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸

売販売業者等とみなして、第七十四条の二の規定を適用する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正) 

(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十四条の七 道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲

げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次

条第一項第二号及び第三号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提

示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 小売販売業者 

三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金

銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。) 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項
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において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第

一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があ

ると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。 

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取するこ

とができる。 

4 前項の規定により採取した見本品に関しては、第七十四条の二、第七十四条の三及び第七十四条の十の規定

は、適用しない。 

5 第一項又は第三項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 

6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

7 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十四条の二十七第六項

の定めるところによる。 

8 第一項、第三項又は第六項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一

一五・一部改正) 

(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七十四条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又

は忌避した者 

三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一

五・一部改正) 

第二款 徴収 

(昭五九法八八・全改) 

(たばこ税の徴収の方法) 

第七十四条の九 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の
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三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収

は、普通徴収の方法によるものとする。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の申告納付の手続) 

第七十四条の十 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)

は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区

域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在

する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費

等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)

及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合に

あつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定に

より控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載

した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しな

ければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、

第七十四条の六第三項に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数

量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書に

あつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添

付しなければならない。 

2 卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所

在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省

令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。 

3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に

該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合に

は、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわ

らず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限

と同一の期限とする。 

一月及び二月 三月 

四月及び五月 六月 

七月及び八月 九月 

十月及び十一月 十二月 

4 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつた

ことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すこと

ができる。 
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5 第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受け

るべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による

控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該

還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業

者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書

には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載し

た書類を添付しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正) 

(納期限の延長) 

第七十四条の十一 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合におい

て、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、

政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十

六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売

代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該

納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するた

ばこ税の納期限を延長することができる。 

2 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準

用する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 

第七十四条の十二 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当

該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四

条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。 

2 第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提

出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告

納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不

足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項ま

で、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二

十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県

に納付しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・平二七法二・一部改正) 

(たばこ税に係る不申告に関する過料) 

第七十四条の十二の二 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十四条の十第一項から第三
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項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、

その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二三法八三・追加) 

(たばこ税の普通徴収の手続) 

第七十四条の十三 第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合に

おいては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 

2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において

「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければ

ならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(製造たばこの返還があつた場合における控除等) 

第七十四条の十四 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に

小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販

売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項

又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量

に対するたばこ税額(第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たば

こに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納

付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合

には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。 

2 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対す

るたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の

規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の

道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第七十四条の十第一項か

ら第三項まで又は第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべ

き金額に相当する金額を還付する。 

3 道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告

納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。 

4 前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付

に係る第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して

十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)

の規定を適用する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の脱税に関する罪) 
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第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若し

くは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金

の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する

額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する

申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若し

くは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

当該各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時

効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正) 

(営業の開廃等の報告) 

第七十四条の十六 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所

ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなけれ

ばならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。 

2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定

めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、平一一法一六〇・一部改正) 

(帳簿記載義務) 

第七十四条の十七 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこ

の製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。 

(昭五九法八八・全改) 

(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪) 

第七十四条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つた者 

二 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭五九法八八・全改、平二三法八三・一部改正) 

(市町村たばこ税に関する書類の供覧等) 

第七十四条の十九 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務

者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る

課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求し

た場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとす

る。 

2 第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定める

ところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡

された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・平一八法五三・一部改正) 

(たばこ税の更正又は決定) 

第七十四条の二十 道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以

下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書(以下この節にお

いて「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、

税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告す

べき課税標準数量及び税額を決定する。 

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数

量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知

しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第七十四条の二十一 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合

において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるとき

は、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければなら

ない。 

2 前項の場合には、その不足税額に第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、

その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六

パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

331 

 

七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 道府県知事は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてや

むを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 

第七十四条の二十二 たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を

納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセ

ント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納

期限の翌日から一月を経過する日までの期間 

二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を

経過する日までの期間 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日ま

での期間 

2 たばこ税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期

限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間に

ついては、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければな

らない。 

3 道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十

三第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、

前二項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七十四条の二十三 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた

場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、

第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたとき

は、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当

な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項

において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正

又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合に

は、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修
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正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税

額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少さ

せる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたと

きは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が

申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円と

のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に

相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合に

おいて、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正がある

べきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納

付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならな

い。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、

この限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場

合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若し

くは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定

による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定

による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係

る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少

した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に

規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に

相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付す

べき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申

告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべき

ことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出
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又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日ま

での間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提

出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三

項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)

又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規

定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定す

る納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該

申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又

は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二

項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額

に相当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平

二八法一三・一部改正) 

(たばこ税の重加算金) 

第七十四条の二十四 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎とな

るべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又

は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金

額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五

の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課

税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装

した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若

しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基

礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならな

い。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実

で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の
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二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、

これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定

する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当すると

きは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

4 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項た

だし書又は第五項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加

した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告

納税者に通知しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第三款 督促及び滞納処分 

(昭五九法八八・全改) 

(たばこ税に係る督促) 

第七十四条の二十五 申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更

正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三

項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期

限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税に係る督促手数料) 

第七十四条の二十六 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税に係る滞納処分) 

第七十四条の二十七 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たば

こ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ

税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納し

ないとき。 
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2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受け

た滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにそ

の財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る

破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなけれ

ばならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一六法七六・一部改正) 

(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 

第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損

壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三

年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的

で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた

者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七十四条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 
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二 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第六節 ゴルフ場利用税 

(昭二九法九五・旧第二節繰下・改称、昭六三法一一〇・改称、平六法一一一・旧第五節繰下) 

第一款 通則 

(ゴルフ場利用税の納税義務者等) 

第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道

府県において、その利用者に課する。 

(昭六三法一一〇・全改) 

(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税) 

第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に

掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課するこ

とができない。 

一 年齢十八歳未満の者 

二 年齢七十歳以上の者 

三 第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。) 

(平一五法九・追加、平二九法二・一部改正) 

(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税) 

第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税

を課することができない。 

一 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に

参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道

府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用 

二 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する

教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校

長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用 

(平一五法九・追加、平二三法七八・令二法五・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の税率) 

第七十六条 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。 
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2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率

で課することができない。 

3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場

合においては、前項の規定を準用する。 

(昭六三法一一〇・全改) 

(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権) 

第七十七条 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、

次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電

磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で

あつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当

該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件

(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 特別徴収義務者 

二 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第三号

に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第九十四条第六項の

定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭二九法九五・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・旧第七十九条繰上・一部改正、平一三

法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

338 

 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十条繰上・一部改正、平一三法

一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の納税管理人) 

第七十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以

下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、

当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申

告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として

定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更

しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保

に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しな

い。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十一条繰上・一部改正、平一〇法

二七・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第八十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手

段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十二条繰上・一部改正、平一〇法二七・平二三法

八三・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第八十一条 道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項

の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告を

しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設ける

ことができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三七法一六一・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八
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十三条繰上・一部改正、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第二款 徴収 

(昭三一法八一・昭六三法一一〇・改称) 

(ゴルフ場利用税の徴収の方法) 

第八十二条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法八一・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十六条繰上・一

部改正) 

(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 

第八十三条 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴

収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければなら

ない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課

税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金

を当該道府県に納入する義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金

に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の

秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

(昭二八法二〇二・昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十七条繰上・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等) 

第八十四条 前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の

条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場にお

けるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。 

2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例

の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票

を交付しなければならない。 

3 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。 

4 第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 

5 第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合に

おいては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・旧第八十九条繰上・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
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一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつた者 

二 前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・旧第九十条繰上・一部改正、平二三法八三・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪) 

第八十六条 第八十三条第二項の規定によつて徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一

部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。 

2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定

にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項

の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・一部改正、昭六三法一一〇・旧第九

十二条繰上・一部改正、平二三法八三・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定) 

第八十七条 道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」

という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところ

と異なるときは、これを更正することができる。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告す

べき課税標準の総数及び税額を決定することができる。 

3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつ

て、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他

不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義

務者に通知しなければならない。 

(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三一法八一・一部改正、昭六三法一一〇・旧第九十四条繰上・一

部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第八十八条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、

不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)が
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あるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければなら

ない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長

された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十

四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、

年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてや

むを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭

四五法一三・一部改正、昭六三法一一〇・旧第九十五条繰上・一部改正) 

(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金) 

第八十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合に

おいては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント

(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。 

2 道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてや

むを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭

四五法一三・一部改正、昭六三法一一〇・旧第九十六条繰上・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第九十条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合におい

て、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七

条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準

の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以

下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該

更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当

該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めら

れたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額

を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動が

あつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とす

る。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万

円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分

に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額
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とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納

入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならな

い。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、

この限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があ

つた場合 

三 第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若

しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若

しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税

額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申

告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額

(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に

百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査に

よる決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出

又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前

の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合におい

て、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知

してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」

という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、

これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税につい

て道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に

係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算

した金額に相当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告
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加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、

昭六三法一一〇・旧第九十七条繰上・一部改正、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一

三・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る重加算金) 

第九十一条 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となる

べき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提

出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その

計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金

額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又

は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし

たときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の

四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事

実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項ま

での規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税につ

いて、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかか

わらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎とな

るべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、そ

れぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する理由が

あるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一

〇・旧第九十八条繰上・一部改正、平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第三款 督促及び滞納処分 

(昭六三法一一〇・旧第四款繰上) 
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(ゴルフ場利用税に係る督促) 

第九十二条 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴ

ルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道

府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合に

おいては、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・旧第百条繰上・一部改

正) 

(ゴルフ場利用税に係る督促手数料) 

第九十三条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、

手数料を徴収することができる。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・一部改正、昭六三法一一〇・旧第百一条繰上・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る滞納処分) 

第九十四条 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ

場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ

場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を

完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入の催告書」とする。 

3 ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促

を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直

ちにその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求

に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要

求をしなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 
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6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に

規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・一部改正、昭六三法一一〇・旧第

百二条繰上・一部改正、平一六法七六・一部改正) 

(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪) 

第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道

府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の

懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為

をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年

以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰

金刑を科する。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・旧第百三条繰上・一部

改正、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第九十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の

質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の

同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記

録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・旧第百四条繰上・一

部改正、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第九十七条から第百二条まで 削除 

(平二九法二) 

第四款 市町村に対する交付 
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(昭四一法四〇・追加、昭六三法一一〇・旧第六款繰上、平二九法二・旧第五款繰上・改称) 

第百三条 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、

総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用

税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。 

(昭四一法四〇・追加、昭四六法一一・昭四八法二三・一部改正、昭六三法一一〇・旧第百十二条の二

繰上・一部改正、平一〇法五四・平一一法一六〇・平二九法二・一部改正) 

第百四条から第百四十三条まで 削除 

(平二八法一三) 

第七節 軽油引取税 

(平二一法九・追加、平二八法一三・旧第七節の二繰上) 

第一款 通則 

(平二一法九・追加) 

(用語の意義) 

第百四十四条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 軽油 温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油を

いい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。 

二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売すること

を業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。 

三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受

け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けて

いる者をいう。 

2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その

混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の納税義務者等) 

第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り

及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入

を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う

場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一

項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。 

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の

納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時

に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用す
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る。 

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物と

の混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同

じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条

において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は

第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」と

いう。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項

第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課

され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する

部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在

の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。 

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節

において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水

素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃

機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の

規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販

売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれ

ているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)

を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。 

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利

を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油

を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場

合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油に

あつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により

自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課され

るべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭

化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動

車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。 

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅し

た時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場

合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この

項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課さ

れ、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相
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当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者

の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税のみなす課税) 

第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、

譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入を

する者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあ

つては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者

にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当

該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつ

ては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府

県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該

許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所

在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。 

一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 

二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 

三 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合

における当該軽油の譲渡 

四 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当

該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 

五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲

渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡 

六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入 

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができる

と認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号

又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。 

3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油

に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を

受けなければならない。 

4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の補完的納税義務) 

第百四十四条の四 第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受け
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ないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納

付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らか

でないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で

政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負

う。 

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて

当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消

費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)

が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の課税免除) 

第百四十四条の五 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道

府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。 

一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの 

二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り 

(平二一法九・追加) 

第百四十四条の六 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその

他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の

引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の

三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないもの

とする。 

(平二一法九・追加) 

(元売業者の指定) 

第百四十四条の七 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること

その他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとす

る。 

一 軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する

者に限る。) 

二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する

者に限る。) 

三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する

者に限る。) 

2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当すると
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きは、元売業者の指定を取り消すことができる。 

3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(特約業者の指定等) 

第百四十四条の八 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に

軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要

件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、

仮特約業者として指定するものとする。 

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特

約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。 

3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定

める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。 

4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に

通知しなければならない。 

5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

第百四十四条の九 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引

取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業

者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係

道府県知事の意見を聴かなければならない。 

2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務

大臣に報告しなければならない。 

3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなく

なつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。 

4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理

由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の

指定の取消しの請求をしなければならない。 

5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の

取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り

消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日

から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければな

らない。 

6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要
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があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の

指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所

在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。 

7 総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必

要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府

県知事に通知しなければならない。 

8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を

聴かなければならない。 

9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によ

つて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣

に報告しなければならない。 

10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の税率) 

第百四十四条の十 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。 

(平二一法九・追加) 

(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権) 

第百四十四条の十一 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合におい

ては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記

録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若

しくは提出を求めることができる。 

一 特別徴収義務者 

二 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者 

四 前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

五 石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴

収に関し直接関係があると認められるもの 

2 前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人を

いう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移

転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人

とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含
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まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品

として採取することができる。 

4 第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があ

つたときは、これを提示しなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

6 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第

六項の定めるところによる。 

7 第一項、第三項又は第五項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

(平二一法九・追加、平二三法一一五・一部改正) 

(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪) 

第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又

は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

第二款 徴収 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の徴収の方法) 

第百四十四条の十三 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四

十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別

の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の特別徴収の手続) 

第百四十四条の十四 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者

その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなけ
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ればならない。 

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日ま

での間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)

及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる

引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る

軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負

う。 

3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定め

る数量を控除した数量とする。 

4 第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこと

とされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特

別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他

当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。 

5 次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽

油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。 

6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わ

なかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員

は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定め

るところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等) 

第百四十四条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別

徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別

徴収義務者としての登録を申請しなければならない。 

2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴

収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。 

3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。

以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定

めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通

知するものとする。 

(平二一法九・追加) 
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(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等) 

第百四十四条の十六 道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当

該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該

道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であるこ

とを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。 

2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。 

3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 

4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所

を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければなら

ない。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 

第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者 

二 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(軽油引取税の申告納付の手続) 

第百四十四条の十八 第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下こ

の節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなけ

ればならない。 

一 第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から

末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を

当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。 

二 第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日

までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該

石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。 

三 第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日ま

での間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消

費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。 

四 第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月

の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載し



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

355 

 

た申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出するこ

と。 

五 第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日

から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載

した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県

知事に提出すること。 

六 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日

以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽

油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。 

七 第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油

引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を

有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。 

2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る故意不申告の罪) 

第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の

提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、

その刑を免除することができる。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑

を科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(軽油引取税の保全担保) 

第百四十四条の二十 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるとき

は、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義

務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずる

ことができる。 

2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る免税の手続) 

第百四十四条の二十一 第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについ

て軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとす

る同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税
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軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を

受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうと

する販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免

税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税

証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽

油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務

所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務

所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証

を提示して免税証の交付を申請することができる。 

2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところによ

り、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以

下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、

免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油

使用者証の交付を受けることができる。 

3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途

が第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交

付しなければならない。 

4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者

証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油

引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、

当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができ

る。 

5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油

使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。 

6 道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量が

その用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなけ

ればならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の

事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。 

7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販

売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得な

い理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の

条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。 

8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定に
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より免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業

者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、

当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免

税軽油の引取りを行うものとする。 

9 道府県知事は、第一項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事

務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、

政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所

又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。 

(平二一法九・追加) 

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等) 

第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

4 第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に

規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の

例により、軽油引取税を徴収するものとする。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(免税証の受取義務) 

第百四十四条の二十三 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対

して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。 

(平二一法九・追加) 

(免税証の譲渡の禁止) 

第百四十四条の二十四 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。 

(平二一法九・追加) 

(免税証の譲渡の禁止に関する罪等) 

第百四十四条の二十五 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、十年以下の懲役若しくは千万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項

の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科
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する。 

4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

5 第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪) 

第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の

譲渡を行つた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

2 第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項

の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科

する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(免税軽油の引取り等に係る報告義務) 

第百四十四条の二十七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二

人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及

び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当

該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽

油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項におい

て同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引

渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使

用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽

油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その

他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該

免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税

軽油を保有していない場合は、この限りでない。 

2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特

別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限につ

いて、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。 

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪) 
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第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出し

た者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(軽油引取税の徴収猶予) 

第百四十四条の二十九 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一

部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油

引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義

務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてそ

の徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する

必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、

政令で定めるところにより、徴しなければならない。 

2 第十五条の二の二、第十五条の二の三及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は

前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十

六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞

金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。 

(平二一法九・追加、平二七法二・一部改正) 

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除) 

第百四十四条の三十 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部

を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を

失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収

義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定に

より徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除

するものとする。 

2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別

徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。 

3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るか

どうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(平二一法九・追加) 

(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置) 

第百四十四条の三十一 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販
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売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、

その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたも

のとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油

引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収

義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつた

こと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。 

2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を

支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当

該特別徴収義務者に対して求償権を有する。 

3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、

職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

4 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽

油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義

務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及

び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定め

るところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されて

いない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当

該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収

金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。 

5 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽

油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義

務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことにつ

いてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を

当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者

に申し出たときも、前項と同様とする。 

6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。 

7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合にお

いては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に

掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。 

8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(製造等の承認を受ける義務等) 

第百四十四条の三十二 元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に
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掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、

軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げ

る場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の

総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置

場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。 

一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。 

三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。 

四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の

燃料として消費するとき。 

2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、

同項の承認を与えるものとする。 

3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する

事実をこれに記載しなければならない。 

4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。 

5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有して

いるときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。 

6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自

動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素

油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。 

7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料

として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。 

8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならな

い。 

9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関

し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪) 

第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二

号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を

行つた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又

は薬品を提供し、又は運搬した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
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る。 

3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、

又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 

4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又

は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 

二 前条第五項から第八項までの規定に違反した者 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項

の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の

区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。 

一 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑 

二 第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑 

三 第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑 

四 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑 

7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間

は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(事業の開廃等の届出) 

第百四十四条の三十四 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をする

ことを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするとき

は、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつ

ては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようと

するときも、同様とする。 

2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給

を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に

(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了

したときも、同様とする。 

3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を

生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければなら

ない。 

4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知す
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るものとする。 

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(軽油の引取りの報告等) 

第百四十四条の三十五 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日まで

の間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における

軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。 

2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造

に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければ

ならない。 

3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこ

れらの規定の道府県知事に報告しなければならない。 

4 前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知す

るものとする。 

5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を

行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければな

らない。 

6 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにそ

の納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務

者に対し提出しなければならない。 

7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しな

ければならない。 

8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総

務省令で定める。 

(平二一法九・追加) 

(帳簿記載義務) 

第百四十四条の三十六 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令

で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれ

に記載しなければならない。 

(平二一法九・追加) 

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪) 

第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者 
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二 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知を

せず、又は偽つた者 

三 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者 

四 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反した者 

五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権) 

第百四十四条の三十八 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合

においては、その指定する職員(以下この条から第百四十四条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。)

をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせることができる。 

一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認めら

れる者 

二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者 

2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本

品として採取することができる。 

3 前二項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつ

たときは、これを提示しなければならない。 

4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことがで

きる。 

5 第一項、第二項又は前項に規定する総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

(平二一法九・追加、平二三法一一五・一部改正) 

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等) 

第百四十四条の三十八の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第百四

十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、

検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。)

を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人(税理士法第三十条(同

法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二

に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定

による通知をした弁護士法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)
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に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時 

二 調査を行う場所 

三 調査の目的 

四 軽油引取税に関する調査である旨 

五 調査の対象となる期間 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 

2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に

掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 

3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事

項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場

合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、

当該事項に関する質問検査等については、適用しない。 

4 元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定

める場合に該当するときは、当該元売業者等への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば

足りる。 

5 元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから

代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第

一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。 

(平二三法一一五・追加、平二六法四・平二七法二・一部改正) 

(事前通知を要しない場合) 

第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去

の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な

行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。 

(平二三法一一五・追加) 

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続) 

第百四十四条の三十八の四 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売

業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない

場合には、元売業者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項

の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売

業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業
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者以外の者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項に規定す

る要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。 

2 総務大臣は、軽油引取税に関する調査の結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項

の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点

において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を説明する

ものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められない

場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨

及びその理由を説明するものとする。 

3 実地の調査により質問検査等を行つた元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等

の同意がある場合には、当該元売業者等への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代

理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。 

(平二三法一一五・追加) 

(政令への委任) 

第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取

税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法一一五・追加) 

(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 

第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百四十四条の三十八第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採

取を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応

ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提

出した者 

三 第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁

をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(道府県間の協力) 

第百四十四条の四十 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に

協力しなければならない。 

(平二一法九・追加) 
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(軽油引取税に係る脱税に関する罪) 

第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入

金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。 

2 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の十八の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を

免れた納税者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しく

は第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。 

4 第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が千万円を超える場合にお

いては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその納入し

なかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申

告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免

れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

6 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項

から第三項まで又は第五項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

し、当該各項の罰金刑を科する。 

8 前項の規定により第一項から第三項まで又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合にお

ける時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(軽油引取税の減免) 

第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とす

ると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。 

(平二一法九・追加) 

(関税等に関する書類の供覧等) 

第百四十四条の四十三 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第

二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関す

る法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又

は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、

政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 
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(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る更正及び決定) 

第百四十四条の四十四 道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の

十八の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納

入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができ

る。 

2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調

査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。 

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量

又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正すること

ができる。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税

の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第百四十四条の四十五 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場

合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。

以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、

これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限

の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の

日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百四十四条の

二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過す

る日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して

徴収しなければならない。 

3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規

定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免

することができる。 

(平二一法九・追加) 

(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金) 

第百四十四条の四十六 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条

の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期

限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規
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定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百四

十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月

を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納入し、又は納付しなければならない。 

2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十

八の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由が

あると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第百四十四条の四十七 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつ

た場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)におい

て、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の

納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合に

は、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算

した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合には、その更

正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことに

ついて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税

についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴

えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当

する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合

における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える

部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金

額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しな

ければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納

入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなけ

ればならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認めら

れる場合は、この限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつ

た場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定によ

る更正があつた場合 

三 第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつ
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た場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前

にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項まで

の規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき

税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異

動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)

が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により

計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部

分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による

決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は

第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して

五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合にお

いて、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知し

てされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」と

いう。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、こ

れらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道

府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る

第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した

金額に相当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければな

らない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平二一法九・追加、平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(軽油引取税に係る重加算金) 
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第百四十四条の四十八 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が

課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装

した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過

少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算

した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽

し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提

出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に

百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第

三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税に

ついて、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にか

かわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎と

なるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、

それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する理由が

あるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。 

(平二一法九・追加、平二八法一三・一部改正) 

第三款 督促及び滞納処分 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る督促) 

第百四十四条の四十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合において

は、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納し

ない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、

繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を

含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平二一法九・追加) 
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(軽油引取税に係る督促手数料) 

第百四十四条の五十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところ

により、手数料を徴収することができる。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る滞納処分) 

第百四十四条の五十一 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、

当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引

取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準

用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団

体の徴収金を完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入又は納付の催告書」とする。 

3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受

けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、

直ちにその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係

る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(平二一法九・追加) 

(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪) 

第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を

隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、そ

の者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさ

せる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰

金刑を科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の

徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の

徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載

若しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正) 

第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで 削除 

(平二九法二) 

第四款 指定市に対する交付 

(平二一法九・追加、平二九法二・旧第五款繰上) 

第百四十四条の六十 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項におい

て「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定める

ところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗

じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道

府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下

この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得

た額を当該指定市に対して交付するものとする。 

2 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を

乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令

で定めるところにより、補正することができる。 
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(平二一法九・追加、平二八法一三・一部改正) 

第八節 自動車税 

(昭二九法九五・旧第四節繰下、平六法一一一・旧第七節繰下) 

第一款 通則 

(平二八法一三・款名追加) 

(自動車税に関する用語の意義) 

第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境

への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。 

二 種別割 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対

して課する自動車税をいう。 

三 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加

して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び

同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。 

四 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十

七条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。 

五 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十五条第一項の規定により

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定める

エネルギー消費効率をいう。 

(平二八法一三(平三一法二)・全改) 

(自動車税の納税義務者等) 

第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に

種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を

取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四

項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとす

る。 

3 自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一

項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車に

ついては、この限りでない。 

(平二八法一三・追加) 

(自動車税のみなす課税) 

第百四十七条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課
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徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)

及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる

者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販

売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するた

め取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節

において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結

が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供

した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

(平二八法一三・追加) 

(国等に対する自動車税の非課税) 

第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、

特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができ

ない。 

2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに

類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。 

(昭二七法二一六・昭二七法三〇五・昭三一法一四八・昭三六法七四・昭三八法九九・平一一法一〇四・

平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改

正、平二八法一三・旧第百四十六条繰下・一部改正) 

(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税) 

第百四十九条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 

一 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。) 

二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定め

るものをいう。イ及びロにおいて同じ。) 

イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七

条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成

三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止

その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定める

ものに適合するもの 

ロ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え

十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定
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められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」

という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値

の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの 

三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定

めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚

染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するも

ので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えてい

るもので総務省令で定めるものをいう。) 

四 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に

該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。) 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において

「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年

ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において

「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年

ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー

消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上で

あること。 

ハ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定

めるもの 
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(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エ

ネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。 

ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以

上であること。 

五 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自

動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。) 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において

「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

378 

 

石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において

「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年

石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であ

ること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上で

あること。 

六 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当す

るものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。) 

イ 乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべ

きものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(i)及び第百五十七条において

「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用され

るべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条に

おいて「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの 

ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十

一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以

上であること。 

ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを

超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ハ(1)及び第二項第三

号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。 

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下

のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基

準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以

上であること。 

2 前項(第四号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七

年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定

していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を

算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」とい

う。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第四号イ(2) 令和二年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められた

もの(以下この条及び第百五十七条に

おいて「令和二年度基準エネルギー消

費効率」という。)に百分の百十 

平成二十二年度以降の各年度において

適用されるべきものとして定められた

もの(以下この号において「平成二十二

年度基準エネルギー消費効率」とい

う。)に百分の百六十五 
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第四号ロ(2) 令和二年度基準エネルギー消費効率

に百分の百二十 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百八十 

第四号ハ(2) 基準エネルギー消費効率であつて平

成二十七年度以降の各年度において

適用されるべきものとして定められ

たもの(以下この条及び第百五十七条

において「平成二十七年度基準エネル

ギー消費効率」という。)に百分の百

二十 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百五十 

3 前二項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正) 

(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税) 

第百五十条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 

一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車 

二 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車 

三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産

の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した自動

車 

四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」

という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特

例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十

三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に

規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定

する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同

組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号

に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき自動車を定めた場合にお

ける当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車 

五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車 

六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から

当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に

信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車 

七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車 

八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の
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保険会社が取得した自動車 

九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第百六十四条第一項において「譲渡担保財産」と

いう。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権

利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した

場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移

転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車 

2 道府県は、第百四十七条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれら

の規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課する

ことができない。 

(平二八法一三・追加) 

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権) 

第百五十一条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げ

る者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁

的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該

電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(そ

の写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この

項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人

をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第

二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ

れを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百七十五条第六項及び第

百七十七条の二十一第六項に定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(平二八法一三・追加) 
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(自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 

第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、

又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した

者 

三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二八法一三・追加) 

(種別割の納税管理人) 

第百五十三条 種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項に

おいて「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条

例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地

域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることにつ

いて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場

合も、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないこと

について道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(平二八法一三・追加) 

(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第百五十四条 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の

手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 

(平二八法一三・追加) 

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を

受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた

場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二八法一三・追加) 

第二款 環境性能割 

(平二八法一三・追加) 
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第一目 課税標準及び税率 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の課税標準) 

第百五十六条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところ

により算定した金額(第百五十八条において「通常の取得価額」という。)とする。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の税率) 

第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三

項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。 

一 次に掲げるガソリン自動車 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であ

ること。 

ハ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定

めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以
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上であること。 

ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

二 次に掲げる石油ガス自動車 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であ

ること。 

三 次に掲げる軽油自動車 

イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十

一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一

年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

2 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受け

るものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。 

一 次に掲げるガソリン自動車 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

386 

 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ハ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定

めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 
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(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

二 次に掲げる石油ガス自動車 

イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上

であること。 

ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

三 次に掲げる軽油自動車 

イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十

一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するも

ので総務省令で定めるもの 
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(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一

年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で

定めるもの 

(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。 

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上

であること。 

3 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自

動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。 

4 第一項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)の規定

は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第一項第一号イ(2) 令和二年度基準エネルギー消費効率 第百四十九条第二項に規定する基準エ

ネルギー消費効率であつて平成二十二

年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの(以下

この号及び次項第一号において「平成

二十二年度基準エネルギー消費効率」

という。)に百分の百五十を乗じて得た

数値 

第一項第一号ロ(2) 令和二年度基準エネルギー消費効率

に百分の百十 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百六十五 

第一項第一号ハ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費

効率に百分の百十五 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百四十四 

第二項第一号イ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費 平成二十二年度基準エネルギー消費効
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効率に百分の百十 率に百分の百三十八 

第二項第一号ロ(2) 令和二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百五十を乗じて得た数値 

第二項第一号ハ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費

効率に百分の百十 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百三十八 

5 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(環境性能割の免税点) 

第百五十八条 道府県は、通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することが

できない。 

(平二八法一三・追加) 

第二目 申告納付並びに更正及び決定等 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の徴収の方法) 

第百五十九条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の申告納付) 

第百六十条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日ま

でに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申

告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。 

一 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時 

二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百七十七条の十三第一項におい

て「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経

過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時) 

三 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記

入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記

入を受けたときは、当該記入の時) 

四 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日 

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車

について必要な事項を記載した報告書を道府県知事に提出しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付) 
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第百六十一条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出

すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後に

おいても、第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付

することができる。 

2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百六十

八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は

当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省

令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割

額を当該道府県に納付しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の納付の方法) 

第百六十二条 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場

合(第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)に

は、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に道府県が発

行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に

係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定め

られている場合には、これによることができる。 

2 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合

において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することがで

きる旨を定めることができる。 

3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩

紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。 

4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 

第百六十三条 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項につ

いて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下

の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二八法一三・追加) 

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 

第百六十四条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保

財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定

者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係
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る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該

申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能

割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 

3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る

延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。 

4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割につ

いて第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。

この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団

体の徴収金を納付しなければならない。 

5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条

の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。 

6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規

定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の

徴収金を還付するものとする。 

7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受け

るべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 

8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定に

よる還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、

同項の規定を適用する。 

(平二八法一三・追加) 

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等) 

第百六十五条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取

得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるも

のにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該

自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。 

2 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつ

たときは、道府県知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付す

るものとする。 

3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の脱税に関する罪) 

第百六十六条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しく
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は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部

又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の減免) 

第百六十七条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認め

る者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免すること

ができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の更正及び決定) 

第百六十八条 道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書

に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべ

き課税標準額及び環境性能割額を決定する。 

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は

環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。 

4 道府県知事は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞な

く、これを納税者に通知しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第百六十九条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合におい

て、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同

条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたとき
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は、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・

六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額

にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセン

ト)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを

得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金) 

第百七十条 環境性能割の納税者は、第百六十条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、

当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げ

る税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において

同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日 

二 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過す

る日 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 

四 第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過

する日 

2 道府県知事は、納税者が第百六十条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについて

やむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第百七十一条 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつ

た場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)におい

て、第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたとき

は、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当

な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項に

おいて「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又

は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合に

は、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修

正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又

は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させ
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る更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたとき

は、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申

告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円

とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分

に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合

において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正が

あるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納

付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならな

い。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、

この限りでない。 

一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場

合 

二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若し

くは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定によ

る更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定に

よる更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る

審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少し

た部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規

定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相

当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべ

き税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修

正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべ

きことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書

の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前

の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修
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正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同条

第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収さ

れたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあると

きは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、

第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が

当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正

又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第

二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金

額に相当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の重加算金) 

第百七十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の

全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書

を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗

じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標

準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事

実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若

しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基

礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならな

い。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八

条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間

に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、

これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定
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する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当すると

きは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

4 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項た

だし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加

した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税

者に通知しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る督促) 

第百七十三条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五

条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員

は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでな

い。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る督促手数料) 

第百七十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数

料を徴収することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る滞納処分) 

第百七十五条 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環

境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性

能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納

しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受
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けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、

直ちにその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係

る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定

する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る滞納処分に関する罪) 

第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利

益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しく

は二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同

項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(平二八法一三・追加) 

(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の

質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の

同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記

録をしたものを提示した者 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二八法一三・追加) 

第百七十七条の二から第百七十七条の五まで 削除 

(平二八法一三(平二九法二)) 

第四目 市町村に対する交付 

(平二八法一三(平二九法二)・追加) 

第百七十七条の六 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得

た額の百分の四十七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下

この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担し

ないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。 

2 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この

項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県

に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、当

該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指

定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項にお

いて同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗

じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。 

3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、

幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。 

(平二八法一三(平二九法二)・追加、平三一法二・一部改正) 

第三款 種別割 

(平二八法一三・款名追加) 

第一目 税率 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割の標準税率) 

第百七十七条の七 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) 

イ 営業用 

(1) 総排気量が一リットル以下のもの   年額   七千五百円 

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のも

の 

  年額   八千五百円 
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(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のも

の 

  年額   九千五百円 

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のも

の 

  年額   一万三千八百円 

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のも

の 

  年額   一万五千七百円 

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のも

の 

  年額   一万七千九百円 

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のも

の 

  年額   二万五百円 

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のも

の 

  年額   二万三千六百円 

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のも

の 

  年額   二万七千二百円 

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの   年額   四万七百円 

ロ 自家用 

(1) 総排気量が一リットル以下のもの   年額   二万五千円 

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のも

の 

  年額   三万五百円 

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のも

の 

  年額   三万六千円 

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のも

の 

  年額   四万三千五百円 

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のも

の 

  年額   五万円 

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のも

の 

  年額   五万七千円 

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のも

の 

  年額   六万五千五百円 

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のも

の 

  年額   七万五千五百円 

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のも

の 

  年額   八万七千円 
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(10) 総排気量が六リットルを超えるもの   年額   十一万円 

二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。) 

イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) 

(1) 最大積載量が一トン以下のもの   年額   六千五百円 

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの   年額   九千円 

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの   年額   一万二千円 

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの   年額   一万五千円 

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの   年額   一万八千五百円 

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの   年額   二万二千円 

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの   年額   二万五千五百円 

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの   年額   二万九千五百円 

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの   年額   二万九千五百円に最大

積載量が八トンを超え

る部分一トンまでごと

に四千七百円を加算し

た額 

ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) 

(1) 最大積載量が一トン以下のもの   年額   八千円 

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの   年額   一万千五百円 

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの   年額   一万六千円 

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの   年額   二万五百円 

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの   年額   二万五千五百円 

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの   年額   三万円 

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの   年額   三万五千円 

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの   年額   四万五百円 

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの   年額   四万五百円に最大積載

量が八トンを超える部

分一トンまでごとに六

千三百円を加算した額 

ハ けん引自動車 

(1) 営業用 

(i) 小型自動車であるもの   年額   七千五百円 

(ii) 普通自動車であるもの   年額   一万五千百円 
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(2) 自家用         

(i) 小型自動車であるもの   年額   一万二百円 

(ii) 普通自動車であるもの   年額   二万六百円 

ニ 被けん引自動車 

(1) 営業用 

(i) 小型自動車であるもの   年額   三千九百円 

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下の

もの 

  年額   七千五百円 

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超え

るもの 

  年額   七千五百円に最大積載

量が八トンを超える部

分一トンまでごとに三

千八百円を加算した額 

(2) 自家用 

(i) 小型自動車であるもの   年額   五千三百円 

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下の

もの 

  年額   一万二百円 

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超え

るもの 

  年額   一万二百円に最大積載

量が八トンを超える部

分一トンまでごとに五

千百円を加算した額 

三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。) 

イ 営業用 

(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規

定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。) 

(i) 乗車定員が三十人以下のもの   年額   一万二千円 

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの   年額   一万四千五百円 

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの   年額   一万七千五百円 

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの   年額   二万円 

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの   年額   二万二千五百円 

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの   年額   二万五千五百円 

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの   年額   二万九千円 

(2) 一般乗合用バス以外のバス 

(i) 乗車定員が三十人以下のもの   年額   二万六千五百円 
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(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの   年額   三万二千円 

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの   年額   三万八千円 

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの   年額   四万四千円 

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの   年額   五万五百円 

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの   年額   五万七千円 

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの   年額   六万四千円 

ロ 自家用 

(1) 乗車定員が三十人以下のもの   年額   三万三千円 

(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの   年額   四万千円 

(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの   年額   四万九千円 

(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの   年額   五万七千円 

(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの   年額   六万五千五百円 

(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの   年額   七万四千円 

(7) 乗車定員が八十人を超えるもの   年額   八万三千円 

四 三輪の小型自動車 

イ 営業用   年額   四千五百円 

ロ 自家用   年額   六千円 

2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、

同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算し

た額とする。 

一 営業用 

イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円 

ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円 

ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円 

二 自家用 

イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円 

ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円 

ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円 

3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主た

る定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、

それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。 

4 道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・

五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 
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5 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難

いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自

動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を

適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。 

(昭二六法九五・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三

六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四七法一一・昭五一法七・昭五四法一二・昭五九法七・平

元法一四・平一三法八・平一八法七・一部改正、平二八法一三・旧第百四十七条繰下・一部改正、平三

一法二・一部改正) 

第二目 賦課及び徴収 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割の賦課期日) 

第百七十七条の八 種別割の賦課期日は、四月一日とする。 

(平二八法一三・旧第百四十八条繰下・一部改正) 

(種別割の納期) 

第百七十七条の九 種別割の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある

場合には、これと異なる納期を定めることができる。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四八法二三・一部改正、平二八法一三・旧第百四十

九条繰下・一部改正) 

(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第百七十七条の十 第百七十七条の八に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期

日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。 

2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。 

3 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には、当

該自動車に対して課する種別割の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき種別割の税率に

より、種別割を課する。 

4 賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更が

あつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、こ

の項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは、この限りでない。 

(昭二九法九五・昭三一法八一・昭四〇法三五・昭四八法二三・昭五二法六・平一七法五・一部改正、

平二八法一三・旧第百五十条繰下・一部改正) 

(種別割の徴収の方法) 

第百七十七条の十一 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 
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2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くと

も、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

3 新規登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日

後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によ

らなければならない。 

4 道府県は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登

録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告

書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府

県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、

又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。 

5 道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とに

かけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。 

6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。 

7 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により種別割を証紙徴収の方法によ

つて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならな

い。 

(昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四四法六八・昭四六法一一・昭四七法六二・昭四八法二三・昭四九

法一九・昭五一法七・平一三法八・平一四法一七・平一四法一五二・平一七法五・平一八法七・平二一

法九・一部改正、平二八法一三・旧第百五十一条繰下・一部改正) 

(種別割の徴収の方法の特例) 

第百七十七条の十二 道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第

一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項

の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府

県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対

して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。 

(平一四法一五二・追加、平一七法五・平一八法七・平二二法四・平三一法二・一部改正、平二八法一

三(平三一法二)・旧第百五十一条の二繰下・一部改正、平三〇法三・令元法一六・一部改正) 

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第百七十七条の十三 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又

は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別

割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。 
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2 第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事

から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買

主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければな

らない。 

(昭四〇法三五・昭四四法六八・昭五一法七・平一三法八・一部改正、平二八法一三・旧第百五十二条

繰下・一部改正) 

(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第百七十七条の十四 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第百五十三条繰下・一部改正) 

(種別割に係る不申告等に関する過料) 

第百七十七条の十五 道府県は、種別割の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百七

十七条の十三の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつ

た場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・昭五一法七・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第百五十

四条繰下・一部改正) 

(種別割の脱税に関する罪) 

第百七十七条の十六 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しく

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項につい

て申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 
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(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第百六十条繰下・一部改正) 

(種別割の減免) 

第百七十七条の十七 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認

める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。 

(昭三八法九九・一部改正、平二八法一三・旧第百六十二条繰下・一部改正) 

(納期限後等に納付する種別割の延滞金) 

第百七十七条の十八 種別割の納税者は、第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長

された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日

までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

しなければならない。 

2 第百七十七条の十一第七項の規定により普通徴収の方法によつて種別割を徴収する場合には、道府県の徴税

吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期

間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 道府県知事は、納税者が第百七十七条の九の納期限まで又は第百七十七条の十一第四項若しくは第百七十七

条の十二の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由がある

と認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四五法一三・平一四法一五二・一

部改正、平二八法一三・旧第百六十三条繰下・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割に係る督促) 

第百七十七条の十九 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴

税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この

限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正、平二八法一三・旧第百六十五条繰下・一部改正) 

(種別割に係る督促手数料) 

第百七十七条の二十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 
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(昭三八法八〇・一部改正、平二八法一三・旧第百六十六条繰下・一部改正) 

(種別割に係る滞納処分) 

第百七十七条の二十一 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当

該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る種別割

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正、平二八法一三・旧第百

六十七条繰下・一部改正) 

(種別割に係る滞納処分に関する罪) 

第百七十七条の二十二 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の

不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若

しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同

項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲
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役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第百六十八条繰下・一部改正) 

(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第百七十七条の二十三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三(平二九

法二)・旧第百六十九条繰下・一部改正) 

第九節 鉱区税 

(昭二九法九五・旧第五節繰下、平六法一一一・旧第八節繰下) 

(鉱区税の納税義務者等) 

第百七十八条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業

法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされ

る期間において試掘することができる者を含む。)に課する。 

(昭二五法二九〇・昭四〇法三五・平二六法四・一部改正) 

(鉱区税の非課税の範囲) 

第百七十九条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これ

らの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。 

(昭三〇法一五六・昭三一法一四八・昭三五法一三八・昭五五法七一・昭五七法一〇・昭六三法三三・

平一一法一〇四・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二六法四・一部改

正) 

(鉱区税の税率) 

第百八十条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 

試掘鉱区   面積百アールごとに   年額 二百円 
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採掘鉱区   面積百アールごとに   年額 四百円 

二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 

    面積百アールごとに   年額 二百円 

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、

同項第一号に規定する税率の三分の二とする。 

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。 

(昭二五法二九〇・昭三〇法一五六・昭三四法七六・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五二法六・昭五

五法一〇・昭五八法一三・平四法二三・平一三法八・一部改正) 

(鉱区税の賦課期日) 

第百八十一条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。 

(昭二八法二〇二・一部改正) 

(鉱区税の納期) 

第百八十二条 鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合に

おいては、これと異なる納期を定めることができる。 

(昭二八法二〇二・一部改正) 

(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第百八十三条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、

鉱区税を課する。 

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。 

3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の

納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。 

(昭二五法二九〇・一部改正) 

(鉱区税の徴収の方法) 

第百八十四条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 

2 鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日ま

でに納税者に交付しなければならない。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第百八十五条 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同

条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第百八十六条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

410 

 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正) 

(鉱区税に係る不申告等に関する過料) 

第百八十七条 道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項につ

いて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万

円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権) 

第百八十八条 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税

義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に

代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

る記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合に

おける当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは

当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを呈示しなければならない。 

3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるとこ

ろによる。 

5 第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭三四法一四九・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪) 

第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科
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する。 

(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(鉱区税の納税管理人) 

第百九十条 鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項におい

て「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の

条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該

地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることに

ついて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする

場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないこと

について道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(平一〇法二七・一部改正) 

(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第百九十一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正

の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第百九十一条の二 道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認

を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなか

つた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることが

できる。 

(平一〇法二七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(鉱区税の脱税に関する罪) 

第百九十二条 偽りその他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は

報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。 
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4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当

該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第百九十三条 削除 

(昭三八法八〇) 

(鉱区税の減免) 

第百九十四条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者

に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。 

(昭三八法九九・一部改正) 

(鉱区税の連帯納付義務) 

第百九十五条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税

に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。 

(昭二五法二九〇・一部改正) 

(納期限後に納付する鉱区税の延滞金) 

第百九十六条 鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長され

た納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、そ

の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経

過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。 

2 道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由

があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

第百九十七条 削除 

(昭三七法一六一) 

(鉱区税に係る督促) 

第百九十八条 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴

税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、

この限りでない。 
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2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正) 

(鉱区税に係る督促手数料) 

第百九十九条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつ

て、手数料を徴収することができる。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(鉱区税に係る滞納処分) 

第二百条 鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方

団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱区税

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその

財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(鉱区税に係る滞納処分に関する罪) 

第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処
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分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、

また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第二百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質

問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同

条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録

をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第二百三条から第二百五十八条まで 削除 

(平二九法二) 

第十節 道府県法定外普通税 

(昭二九法九五・旧第八節繰下、平六法一一一・旧第十節繰下、平二九法二・旧第十一節繰上) 

(道府県法定外普通税の新設変更) 

第二百五十九条 道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その

他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじ

め、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

2 道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項に

おいて同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府

県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの

(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の
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新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の

意見を聴くものとする。 

(昭二七法二六二・昭三四法一四九・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法一七・

一部改正) 

第二百六十条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知し

なければならない。 

2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更

について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正) 

第二百六十条の二 総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

(平一一法一六〇・追加、平一六法一七・一部改正) 

(総務大臣の同意) 

第二百六十一条 総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申

出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しな

ければならない。 

一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。 

二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 

三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法一七・一部改正) 

(道府県法定外普通税の非課税の範囲) 

第二百六十二条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。 

一 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 

二 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入 

三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの 

(昭二六法一九一・昭二七法二六六・昭二八法一六一・昭二八法二〇七・昭二九法一一五・昭二九法一

六五・昭二九法二〇四・昭三〇法九一・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法一三四・昭三二法

一四三・昭三三法一四三・昭三四法一四一・昭三五法三〇・昭三五法五七・昭三六法一六七・昭三六法

二三八・昭三七法一五二・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四二法一二一・昭四五法二四・昭四九

法一一七・昭五四法七六・昭五八法八二・昭五九法七七・平二法三六・平六法五七・平八法八二・平九

法四八・平一一法八七・一部改正) 

(道府県法定外普通税の徴収の方法) 

第二百六十三条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところ
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によつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 

(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権) 

第二百六十四条 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合に

おいては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存

に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合

における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しく

は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 特別徴収義務者 

三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受け

た法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係

る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとす

る。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条

第六項の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪) 

第二百六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(道府県法定外普通税の納税管理人) 

第二百六十六条 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次

項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、

居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に

関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管

理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便

宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければなら

ない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係

る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたとき

は、納税管理人を定めることを要しない。 

(平一〇法二七・一部改正) 

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第二百六十七条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第二百六十八条 道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は

特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人につい

て正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過

料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第二百六十九条 削除 

(昭三八法八〇) 

(道府県法定外普通税の普通徴収の手続) 

第二百七十条 道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納
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税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第二百七十一条 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県

法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第二百七十二条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 

第二百七十三条 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道

府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(道府県法定外普通税の減免) 

第二百七十四条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要と

すると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県

の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者につ

いては、この限りでない。 

(昭三八法九九・一部改正) 

(道府県法定外普通税の申告納付の手続等) 

第二百七十四条の二 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内におけ

る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に

提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。 

2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税

額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告

書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。 

(昭二九法九五・追加) 

(道府県法定外普通税の特別徴収の手続) 

第二百七十五条 道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外
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普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させな

ければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係

る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金

を当該道府県に納入する義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた

税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密

に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

(道府県法定外普通税に係る更正及び決定) 

第二百七十六条 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申

告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正

申告書の提出があつた場合において、納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府

県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なる

ときは、これを更正することができる。 

2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査

によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、

過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽

その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は

特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第二百七十七条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下

道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を

納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期

限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌

日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納

期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 
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3 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたこと

についてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第二百七十八条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があ

つた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)にお

いて、第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつた

ときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りが

あつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増

加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対

象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は

修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該

更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な

事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額と

し、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正

に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより

減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期

限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか

多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金

額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)

に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又

は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金

額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な

理由があると認められる場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた

場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若

しくは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申

告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六
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条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付

し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決

による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とす

る。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわら

ず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべ

き税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又

は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予

知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は

第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前

の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場

合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定

外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに

徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことが

あるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した

金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が

当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定が

あるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に

規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相

当する額とする。 

6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・

平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る重加算金) 

第二百七十九条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の
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基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて

納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過

少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に

百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別

徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽

し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後

にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代

えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収

しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十

六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加

算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは

同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に

該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

4 道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五

項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算

した重加算金額を徴収しない。 

5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これ

を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金) 

第二百八十条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合において

は、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第二百七十

四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は

納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定に

よる修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から

一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。 
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2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入し

なかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することがで

きる。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪) 

第二百八十一条 偽りその他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 第二百七十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部

を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各

項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額

に相当する額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又

は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に

対し、当該各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間

は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第二百八十二条 削除 

(昭三七法一六一) 

(道府県法定外普通税に係る督促) 

第二百八十三条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限

をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を

完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。

但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正) 
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(道府県法定外普通税に係る督促手数料) 

第二百八十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによ

つて、手数料を徴収することができる。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る滞納処分) 

第二百八十五条 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当

該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県

法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収

金を完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付又は納入の催告書」とする。 

3 道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、

督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、

直ちにその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付

要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、

交付要求をしなければならない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法

に規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 

第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産

を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、

その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれ



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

425 

 

させる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第二百八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏

員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏

員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しく

は記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第二百八十八条及び第二百八十九条 削除 

(昭三八法八〇) 

(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続) 

第二百九十条 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に

当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、

当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙

の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 

2 道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証

紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければなら

ない。 

3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。 

第二百九十一条 削除 

(平一一法八七) 

第三章 市町村の普通税 

第一節 市町村民税 
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第一款 通則 

(市町村民税に関する用語の意義) 

第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 

二 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 

三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。 

イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法

人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税 

ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国

法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税 

(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額 

(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額 

四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条

の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第

一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第

五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第

四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六

第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、

第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除

く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第

一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の

十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、

第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から

第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告

加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 

ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により

計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第

四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定によ
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り読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の

二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九

条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の

四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十

二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項ま

で及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二

条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、

第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の

適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算

税の額を含まないものとする。 

(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 

(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 

四の二 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個

別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等

以上であるとき 調整前個別帰属法人税額 

ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零 

ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税

額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等 

四の三 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の

同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 

当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措

置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十

八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第

十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する

金額の合計額を加算した額 

ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられ

る金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金

額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条

の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十

八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に
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係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額 

四の四 個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、

第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連

結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。 

四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。 

イ 第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規

定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等

の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業

年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控

除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額

を減算した金額との合計額 

(1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第

四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、

総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八

条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額 

(2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産

を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)

において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の

規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場

合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定

を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額 

(3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四

百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省

令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金

額 

ロ 第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七

十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一

項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除

く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二

に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等

のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額 

ハ 第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人
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(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の

額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結

事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)

のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額

との合計額 

ニ 第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個

別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去

事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の

合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)

に掲げる金額を減算した金額との合計額 

ホ 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額 

五 給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。 

六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみな

される一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。 

七 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三

条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第

四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、

第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の

九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 

八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務

者の配偶者をいう。 

九 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七

条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第

一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にする

もの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八

万円以下である者をいう。 

十 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障

害がある者で政令で定めるものをいう。 

十一 寡婦 次に掲げる者をいう。 

イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定め

るもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの 
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ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定め

るもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの 

十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令

で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額

が五百万円以下であるものをいう。 

十三 合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所

得金額及び山林所得金額の合計額をいう。 

十四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税

の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法

人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号

において同じ。)にあるものに限る。)とする。 

イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの 

ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その

他これに準ずるものとして政令で定めるもの 

ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定め

るもの 

2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納

税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれ

か一にのみ該当するものとみなす。 

3 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところ

により、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。 

4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、

第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適

用されたものをいうものとする。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・

昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一

八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・

昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・

平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法

五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一

一五・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二六法四・平二八法一三(平二八法八六)・平二八法

六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

第二百九十三条 削除 
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(昭二六法九五) 

(市町村民税の納税義務者等) 

第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対

しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の

者に対しては法人税割額により課する。 

一 市町村内に住所を有する個人 

二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者 

三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人 

四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有す

る法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの 

五 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)

の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの 

2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村

の住民基本台帳に記録されている者をいう。 

3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合

には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。

この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、

その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 

4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村

は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。 

5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。 

6 第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対す

る市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事

業所所在の市町村において課する。 

7 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組

合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認

可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定す

る法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち

第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法

人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の

規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村

において課する。 

8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で
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収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の

引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八第四十二項から第四十五項までを除く。)

の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。 

9 第六項から第八項までの収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭二六法九五・全改、昭二九法九五・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三六法七四・

昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四二法八一・昭四三法四・昭五八法五

一・昭六二法九四・平三法二四・平六法一〇六・平一〇法七・平一〇法一〇七・平一二法四・平一三法

八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二六法

四・平二七法二・平三〇法三・一部改正) 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 

第二百九十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並

びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法

人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞ

れ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百

二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第

十九項、第三百二十一条の八の三、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十

八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。 

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の

者にそれぞれ帰属するものとする。 

3 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用

する場合について準用する。 

4 法人税法第四条の七の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定に

おいて適用する場合について準用する。 

5 第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二百九十二条第一項

第四号の五イ 

同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者で

ある法人について、第二百九十四条の二第一項及び

第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条

第一項に規定する固有資産等が帰属する者として

この節の規定を適用する場合における当該受託者

である法人をいう。以下この節において同じ。)の

第三百二十一条の八第一項 

第二百九十二条第一項 政令 当該法人に係る固有法人の政令 
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第四号の五ロ及びハ 

第二百九十二条第一項

第四号の五ニ 

同項 当該法人に係る固有法人の同項 

第二百九十二条第一項

第四号の五ホ 

純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額 

第三百十二条第一項の

表 

資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が 

第三百十二条第三項第

一号及び第三号 

当該法人 当該法人に係る固有法人 

第三百十二条第三項第

二号 

これらの法人 これらの法人に係る固有法人 

第三百十二条第六項か

ら第八項まで 

)の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額 

第三百二十一条の八第

一項 

法人にあつては均等割

額 

法人が固有法人である場合には当該固有法人に係

る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 

  寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固

有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全て

の事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項

までにおいて同じ。)所在地 

  及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額 

第三百二十一条の八第

二項から第四項まで 

均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人

に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割

額 

第三百二十一条の八第

三十九項 

法人又は 固有法人又は 

法人は 固有法人は 

 法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する 

第三百二十一条の十三

第一項 

法人税割額を算定し

て、これに均等割額を

加算した額 

算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場

合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の

受託者が納付すべき均等割額を加算した額) 

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。 

(平一九法四・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・

一部改正) 
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(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者) 

第二百九十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつ

て、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税

は、当該収益を享受する者に課するものとする。 

(昭三六法七四・追加、平一九法四・旧第二百九十四条の二繰下) 

(市町村民税と信託財産) 

第二百九十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有する

ものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。

ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同

項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、こ

の限りでない。 

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託

の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項

の規定を適用する。 

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされ

ている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一九法四・全改) 

(個人の市町村民税の非課税の範囲) 

第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつ

ては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課する

ことができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。 

一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 

二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。) 

2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判

定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。 

3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が

政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができ

ない。 

(昭二六法九五・全改、昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法五一・

昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二

四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二

法六・昭五九法七・昭六三法一一〇・平六法一五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・一部改正) 

(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲) 
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第二百九十六条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、

第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 

一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の

組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連

合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管

理・郵便局ネットワーク支援機構 

二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項の法人、

労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人で

ある職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、

農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に

該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保

険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務

員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公

務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第

一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金

の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等 

2 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項

第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 

3 前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法九九・昭四〇法三五・昭四〇法六九・

昭四一法四〇・昭四三法四・昭四三法七三・昭四五法六九・昭四八法四九・昭四九法四三・昭五三法八

〇・昭五六法一五・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六一法一四・昭六

一法九四・平三法七・平七法八七・平八法八二・平九法四八・平一一法六九・平一一法一〇四・平一四

法九八・平一五法九・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・

平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・平二七法六三・平二八法三九・平三〇法四一・一部改正) 

第二百九十七条 削除 

(昭三六法七四) 

(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権) 

第二百九十八条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、

次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電

磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で

あつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当

該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件
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(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを呈示しなければならない。 

3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の

定めるところによる。 

5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪) 

第二百九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項に

おいて「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及

び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項にお

いて同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七

条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十

三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は

財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金

刑を科する。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合におい

ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四五法二四・平一三

法一二九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・一部改正) 
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(市町村民税の納税管理人) 

第三百条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有し

ない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、

居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地

域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管

理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、

又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がない

ことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(昭三一法八一・平一〇法二七・一部改正) 

(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第三百一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の

手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ

の法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その

法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正) 

(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第三百二条 市町村は、第三百条第二項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受

けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた

場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができ

る。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第三百三条から第三百九条まで 削除 

(昭三六法七四) 

第二款 課税標準及び税率 

(昭三六法七四・改称) 

(個人の均等割の税率) 

第三百十条 個人の均等割の標準税率は、三千円とする。 

(平一六法一七・全改) 
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(個人の均等割の税率の軽減) 

第三百十一条 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その

者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 

一 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族 

二 前号に掲げる者を二人以上有する者 

(昭二六法九五・昭二七法二一六・一部改正、昭三〇法一一二・旧第三百十二条繰上・一部改正、昭三

六法七四・昭四一法四〇・平二九法二・一部改正) 

(法人の均等割の税率) 

第三百十二条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に定める額とする。 

法人の区分 税率 

一 次に掲げる法人 

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規

定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割

を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独

立行政法人で収益事業を行うものを除く。) 

ロ 人格のない社団等 

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する

非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを

除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) 

ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金

の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) 

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政

法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この

表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、

市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役

員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従

業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの 

年額 五万円 

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもの

のうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 

年額 十二万円 

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以

下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 

年額 十三万円 

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以 年額 十五万円 
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下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以

下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 

年額 十六万円 

六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以

下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 

年額 四十万円 

七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるものの

うち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 

年額 四十一万円 

八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円

以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 

年額 百七十五万円 

九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

のうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 

年額 三百万円 

2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それ

ぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 

3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 

一 第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税

標準の算定期間の末日 

二 第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人 

これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日 

三 第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日 

四 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割

のみを課されるものをいう。第三百二十一条の八第十九項及び第四十三項第一号において同じ。) 前年四

月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併

により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日 

4 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、

同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期

間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して

算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に

満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

5 第一項の場合において、第三項第一号から第三号までに掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれら

の号に定める日現在における従業者数の合計数による。 

6 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人

税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項
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(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの

にあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない

場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項

第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四

十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出す

る義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金

等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出

資金の額が」とする。 

7 第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在に

おける資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用

については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

8 第三項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在に

おける資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用

については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第三項第三号に定める日現在における資本金の額

及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

9 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 

(昭四二法二五・全改、昭四五法二四・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八

法一三・昭五八法五一・昭五九法七・平三法二四・平六法一五・平六法一〇六・平一〇法七・平一〇法

一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六

法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二七法二・平三〇法三・

一部改正) 

(所得割の課税標準) 

第三百十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

とする。 

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする

場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は

第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法

第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。 

3 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出するこ

とにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十

五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以
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下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されてい

る方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定によ

る計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事

業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたこ

とその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専

従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載し

た同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める

ものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提

出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。 

4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している

場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専

ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者につい

て、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は

山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。 

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円 

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 

二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算

した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額 

5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専

従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 

6 第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用し

ない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記

載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。 

7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定

は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるも

のとする。 

8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算

定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の

計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除され

たものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の

金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第三百十七条の
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二第一項又は第三項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得

金額又は山林所得金額の計算上控除する。 

9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、

退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前にお

いて控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係

る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の

金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年

内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規

定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する

年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出し、かつ、

その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。 

10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製

品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるもの

をいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ず

る資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)

による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、

損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上

生じた損失の金額に該当しないものをいう。 

11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二

第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相

当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三

百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書

類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給

与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。 

12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定す

るものとする。 

13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(市町

村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)

に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がい
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ずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適

用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。 

一 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 

二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたもの

とみなされる場合における当該確定申告書に限る。) 

14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の金額を除外して算定するものとする。 

15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式

等譲渡所得金額申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事

項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認める

ときは、この限りでない。 

一 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 

二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたもの

とみなされる場合における当該確定申告書に限る。) 

16 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要

な事項は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭

四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・

昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法

七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正) 

第三百十四条 削除 

(昭六三法一一〇) 

(所得控除) 

第三百十四条の二 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それ

ぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除するものとする。 

一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計

を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び

生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連
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して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を

含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号にお

いて「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超え

る所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその

超える金額 

イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額とし

て政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額が

ない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十

分の一に相当する金額 

ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連

支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額 

ハ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額 

二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療

又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち

通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保

険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える

場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、

二百万円) 

三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四

条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金

銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は

給与から控除される金額 

四 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額 

イ 小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金 

ロ 確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項

第四号に規定する個人型年金加入者掛金 

ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定

めるものに係る契約に基づく掛金 

五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定す

る新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、

七万円) 
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イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第八項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあ

つては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第八項において

「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその

他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を

除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛

金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」と

いう。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(i) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金

の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは

割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額

(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した

残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 

一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 

二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

(2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

(i) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金

の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは

割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額

(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万

五千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万

五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千

五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円 

(3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円) 
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(i) 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額 

(ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額 

ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払

つたことその他の政令で定める事由(第八項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に

基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命

保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余

金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しく

は割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の

額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除し

た残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額 

(2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 

一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 

二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新

個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体

の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、

当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(i) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づ

く剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰

余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余

金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金

額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合

計額 

(ii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場
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合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場

合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円 

(2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(i) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づ

く剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰

余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余

金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)

において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額 

(ii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 

一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 

(iii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万

七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 

(iv) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円 

(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円) 

(i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額 

(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額 

五の二 削除 

五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用

に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的

とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流

失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を

填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定

めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に

支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金

の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて

地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)

を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) 
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六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の

納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害が

ある者で政令で定めるものをいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合

には、三十万円) 

七 削除 

八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円 

九 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円 

十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が

老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条

の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円) 

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(そ

の控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円) 

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控

除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円) 

十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項

に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合

計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の

納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているも

のを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 前年の合計所得金額が九十万円以下である配偶者 三十三万円 

(2) 前年の合計所得金額が九十万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の

前年の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍

の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当

該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額 

(3) 前年の合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円 

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者の

イ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額

(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) 

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ
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(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当

該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) 

十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三

第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定

扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第九項及び第三百十四条の

六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十

歳以上の者をいう。第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円) 

2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金

額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。 

3 所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養

親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者

に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。 

4 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該

納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況とし

ている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第

一項第六号の金額は、五十三万円とする。 

5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、か

つ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居

直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。 

6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保

険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。 

7 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療

費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除す

べき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、

同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第四項の規定により控除

すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号及び第三項の規定により控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、

第一項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配

偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第五項

の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。 

8 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧

個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保

険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。 
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一 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当

該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共

済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給

付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受

けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認

可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次

号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全て

をその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの 

イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結

した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満た

ない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等

がこの法律の施行地外において締結したものを除く。) 

ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保

険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のう

ち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの 

ハ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期

間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する

共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一

定額の保険金等が支払われるもの 

ニ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金

に関する契約で政令で定めるもの 

二 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締

結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約

若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に

基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族

とするもの 

イ 前号イに掲げる契約 

ロ 旧簡易生命保険契約 

ハ 生命共済契約等 

ニ 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損

害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他こ

れらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身

体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損
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害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医

療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 

ホ 前号ニに掲げる規約又は契約 

三 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した

当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に

附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛

金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの 

イ 前号ニに掲げる契約 

ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約

又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するも

のその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 

四 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を

給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失

効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)

又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの 

イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存し

ている場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。 

ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行う

ものであること。 

ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日

以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期

に行うものであることその他の政令で定める要件 

五 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約

(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)の

うち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの 

六 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有

する一の保険契約若しくは共済に係る契約 

イ 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結

した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を填補するもの(第二号ニに掲げる

もの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。) 

ロ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済

に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 

9 第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第三項の規定に
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該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項

の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同

一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規

定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他

の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途に

おいてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者

の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合には、その親族がその所得割の納税義務者の第二

百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死

亡の時の現況によるものとする。 

10 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について

準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初

日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第

十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前

年の」と読み替えるものとする。 

11 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけ

るその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配

偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。 

12 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険

料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、

かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。 

13 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必

要な事項は、政令で定める。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・

昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一

九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法

五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二

法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平

六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・

平一三法八(平一三法九四)・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・

平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・

平三一法二・一部改正) 

(所得割の税率) 
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第三百十四条の三 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分

の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条

の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)の標準税率によつて定める

率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。 

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定に

よる控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四八法二三・昭五五法一〇・

昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平三法七・平六法一一一・平九法九・平一〇法二七・平

一八法七・平二九法二・一部改正) 

(法人税割の税率) 

第三百十四条の四 法人税割の標準税率は、百分の六とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、

百分の八・四を超えることができない。 

2 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する

法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規

定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。 

(平一八法七・全改、平二二法四・平二六法四・平二八法一三・一部改正) 

第三百十四条の五 削除 

(昭六三法一一〇) 

(調整控除) 

第三百十四条の六 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割

の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 

一 当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所

得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げ

る金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、

百分の四)に相当する金額 

イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表

の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害

者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同

居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養

親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一

人につき一万円 

(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該

特別障害者一人につき十万円 

(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は

扶養親族を有する所得割の納税義務者 

当該同居特別障害者一人につき二十二万円 
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(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)

に掲げる者を除く。) 

一万円 

(4) 第二百九十二条第一項第十一号に規定する

寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族で

ある子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五

百万円以下である所得割の納税義務者 

五万円 

(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円 

(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務

者 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納

税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を

超え九百五十万円以下である場合には四万円、

当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百

五十万円を超え千万円以下である場合には二

万円) 

(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者

である場合 十万円(当該納税義務者の前年の

合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円

以下である場合には六万円、当該納税義務者の

前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千

万円以下である場合には三万円) 

(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第

一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計

所得金額が四十五万円未満である者に限る。)

で控除対象配偶者に該当しないものを有する

所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定

する所得割の納税義務者として同号の規定の

適用を受けているものを除き、前年の合計所得

金額が千万円以下であるものに限る。) 

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納

税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を

超え九百五十万円以下である場合には四万円、

当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百

五十万円を超え千万円以下である場合には二

万円) 

(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万

円以上四十五万円未満である場合 三万円(当

該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万

円を超え九百五十万円以下である場合には二

万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が

九百五十万円を超え千万円以下である場合に

は一万円) 

(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控
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扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 除対象扶養親族一人につき五万円 

(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族であ

る場合 当該特定扶養親族一人につき十八万

円 

(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族であ

る場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 

(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する

所得割の納税義務者 

当該老人扶養親族一人につき十三万円 

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額 

二 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控

除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額 

イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る

同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額 

(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・一部改正) 

(寄附金税額控除) 

第三百十四条の七 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の

合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額

を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当

該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年

中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百

分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額

を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を

超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務

者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶ

と認められるものを除く。) 

二 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日

現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金

(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部に

おいて収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの 
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三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみな

されるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関す

る寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条

例で定めるもの 

四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特

定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活

動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定め

るもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。) 

2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)

であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府

県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物

品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供す

る場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するもの

をいう。 

一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大

臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の

三十に相当する金額以下であること。 

二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務

その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。 

3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定

めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項

に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。 

4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定

を受けることができない。 

5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告

を求めることができる。 

6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、

又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。 

7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」とい

う。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 

8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若し

くは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

9 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」と
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いう。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領

した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。 

10 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 

11 第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額の

うち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の

五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が

当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金

額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。 

一 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金

額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げ

る金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除

後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

百九十五万円以下の金額 百分の八十五 

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十 

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十 

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七 

九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七 

千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の五十 

四千万円を超える金額 百分の四十五 

二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に

規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得

金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十 

三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合

であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる

場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、

当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合) 

イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の

表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

12 第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条
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において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに

行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明

らかにしなければならない。 

13 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け

入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金

の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならな

い。 

14 市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のため

に必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告

又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。 

(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

(外国税額控除) 

第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得

割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第

五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、

同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この

条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第

九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の

限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度と

して、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の

三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・

昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一五法九・平一八法七・一部改正、平二〇法二一・旧第三百十四条

の七繰下・一部改正、平二六法四・一部改正) 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 

第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書に記

載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定

により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の

規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を

乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。 

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、
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市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付

し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若し

くは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。 

3 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額が

あるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。 

(平一五法九・追加、平一八法七・一部改正、平二〇法二一・旧第三百十四条の八繰下・一部改正、平

二九法二・一部改正) 

(所得の計算) 

第三百十五条 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号

に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定

するものとする。 

一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更

正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額

を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少で

あると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。 

二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その

調査に基づいて算定する。 

(昭三六法七四・全改、昭三七法六七・昭四一法四〇・一部改正) 

第三百十六条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該

市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、

その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、

所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算し

たところに基づいて、市町村民税を課することができる。 

(昭二七法二六二・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・

一部改正) 

(市町村による所得の計算の通知) 

第三百十七条 市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税

を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市

町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。 

(昭三六法七四・昭四一法四〇・一部改正) 

第三款 申告義務 

(昭三六法七四・追加) 
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(市町村民税の申告等) 

第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければなら

ない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有す

る給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下

この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会

保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に

係るものを除く。)若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利

活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利

活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除す

べき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所

得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。 

一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 

二 青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算

入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項 

三 第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項 

四 第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項 

五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額の控除に関する事項 

六 寄附金税額控除額の控除に関する事項 

七 扶養親族に関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項 

2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十

一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これ

らの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させ
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ることができる。 

3 第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提

出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する

純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除

を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項

を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前

年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができ

る。 

5 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分

に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定め

るところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の

市町村長に提出しなければならない。 

6 第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受

けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に

掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。 

7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるとこ

ろにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規

定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項

ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができ

るものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。 

8 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるとこ

ろにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋

敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。 

9 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるとこ

ろにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、

代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の

所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。 

(昭三六法七四・追加、昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭

四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平

一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・
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平二三法七〇・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二(令二法五)・一部改正) 

第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七

号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、

本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告

書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。 

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各

号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項

までの規定による申告書に記載されたものとみなす。 

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、

市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。 

(昭四二法二五・全改・一部改正、昭四四法一六・平一一法一六〇・一部改正) 

(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書) 

第三百十七条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定す

る給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

一 当該給与支払者の氏名又は名称 

二 扶養親族の氏名 

三 その他総務省令で定める事項 

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項につい

て異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当

該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたと

きは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九

十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四

項において同じ。)により提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申

告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」
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と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書) 

第三百十七条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一

号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受

給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等

の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

一 当該公的年金等支払者の名称 

二 扶養親族の氏名 

三 その他総務省令で定める事項 

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事

項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。 

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二

百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申

告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪) 

第三百十七条の四 第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をし

て提出した者又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
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2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ

の法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭三六法七四・追加、昭四二法二五・平二〇法二一・平二三法八三・平三一法二・一部改正) 

(市町村民税に係る不申告に関する過料) 

第三百十七条の五 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により

提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申

告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条

例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭三六法七四・追加、昭三七法一六一・昭四二法二五・平二三法八三・平三一法二・一部改正) 

(給与支払報告書等の提出義務) 

第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定

により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与

の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を

受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該

市町村の長に提出しなければならない。 

2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支

払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつた

ものがある場合には、同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市

町村長に提出しなければならない。 

3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により

所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたもの

がある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定

めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日

の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受

けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の

長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をす

る者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。 

4 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の
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二の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、

当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項

を当該公的年金等の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金

等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 

5 第一項又は第三項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限

の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四

第一項の規定の適用を受けるものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべ

きものとされるこれらの規定に規定する事項(第二号及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。)

を次に掲げる方法のいずれかにより第一項又は第三項に規定する市町村の長に提供しなければならない。 

一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地

方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以

下この節において「機構」という。)を経由して行う方法 

二 当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク、磁気テープその他の

総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法 

6 第四項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期

限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の

四第一項の規定の適用を受けるものは、第四項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべき

ものとされる同項に規定する事項(第二号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、

第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいず

れかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかによ

り、第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。 

一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行

う方法 

二 当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する

方法 

三 第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法 

7 第一項、第三項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項にお

いて「報告書」という。)を提出すべき者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、政令で定めるところに

より第一項、第三項若しくは第四項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出す

べき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前二項の規定に基づき給与支払報告書

記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を記録した光デ

ィスク等を提出した場合には、その者が提出すべき報告書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて

当該報告書の提出に代えることができる。 
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8 第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出

については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の

二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規

定を適用する。 

9 第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の

提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三百二十一条の四第九項

及び第三百二十一条の八第四十五項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第五項又は第

六項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。 

(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四四法一六・昭六二法九四・平一一法一六〇・平一七法五・

平二四法一七・平三〇法三・一部改正) 

(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪) 

第三百十七条の七 前条第一項から第四項までの規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的

年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払

報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合におい

ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭三六法七四・追加、昭六二法九四・平二三法八三・平二四法一七・一部改正) 

第四款 賦課及び徴収 

(個人の市町村民税の賦課期日) 

第三百十八条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

(昭二六法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正) 

(個人の市町村民税の徴収の方法等) 

第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若し

くは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場

合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 

2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課

し、及び徴収するものとする。 

(昭二六法九五・全改、昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭四一法四〇・平二〇法二一・一部改正) 

(個人の市町村民税の普通徴収の手続) 

第三百十九条の二 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付
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する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴

収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)

並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の

年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。 

2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものに

は、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年

金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこと

となつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の

七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴

収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収され

るものであることを併せて記載しなければならない。 

3 第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭二六法九五・追加、昭二八法二〇二・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・平二〇法二一・一部改正) 

(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期) 

第三百二十条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該

個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条

例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 

(昭二六法九五・全改、昭二八法二〇二・昭三〇法一一二・昭四五法二四・一部改正) 

(個人の市町村民税の納期前の納付) 

第三百二十一条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付

額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額

の税金をあわせて納付することができる。 

2 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を

納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することが

できる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。 

3 前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未

満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえる

ことができない。 

(昭二六法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・一部改正) 

(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収) 

第三百二十一条の二 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義

務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五

条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第三百十五
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条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合

を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納

期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。 

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た

額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項に

おいて同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税

通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間に

ついては、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければな

らない。 

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所

得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきこと

を予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次

項において「特定修正申告書」という。)を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不

正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係

る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除

く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課

した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る

納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。 

4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付

すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において

「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、こ

れに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因

して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、

その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除し

た金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項

において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税

額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期

間から控除する。 

一 第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられ

た日までの期間 

二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基

づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更

した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

469 

 

5 市町村長は、納税者が第一項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認

める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二六法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四一法四〇・

昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法一三・平二八法一三・一部改正) 

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 

第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の

初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払

を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく

困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合において

は、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得

者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特

別徴収の方法によらないことができる。 

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、

市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の

規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して

特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の

所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 

3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収す

ることとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特

別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から

給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申

出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収

すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴

収の方法により徴収するものとする。 

4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において

第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である

場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び

公的年金等に係る所得以外」とする。 

(昭三〇法一一二・全改、昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭四五法二四・平二〇法二一・

平二二法四・一部改正) 

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 

第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとす
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る場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給

与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納

付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならな

い。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべ

き給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法に

よつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定に

より読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所

得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七ま

でにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第九

項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなけ

ればならない。 

2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通

知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。 

3 第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつた

ことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定によ

る通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次

条第一項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る

特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。 

4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当

該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならな

い。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額を

これらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日まで

の間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする

者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある

者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を

受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月

三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除し

た金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させ

るものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与

の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が
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認めるときは、この限りでない。 

6 第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。 

7 市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場合には、第一項後段(前

項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、

通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経

由して行う方法により当該特別徴収義務者に提供することができる。 

8 前項の規定により行われた通知事項の提供については、第一項後段の規定による通知があつたものとみなし

て、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。 

9 第七項の規定により行われた通知事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた上で、同項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当

該記録に関する事項が同項に規定する特別徴収義務者に到達した時に当該特別徴収義務者に到達したものと

みなす。 

(昭二六法九五・追加、昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三六法七

四・昭四一法四〇・昭四四法一六・昭四五法二四・平二〇法二一・平二二法四・平二八法一三・平三〇

法三・一部改正) 

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 

第三百二十一条の五 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項に

おいて準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特

別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当

該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の

月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際

毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通

知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所

得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月

の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の

市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が

発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収

すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。)は、これを徴収して納入す

る義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間に

おいて発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を

特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年

の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一
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日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあると

きに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給

与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該

給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当

該市町村に納入しなければならない。 

3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないことと

なつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その

他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければなら

ない。 

4 前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、

当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市

町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴

収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。 

5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用につい

ては、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交

付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。 

(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法

一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭四一法八・昭四三法四・昭四四法一六・昭

四五法二四・昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法一

〇二・平二〇法二一・平二八法一三・一部改正) 

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例) 

第三百二十一条の五の二 第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずる

もので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項に

おいて「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合

には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属す

る期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与

について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各

期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により

徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。 

2 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特

例に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四二法二五・追加、昭四四法一六・昭四六法一一・平二〇法二一・一部改正) 

(給与所得に係る特別徴収税額の変更) 
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第三百二十一条の六 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後

段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与

所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに

当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に

通知しなければならない。 

2 前項の場合においては、第三百二十一条の四第七項から第九項までの規定を準用する。この場合において、

同条第八項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読

み替えるものとする。 

3 特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴

収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければ

ならない。 

(昭二六法九五・追加、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭四五法二四・平二〇法二一・平二八法一三・

平三〇法三・一部改正) 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) 

第三百二十一条の七 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る

特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて

徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日

以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に

到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。 

2 前条第一項の規定によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者につい

て、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)に

おいては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならな

い。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によ

つてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条

の二の規定の適用はないものとする。 

(昭二六法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三四法一四九・平二〇法二一・一部改正) 

(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 

第三百二十一条の七の二 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金そ

の他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であ

つて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であ

つて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

474 

 

収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この

節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人

の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する

場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額

(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。

以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌

年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方

法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の

事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないこと

ができる。 

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的

年金等に係る所得以外の所得がある場合(第三百二十一条の三第四項の規定により読み替えて適用される同条

第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外

の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴

収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。 

3 市町村は、第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金

所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収

税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二七法二・一部改正) 

(年金保険者による市町村長に対する通知) 

第三百二十一条の七の三 当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受

けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の十一までにお

いて「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において

当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該

老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金

給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二五法二八・平三〇法三・一部改正) 

(年金保険者の特別徴収義務) 

第三百二十一条の七の四 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金

所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得

割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節にお



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

475 

 

いて同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義

務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。 

2 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるとき

は、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)

について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。 

(平二〇法二一・追加) 

(年金所得に係る特別徴収税額の通知等) 

第三百二十一条の七の五 市町村長は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により年金所得に係る特別徴収税

額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法

によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴

収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第三百二十条の各納期限のう

ち最初の納期限の十日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに

通知しなければならない。 

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、

年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間にお

ける当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 

(平二〇法二一・追加、平二五法三・平三〇法三・一部改正) 

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務) 

第三百二十一条の七の六 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係

る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間におい

て特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村

に納入する義務を負う。 

(平二〇法二一・追加) 

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等) 

第三百二十一条の七の七 年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けな

いこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべ

き年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。 

2 市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当

該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省

令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならな

い。 

3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

476 

 

収税額を徴収して納入する義務を負わない。 

4 第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金

所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事

項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平三〇法三・一部改正) 

(年金所得に係る仮特別徴収税額等) 

第三百二十一条の七の八 市町村は、前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対

象年金給付の支払の際、第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定す

る支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の

初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者

の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税

額(当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴

収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対

象年金所得者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場

合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数

があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。次条から第三百

二十一条の七の十二までにおいて同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間にお

いて特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。 

2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた

特別徴収対象年金所得者については、第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用がある場合における第三百

十九条の二第一項及び第二項、第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の四から

前条までの規定の適用にあつては、第三百二十一条の七の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、

「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第

三項の規定は、適用しない。 

3 第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合

において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、

第三百二十一条の七の四第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第

一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」

とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第三百二十一条の七

の五第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「支払回

数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第三百二十条の各納期限のうち最初の納

期限の十日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の三月三十一日」と、「七月三十一日」とあるのは「一
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月三十一日」と、同条第二項及び第三百二十一条の七の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回

数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属す

る年の九月三十日」と、前条第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の

八第一項」と読み替えるものとする。 

4 市町村長は、前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年

金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る

第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞ

れ併せて行うことができる。 

(平二〇法二一・追加、平二五法三・平三〇法三・一部改正) 

(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い) 

第三百二十一条の七の九 市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に

住所を有しない場合には、第三百二十一条の七の二の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金

所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。 

2 前項の場合において、市町村は、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条

第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第三

百二十条の納期のうち当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に到来するも

のにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 

3 市町村長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第三項において読み替えて準用する第三百二十一

条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、

当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の一月一日において当該市町村の区域内に住所を有しないとき

は、前条第一項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別

徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通

知しなければならない。 

(平二五法三・追加、平三〇法三・一部改正) 

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 

第三百二十一条の七の十 第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を第三百二十一条の七の八

第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととな

つた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する

第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期が

ない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。 

2 第三百二十一条の七の七第三項(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)

の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴
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収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収す

べき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る

税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によ

つてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条

の二の規定の適用はないものとする。 

(平二〇法二一・追加、平二五法三・旧第三百二十一条の七の九繰下・一部改正) 

(市町村長と年金保険者との間における通知の方法) 

第三百二十一条の七の十一 市町村長は、第三百二十一条の七の三、第三百二十一条の七の七第四項(第三百二十

一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長

に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。 

2 市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を第三百二十

一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の七の九第三項その他政令で定める規定

に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うも

のとする。 

(平三〇法三・追加) 

(政令への委任) 

第三百二十一条の七の十二 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得

者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金

等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村

民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二五法三・旧第三百二十一条の七の十繰下・一部改正、平三〇法三・旧第三

百二十一条の七の十一繰下) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 

第三百二十一条の七の十三 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定す

る租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立

て(租税特別措置法第四十条の三の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立

てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」

という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)

の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約

相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあ
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つた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、市町

村長は、これらの申立てに係る同法第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項にお

いて準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに

係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づ

いて課された市町村民税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第三百二十九

条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁

長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係

る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて市町村民税を課した日(当該合意がない場合その他の政令

で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期

間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時にお

いて当該市町村民税額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、そ

の猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなけ

ればならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合

又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消す

ことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る市町

村民税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必

要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る市町村民税額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村

長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でない

と認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした市町村民税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請

が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する

部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生

じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。 
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6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二七法二(平二八法一三)・追加、平二九法二・平二八法一三・一部改正、平三〇法三・旧第三百二十

一条の七の十二繰下) 

(個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 

第三百二十一条の七の十四 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限

ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第四

十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令

で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければな

らない。 

2 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その

他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれ

らの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。 

3 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたとき

は、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の

基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在

地の市町村長に通知しなければならない。 

(平二七法二(平二八法一三)・追加、平二八法一三・平二九法二・一部改正、平三〇法三・旧第三百二十

一条の七の十三繰下) 

(法人の市町村民税の申告納付) 

第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下こ

の節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。

以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四

条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は

第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期

限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税

割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四

十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る

申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」とい

う。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定める

ところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基

準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係
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る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四

十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必

要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課

税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額に

あつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六

月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市

町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定してい

るものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第

一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町

村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当

該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等

割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出

があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所

在の市町村に納付しなければならない。 

2 連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)

に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連

結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係

る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する

連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事

業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以

下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新

たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度

を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、

当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として

政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法

人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において

「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結

事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及び

その申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法

人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準とし

て政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法

人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額が

ない場合は、この限りでない。 
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3 前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項にお

いて同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場

合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額

及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申

告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村

民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。 

4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該

法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節

において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下こ

の節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告

書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八

十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係

る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告

書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節にお

いて同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民

税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除し

た額)を納付しなければならない。 

5 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業

年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事

業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同

じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の

規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び

第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入された

もの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八

条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以

前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの

及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同

じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわ

らず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標
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準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税

額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第

四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項

の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該

個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度

として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前

事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控

除されなかつた額に限る。 

6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同

項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用

前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)におけ

る次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 

一 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人と

の間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率 

二 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等

(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係が

ある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率 

7 第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人を

いう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)

とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配

関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある

他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合

において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」と

いう。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事

業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用

前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別

帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた

ものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結

事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村

民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき

法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において

同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整

額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

484 

 

残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき

法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」

という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財

産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度

等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年

度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において

「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出

資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該

他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る

前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始

の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合

併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。 

8 第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該

法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別

帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最

初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法

人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出

している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつ

き同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申

告書を提出している場合)に限り、適用する。 

9 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結

事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別

控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項か

ら第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業

年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二

十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算

定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属

法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第

四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一

項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除
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した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合に

は、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合にお

いて、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額

又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。 

10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人

で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下こ

の項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控

除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含

む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令

で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該

被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又

は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下

この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連

結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以

下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規

定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等

が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有す

る自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資

の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開

始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した

当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業

年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。 

11 第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額と

みなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出し

ている場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用

する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している

場合)に限り、適用する。 

12 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、

第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四

条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一

項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係
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がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八

十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十

年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含

む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定に

より法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標

準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 

一 法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二

十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法

人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条

の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九

項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は

当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令

で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内

国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人

税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額

について控除されなかつた額に限る。 

二 法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法

人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割

の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額につい

て租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定に

より加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以

下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」とい

う。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前

事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。 

三 法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法

人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割

の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額につい

て租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定に

より加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以

下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」とい

う。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、

前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。 
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13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人

で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第

八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事

業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条

又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又

は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属

する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内

国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の

恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額

(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人

の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該

法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の

日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別

帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があると

きは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌

日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後

の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合

には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式

又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は

金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属

する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合

併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度

又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。 

二 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合

には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式

又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は

金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定

により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する

当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事
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業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒

久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部

分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年

度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併

法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)

に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。 

14 第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る

控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により

当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税

額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎

となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合

(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控

除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものに

つき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の

確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。 

15 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第

一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定

により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連

結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連

結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超え

ることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七

項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事

業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、

第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法

人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五

項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、

第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政

令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻

税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するも

のとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割

の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。 

16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人
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で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格

合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税

法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」とい

う。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額

(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰

属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度につい

て法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合におけ

る当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又

は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準と

すべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属

還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は

当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等

事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内

連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個

別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の

総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金

額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結

事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連

結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業

年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。 

17 第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属

還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続

して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付

税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続

して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。 

18 第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、

まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。 

19 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中

の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等

所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。 

20 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八

十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した
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市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基

づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づい

て計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若

しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間

納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金

額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方

団体の徴収金に充当するものとする。 

21 第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後

段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十

一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定に

よつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。 

22 第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百

二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次

項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正

若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第

二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加

した市町村民税額を納付しなければならない。 

一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべ

きものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。 

二 先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更

正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。 

23 第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定

の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下

この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又

は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当すること

となつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当

該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定に

よつて申告納付しなければならない。 

24 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第

十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結

事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第

四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び
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同条第十一項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は

同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第

五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当

該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るもの

を除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。 

25 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及

び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又

は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条

の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定

する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税

割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得

地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定

めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予

定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除するものとする。 

26 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税

若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げ

る国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)

を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同

法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地

方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で

定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額

で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、

政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを

除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)

から控除するものとする。 

27 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一

条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連

結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開

始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法

人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度

を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額
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に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合に

おいて、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法

人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により

控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年

度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の

当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものであ

る場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除す

るものとする。 

28 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は

第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百

二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第

五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施

に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた

日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び

第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当

該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業

年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併

の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しく

は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の

二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を

課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の

算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限

る。)から順次控除するものとする。 

29 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は

第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額

に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条

又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰

属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当

該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、

第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る

租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年
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以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合

の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人

税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税

額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人

税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税

標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)

に限る。)から順次控除するものとする。 

30 第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る

事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合

又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年

度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合におい

て、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市

町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二

十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税

条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみな

して、前二項の規定を適用する。 

31 前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二

十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前

項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。

この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とす

る適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人

を被合併法人とする」と読み替えるものとする。 

32 第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項にお

いて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定に

よる控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十

九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。 

33 市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係

る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及

び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正

に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金

額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、

第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある
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場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた

法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。 

34 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事

業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされた

ものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年

を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日

から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日ま

での間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到

来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合に

は、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係

る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があ

つた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装

経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定

により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当す

るものとする。 

一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書

の提出期限 

二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人

の市町村民税の確定申告書の提出期限 

三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市

町村民税の確定申告書の提出期限 

四 普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと 

その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限 

35 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に

掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理

法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により

控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。 

一 更生手続開始の決定があつたこと。 

二 再生手続開始の決定があつたこと。 

三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 

36 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その

計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 

37 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、
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その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を

還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通

知するものとする。 

38 第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によ

りみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれ

らの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定

の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収

金に充当するものとする。 

39 法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する

義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又は

その連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一

項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、

当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について

申告納付をすることを要しない。 

40 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び

第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同

法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、

同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該

法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税

額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用

することができる。 

41 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第

八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該

法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規

定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰

属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結

法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定

を適用することができる。 

42 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定

により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又

は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている

書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

496 

 

村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にか

かわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第

四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されてい

る事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処

理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならな

い。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気

テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。 

43 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。 

一 納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在におけ

る資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 

二 保険業法に規定する相互会社 

三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。) 

四 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。) 

44 第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、

又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに

基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。 

45 第四十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみ

なす。 

46 第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出する

ことができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町

村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項まで

の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納

税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第

一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合

を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税

申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合に

おける当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期

間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定によ

り指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指

定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。 
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47 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同

項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で

定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定に

よる申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申

告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書

の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始

の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。 

48 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認める

ときは、その申請を却下することができる。 

49 市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は

前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならな

い。 

50 第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定

を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その

日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があ

つたものと、それぞれみなす。 

51 市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。 

52 市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなけれ

ばならない。 

53 第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受け

ることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しな

ければならない。 

54 第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があ

つたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二

項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項

前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

55 第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十

五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分が

あつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十

二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

56 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組
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織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難である

と認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期

間を指定することができる。 

57 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構

に通知しなければならない。 

58 前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定によ

り指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。 

59 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控

除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法

八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・

昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二

三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平

五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平

一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平

一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・

平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三(平三一法二)・平三一

法二・令二法五・一部改正) 

(更正の請求の特例) 

第三百二十一条の八の二 前条第一項、第二項、第四項又は第二十二項の申告書を提出した法人は、当該申告書

に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第二項又

は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係

がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受

けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人

税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定め

るところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、更正の請

求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規

定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。 

(昭四四法一六・追加、昭六二法九四・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平二二法四・平

二三法一一五・平二五法三・一部改正) 

(法人の市町村民税に係る故意不申告の罪) 

第三百二十一条の八の三 正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定

による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格
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のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその

違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除

することができる。 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又

は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為

につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の

規定を準用する。 

(平二三法八三・追加) 

(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪) 

第三百二十一条の九 第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に

係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一

項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)

を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第二十二項の申告書に

虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、

使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合にお

いては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二六法九五・追加、昭三〇法一一二・昭四〇法三五・昭四四法一六・昭六二法九四・平一三法八・

平一四法八〇・平二二法四・平二三法八三・平二六法四・一部改正) 

第三百二十一条の十 削除 

(昭二九法九五) 

(法人の市町村民税の更正及び決定) 

第三百二十一条の十一 市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当

該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がそ

の調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法

人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の

規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確

定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算

定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申

告に係る連結法人の法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見した

とき、第三百二十一条の十四の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる
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従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又

は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、こ

れを更正するものとする。 

2 市町村長は、納税者が第三百二十一条の八第一項、第四項又は第十九項の規定による申告書を提出しなかつ

た場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定

法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。 

3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該

更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法

人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なること

を発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、

又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発

見したときは、これを更正するものとする。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知

しなければならない。 

5 第三百二十一条の八第二十項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した市町村

民税額が、当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準

用する。 

(昭二六法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・

昭四一法四〇・昭四三法四・昭六二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一九法四・

平二〇法二一・平二二法四・一部改正) 

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 

第三百二十一条の十一の二 市町村長は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項及

び次条第一項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て

(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用

がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しく

は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約

に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定す

る協議(以下この項及び次条第一項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立

てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六

十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係

る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて

第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に

基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正
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若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条

の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、

当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第

二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定により更正を

した場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)

の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶

予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町

村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 

2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、そ

の猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなけ

ればならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合

又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消す

ことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税

割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長が

やむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が

同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期

限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべ

き事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除を

しないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八
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法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 

(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 

第三百二十一条の十一の三 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の

条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一

項又は第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての

対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子

法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八

十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定

に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る

個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第

三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額

に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定により更

正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百

二十一条の八第二十三項又は次条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日

又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間

の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づ

いて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があ

つた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日ま

での期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、

当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納

がある場合は、この限りでない。 

2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、そ

の猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなけ

ればならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合

又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 

3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定

は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一

項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。 

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消す

ことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 

一 第一項の申立てを取り下げたとき、又は当該申立てが取り下げられたとき。 

二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税

割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 
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三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要

な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。 

四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長が

やむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 

五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと

認められるとき。 

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が

同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期

限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべ

き事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除を

しないことができる。 

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二三法一一五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八

法八六)・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第三百二十一条の十二 市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又

は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をい

う。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、こ

れを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同

条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項、第二項又は第四項の納

期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌

日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二

十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前

に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正

の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係

る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項に規定する申

告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人

若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若

しくは決定を受けたこと。次項第二号において同じ。)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提
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出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 

4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。

以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市町村民税について第三百二十

一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)

が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものと

して政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつ

たときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税

額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付

すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納

期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の

通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる

更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をし

た日)までの期間 

5 市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定

による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免するこ

とができる。 

(昭二六法九五・追加、昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三五法五六・昭三六法七四・

昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法

四・昭四五法一三・昭六二法九四・平一三法八・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二八法

一三・平二九法二・一部改正) 

(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付) 

第三百二十一条の十三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十

一条の八第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定によ

つて法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係市町

村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加

算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提
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出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。 

2 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準

の算定期間(以下この項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所に

ついて、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分し

て行うものとする。 

3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に

満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。 

一 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に

当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の

割合を乗じて得た数 

二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在

における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中に

おいて所在していた月数の割合を乗じて得た数 

三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事

業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除

して得た数 

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な

事項は、総務省令で定める。 

(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法

八一・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭六二法九四・

平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平二二法四・一部改正) 

(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又

は決定) 

第三百二十一条の十四 前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、

当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従

業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)

においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。 

2 前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項

後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の

分割の基準となる従業者数を決定するものとする。 

3 第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定

をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正す
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るものとする。 

4 前条又は前三項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の

基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属

法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第一項の市町村長に対し、その修正を請求しなければ

ならない。 

5 第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に、前条又

は第一項、第二項若しくは第三項の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人

税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこ

れを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。 

6 第一項の市町村長は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税

額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正

する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しな

ければならない。 

(昭二六法九五・追加、昭三六法七四・昭四一法四〇・平一四法八〇・一部改正) 

(関係市町村長に不服がある場合の措置) 

第三百二十一条の十五 前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道

府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることがで

きる。 

2 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、

その決定をしなければならない。 

3 道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該

納税者に通知しなければならない。 

4 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に総

務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 

5 第三項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その

発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到

達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。 

6 第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項

の期間に算入しない。 

7 総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならな

い。 

8 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知し

なければならない。 
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9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

10 第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める

市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 

(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭四一法四〇・平一一法

一六〇・平一四法一〇〇・一部改正) 

第三百二十二条 削除 

(昭三八法八〇) 

(市町村民税の減免) 

第三百二十三条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認め

る者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定

めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。 

(昭二六法九五・昭三八法九九・一部改正) 

(市町村民税の脱税に関する罪) 

第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載さ

れるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規

定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事

項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十

四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第

一項の申告又はこれに係る同条第二十二項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部

又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第

三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入

金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

4 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にか

かわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提

出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は

第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告

書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは
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五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

6 前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

当該各項の罰金刑を科する。 

8 前項の規定により第一項、第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時

効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

9 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四

六法一一・昭五六法一五・昭六二法九四・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・

平二六法四・平三一法二・一部改正) 

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等) 

第三百二十五条 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政

府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類又は政府がし

た更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町

村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(昭二六法九五・平一四法八〇・平一八法五三・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金) 

第三百二十六条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条

の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第二十二項に規定

する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一

条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一

条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三

百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、

その納期限(第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る

同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納

期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間につ

いては、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入し

なければならない。 
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一 第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十

一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当

該納期限の翌日から一月を経過する日 

二 第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるもの

を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日 

三 第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書でその提出期限後に提出した

ものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 

四 第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同

条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申

告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日 

2 前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を

提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経

過する日後に同条第二十二項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を

免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告

書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二

十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提

出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

3 第一項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」

という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第

十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申

告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下こ

の項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正

申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達する

までの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽そ

の他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正

があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、

第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納

期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを

除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書

を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提
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出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間 

4 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を

納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することがで

きる。 

(昭二六法九五・全改、昭二六法二六九・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法

八一・昭三四法一四九・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・

昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法一三・昭四六法一一・一部改正、昭五〇法一八・

旧第三百二十七条繰上・一部改正、昭五九法七・昭六二法九四・平一三法八・平一四法八〇・平二〇法

二一・平二二法四・平二八法一三・平二九法二・一部改正) 

(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 

第三百二十七条 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法

人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人

税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期

間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなけ

ればならない。 

2 第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人について

された当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる

期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三

百二十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合に

は、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一

第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他

政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以

後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替え

るものとする。 

4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八

十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子

法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るもの
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の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人

税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税

額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長

された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

5 第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人について

された当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる

期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三

百二十七条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場

合には、同日)から同条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

6 前条第三項の規定は、第四項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一

第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他

政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌

日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。 

(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平二六法四・平三〇法三・一部改正) 

第五款 退職所得の課税の特例 

(昭四一法四〇・追加) 

(退職所得の課税の特例) 

第三百二十八条 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得

税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係

る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る

所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の

一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。 

(昭四一法四〇・追加、昭六三法一一〇・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の課税標準) 

第三百二十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。 

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。 

(昭四一法四〇・追加) 

(分離課税に係る所得割の税率) 
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第三百二十八条の三 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。 

(平一八法七・全改) 

(分離課税に係る所得割の徴収) 

第三百二十八条の四 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければなら

ない。 

(昭四一法四〇・追加) 

(特別徴収の手続) 

第三百二十八条の五 市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しよ

うとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村に

おいて退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに

徴収させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴

収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課

税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納

入金を当該市町村に納入する義務を負う。 

3 第三百二十一条の五第四項及び第五項並びに第三百二十一条の五の二の規定は、前項の規定により同項の納

入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三百二十一条の五の二第一項中「支払つた給与」

とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第一項」とあるのは「第

三百二十八条の五第二項」と読み替えるものとする。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・昭四四法一六・平一一法一六〇・平一七法一〇二・一部改正) 

(特別徴収税額) 

第三百二十八条の六 前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条、次条第二項及び第三百

二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払う

べきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」

という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三

百二十八条の三の規定を適用して計算した税額 

二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載が

ある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三

百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当

等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残

額に相当する税額 
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2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第

二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十

八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。 

3 第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二

項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を

支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。 

4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正) 

(退職所得申告書) 

第三百二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した

申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日

現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済

みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当

等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。 

一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称 

二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職

手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第

二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額 

三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数 

四 その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはそ

の該当する事実 

五 その他総務省令で定める事項 

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・一部改正) 

(退職所得申告書の不提出に関する過料) 

第三百二十八条の八 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提

出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けること

ができる。 

(昭四一法四〇・追加、平二三法八三・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の更正又は決定) 

第三百二十八条の九 市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款にお

いて「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその
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調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 

2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき

課税標準額及び税額を決定するものとする。 

3 市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査

によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通

知しなければならない。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収) 

第三百二十八条の十 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更

正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第三百二十八条の十二及び第三

百二十九条第一項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限と

して、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合には、その不足金額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一

条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の

日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで

の期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなけ

ればならない。 

3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があ

ると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第三百二十八条の十一 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提

出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)

において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前

の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当

該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金

額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、そ

の更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについ

て正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る

所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決

若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除し

た金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該
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納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相

当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分

の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならな

い。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により

納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければなら

ない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる

場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があ

つた場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定に

よる更正があつた場合 

三 第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた

場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項

までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又

は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これら

により減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるとき

は、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超

える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、

当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町

村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出

期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日

の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出

期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市

町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加

算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不

申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入す

べき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

516 

 

5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係

る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申

告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の

割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定により徴収すべき不申告

加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭四一法四〇・追加、昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七

法二・平二八法一三・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金) 

第三百二十八条の十二 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎

となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入

申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加

算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の

四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から

第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に

係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これ

らの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する

計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となる

べき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由

があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しな

い。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを
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特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭四一法四〇・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の普通徴収) 

第三百二十八条の十三 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に

規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中におけ

る退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が

当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係

る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直

ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一

条の二までの規定は、適用しないものとする。 

2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において

準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこ

ととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事

情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。 

4 第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付

しなければならない。 

(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(特別徴収票) 

第三百二十八条の十四 第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところによ

り、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴

収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を

受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

(昭四一法四〇・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(政令への委任) 

第三百二十八条の十五 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税

に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四一法四〇・追加) 

(脱税、虚偽記載等の罪) 

第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割

の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に
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処し、又はこれを併科する。 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴

収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者 

二 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払

を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 

3 第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定に

かかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各

項の罰金刑を科する。 

5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭四一法四〇・追加、平二三法八三・一部改正) 

第六款 督促及び滞納処分 

(昭四一法四〇・旧第五款繰下) 

(市町村民税に係る督促) 

第三百二十九条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様

とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は

決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延

長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完

納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但

し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 

2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本

文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発すること

ができない。 

3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭二六法九五・昭二六法二六九・昭三四法一四九・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四三法四・昭五

〇法一八・昭五九法七・一部改正) 
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(市町村民税に係る督促手数料) 

第三百三十条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつ

て、手数料を徴収することができる。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(市町村民税に係る滞納処分) 

第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村

民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村

民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納

しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付又は納入の催告書」とする。 

3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受

けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちに

その財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係

る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(市町村民税に係る滞納処分に関する罪) 

第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、

損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、

三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれ
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させる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合において

は、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二六法九五・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第三百三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しく

は記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合において

は、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のある

ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(昭二七法二一六・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等) 

第三百三十四条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、

及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係

る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。 

(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・旧第三百三十四条の二繰上・一部改正) 

第三百三十五条から第三百四十条まで 削除 

(平二九法二) 

第二節 固定資産税 

第一款 通則 
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(固定資産税に関する用語の意義) 

第三百四十一条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 

二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 

三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。 

四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形

減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算

上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産

以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、

自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽

自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 

五 価格 適正な時価をいう。 

六 基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数

の年度を経過したごとの年度をいう。 

七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。 

八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。 

九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課

税台帳を総称する。 

十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した

帳簿をいう。 

十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課するこ

とができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分

の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る

家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。

以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をい

う。 

十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を

課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

十四 償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三三法五四・昭三五法一四・昭三八法八〇・昭五八法五一・平一

一法一五・平一六法一二四・平二八法一三・一部改正) 
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(固定資産税の課税客体等) 

第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 

2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適

用がある場合を除き、その主たる定けい
、、

場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主

たる定けい
、、

場が不明である場合においては、定けい
、、

場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい
、、

場所在

の市町村とみなす。 

3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税

の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。 

(昭二九法九五・昭四五法二四・一部改正) 

(固定資産税の納税義務者等) 

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的で

ある土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。 

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所

有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有

者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合におい

て、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登

記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条

第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者

をいうものとする。 

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。 

4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使

用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合

において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなけれ

ばならない。 

5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定

資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、

固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、

当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

6 農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第

一項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相

続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)に

よる改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しく
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は財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定により国が収納した農地については、買収し、又

は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの

間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその

売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。 

7 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用

される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第

四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業

の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使

用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第

八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施

行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特

別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使

用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換

地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又

は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地につい

て登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土

地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は

仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日か

ら換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、

当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。 

8 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以

下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二

条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を

使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているもの

を除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、

特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法

第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地

等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干

拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用

させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道
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府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当

該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれ

らの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。 

9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に

規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償

却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として

当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、

当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。 

10 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家

屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことによ

り当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、

当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課す

ることができる。 

(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・昭三一法八一・

昭三四法九〇・昭三五法一四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四七法七八・昭五〇法一八・昭五三法

九・昭五三法八七・昭五六法一五・昭六三法四四・平元法一四・平二法六二・平四法八七・平九法五〇・

平一一法七〇・平一一法八七・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一六法一二四・

平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法三五・平二五法三・令二法五・一部改

正) 

第三百四十四条から第三百四十七条まで 削除 

(昭二六法九五) 

(固定資産税の非課税の範囲) 

第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対し

ては、固定資産税を課することができない。 

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受け

た者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 

一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産 

一の二 皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産 

二 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供

する固定資産で政令で定めるもの 

二の二から二の四まで 削除 

二の五 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定す
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る軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政

令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令

で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの 

二の六 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置 

二の七 既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立

体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走

路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設

で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの 

二の八 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画

法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道

又は跨
こ

線道路橋で、政令で定めるもの 

三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の

規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。) 

四 墓地 

五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地 

六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝 

七 保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に

供する土地で政令で定めるものを除く。) 

七の二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別

地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省

令で定めるもの 

八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、

特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美

術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷

地 

八の二 文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定める

もの 

九 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設

置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法

人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおい

て直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその

設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人

又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは
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公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固

定資産 

九の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及

び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。

以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限

る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共

済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所におい

て直接教育の用に供する固定資産 

十 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第

一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用

に供する固定資産 

十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供す

る固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。) 

十の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産 

十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する

固定資産で政令で定めるもの 

十の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規

定する障害者支援施設の用に供する固定資産 

十の七 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二

条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政

令で定めるもの 

十の八 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令

で定めるもの 

十の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規

定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産 

十の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育

事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産 

十一 第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供

する固定資産で政令で定めるもの 

十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
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十一の三 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、

経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及

び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産 

十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務

員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合

等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定

めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供す

る固定資産 

十一の五 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確

保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定め

るもの 

十一の六 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定す

る業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十二 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に

供する固定資産で政令で定めるもの 

十三 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三

条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固

定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五

条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの 

十五 削除 

十六 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、

第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第

五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十八 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項

第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十

四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政

令で定めるもの 

二十及び二十一 削除 

二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号

に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
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二十三 削除 

二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯

蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

二十五 削除 

二十六 公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的

のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋 

二十七 削除 

二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四

号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに

規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供

する固定資産で政令で定めるもの 

三十一 削除 

三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第

四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る

施設の用に供されるものとして取得した土地 

三十三 削除 

三十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法

律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産

並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの 

三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一

項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律

(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」とい

う。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の

一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅

客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの 

三十六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研

究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一

号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以

下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第

一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号
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から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項

第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)

の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九

号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定す

る業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの 

三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一

号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一

号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

三十九 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号

から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する

業務の用に供する家屋で政令で定めるもの 

四十一 日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資

産で政令で定めるもの 

四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第

十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で

政令で定めるもの 

四十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一

号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成

十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定

めるもの 

3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項

の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。 

4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九

年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年

法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類

業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活

衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組

合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第

九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において

同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

530 

 

及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全

国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定す

る企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格

の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改

良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対

しては、固定資産税を課することができない。 

5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三

条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で

政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。 

6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が

使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を

所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年

金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。 

7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて

直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。 

8 市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固

定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立

大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に

対しては、固定資産税を課することができない。 

9 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課するこ

とができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する

税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この

限りでない。 

一 大使館、公使館又は領事館 

二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設 

三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設 

10 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を

受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百

十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資

産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。 

(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・

昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇

七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法
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九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇

法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三

一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭

三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・

昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法七一・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭

三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九

法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八

七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・

昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四二法一四九・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三

法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・

昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法

六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・

昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇

法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四

法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・

昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八

法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六

〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・

昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・

平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平

六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・

平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法

二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二

二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三

法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法

九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平

一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四

二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法

八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法

六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法

八・令二法五・一部改正) 

(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準) 

第三百四十九条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)
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に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価

格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」とい

う。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。 

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準

年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものと

する。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる

事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該

市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家

屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度

の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 

一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情 

二 市町村の廃置分合又は境界変更 

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準

年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、

同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価

格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に

登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当

であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合において

は、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地

又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 

4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」とい

う。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年

度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 

5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二

年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものと

する。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲

げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は

当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又

は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準

年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 

6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」とい

う。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年
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度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 

(昭三〇法一一二・全改) 

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準) 

第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格

で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 

(昭三〇法一一二・追加) 

(固定資産税の課税標準等の特例) 

第三百四十九条の三 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経

営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事

業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備

その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路

設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、

当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当

該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の

三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、

当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線

路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該

線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該

線路設備の価格の六分の一)の額とする。 

2 ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第五項に規定する一般ガス導管事業

の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他

の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含

む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資

産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資

産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額と

する。 

3 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補

助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する

機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税

標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度

から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。 

4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船

舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるもの
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として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産

税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準

外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。 

5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対

して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。 

6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六

号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課

する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。 

7 国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航する

もののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の

課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機

として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるも

のにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。 

8 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第

百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者と

みなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標

準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年

度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については

当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小

型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の

一の額とする。 

9 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の

課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は

家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格

又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により

当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日

における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産

は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第

七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。 

10 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十

六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定め

るもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当

該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

535 

 

該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税に

ついては、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

11 文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民

俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されて

いる土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの

及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定

にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

12 全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線

及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専

用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線

の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築

物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対し

て新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の

六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。 

13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄

道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、

当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これら

の規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。 

14 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共

の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法

第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは

改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以

下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課

する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課され

ることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等

のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又は

トンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度

分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施

行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設され

たものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。 

15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第

十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する

固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されるこ
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ととなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき

価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格の三分の二の額とする。 

16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第

一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して

課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課さ

れることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準とな

るべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の

課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

17 独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)

の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道

又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の

規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定

資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五

年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額と

する。 

18 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年

旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に

規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線

に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において

「債務等処理法」という。)附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第

九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事

業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項に

おいて「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散

前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者

がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当

該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資

産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資

産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。 

19 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号若しくは第二号又は基盤技術研究

円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるも
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のに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産

税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額と

し、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。 

20 国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第

一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償

却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資

産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

21 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規

定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する

土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税

の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の

三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき

価格の六分の一)の額とする。 

22 新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理

に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供

する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該

固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

23 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が

所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、

当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。 

24 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設され

た変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに

対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が

課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。 

25 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六

条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資

産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の

二分の一の額とする。 

26 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるも

のに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の五分の四の額とする。 
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27 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可

を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限

る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定

資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村

の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た

額とする。 

28 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業

の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないもの

に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る

固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市

町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて

得た額とする。 

29 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の

認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事

業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかか

わらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以

上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を

受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。 

30 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮

者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する

固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

31 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平

成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定める

ものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資

産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額

とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。 

32 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第

十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課

税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度

から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一

の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価

格の三分の二の額とする。 
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33 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文

化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産

で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の

額とする。 

(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・旧第三百四十九条の二繰下・一部改正、昭三一法八一・昭三

一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七

四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇

法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・

昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七

法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五

三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・

昭五六法四八・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八

八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一

法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法

六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四

二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一

〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法

四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法五一・平一六法一七・平一六

法三六・平一七法五・平一五法九(平一六法一七・平一七法五)・平一八法七・平一八法三四・平一九法

四・平一七法一〇二(平一九法四)・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法六六・平二三法

八三・平二二法六五(平二三法八三)・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二

七法二・平二八法一八・平二七法四七・平二八法一三・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二

法五・一部改正) 

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で

定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受ける

もの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により

所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家

等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並

びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条

及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一

の額とする。 
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2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項にお

いて「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及

び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額

とする。 

一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 

二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存す

る住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除

して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方

メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 

3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五八法一三・平五法四・平一一法一六〇・平一三法八・平一

八法七・平二三法八三・平二七法二・令二法五・一部改正) 

(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の三の三 震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「震災等」という。)により滅

失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この款にお

いて「被災年」という。)の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生

した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第三百五十二条の二において「被

災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用

地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)

第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項の規

定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及

び第二項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合におい

て、同法第六十条第五項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による公示

の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年

が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起

算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興特別措置法第五条第一項に

規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場

合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。

以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日

を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築

物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住

宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」

という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場
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合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難

等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被

災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年

を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び第三百五十二条の二において同

じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することが

できないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第二項各号及

び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住

宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。 

2 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で

定める者(以下この項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年

度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその

全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年

度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用

地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第四項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物

の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定

を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一

項」と読み替えるものとする。 

3 震災等の発生した日の属する年の一月二日(震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発

生した日の属する年の前年の一月二日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下

この条、第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土

地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税につ

いて第三百四十三条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者とし

て登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者

とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換

地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適

用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該

被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有

者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項

の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。 

4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌

年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につ

き登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係
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る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税につ

いては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土

地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次

条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。 

(平一三法八・追加、平一六法一二四・平一七法五・平二五法五四・平二九法二・令二法五・一部改正) 

(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の三の四 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場

合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の

発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しく

は損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該

償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下

この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償

却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若し

くは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産

のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産

税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初

に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該

償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三の規定の適用を受

ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。 

(平二九法二・追加) 

(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等) 

第三百四十九条の四 市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及

び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の

二、第三百四十九条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次

条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以

下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定にか

かわらず、同欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の

額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税

標準として固定資産税を課するものとする。 

市町村の区分 金額 

人口五千人未満の町村 五億円 

人口五千人以上一万人未満

の市町村 

人口六千人未満の場合には五億四千四百万円、人口六千人以上の場合

には五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごと
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に四千四百万円を加算した額 

人口一万人以上三万人未満

の市町村 

人口一万二千人未満の場合には七億六千八百万円、人口一万二千人以

上の場合には七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人

を増すごとに四千八百万円を加算した額 

人口三万人以上二十万人未

満の市町村 

人口三万五千人未満の場合には十二億八千万円、人口三万五千人以上

の場合には十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増

すごとに八千万円を加算した額 

人口二十万人以上の市 四十億円 

2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固

定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて

算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前

項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算し

た額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の

基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の百

分の百六十に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に

対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規

模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に

達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産

が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村

の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大

規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。 

3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつ

たときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で

前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年

度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定

されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総

務省令で定める。 

4 前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税

の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交

付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税

の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、

総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。 

5 第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただ
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し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによ

り計算したものによる。 

6 市町村長は、第四百十条第一項の規定により価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定により価額を

決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通

知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金

額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事

項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。 

7 道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分

する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下

欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項

の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。 

8 総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者

が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令

で定めるところにより、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村

長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければなら

ない。 

(昭二九法九五・全改、昭二九法一〇一・一部改正、昭三〇法一一二・旧第三百四十九条の三繰下・一

部改正、昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三八法八〇・昭四〇法三

五・昭四二法二五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭六三法六・平一一法一六〇・平一四法一七・平一

五法九・平二九法二・一部改正) 

(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例) 

第三百四十九条の五 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若

しくは変電所(以下この項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認

められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産

税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げ

る市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び第七百四十条において「新

設大規模償却資産」という。)がある場合には、当該超えることとなつた最初の年度(以下この項及び次項にお

いて「第一適用年度」という。)から六年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の

価額の合計額が同欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該

納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資

産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の

二、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の四、前条及び次項から第五項までの規定により、当該新設大

規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれ
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らの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該

金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区

域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模

償却資産を合わせて一の新設大規模償却資産とみなす。 

2 新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から六年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項か

ら第四項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる

割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の

大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲

げる割合に達することとなるように増額して同条第一項の規定を適用するものとする。 

一 当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(次号において「第二適用年度」という。)に該当する

こととなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつて

は、百分の二百二十 

二 当該年度が第二適用年度の翌年度(以下この号において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌

年度(次号において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項に

おいて「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百 

三 当該年度が第四適用年度の翌年度(以下この号において「第五適用年度」という。)又は第五適用年度の翌

年度に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第三次新設大規模償却資産」と

いう。)にあつては、百分の百八十 

3 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規

模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大

規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項まで

の規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあ

つては百分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつ

ては百分の百八十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するもの

とする。 

4 一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資

産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とが

ある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資

産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。 

5 前各項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必

要な事項は、政令で定める。 

(昭三二法六〇・追加、昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四二法二五・

昭四八法二三・昭四九法一九・平一一法一六〇・平二九法二・一部改正) 
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(固定資産税の税率) 

第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。 

2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該

市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町

村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又

はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該

市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。 

(昭二九法九五・全改、昭三四法七六・昭四三法四・平一〇法二七・平一六法一七・一部改正) 

(固定資産税の免税点) 

第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は

償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十

万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただ

し、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそ

れぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。 

(昭二六法九五・全改、昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三四法七六・昭四一法四〇・昭四八法二三・

平三法七・一部改正) 

(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税) 

第三百五十二条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の

区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)

に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条

の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三

項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務

省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該

割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税とし

て納付する義務を負う。 

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の

居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項において「居住用

超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区

分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、

次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全

ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事

項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した

割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務
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を負う。 

一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所

有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを

所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した

当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の

動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積 

二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積 

3 建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十

八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る

家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部

分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第三条に規定する

一部共用部分については、同法第十一条第一項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前

二項の規定を適用する。 

(昭三八法八〇・全改、昭四四法三八・昭五八法一三・昭五八法五一・平一一法一六〇・平二〇法二一・

平二九法二・一部改正) 

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税) 

第三百五十二条の二 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において

「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に

係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区

分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの二以

上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第五項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条

の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務

者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ

有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を

補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付す

る義務を負う。 

一 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。 

二 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に

係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律

第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。 

2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第三項

の規定を準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとす

る。 
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3 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び第六項において「被災区分所有家屋」

という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの

(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。)

に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納

税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものが

あつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この

項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土

地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分

の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定

により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合そ

の他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分

した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

4 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度

分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課

税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特

定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなし

て、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは

「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税

義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮

換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同

条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において

準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。 

5 第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当

しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により

同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税

額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長

が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共

用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産

税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付

する義務を負う。 

6 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受

けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」

という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

549 

 

土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共

有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者である

ものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定に

より按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を

按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同

項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被

災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共

用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被

災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

7 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々

年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土

地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたとき

は、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共

用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所

有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」

と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。 

(昭五八法一三・追加、昭五八法五一・平一一法一六〇・平一三法八・平一六法一二四・平二九法二・

令二法五・一部改正) 

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額) 

第三百五十二条の三 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合

には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した

日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊し

た家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取

得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日

(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以

下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日で

ある場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当

該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところに

より算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規

定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定し

た額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。 

(平二九法二・追加) 

(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 
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第三百五十三条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関す

る調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に

関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百

九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同

じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び

負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分

割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認めら

れる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する

証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定

により提出を受けた物件を留め置くことができる。 

5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の

定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪) 

第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚

偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科
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する。 

(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等) 

第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得

税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義

務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲

覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、

又は記録させるものとする。 

(平一八法七・追加、平一八法五三・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(固定資産税の納税管理人) 

第三百五十五条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本

項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該

市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又

は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定める

ことについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようと

する場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がない

ことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(平一〇法二七・一部改正) 

(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第三百五十六条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第三百五十七条 市町村は、第三百五十五条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項

の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告を

しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設ける

ことができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(固定資産税の脱税に関する罪) 
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第三百五十八条 偽りその他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若し

くは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定によつて申告す

べき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しく

は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当

該各項の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第二款 賦課及び徴収 

(固定資産税の賦課期日) 

第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

第三百六十条及び第三百六十一条 削除 

(昭二九法九五) 

(固定資産税の納期) 

第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。

但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 

2 固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資

産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町

村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができ

る。 

(昭二六法九五・昭三二法六〇・平一四法一七・一部改正) 

第三百六十三条 削除 

(昭二九法九五) 

(固定資産税の徴収の方法等) 

第三百六十四条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 

2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、
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家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 

3 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところ

により、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」

という。)を当該納税者に交付しなければならない。 

一 土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積

及び当該年度の固定資産税に係る価格 

二 家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、

構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格 

4 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を

受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第

三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しな

ければならない。 

5 市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定

めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づ

いて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることによ

り第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行わ

れなかつた場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、

当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二

又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける

償却資産にあつては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第

八項第一号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下この条及び次条第一項において「仮算定税

額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれ

ぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の二

分の一に相当する額を超えることができない。 

6 市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行

われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項及び第八項第二号において「本算定

税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期において

その不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、第十七条又は第十七条の

二の規定の例により、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなけ

ればならない。 

7 市町村は、第五項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項

の規定にかかわらず、第五項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合にお
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いては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資

産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。 

8 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載し

なければならない。 

一 納税通知書に記載された第五項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度

の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。 

二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、第三百八十九条第一項の規定による通知が行

われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合

には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。 

9 第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交

付しなければならない。 

10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及

び徴収することができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法一四九・昭三

五法一一三・昭三八法八〇・昭四八法二三・平一一法一六〇・平一四法一七・平二九法二・一部改正) 

(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等) 

第三百六十四条の二 前条第五項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当

する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産

税を徴収されることとなる者は、同条第七項の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に同条

第五項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。 

2 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。 

3 第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならな

い。 

4 第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければ

ならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固

定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第五項の規定によつて徴収する固定資産

税額を修正しなければならない。 

5 第一項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、

送付に要した日数は、算入しない。 

6 第三項の規定による決定については、審査請求をすることができない。 

(昭三三法五四・全改、昭三七法一六一・昭三八法八〇・平一四法一七・平一四法一〇〇・平二六法六

九・一部改正) 

(固定資産税に係る納期前の納付) 
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第三百六十五条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相

当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税

金をあわせて納付することができる。 

2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付し

た場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。

但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。 

3 前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未

満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえる

ことができない。 

(昭二六法九五・昭三八法八〇・一部改正) 

第三百六十六条 削除 

(昭三八法八〇) 

(固定資産税の減免) 

第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認め

る者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定

めるところにより、固定資産税を減免することができる。 

(昭三八法九九・一部改正) 

(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収) 

第三百六十八条 市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四

十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合

に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義

務がある者、第三百八十三条若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて

市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若し

くは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申

告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家

屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書

若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却

資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその

者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定

があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、

不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五

の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる

場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当
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該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。 

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た

額に、第三百六十二条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税

について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に

係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日まで

の期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しな

ければならない。 

3 市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると

認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一四・昭

三五法一一三・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・昭五八法五一・平一一法

一六〇・平一六法一二四・一部改正) 

(納期限後に納付する固定資産税の延滞金) 

第三百六十九条 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当

該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日

から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付しなければならない。 

2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場

合においては、同項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

第三百七十条 削除 

(昭三七法一六一) 

第三款 督促及び滞納処分 

(固定資産税に係る督促) 

第三百七十一条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町

村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合におい

ては、この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正) 

(固定資産税に係る督促手数料) 

第三百七十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによ

つて、手数料を徴収することができる。 
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(昭三八法八〇・一部改正) 

(固定資産税に係る滞納処分) 

第三百七十三条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資

産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資

産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納

しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受

けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちに

その財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係

る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 第三百六十四条第五項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固

定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することが

できない。 

7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 

8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭二六法二六九・昭二九法九五・昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三七法一六一・

平一四法一七・平一六法七六・一部改正) 

(固定資産税に係る滞納処分に関する罪) 

第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不

利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若し

くは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、

また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第三百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しく

は記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第三百七十六条から第三百七十九条まで 削除 

(昭三八法八〇) 

第四款 固定資産課税台帳 

(固定資産課税台帳等の備付け) 

第三百八十条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、

固定資産課税台帳を備えなければならない。 

2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことがで

きる。 

3 市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使

用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次

これを整えなければならない。 

(平一〇法二七・平一一法一六〇・一部改正) 
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(固定資産課税台帳の登録事項) 

第三百八十一条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地

について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年

より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価

格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を

課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければな

らない。 

2 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの

法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地

番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。 

3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動

産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名

又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合

には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の

価格又は比準価格)を登録しなければならない。 

4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家

屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにそ

の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。 

5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(第三百四十三条第九

項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四

十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録

しなければならない。 

6 市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九

条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれら

の規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されてい

る事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記

所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。こ

の場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記さ

れている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村

長に通知しなければならない。 

8 市町村長は、第三百四十三条第七項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一
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項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換

地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積

及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地

又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならな

い。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定に

かかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないも

のとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地

補充課税台帳とみなす。 

9 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができ

る。 

(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・

昭三二法六〇・昭三五法一四・昭三五法一一三・昭三七法六九・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四八

法二三・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一六法一七・平一六法一二四・平二九法二・令二法五・一

部改正) 

(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載) 

第三百八十二条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又

は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 

2 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹
まつ

消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若

しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。

ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹
まつ

消した場

合は、この限りでない。 

3 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋

についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三

百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項にお

いて同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。 

(昭三五法一四・平一〇法二七・平一六法一二四・一部改正) 

(固定資産課税台帳の閲覧) 

第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうち

これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項に

おいて同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付け

をもつて行われている場合には、記録。次項、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又は

その写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行
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われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七

条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。 

2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳

に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。 

(平一四法一七・追加、平二八法一三・一部改正) 

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付) 

第三百八十二条の三 市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたとき

は、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項の

うち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。 

(平一四法一七・追加、平一六法一七・一部改正) 

(固定資産の申告) 

第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県

知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府

県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在におけ

る当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産

課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の

市町村長に申告しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三五法一一三・昭三七法六九・

昭三八法八〇・昭四二法二五・平一一法一六〇・一部改正) 

第三百八十四条 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係

る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、

その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、

当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、そ

の申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。 

2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当

該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地

の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。 

(昭四八法二三・全改、昭四九法一九・一部改正) 

第三百八十四条の二 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受

けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けよ

うとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規

定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する

従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三
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項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市

町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。 

(平一三法八・追加) 

第三百八十四条の三 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又

は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条

例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該

現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。 

(令二法五・追加) 

(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第三百八十五条 第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二九法九五・昭四八法二三・平一三法八・平二三法八三・令二法五・一部改正) 

(固定資産に係る不申告に関する過料) 

第三百八十六条 市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定によ

り所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条若しく

は第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正

当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する

旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四八法二三・平一六法一七・平二

三法八三・令二法五・一部改正) 

(土地名寄帳及び家屋名寄帳) 

第三百八十七条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で

定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 

2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付

けをもつて行うことができる。 

3 市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は

家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前

項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされ

ている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又

はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の
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備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項

において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の

備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項

において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。 

4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供す

る場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供すること

ができる。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・一部改正) 

第五款 固定資産の評価及び価格の決定 

(固定資産税に係る総務大臣の任務) 

第三百八十八条 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」

という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関

する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。 

2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

3 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に

関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならな

い。 

4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならな

い。 

一 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。 

二 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助

言を求められた場合において助言を与えること。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法八七・平一一法一六〇・

一部改正) 

(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等) 

第三百八十九条 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。

以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第四百九条第一項か

ら第三項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するも

のとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三

の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額

(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三

十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、四
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月一日以後に通知することができる。 

一 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使

用されるもののうち総務大臣が指定するもの 

二 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所

在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもの

のうち総務大臣が指定するもの 

2 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格

等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

3 前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資

産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項

を登録しなければならない。 

4 市町村長は、第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認め

る場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。 

5 道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評

価基準により行われていないと認める場合には、第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の

価格等について必要な調整を加えることができる。 

6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

一 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。 

二 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。 

三 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。 

四 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。 

(昭二六法九五・昭二六法二六九・昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・

昭三一法八一・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭三七法一六一・昭四八法二三・昭六〇法九・平一一

法一六〇・平一四法一七・平二三法三〇・平二九法二・一部改正) 

(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取) 

第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対

する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

(平一一法一六〇・全改、平二六法六九・一部改正) 

第三百九十一条及び第三百九十二条 削除 

(平一一法一六〇) 

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知) 

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定

した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 
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(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一一法一六〇・一部改正) 

(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 

第三百九十四条 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有

者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該

固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産

の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一〇法二七・平一一法一六〇・

平一四法一七・平二〇法二一・一部改正) 

(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪) 

第三百九十五条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平二三法八三・一部改正) 

(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 

第三百九十六条 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号

の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定

する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号

の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第

一項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百

九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは

第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若し

くは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする

分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれる

ものとする。 

3 第一項の場合においては、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、

関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件
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を留め置くことができる。 

5 第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・

平一三法八・平二三法一一五・一部改正) 

(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等) 

第三百九十六条の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六

条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示

若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合に

は、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十

六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士

法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした

弁護士法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及

び次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時 

二 調査を行う場所 

三 調査の目的 

四 固定資産税に関する調査である旨 

五 調査の対象となる期間 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 

2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に

掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 

3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事

項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価

格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合におい

て、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該

事項に関する質問検査等については、適用しない。 

4 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定

める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば

足りる。 

5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから

代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第
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一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。 

(平二三法一一五・追加、平二六法四・平二七法二・一部改正) 

(事前通知を要しない場合) 

第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査

結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を

容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。 

(平二三法一一五・追加) 

(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続) 

第三百九十六条の四 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当

該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。 

2 総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合で

あつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価

格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検

査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通

知するものとする。 

3 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、

当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するも

のとする。 

4 総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つ

た結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、

納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村

における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知す

るものとする。 

5 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定

資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村に

おける固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明

するものとする。 

6 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者

の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人への

これらの規定による通知又は説明を行うことができる。 

(平二三法一一五・追加、平二九法二・一部改正) 

(政令への委任) 
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第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調

査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法一一五・追加) 

(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪) 

第三百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、

又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した

者 

三 第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽

の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平二三法八三・

平二三法一一五・一部改正) 

第三百九十八条 削除 

(昭三七法一六一) 

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知) 

第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分につい

ての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長

に通知しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法一六一・平一一法一六〇・

平二六法六九・一部改正) 

(決定された価格等の登録) 

第四百条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道

府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつ

ても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一一法一六〇・一部改正) 

(大規模の償却資産の価格等の登録) 

第四百条の二 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅

滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資
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産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。 

2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した

場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正

しなければならない。 

(昭二九法九五・追加、昭三七法一六一・一部改正) 

(固定資産の評価に係る道府県知事の任務) 

第四百一条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならな

い。 

一 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。 

二 固定資産評価員の研修を行うこと。 

三 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。 

四 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言

を求められた場合において助言を与えること。 

五 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・平一九法四・一

部改正) 

(道府県固定資産評価審議会) 

第四百一条の二 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。 

2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がそ

の意見を求めたものについて調査審議する。 

3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならな

い。 

一 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。 

二 第四百十九条第一項の勧告 

4 道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区

域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。 

5 前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条

例で定める。 

(昭三七法五一・追加、平二五法四四・一部改正) 

(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈) 

第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定

資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・一部改正) 
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(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) 

第四百三条 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資

産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しな

ければならない。 

2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、

納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正

な評価をするように努めなければならない。 

(昭二七法二一六・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・

一部改正) 

(固定資産評価員の設置) 

第四百四条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するた

め、市町村に、固定資産評価員を設置する。 

2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村

の議会の同意を得て、選任する。 

3 二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町

村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要

しないものとする。 

4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評

価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。 

(昭二六法九五・一部改正) 

(固定資産評価補助員) 

第四百五条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する

者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。 

(固定資産評価員の兼職禁止等) 

第四百六条 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。 

一 国会議員及び地方団体の議会の議員 

二 農業委員会の委員 

三 固定資産評価審査委員会の委員 

2 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当

該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として

同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び

清算人であることができない。 

(昭二六法八九・昭二九法一八五・昭三二法七二・平一四法四五・平二七法六三・一部改正) 
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(固定資産評価員の欠格事項) 

第四百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者 

三 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなつてから二年を経過しない者 

四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

五 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの 

(平一一法一五一・令元法三七・一部改正) 

(固定資産の実地調査) 

第四百八条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少

くとも一回実地に調査させなければならない。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・一部改正) 

(固定資産の評価) 

第四百九条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋

の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲

げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。 

土地又は家屋の区分 年度 価格 

基準年度の土地又は家屋 基準年度 当該土地又は家屋の基準年度の価格 

基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条

第二項ただし書の規定の適用を受けること

となるもの 

第二年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は

家屋の基準年度の価格に比準する価格 

基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条

第三項ただし書の規定の適用を受けること

となるもの 

第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は

家屋の基準年度の価格に比準する価格 

第二年度の土地又は家屋 第二年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は

家屋の基準年度の価格に比準する価格 

第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条

第五項ただし書の規定の適用を受けること

となるもの 

第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は

家屋の基準年度の価格に比準する価格 

第三年度の土地又は家屋 第三年度 当該土地又は家屋に類似する土地又は

家屋の基準年度の価格に比準する価格 

2 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条
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の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地

又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を

除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。 

3 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする

場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければなら

ない。 

4 固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅

滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。 

(昭三〇法一一二・全改、昭三五法一一三・平一〇法二七・平一一法一六〇・一部改正) 

(固定資産の価格等の決定等) 

第四百十条 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産

の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合にお

いては、四月一日以後に決定することができる。 

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定め

るところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。 

(昭三〇法一一二・全改、平一四法一七・平二三法三〇・一部改正) 

(固定資産の価格等の登録) 

第四百十一条 市町村長は、前条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当

該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合

においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 

3 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準

年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をも

つて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第三年度

において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標

準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価

格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。 

(昭三〇法一一二・全改、平一一法一五・平一四法一七・一部改正) 

第四百十二条から第四百十四条まで 削除 

(平二〇法二一) 

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成) 

第四百十五条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規

定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の
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適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係

る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地

価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課す

ることができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける

家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載

した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳

簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場

合においては、四月一日以後に作成することができる。 

2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を

電磁的記録の作成をもつて行うことができる。 

(平一四法一七・全改、平二三法三〇・一部改正) 

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧) 

第四百十六条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋

について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他

の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の

納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写

し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合に

あつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町

村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写

し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合に

あつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町

村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他

特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最

初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。 

2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその

写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合におい

ては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の

作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事

項を映像面に表示して縦覧に供することができる。 

3 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。 

(平一四法一七・全改) 

(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等) 

第四百十七条 市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録が
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なされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資

産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格

等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞

なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。 

2 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の

決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、

類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、

当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格

等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなけれ

ばならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に

通知しなければならない。 

3 第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準

用する。 

4 第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁

決をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定

又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に準用する。 

(昭二九法九五・全改、昭三五法一一三・昭三七法一六一・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法

一七・平二六法六九・一部改正) 

(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付) 

第四百十八条 市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十

九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、

その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第四百

十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送

付しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三五法一一三・平一一法一六〇・

平一四法一七・平二三法三〇・一部改正) 

(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告) 

第四百十九条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基

準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録され

た価格を修正して登録するように勧告するものとする。 

2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合

においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。 

3 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨
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を公示しなければならない。 

4 市町村長は、第二項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、

土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。 

5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を

電磁的記録の作成をもつて行うことができる。 

6 市町村長は、第四項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合において

は、その作成の日から二十日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその

写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつ

ては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内

に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し

(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、

当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在

する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。 

7 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその

写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合におい

ては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の

作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を

映像面に表示して縦覧に供することができる。 

8 市町村長は、第六項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三七法五一・平一〇法二七・平一一法一五・平一

四法一七・一部改正) 

(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正) 

第四百二十条 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、

固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなけ

ればならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 

(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等) 

第四百二十一条 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合に

おいて、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければ

ならない。 

2 第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場

合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 
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(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付) 

第四百二十二条 道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書

又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告

を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなけ

ればならない。 

(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一一法一六〇・一部改正) 

(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示) 

第四百二十二条の二 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評

価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九

条第一項の勧告をするように指示するものとする。 

2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

3 第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置

について総務大臣に報告しなければならない。 

(昭三七法五一・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知) 

第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条

第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、

その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登

記所に通知しなければならない。 

(平一一法一五・追加、平一四法一七・一部改正) 

第六款 固定資産の価格に係る不服審査 

(平一一法一五・款名追加) 

(固定資産評価審査委員会の設置、選任等) 

第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産

評価審査委員会を設置する。 

2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例で定める。 

3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価に

ついて学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を

選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規

定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。 

5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承

認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員
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を罷免しなければならない。 

6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数

に応じ、手当を受けることができる。 

8 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う

者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評

価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委

員に充てることができる。 

9 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評

価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市

町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評

価審査委員会の委員に充てることができる。 

(昭二六法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三五法一四・平九法九・平一一法一五・一部改正) 

第四百二十四条 削除 

(平一一法一五) 

(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等) 

第四百二十五条 固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。 

一 国会議員及び地方団体の議会の議員 

二 地方団体の長 

三 農業委員会の委員 

四 固定資産評価員 

2 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する

事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配

人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき

者、支配人及び清算人であることができない。 

(昭二六法八九・昭二九法一八五・昭三二法七二・平一四法四五・平二七法六三・一部改正) 

(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項) 

第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。 

一 破産者で復権を得ない者 

二 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者 

三 前号に規定する者を除くほか、禁錮
こ

以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行

を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者 
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四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

(昭二六法九五・平九法九・平一一法一五一・一部改正) 

(固定資産評価審査委員会の委員の罷免) 

第四百二十七条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認め

る場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町

村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。 

(合議体) 

第四百二十八条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつ

て構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 

2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。 

3 第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をするこ

とができない。 

4 第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。 

(平一一法一五・全改) 

第四百二十九条から第四百三十一条まで 削除 

(平一一法一五) 

(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 

第四百三十二条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資

産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは

第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)につい

て不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後

三月を経過する日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後三月を経過する日(第四

百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三月を

経過する日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三月以内に、文書をもつて、固

定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の

規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格につい

ては、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第

三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審

査の申出をすることができない。 

2 行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第

三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。

この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」

とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」と
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いう。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」

と読み替えるものとする。 

3 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項に

ついての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三五法一四・昭三五法一一三・昭三七法一六一・

平一一法一五・平一一法一六〇・平一四法一七・平二六法六九・一部改正) 

(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 

第四百三十三条 固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必

要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならな

い。 

2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会

は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 

3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求

によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定め

て、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。 

4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に

関する事項についての説明を求めることができる。 

5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な

事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照

会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 具体的又は個別的でない照会 

二 既にした照会と重複する照会 

三 意見を求める照会 

四 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 

五 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会 

6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を

申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。 

7 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証

言を求めることができる。 

8 第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。 

9 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録

を作成しなければならない。 

10 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供し
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なければならない。 

11 行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び

第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一

条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十

五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する

部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準

用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」

と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固

定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百

三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直

ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除

き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とある

のは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四

項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類

その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は

地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」と

あるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、

同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三

条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に

規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けた

とき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては

審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規

定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定によ

る提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によっ

て提出させた資料」と読み替えるものとする。 

12 固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日

以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同

項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三七法一六一・昭三八法八〇・平一一法一五・平二六法六九・一

部改正) 

(争訟の方式) 

第四百三十四条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴

えを提起することができる。 
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2 第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不

服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。 

(昭三七法一四〇・全改) 

(抗告訴訟の取扱い) 

第四百三十四条の二 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規

定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用す

る場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。 

(平一六法八四・追加) 

(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正) 

第四百三十五条 市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台

帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正し

て登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。 

2 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その

修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。 

(昭二九法九五・昭三七法一六一・平一一法一五・一部改正) 

(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項) 

第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審

査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 

2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定め

ることができる。 

(平一一法一五・全改) 

第四百三十七条から第四百四十一条まで 削除 

(平二九法二) 

第三節 軽自動車税 

(昭二九法九五・昭三三法五四・改称) 

第一款 通則 

(平二八法一三・款名追加) 

(軽自動車税に関する用語の意義) 

第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度

その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。 

二 種別割 軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して
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課する軽自動車税をいう。 

三 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。 

四 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移

動させることを目的として製作したものをいう。 

五 軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政

令で定めるものを含む。)をいう。 

六 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。 

七 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を

含む。)をいう。 

八 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネ

ルギー消費効率をいう。 

九 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十五条第一項の規定により

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定める

エネルギー消費効率をいう。 

(昭三三法五四・全改、昭三八法八〇・昭四〇法三五・平二八法一三(平三一法二)・一部改正) 

(軽自動車税の納税義務者等) 

第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割に

よつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及

び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業

者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規

定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取

得した者として政令で定めるものを含まないものとする。 

3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、

第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する

軽自動車等については、この限りでない。 

(昭三三法五四・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭五一法七・平一二法四・一部改正、平二八法

一三・旧第四百四十二条の二繰下・一部改正) 

(軽自動車税のみなす課税) 

第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自

動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において

「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主と
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なる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この

項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその

他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第

六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この項及び第四百五十四条第一項第一号において「車両番

号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行

われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

4 この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内

に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

(平二八法一三・追加) 

(国等に対する軽自動車税の非課税) 

第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町

村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課すること

ができない。 

2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他

これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法一四八・昭三三法五四・昭三六法七四・昭三八法九九・平

一一法一〇四・平一二法四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三

法三五・平二六法四・一部改正、平二八法一三・旧第四百四十三条繰下・一部改正) 

(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 

第四百四十六条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 

一 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。) 

二 次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で

定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。) 

イ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして

定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)に

おいて「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車 

ロ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとし

て定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車

基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化

物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの 

三 次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第
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一項及び第二項において同じ。) 

イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(i)及び第四百五十一条において「平

成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソ

リン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ii)及び第四百五十一条において「平

成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソ

リン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「令和二年度基準

エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 

ロ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二

号及び第二項において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務

省令で定めるもの 

(1) 次のいずれかに該当すること。 

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネル

ギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。 

2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三

輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を

算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算

定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和二年度以降の各年度におい

て適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「令和二年度基

準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用され
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るべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(2)中「平成二十七年度以降の各年度において

適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー

消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきもの

として定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。 

3 前二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正) 

(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 

第四百四十七条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 

一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した三輪以上の軽自動車 

二 法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車 

三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産

の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した三輪

以上の軽自動車 

四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」

という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特

例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十

三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に

規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定

する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同

組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号

に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき三輪以上の軽自動車を定

めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した三輪以上の軽自動車 

五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した三輪以上の軽自動車 

六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から

当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に

信託財産を移す場合における当該受益者が取得した三輪以上の軽自動車 

七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した三輪以上の軽自動車 

八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の

保険会社が取得した三輪以上の軽自動車 

九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第四百五十八条第一項において「譲渡担保財産」

という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の

権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代し

た場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を
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移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した三輪以上の軽自動車 

2 市町村は、第四百四十四条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき三輪以上の軽自動車の

所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した三輪以上の軽自動車に対しては、

重ねて環境性能割を課することができない。 

(平二八法一三・追加) 

(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権) 

第四百四十八条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税

義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保

存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作

られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場

合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若し

くは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これ

を提示しなければならない。 

3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十三条の七第六

項及び第四百六十三条の二十七第六項に定めるところによる。 

5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 

第四百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、

又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した

者 

三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 

(平二八法一三・追加) 

第二款 環境性能割 

(平二八法一三・追加) 
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第一目 課税標準及び税率 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の課税標準) 

第四百五十条 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で

定めるところにより算定した金額(第四百五十二条において「通常の取得価額」という。)とする。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の税率) 

第四百五十一条 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項におい

て準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する

環境性能割の税率は、百分の一とする。 

一 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

イ 次のいずれかに該当すること。 

(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 

二 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 

イ 次のいずれかに該当すること。 

(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中

量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

ロ エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上

であること。 

2 ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつ

て、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項にお

いて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の

二とする。 

一 次のいずれかに該当すること。 

イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車

基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 

ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車
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基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 

二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であ

ること。 

3 第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける

三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。 

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第一項第一号ロ 令和二年度基準エネルギー消費効率 第四百四十六条第二項に規定する基準

エネルギー消費効率であつて平成二十

二年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたもの(次

号及び次項第二号において「平成二十

二年度基準エネルギー消費効率」とい

う。)に百分の百五十を乗じて得た数値 

第一項第二号ロ 平成二十七年度基準エネルギー消費

効率に百分の百十五 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百四十四 

第二項第二号 平成二十七年度基準エネルギー消費

効率に百分の百十 

平成二十二年度基準エネルギー消費効

率に百分の百三十八 

5 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(環境性能割の免税点) 

第四百五十二条 市町村は、通常の取得価額が五十万円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割

を課することができない。 

(平二八法一三・追加) 

第二目 申告納付並びに更正及び決定等 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の徴収の方法) 

第四百五十三条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の申告納付) 

第四百五十四条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に

定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な
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事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該市町村に納付しな

ければならない。 

一 車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時 

二 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定

による自動車検査証の記入を受けるべき三輪以上の軽自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から

十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時) 

三 前二号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車の取得の日か

ら十五日を経過する日 

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該三輪以上の軽自動車

の取得者が取得した三輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した報告書を市町村長に提出しなければ

ならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付) 

第四百五十五条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提

出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後

においても、第四百六十二条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告

納付することができる。 

2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第四百六

十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又

は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務

省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割

額を当該市町村に納付しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の納付の方法) 

第四百五十六条 環境性能割の納税義務者は、第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付

する場合(第四百六十三条の二の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項にお

いて同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)

に市町村が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該市町村の条例で当該環境性能割額(当該環

境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付

の方法が定められている場合には、これによることができる。 

2 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する

場合において、当該市町村の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付すること
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ができる旨を定めることができる。 

3 市町村は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩

紋とにかけて当該市町村の印で判明にこれを消さなければならない。 

4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 

第四百五十七条 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万

円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二八法一三・追加) 

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 

第四百五十八条 市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、

当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担

保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環

境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告が

あり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽

自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 

3 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延

滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。 

4 市町村長は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割につい

て第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。こ

の場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体

の徴収金を納付しなければならない。 

5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条

の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。 

6 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規

定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴

収金を還付するものとする。 

7 市町村長は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける

べき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 

8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定に

よる還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、
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同項の規定を適用する。 

(平二八法一三・追加) 

(三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等) 

第四百五十九条 市町村は、自動車販売業者から三輪以上の軽自動車の取得をした者(以下この項及び次項におい

て「三輪以上の軽自動車の取得をした者」という。)が、当該三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことその

他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該三輪以上の軽自動車の取得の日から一月以内に当該

三輪以上の軽自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該三輪以上の軽自動車の取得をした者が取

得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。 

2 市町村が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつ

たときは、市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する

額を還付するものとする。 

3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の脱税に関する罪) 

第四百六十条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しく

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部

又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の減免) 

第四百六十一条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認め

る者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免すること

ができる。 

(平二八法一三・追加) 
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(環境性能割の更正及び決定) 

第四百六十二条 市町村長は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書

に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき

課税標準額及び環境性能割額を決定する。 

3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環

境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。 

4 市町村長は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、

これを納税者に通知しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第四百六十三条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、

同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつた

ときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予

した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三

パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得

ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金) 

第四百六十三条の二 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付

する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント

(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において

同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日 

二 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過す

る日 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 

四 第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経
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過する日 

2 市町村長は、納税者が第四百五十四条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについ

てやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第四百六十三条の三 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出

があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)

において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があ

つたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについ

て正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下こ

の項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該

更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた

場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告

又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足

税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減

少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつ

たときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)

が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十

万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える

部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算し

た金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた

場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更

正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付

すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。

ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、こ

の限りでない。 

一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた

場合 

二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若

しくは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定に

よる更正があつた場合 
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3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定

による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係

る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少

した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に

規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に

相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付す

べき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修

正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定がある

べきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告

書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年

前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は

修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同

条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収

されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある

ときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額

に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が

当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更

正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る

第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した

金額に相当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割の重加算金) 

第四百六十三条の四 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき
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事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正

申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代え

て、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を

乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標

準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事

実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若

しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎

となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十

二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、

これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定

する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当すると

きは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

4 市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただ

し書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加し

た税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者

に通知しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る督促) 

第四百六十三条の五 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第四

百六十三条の七第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町

村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、

この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平二八法一三・追加) 
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(環境性能割に係る督促手数料) 

第四百六十三条の六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る滞納処分) 

第四百六十三条の七 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、

当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性

能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納

しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受

けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、

直ちにその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係

る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定

する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(平二八法一三・追加) 

(環境性能割に係る滞納処分に関する罪) 

第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村

の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役

若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同
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項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(平二八法一三・追加) 

(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平二八法一三・追加) 

第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで 削除 

(平二八法一三(平二九法二)) 

第三款 種別割 

(平二八法一三・款名追加) 

第一目 税率 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割の標準税率) 

第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

一 原動機付自転車 

イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が

〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 

  年額 二千円 

ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・

〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを

超え、〇・八キロワット以下のもの 

  年額 二千円 

ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの  年額 二千四百円 
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又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 

ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排

気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二

五キロワットを超えるもの 

  年額 三千七百円 

二 軽自動車及び小型特殊自動車 

イ 二輪のもの(側車付のものを含む。)   年額 三千六百円 

ロ 三輪のもの   年額 三千九百円 

ハ 四輪以上のもの 

(1) 乗用のもの   

(i) 営業用  年額 六千九百円 

(ii) 自家用  年額 一万八百円 

(2) 貨物用のもの   

(i) 営業用  年額 三千八百円 

(ii) 自家用  年額 五千円 

三 二輪の小型自動車   年額 六千円 

2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・

五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 

3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊

自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項

各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、種別割の税

率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないよ

うにしなければならない。 

(昭三三法五四・全改、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭五一法七・昭五四法一二・昭

五九法七・昭六〇法九・平一一法一六〇・平一八法七・平二六法四・一部改正、平二八法一三(平三一

法二)・旧第四百四十四条繰下・一部改正) 

第二目 賦課及び徴収 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割の賦課期日) 

第四百六十三条の十六 種別割の賦課期日は、四月一日とする。 

(昭三三法五四・全改、平二八法一三・旧第四百四十五条繰下・一部改正) 

(種別割の納期) 

第四百六十三条の十七 種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情が

ある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 
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(平二八法一三・追加) 

(種別割の徴収の方法) 

第四百六十三条の十八 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 

2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くと

も、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合に

は、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を

交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種別割を徴収することができる。 

4 市町村は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者に当該市

町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、種別

割を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する

現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。 

5 市町村は、納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村

の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。 

6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三三法五四・昭三八法八〇・昭四九法一九・昭五一法七・一部改

正、平二八法一三・旧第四百四十六条繰下・一部改正) 

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第四百六十三条の十九 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様

式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければなら

ない。 

2 第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町

村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽

自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を

報告しなければならない。 

(昭二九法九五・昭三三法五四・昭五一法七・昭五二法六・昭五六法一五・平一五法九・一部改正、平

二八法一三・旧第四百四十七条繰下・一部改正) 

(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第四百六十三条の二十 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭五一法七・昭五二法六・昭五六法一五・平二三法八
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三・一部改正、平二八法一三・旧第四百四十八条繰下・一部改正) 

(種別割に係る不申告等に関する過料) 

第四百六十三条の二十一 市町村は、種別割の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売

主が第四百六十三条の十九の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報

告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

とができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三七法一六一・昭五一法七・昭五二法六・昭五六法

一五・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第四百四十九条繰下・一部改正) 

(種別割の脱税に関する罪) 

第四百六十三条の二十二 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、百万円以下の罰金

に処する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第四百六十三条の十九第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項につ

いて申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三八法八〇・昭五二法六・平二三法八三・一部改正、

平二八法一三・旧第四百五十二条繰下・一部改正) 

(種別割の減免) 

第四百六十三条の二十三 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると

認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例

で定めるところにより、種別割を減免することができる。 

(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三八法九九・一部改正、平二八法一三・旧第四百五十四条繰下・一

部改正) 

(納期限後に納付する種別割の延滞金) 

第四百六十三条の二十四 種別割の納税者は、第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつた場合には、

その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、そ

の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経

過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算
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して納付しなければならない。 

2 市町村長は、納税者が第四百六十三条の十七の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得な

い事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三三法五四・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部

改正、平二八法一三・旧第四百五十五条繰下・一部改正) 

第三目 督促及び滞納処分 

(平二八法一三・目名追加) 

(種別割に係る督促) 

第四百六十三条の二十五 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村

の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、

この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・一部改正、平二八法一三・旧第四百五十七条繰下・

一部改正) 

(種別割に係る督促手数料) 

第四百六十三条の二十六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところに

より、手数料を徴収することができる。 

(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三八法八〇・一部改正、平二八法一三・旧第四百五十八条繰下・一

部改正) 

(種別割に係る滞納処分) 

第四百六十三条の二十七 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、

当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る種別割

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第
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一号に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一

部改正、平二八法一三・旧第四百五十九条繰下・一部改正) 

(種別割に係る滞納処分に関する罪) 

第四百六十三条の二十八 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村

の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役

若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同

項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・旧第四百

六十条繰下・一部改正) 

(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第四百六十三条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の

徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の

徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載

若しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し
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て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・

一部改正、平二八法一三・旧第四百六十一条繰下・一部改正) 

第四節 市町村たばこ税 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・改称) 

第一款 通則 

(昭五九法八八・全改) 

(用語の意義及び製造たばこの区分) 

第四百六十四条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 製造たばこ たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造た

ばこ代用品を含む。)をいう。 

二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。 

三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。 

四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。 

五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。 

2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たば

こ代用品の性状によるものとする。 

一 喫煙用の製造たばこ 

イ 紙巻たばこ 

ロ 葉巻たばこ 

ハ パイプたばこ 

ニ 刻みたばこ 

ホ 加熱式たばこ 

二 かみ用の製造たばこ 

三 かぎ用の製造たばこ 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の納税義務者等) 

第四百六十五条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売

販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等であ

る場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係

る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に

課する。 
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2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販

売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節

において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸

売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する

市町村において、当該卸売販売業者等に課する。 

3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定め

るところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量

その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。 

4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、

当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者

等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しな

ければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正) 

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合) 

第四百六十六条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等

から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの

引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡し

たものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。 

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第

五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に

係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製

造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。 

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の

規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当

該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものと

みなして、前条第二項の規定を適用する。 

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした

場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規

定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰すること

ができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の

規定を適用する。 

(昭五九法八八・全改) 

(製造たばことみなす場合) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

605 

 

第四百六十六条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこ

れらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡

し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第三項第一号において「特

定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、

特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

(平三〇法三・追加) 

(たばこ税の課税標準) 

第四百六十七条 たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費

等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。 

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻た

ばこの一本に換算するものとする。 

区分 重量 

一 喫煙用の製造たばこ   

イ 葉巻たばこ 一グラム 

ロ パイプたばこ 一グラム 

ハ 刻みたばこ 二グラム 

二 かみ用の製造たばこ 二グラム 

三 かぎ用の製造たばこ 二グラム 

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を

乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて

計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

一 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算す

る方法 

二 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラ

ムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法 

三 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金

額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法 

イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価を

いう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべ

き消費税に相当する金額及び前章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。) 

ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により
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算定した金額 

4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の税率) 

第四百六十八条 たばこ税の税率は、千本につき五千六百九十二円とする。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平九法九・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法

四・平二三法一一五・平三〇法三・一部改正) 

(たばこ税の課税免除) 

第四百六十九条 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該

売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 

一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業

とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し 

二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含

む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品を

いう。)として積み込むための製造たばこの売渡し 

三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造

たばこの廃棄 

四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行わ

れた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等 

2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製

造たばこの売渡し又は消費等について、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第一号又

は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令

で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売

渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。 

3 第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第三号又は第四号に掲げる

製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき

市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第一項第三号又は第

四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限

り、適用する。 

4 第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業

者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸

売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。 
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(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正) 

(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権) 

第四百七十条 市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げ

る者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気

的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条

第一項第二号及び第三号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示

若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 小売販売業者 

三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金

銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。) 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第

一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があ

ると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。 

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取するこ

とができる。 

4 前項の規定により採取した見本品に関しては、第四百六十五条、第四百六十六条及び第四百七十三条の規定

は、適用しない。 

5 第一項又は第三項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 

6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

7 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百八十五条の三第六項

の定めるところによる。 

8 第一項、第三項又は第六項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一

一五・一部改正) 

(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪) 
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第四百七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又

は忌避した者 

三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一

五・一部改正) 

第二款 徴収 

(昭五九法八八・全改) 

(たばこ税の徴収の方法) 

第四百七十二条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六

条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収

は、普通徴収の方法によるものとする。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の申告納付の手続) 

第四百七十三条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)

は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区

域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在

する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費

等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)

及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合に

あつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定によ

り控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載し

た申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなけれ

ばならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第四百

六十九条第三項に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した書類を添付しなければならない。 

2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に

該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合に

は、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、
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同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の

期限とする。 

一月及び二月 三月 

四月及び五月 六月 

七月及び八月 九月 

十月及び十一月 十二月 

3 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつた

ことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すこと

ができる。 

4 第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受ける

べき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を

受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を

受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営

業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務

省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添

付しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正) 

(納期限の延長) 

第四百七十四条 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、

同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で

定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第

一項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回

収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内

に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の

納期限を延長することができる。 

2 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準

用する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 

第四百七十五条 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告

書の提出期限後においても、第四百八十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、第四百七十三条第一

項又は第二項の規定によつて申告納付することができる。 

2 第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提
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出した申告納税者又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税

者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足が

ある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第四百七十三条第一項若しくは第二項、

前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した市町村長又は第四百八十条第二項

の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しな

ければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・平二七法二・一部改正) 

(たばこ税に係る不申告に関する過料) 

第四百七十五条の二 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項

の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に

対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二三法八三・追加) 

(たばこ税の普通徴収の手続) 

第四百七十六条 第四百七十二条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合にお

いては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 

2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において

「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければ

ならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(製造たばこの返還があつた場合における控除等) 

第四百七十七条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小

売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売

業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第四百七十三条第一項又は

第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対

するたばこ税額(第四百六十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに

係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付さ

れた、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、

その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。 

2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対する

たばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規

定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市

町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第四百七十三条第一項、第二

項又は第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相
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当する金額を還付する。 

3 市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納

税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。 

4 前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付

に係る第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経

過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を

適用する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の脱税に関する罪) 

第四百七十八条 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しく

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金

の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する

額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する

申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若し

くは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

当該各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時

効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正) 

(道府県たばこ税に関する書類の供覧等) 

第四百七十九条 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者

が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県

知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若

しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道

府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 
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(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一八法五三・一部改正) 

(たばこ税の更正又は決定) 

第四百八十条 市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書(以下この節にお

いて「申告書」という。)又は第四百七十五条第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告

書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金

の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべ

き課税標準数量及び税額を決定する。 

3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、

税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知し

なければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第四百八十一条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、

同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合には、その不足税額に第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、

その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六

パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年

七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむ

を得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 

第四百八十二条 たばこ税の申告納税者は、第四百七十三条第一項又は第二項の納期限後にそのたばこ税を納付

する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント

(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第四百七十三条第一項又は第二項の納

期限の翌日から一月を経過する日までの期間 

二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を

経過する日までの期間 
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三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日ま

での期間 

2 たばこ税の納税者は、第四百七十六条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。

以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間につい

ては、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならな

い。 

3 市町村長は、申告納税者又は納税者が第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第

一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二

項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第四百八十三条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合

において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第

四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市

町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由が

あると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において

「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正

申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更

正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に

係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修

正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正

又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これ

らにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提

出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか

多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金

額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)

に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、

その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきこ

とを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付

すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。

ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、こ
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の限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百八十条第二項の規定による決定があつた場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百八十条第一項若しくは

第三項の規定による更正があつた場合 

三 第四百八十条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定によ

る更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定によ

る更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審

査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した

部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定

する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当

する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき

税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申

告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきこと

を予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は

同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出が

あつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項ま

での規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は

重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定す

る不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納

付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該

申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決

定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に

規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相

当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。 
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7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平

二八法一三・一部改正) 

(たばこ税の重加算金) 

第四百八十四条 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべ

き事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修

正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代

えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合

を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課

税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装

した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若

しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎

となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実

で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条

第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、

たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これら

の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計

算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同

項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

4 市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただ

し書又は第五項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加し

た税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納

税者に通知しなければならない。 

(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第三款 督促及び滞納処分 

(昭五九法八八・全改) 

(たばこ税に係る督促) 
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第四百八十五条 申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決

定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同

じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以

内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税に係る督促手数料) 

第四百八十五条の二 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・一部改正) 

(たばこ税に係る滞納処分) 

第四百八十五条の三 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たば

こ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ

税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納し

ないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受け

た滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにそ

の財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る

破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなけれ

ばならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 
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7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一六法七六・一部改正) 

(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 

第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損

壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三

年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的

で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた

者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第四百八十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴

税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴

税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若

しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで 削除 

(平二九法二) 

第四款 道府県に対する交付 

(平一六法一七・追加、平二九法二・旧第五款繰上・改称) 

第四百八十五条の十三 市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年

度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度

の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による

当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業

し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計をいう。以下この条において同じ。)
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に二を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「たば

こ税に係る課税定額」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところによ

り、当該市町村を包括する道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。 

2 たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

(平一六法一七・追加、平二二法四・平二九法二・一部改正) 

第五款 雑則 

(平二二法四・追加、平二九法二・旧第六款繰上) 

第四百八十五条の十四 市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたば

こ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若

しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であ

ることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け

を行つてはならない。 

(平二二法四・追加、平二九法二・一部改正) 

第五節 削除 

(昭六三法一一〇) 

第四百八十六条から第五百十八条まで 削除 

(昭六三法一一〇) 

第六節 鉱産税 

(鉱産税の納税義務者等) 

第五百十九条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在

の市町村において、その鉱業者に課する。 

(昭二五法二九〇・一部改正) 

(鉱産税の税率) 

第五百二十条 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十

二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場

合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。 

2 前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・

九)をこえることができない。 

(昭三七法五一・全改) 

(鉱産税の納期) 

第五百二十一条 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。 

(昭三七法五一・一部改正) 

(鉱産税の申告納付) 
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第五百二十二条 鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の

条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付し

なければならない。 

(昭三七法五一・昭四〇法三五・一部改正) 

(鉱産税に係る不申告に関する過料) 

第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定す

る申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の

過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二三法八三・追加) 

第五百二十三条及び第五百二十四条 削除 

(平三〇法三) 

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権) 

第五百二十五条 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次

に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁

的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該

電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(そ

の写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号

に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第五百四十一条第六項の定め

るところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 
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(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪) 

第五百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(鉱産税の納税管理人) 

第五百二十七条 鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項に

おいて「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町

村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当

該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めること

について市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする

場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないこと

について市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(平一〇法二七・一部改正) 

(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第五百二十八条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の

違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第五百二十九条 市町村は、第五百二十七条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承

認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな

かつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けること

ができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 
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(鉱産税の脱税に関する罪) 

第五百三十条 偽りその他不正の行為によつて鉱産税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは千

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわ

らず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限まで

に提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項

又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の

罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第五百三十一条 削除 

(昭三八法八〇) 

(鉱産税の減免) 

第五百三十二条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者

に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。 

(昭三八法九九・一部改正) 

(鉱産税の更正及び決定) 

第五百三十三条 市町村長は、第五百二十二条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係

る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 

2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税

標準額及び税額を決定することができる。 

3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過

大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因

るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知

しなければならない。 

(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収) 
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第五百三十四条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があると

きは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長さ

れた納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・

六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年

七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない

事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金) 

第五百三十五条 鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税

額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日か

ら一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付しなければならない。 

2 市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由

があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第五百三十六条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合

において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第

五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税

標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以

下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該

更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前

の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更

正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に

係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減

少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限まで

にその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を

超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たない

ときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少

申告加算金額を徴収しなければならない。 
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2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付

すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。

ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、こ

の限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正

があつた場合 

三 第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しく

は決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しく

は訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に

相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加

算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項

に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の

五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定が

あるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第五百

三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日ま

での間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が

当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないと

きに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたこ

とがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算

した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村

長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項

に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に

相当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

624 

 

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・

平二八法一三・一部改正) 

(鉱産税の重加算金) 

第五百三十七条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実

の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したと

きは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎

となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収し

なければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標

準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事

実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市

町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗

じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項ま

での規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不

申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、

これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更

正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百

分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する事由があ

るときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを

納税者に通知しなければならない。 

(昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第五百三十八条 削除 

(昭三七法一六一) 

(鉱産税に係る督促) 

第五百三十九条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税

について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員

は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限
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りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正) 

(鉱産税に係る督促手数料) 

第五百四十条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつ

て、手数料を徴収することができる。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(鉱産税に係る滞納処分) 

第五百四十一条 鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係

る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱産税

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその

財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(鉱産税に係る滞納処分に関する罪) 
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第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益

に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは

二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、

また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第五百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しく

は記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第五百四十四条から第五百五十条まで 削除 

(平二九法二) 

第七節 削除 

(昭六三法一一〇) 

第五百五十一条から第五百八十四条まで 削除 

(昭六三法一一〇) 

第八節 特別土地保有税 

(昭四八法二三・追加) 

第一款 通則 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の納税義務者等) 
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第五百八十五条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所

有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。 

2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 

3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土

地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一

月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。 

4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるも

のをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有

する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、

その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。 

5 第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同

条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の

取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみな

し」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五

百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条

第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。 

6 第三百四十三条第八項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立

地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する

者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあ

るのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。 

(昭四八法二三・追加、昭五〇法一八・昭五三法九・昭五六法一五・昭五七法一〇・平三法七・平一〇

法二七・平一二法四・平二〇法二一・平二九法二・令二法五・一部改正) 

(特別土地保有税の非課税) 

第五百八十六条 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、こ

れらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の

日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以

後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている

業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人

法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において

現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成

立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。 

2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。 

一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するもの
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を新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(こ

れと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。) 

イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定さ

れた区域 

ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業

開発地区として指定された地区 

ハ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定さ

れた区域 

ニ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定さ

れた区域 

一の二 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に

規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条

第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で

政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の

建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるもの

を含む。) 

一の三 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃

止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条

第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画

において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業

を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政

令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一

体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。) 

一の四 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区にお

いて、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に

供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の

敷地の用に供する土地 

一の五 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令

で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増

設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用

される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋

若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築

物の敷地の用に供する土地 
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一の六 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内

投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促

進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入

促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第

二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨

物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供

する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係

る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び

同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家

屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物

の敷地の用に供する土地 

一の七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条

第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条

第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地 

一の八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集

会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で

政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地 

二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地 

イ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に

係る施設 

ロ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項

に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又

は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設と

みなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭

和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用

する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの 

ハ 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設

置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた

者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第

二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの 

ニ 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九

項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの 

ホ 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指
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定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 

ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄

物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの 

ト 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務

省令で定めるもの 

チ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項

に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省

令で定めるもの 

リ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定

施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの 

ヌ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)

第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水

又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの 

ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、

又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で

定めるもの 

ヲ 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物

質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条

第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に

規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は

占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの 

三 削除 

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条

の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの 

四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に

係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの 

四の三及び四の四 削除 

四の五 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、

老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事

業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地 

五 医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地 

五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介
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護老人保健施設の用に供する土地 

六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農

林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他

の政令で定める土地 

七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の

近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代

化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地 

八 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二

条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定す

る分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの 

九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に

規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定め

るものの用に供する土地 

十から十五まで 削除 

十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区

内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるも

の又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設

で政令で定めるものの用に供する土地 

十七 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第

三号に規定する業務の用に供する土地 

十八 一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるも

のをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除

くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。) 

十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下

この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築

基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところによ

り計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、

当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地

で政令で定めるもの 

二十 都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画

において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地 

二十の二 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に

供する土地 
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二十の三 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発

促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用

に供する土地 

二十一 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業

の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた

者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令

で定めるものの用に供する土地 

二十一の二 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定める

ものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政

令で定めるものの用に供する土地 

二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六

十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する

土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地 

二十二 削除 

二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)

第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若し

くは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地 

二十四 削除 

二十五 地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの 

二十五の二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政

令で定めるもの 

二十六 土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第

十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に

掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保

するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地 

二十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条

第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第

四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対

する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの 

二十八 第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるも

のを除く。) 

二十九 土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するも

の(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。) 
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三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本

構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地 

3 共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれ

ぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の

規定を適用する。 

4 第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特

別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の

特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの

日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。 

(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇一・昭四八法一〇八・昭四九法八・昭四九法一九・昭四九法五八・

昭五〇法一八・昭五〇法四五・昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法二九・昭五一法六八・昭五二法六・

昭五三法九・昭五三法二六・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五四法五三・昭五五法一

〇・昭五五法一九・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五六法四八・昭五八法一三・昭五八法二九・昭五

八法三一・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五五・昭六〇法一〇九・昭六一法四・昭

六一法一四・昭六一法二一・昭六一法八二・昭六一法五四・昭六一法九四・昭六一法九七・昭六二法一

五・昭六二法四〇・昭六二法四三・昭六二法七一・昭六三法六・昭六三法一七・昭六三法三二・昭六三

法四九・昭六三法八四・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法一九・平元法三三・平元法五一・平元法

五六・平元法六一・平元法六五・平元法八六・平二法一四・平二法一五・平二法三八・平二法五〇・平

二法六一・平三法七・平三法一二・平三法三二(平三法一二)・平三法四五・平三法五九・平三法八二・

平三法八四・平三法九五・平四法五・平四法二二・平四法三二・平四法三四・平四法四四・平四法六二・

平四法六五・平四法七六・平四法八九・平五法四・平五法五一・平五法五三・平五法六九・平五法七〇・

平五法七二・平六法一五・平六法二七・平六法四二・平七法四〇・平七法四五・平七法四六・平七法四

七・平七法七一・平八法一二・平八法一四・平八法三九・平九法九・平九法二八・平九法七九・平九法

九一・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一五二・平一一法一五(平一一法一一七)・平一一法一九・

平一一法二〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二

法一五・平一二法七三・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一四法一七・

平一四法八五・平一四法九八・平一五法九・平一五法八六・平一五法九二・平一五法一一七・平一五法

一一九・平一六法一七・平一六法三六・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・

平一七法八九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法三一・平

二三法三五・平二三法五七・平二三法七二・平二三法八三・平二三法一〇五・平二五法三・平二五法六

三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法四七・平二九法二・一部改正) 

第五百八十七条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取

得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令
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で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 

2 市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これら

に類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税

を課することができない。 

(昭四八法二三・追加) 

第五百八十七条の二 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画

整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地

の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」

という。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、土地区画整理法第百条の二(農住組合法第

八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する

場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用す

る場合を含む。)又は土地改良法第五十三条の七(同法第八十九条の二第八項、第九十六条及び第九十六条の四

第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行

う者が管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別

土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係

るものであつて、第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画

整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土

地の所有者等とみなされた場合は、この限りでない。 

2 第五百八十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。 

(平一〇法二七・追加、平一一法七〇・平一二法四・平一五法九・平二〇法二一・平二三法一〇五・平

二九法二・一部改正) 

(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権) 

第五百八十八条 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、

次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記

録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写し

を含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭

若しくは物品を受け取る権利があると認められる者 
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三 前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第

一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があ

ると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。 

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ

れを提示しなければならない。 

4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項

の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭四八法二三・追加、平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪) 

第五百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(特別土地保有税の納税管理人) 

第五百九十条 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下

本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町

村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当

該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めること

について市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする

場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障が

ないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 
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(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・一部改正) 

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第五百九十一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第五百九十二条 市町村は、第五百九十条第二項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一

項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告

をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けること

ができる。 

(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第二款 課税標準及び税率 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の課税標準) 

第五百九十三条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。 

2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定める

ものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額

とみなす。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の税率) 

第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地

の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の免税点) 

第五百九十五条 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区又は総合

区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する

土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定

の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が

一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五

百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第五百九十九条

第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞ
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れ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「基準面積」という。)に

満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。 

一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区又は総合区の区域 二千平方メートル 

二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 五千平方メート

ル 

三 その他の市町村の区域 一万平方メートル 

(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平一一法一五・平二六法四二・一部改正) 

(特別土地保有税の税額) 

第五百九十六条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税

率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規

定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た

額の合計額を控除した額 

二 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課

税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地

の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第

五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合

又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格とし

て政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額 

(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五六法一五・一部改正) 

(政令への委任) 

第五百九十七条 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定

による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による

特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四八法二三・追加) 

第三款 申告納付並びに更正及び決定等 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の徴収の方法) 

第五百九十八条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の申告納付) 

第五百九十九条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に

定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書
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を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。 

一 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年

の五月三十一日 

二 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有

税 その年の二月末日 

三 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有

税 その年の八月三十一日 

2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。 

一 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十

六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある

土地を除く。)の取得価額の合計額 

二 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該

土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある

もの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたもの

を除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額 

三 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取

得価額の合計額 

(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平一一法一六〇・一部改正) 

(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付) 

第六百条 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六

条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。 

2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六

条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に

係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申

告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。 

(昭四八法二三・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料) 

第六百条の二 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定によ

る申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該

市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二三法八三・追加) 

(特別土地保有税の納税義務の免除等) 

第六百一条 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地
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(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四

十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第

三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)

として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定め

る日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その

他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理

由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下こ

の条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、

かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税

に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に

係る納税義務を免除するものとする。 

2 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の

免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地

を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に

基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。 

3 市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地

保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める

要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条

第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。 

4 市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を

延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該

土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合にお

いては、前項後段の規定を準用する。 

5 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に

ついて第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があること

が明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部につ

いてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ち

に当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。 

6 第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項

までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二

第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)

の規定による担保について、それぞれ準用する。 

7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について
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第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土

地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。 

8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受

ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 

9 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の

規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみ

なして、同項の規定を適用する。 

10 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四八法二三・追加、昭四八法一〇八・昭四九法一九・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭

五五法一〇・昭五九法七・平一一法一五・平一三法八・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二

七法二・一部改正) 

第六百二条 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市

町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年

を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期

間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市

町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、

土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)

で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」

という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以

下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があ

つたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税

義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。 

一 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡 

イ 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。) 

ロ 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第三十七条第四項第一号に規定する寄附金に係る寄附に該当

するもので政令で定めるもの 

ハ 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅

の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するもので

あつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に

対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。) 

ニ 宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの 

ホ 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民

間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定
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する業務を行うために直接必要であると認められるもの 

二 土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共

事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動

産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた

家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下

本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対

応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失

を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋に

ついての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。) 

三 土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業

の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者

又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又

は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認

める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、

又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。) 

2 前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。 

3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適

用しない。 

(昭四八法二三・追加、昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六

三法六・平八法一二・平一〇法二七・平一一法七六・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・一部

改正) 

第六百三条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の三から第七十三条の

二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもの

のうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税

義務を免除するものとする。 

2 市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得

その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特

別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

3 市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると

認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地

保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 

4 第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別

土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 
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(昭四八法二三・追加、平一二法四・平二三法八三・平二六法四・一部改正) 

第六百三条の二 市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、

当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条

第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺

の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地

に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

一 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築

物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除

く。) 

二 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土

地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第一項において「特定施設」という。)で、その整

備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するもの

の用に供する土地 

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第五百九十九条第一項の納期限(納

期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土

地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に

同項の認定又は次条第一項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、

当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。 

3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものと

する。 

4 市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当

該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一

項の認定をするときは、この限りでない。 

5 市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地

について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第

五百九十九条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通

知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を

受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を

第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除

く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないこと

が明らかである場合は、この限りでない。 

6 第五百八十六条第四項及び第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。 

7 第二項の申請の手続その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

643 

 

(昭五三法九・追加、昭五七法一〇・平一〇法二七・平一五法九・一部改正) 

第六百三条の二の二 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下

本項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事

実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築

物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきや

むを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で

市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除

土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたとき

は、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るもの

とし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。 

2 第六百一条第二項から第九項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項

中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長

された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の

免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で市町村長が定め

る相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第四

項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延

長された期間を含む。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読

み替えるものとする。 

3 第一項の認定及び確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一五法九・一部改正) 

(特別土地保有税の脱税に関する罪) 

第六百四条 偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若し

くは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提

出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 
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6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭四八法二三・追加、平二三法八三・一部改正) 

(所得税又は法人税に関する書類の供覧等) 

第六百五条 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得

税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府

が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は

記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録

させるものとする。 

(昭四八法二三・追加、平一八法五三・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(特別土地保有税の減免) 

第六百五条の二 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると

認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免

することができる。 

(昭五一法七・追加) 

(特別土地保有税の更正又は決定) 

第六百六条 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条

第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又

は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 

2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべ

き課税標準額及び税額を決定する。 

3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は

税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなけ

ればならない。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第六百七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、

不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四

項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項

及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項
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の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間

又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得

ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五三法九・昭五七法一〇・平一〇法二七・平一一法一五・平

一五法九・一部改正) 

(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金) 

第六百八条 特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当

該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げ

る税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同

じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間 

二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を

経過する日までの期間 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日ま

での期間 

四 第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項にお

いて準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定によつて徴収を猶予した

税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間 

2 市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得な

い理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五三法九・昭五七法一〇・平一〇法二七・平一一法一五・平

一五法九・一部改正) 

(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第六百九条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合にお

いて、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百

六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長

は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると

認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象

不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前

にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更
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正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に

係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修

正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させ

る更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたとき

は、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申

告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円との

いずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相

当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合にお

いて、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正が

あるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付

すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。

ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、こ

の限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第

三項の規定による更正があつた場合 

三 第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による

更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定

による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係

る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少

した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に

規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に

相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付す

べき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申

告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべき

ことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出
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又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日ま

での間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告

書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第

一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収され

たものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるとき

は、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、

第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該

申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又

は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二

項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額

に相当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八

法一三・一部改正) 

(特別土地保有税の重加算金) 

第六百十条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を

提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その

計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて

計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標

準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事

実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは

修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となる

べき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一

項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別
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土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これ

らの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する

計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは

同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。 

4 市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただ

し書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加し

た税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者

に通知しなければならない。 

(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第四款 督促及び滞納処分 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税に係る督促) 

第六百十一条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条

第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏

員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りで

ない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めること

ができる。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税に係る督促手数料) 

第六百十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手

数料を徴収することができる。 

(昭四八法二三・追加) 

(特別土地保有税に係る滞納処分) 

第六百十三条 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別

土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土

地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を

完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、
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「納付の催告書」とする。 

3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促

を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直

ちにその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求

に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要

求をしなければならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の

滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要

求は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に

規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。 

(昭四八法二三・追加、平一六法七六・一部改正) 

(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪) 

第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の

不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若

しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同

項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

(昭四八法二三・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第六百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員

の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員
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の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは

記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第六百十六条から第六百二十条まで 削除 

(平二九法二) 

第五款 遊休土地に係る特別土地保有税 

(平三法七・追加、平二九法二・旧第六款繰上) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等) 

第六百二十一条 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項に

おいて「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の

規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であ

るもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当

該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。 

(平三法七・追加) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準) 

第六百二十二条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土

地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。 

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した

金額とする。 

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合に

おける土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定

した金額を当該土地の取得価額とみなす。 

(平三法七・追加) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率) 

第六百二十三条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。 

(平三法七・追加) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額) 

第六百二十四条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗

じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村

が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊

休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

651 

 

計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定

する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。 

(平三法七・追加) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付) 

第六百二十五条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)

は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項

を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。 

2 前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。 

(平三法七・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例) 

第六百二十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用

を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの

規定は、適用しない。 

(平三法七・追加、平一〇法二七・一部改正) 

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 

第六百二十七条 第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規

定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二

項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、

第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、

第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域

内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは

「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第

五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項

の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」

と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期

限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十

九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるの

は「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるも

のとする。 

(平三法七・追加、平一〇法二七・平一五法九・一部改正) 

(政令への委任) 

第六百二十八条 第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適

用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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(平三法七・追加) 

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等) 

第六百二十九条 市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認

定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除

するものとする。 

一 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換

利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたな

らば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該

当しなくなることが明らかであること。 

二 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規

定により意見を聴取したこと。 

2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納

期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休

土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。た

だし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の

所有者に変更のないときは、この限りでない。 

3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものと

する。 

4 市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当

該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、

第一項の認定をするときは、この限りでない。 

5 市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係

る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限か

ら第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該

第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に

係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれ

の事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。 

6 前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項

及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(こ

れらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第

三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。 

7 第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況による

ものとする。 
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8 第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。 

9 第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

(平三法七・追加、平一〇法二七・平一一法一五・平一五法九・一部改正) 

第六百三十条から第六百六十八条まで 削除 

(平三法七) 

第九節 市町村法定外普通税 

(昭二九法九五・旧第十一節繰上、昭三二法六〇・旧第九節繰上、昭四八法二三・旧第八節繰下) 

(市町村法定外普通税の新設変更) 

第六百六十九条 市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その

他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじ

め、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

2 市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項に

おいて同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町

村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの

(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の

新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の

意見を聴くものとする。 

(昭二七法二六二・昭三〇法一一二・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法一七・

一部改正) 

第六百七十条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知し

なければならない。 

2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更

について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正) 

第六百七十条の二 総務大臣は、第六百六十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

(平一一法一六〇・追加、平一六法一七・一部改正) 

(総務大臣の同意) 

第六百七十一条 総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申

出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しな

ければならない。 

一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

654 

 

二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 

三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。 

(昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法一七・一部改正) 

(市町村法定外普通税の非課税の範囲) 

第六百七十二条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。 

一 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 

二 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入 

三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの 

(昭二六法一九一・昭二八法一六一・昭二八法二〇七・昭二九法二〇四・昭三〇法九一・昭三一法一三

四・昭三二法一四三・昭三三法一四三・昭三四法一四一・昭三五法三〇・昭三五法五七・昭三六法一六

七・昭三六法二三八・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭四二法一二一・昭四九法一一七・昭五四法

七六・昭五八法八二・昭五九法七七・平六法五七・平八法八二・平九法四八・平一一法八七・一部改正) 

(市町村法定外普通税の徴収の方法) 

第六百七十三条 市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところ

によつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 

(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権) 

第六百七十四条 市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合に

おいては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存

に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合

における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しく

は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 特別徴収義務者 

三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受け

た法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係

る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとす

る。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき
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は、これを提示しなければならない。 

4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

5 市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十五条

第六項の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪) 

第六百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(市町村法定外普通税の納税管理人) 

第六百七十六条 市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次

項及び第六百七十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、

居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に

関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管

理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜

を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。

納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係

る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、

納税管理人を定めることを要しない。 

(平一〇法二七・一部改正) 

(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第六百七十七条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不

正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第六百七十八条 市町村は、第六百七十六条第二項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は

特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の

過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第六百七十九条 削除 

(昭三八法八〇) 

(市町村法定外普通税の普通徴収の手続) 

第六百八十条 市町村法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納

税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第六百八十一条 市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村

法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第六百八十二条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 

第六百八十三条 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市

町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(市町村法定外普通税の減免) 

第六百八十四条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とす
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ると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の

条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者につい

ては、この限りでない。 

(昭三八法九九・一部改正) 

(市町村法定外普通税の申告納付の手続等) 

第六百八十四条の二 市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内におけ

る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提

出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。 

2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税

額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告

書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。 

(昭二九法九五・追加) 

(市町村法定外普通税の特別徴収の手続) 

第六百八十五条 市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外

普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させな

ければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係

る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を

当該市町村に納入する義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた

税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密

に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

(市町村法定外普通税に係る更正及び決定) 

第六百八十六条 市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告

書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申

告書の提出があつた場合において、納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村

法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なると

きは、これを更正することができる。 

2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査に

よつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過

大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽そ
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の他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特

別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第六百八十七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下

市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を

納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期

限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌

日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納

期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことに

ついてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第六百八十八条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があ

つた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)にお

いて、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたとき

は、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつた

ことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した

税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足

金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申

告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又

は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由が

あると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当

該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係

る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少

した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限ま

でにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い

金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に
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満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相

当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は

更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額

を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理

由があると認められる場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた

場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若

しくは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申

告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六

条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付

し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決

による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とす

る。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわら

ず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべ

き税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又

は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知

してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第

六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の

日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合

又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外

普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収

されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある

ときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額

に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 
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5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が

当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があ

るべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規

定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当

する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・

平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る重加算金) 

第六百八十九条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の

基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて

納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少

申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百

分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別

徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽

し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後

にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代え

て、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収し

なければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十

六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加

算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは

同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に

該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

4 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五項
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に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算し

た重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを

納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金) 

第六百九十条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合において

は、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第六百八十

四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は

納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定に

よる修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から

一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。 

2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しな

かつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができ

る。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(市町村法定外普通税の脱税に関する罪) 

第六百九十一条 偽りその他不正の行為によつて市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 第六百八十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部

を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各

項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額

に相当する額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又

は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項、

第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

662 

 

各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間

は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第六百九十二条 削除 

(昭三七法一六一) 

(市町村法定外普通税に係る督促) 

第六百九十三条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限

をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を

完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。

但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(昭三四法一四九・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る督促手数料) 

第六百九十四条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによ

つて、手数料を徴収することができる。 

(昭三八法八〇・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る滞納処分) 

第六百九十五条 市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当

該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村

法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収

金を完納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付又は納入の催告書」とする。 

3 市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、

督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、

直ちにその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付

要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、
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交付要求をしなければならない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法

に規定する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 

第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産

を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、

その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれ

させる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第六百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏

員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しく

は記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続) 
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第六百九十八条 市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者

に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村

は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は

証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 

2 市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証

紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければなら

ない。 

3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。 

(昭三一法八一・旧第七百条繰上、昭四三法四・旧第六百九十九条の二繰上) 

第四章 目的税 

第一節及び第二節 削除 

(平二一法九) 

第六百九十九条から第七百条の五十まで 削除 

(平二一法九) 

第三節 狩猟税 

(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・平一六法一七・改称) 

(狩猟税) 

第七百条の五十一 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県

知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。 

(昭三八法八〇・追加、昭五四法一二・平一六法一七・一部改正) 

(狩猟税の税率) 

第七百条の五十二 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円 

二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要

しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族

に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円 

三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円 

四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付する

ことを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する

扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円 

五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円 

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の

税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。 
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一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八

条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一 

二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 

四分の三 

(平一六法一七・全改、平一九法四・平二六法四六(平二七法二)・平二九法二・一部改正) 

(狩猟税の賦課期日及び納期) 

第七百条の五十三 狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。 

(昭三八法八〇・追加、平一六法一七・一部改正) 

(狩猟税の徴収の方法) 

第七百条の五十四 狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴

収の方法によらなければならない。 

(平一六法一七・全改) 

(狩猟税の普通徴収の手続) 

第七百条の五十五 狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書

は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(平一六法一七・追加) 

(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第七百条の五十六 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関

し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(平一六法一七・追加) 

(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百条の五十七 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する

ほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(狩猟税に係る不申告等に関する過料) 

第七百条の五十八 道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき

事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条

例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権) 

第七百条の五十九 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、
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納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的

記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電

磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査し、若しくは当該

物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。 

3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定

めるところによる。 

5 第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(平一六法一七・追加、平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者

を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(狩猟税の脱税に関する罪) 

第七百条の六十一 偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、百万円以下の罰金に処

する。 

2 前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又

は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

3 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰

するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(狩猟税の減免) 

第七百条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認め
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る者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟

税を減免することができる。 

(平一六法一七・追加) 

(納期限後に納付する狩猟税の延滞金) 

第七百条の六十三 狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その

延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税

額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から

一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付しなければならない。 

2 道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない

事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一六法一七・追加) 

(狩猟税に係る督促) 

第七百条の六十四 納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県

の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合におい

ては、この限りでない。 

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが

できる。 

(平一六法一七・追加) 

(狩猟税に係る督促手数料) 

第七百条の六十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところに

よつて手数料を徴収することができる。 

(平一六法一七・追加) 

(狩猟税に係る滞納処分) 

第七百条の六十六 狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩

猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟税

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた
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滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押さえることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。 

(平一六法一七・追加、平一六法七六・一部改正) 

(狩猟税に係る滞納処分に関する罪) 

第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利

益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しく

は二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、ま

た同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又

は財産に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

当該各項の罰金刑を科する。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七百条の六十八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又

は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同

項の罰金刑を科する。 

(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(狩猟税の証紙徴収の手続) 

第七百条の六十九 道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府

県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税

を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受

けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 

2 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の

印で判明にこれを消さなければならない。 

3 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。 

(平一六法一七・追加) 

第四節 入湯税 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・改称) 

(入湯税) 

第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必

要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入

湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 

(昭三二法六〇・追加、昭四六法一一・昭五二法六・平二法一四・一部改正) 

(入湯税の税率) 

第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。 

(昭三二法六〇・追加、昭四六法一一・昭五〇法一八・昭五二法六・一部改正) 

(入湯税の徴収の方法) 

第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・一部改正) 

(入湯税の特別徴収の手続) 

第七百一条の四 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜

を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、

税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入す

る義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当す
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る部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密

に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

(昭三二法六〇・追加) 

(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権) 

第七百一条の五 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次

に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を

含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含

む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 特別徴収義務者 

二 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの 

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。 

3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことが

できる。 

4 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定

めるところによる。 

5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改

正) 

(入湯税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七百一条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 
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(昭三二法六〇・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(入湯税の脱税に関する罪) 

第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一

部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。 

2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定

にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項

の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正) 

第七百一条の八 削除 

(昭三八法八〇) 

(入湯税に係る更正及び決定) 

第七百一条の九 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当

該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 

2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納

入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過

大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行

為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務

者に通知しなければならない。 

(昭三二法六〇・追加) 

(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七百一条の十 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合にお

いて、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があ

るときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・

六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年

七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 
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3 市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむ

を得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金) 

第七百一条の十一 入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合

においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセ

ント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。 

2 市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについて

やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七百一条の十二 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出が

あつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)

において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納

入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正

による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該

対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の

合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認

められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減

少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつ

たときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)

が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と

五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超え

る部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算し

た金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により

納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければなら

ない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる

場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた

場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

673 

 

更正があつた場合 

三 第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更

正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請

求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分

の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する

不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する

金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税

額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査によ

る決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提

出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して

五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合にお

いて、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知して

されたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」とい

う。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これ

らの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税につい

て市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額

に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計

算した金額に相当する額とする。 

6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加

算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六

法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(入湯税に係る納入金の重加算金) 
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第七百一条の十三 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎とな

るべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告

書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加

算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分

の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三

項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、

不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、

これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更

正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百

分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する理由

があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを

特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部

改正) 

第七百一条の十四 削除 

(昭三七法一六一) 

第七百一条の十五 削除 

(昭三八法八〇) 

(入湯税に係る督促) 

第七百一条の十六 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。

以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税

吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、

この限りでない。 

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることが
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できる。 

(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・一部改正) 

(入湯税に係る督促手数料) 

第七百一条の十七 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところに

よつて、手数料を徴収することができる。 

(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・一部改正) 

(入湯税に係る滞納処分) 

第七百一条の十八 入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に

係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税

に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しな

いとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納入の催告書」とする。 

3 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた

滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財

産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第

一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破

産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければな

らない。 

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の

財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞

納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、

参加差押によりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞

納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・一部改正) 

(入湯税に係る滞納処分に関する罪) 

第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町

村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲
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役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行

為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年

以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰

金刑を科する。 

(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七百一条の二十 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで 削除 

(平二九法二) 

第五節 事業所税 

(昭五〇法一八・追加) 

第一款 通則 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税) 

第七百一条の三十 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税

を課するものとする。 

(昭五〇法一八・追加) 

(用語の意義) 

第七百一条の三十一 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
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一 指定都市等 次に掲げる市をいう。 

イ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市 

ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第

三項に規定する既成都市区域を有するもの 

ハ イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに

準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの 

二 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。 

三 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。 

四 事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。 

五 従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むもの

とし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を

除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与

並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業

者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定す

る事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法(昭和四十九年

法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項にお

いて「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除

く。)をいう。 

六 事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現

に事業所等の用に供するものをいう。 

七 事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。 

八 個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をい

い、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。 

イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日まで 

ロ 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。) その年の一月一日から当該廃止の日まで 

ハ 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。) 当該開始の日からその年の十二月三十一日

まで 

ニ 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃

止の日まで 

2 前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定

は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。 

(昭五〇法一八・追加、昭五一法七・昭六三法六・平一一法八七・平一五法九・平一七法五・一部改正) 

(事業所税の納税義務者等) 
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第七百一条の三十二 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定

都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 

2 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるも

のをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令

で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者

の共同事業とみなす。 

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」とい

う。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。 

(昭五〇法一八・追加、昭五一法七・昭五二法六・昭五五法六二・平七法四〇・平一四法一七・平一五

法九・平一六法一七・一部改正) 

(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者) 

第七百一条の三十三 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実

上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するも

のとする。 

(昭五〇法一八・追加、平一五法九・一部改正) 

(事業所税の非課税の範囲) 

第七百一条の三十四 指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税

独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。 

2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合

法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可

地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する

法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が

事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。 

3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができ

ない。 

一及び二 削除 

三 博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第十号の四に該当するものを

除く。) 

四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの 

五 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場 

六 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場 

七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設 

八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定による許可若しくは同法第九条
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の八第一項の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項ただし書若しくは同条第六項ただし書の規定

により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設 

九 医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十八項

に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項に規定する介護医療院で政令で定め

るもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所 

十 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの 

十の二 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設 

十の三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。) 

十の四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認

定こども園 

十の五 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの 

十の六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支

援施設 

十の七 第十号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供

する施設で政令で定めるもの 

十の八 介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設 

十の九 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事

業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設 

十一 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの 

十二 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する

施設で政令で定めるもの 

十三 削除 

十四 卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設 

十五 削除 

十六 電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第

十四号に規定する発電事業の用に供する施設で政令で定めるもの 

十七 ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガ

ス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、

及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 

十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積

の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構

から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する

施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるも
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の 

十九 次のイ又はロに掲げる施設 

イ 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定め

るものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて

設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令

で定めるもの 

ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町

村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令

で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの 

二十 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の

事業の用に供する施設で政令で定めるもの 

二十一 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自

動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二

条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六

項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの

若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行

う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う

事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に

供する施設で政令で定めるもの 

二十二 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はト

ラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの 

二十三 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものと

して政令で定める施設 

二十四 専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設

備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法

(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気

通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通

信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事

業の用に供する施設で政令で定めるもの 

二十五 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の

事業の用に供する施設で政令で定めるもの 

二十五の二 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号及び第六号

に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの 
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二十六 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの 

二十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの 

二十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十

一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として

都市計画に定められたもの 

二十九 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第

九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつて

は、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの 

4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する防火

対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令

で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等(以

下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に

規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除

く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。 

5 指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項に規定する港湾運送事業者がそ

の本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課すること

ができない。 

6 第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課

税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期

間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。 

7 第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所

床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な

事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭五〇法一八・追加、昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法八五・昭五二法六・昭五三法九・昭五四

法一二・昭五四法五三・昭五五法五三・昭五五法六二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・

昭五八法五一・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法一〇九・昭六一法一四・昭六一法

八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一九・平元

法八〇・平元法八二・平元法八三・平二法五八・平三法七・平三法二四・平三法八四・平三法九五・平

四法三九・平四法四一・平四法八九・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平六法一〇六・

平七法四〇・平七法七五・平八法一二・平八法五二・平九法一二四・平一〇法七・平一〇法二七・平一

〇法一〇七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一〇四・平一二法四・平一二法四三・平一二法六

七・平一二法九六・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法一五三・平一四法一七・
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平一四法七七・平一五法九・平一五法五五・平一五法八四・平一五法九三・平一五法一一九・平一五法

一二五・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一七法一〇二(平

一九法四)・平二〇法二一・平二〇法四二・平二三法七二・平二三法八一・平二三法八三・平二四法三

〇・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二七法六

三・平三〇法三・一部改正) 

(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権) 

第七百一条の三十五 指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、

次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記

録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写し

を含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭

若しくは物品を受け取る権利があると認められる者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの 

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項

において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人を

いう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第

一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があ

ると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。 

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、こ

れを提示しなければならない。 

4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くこ

とができる。 

5 事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項

の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による指定都市等の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

(昭五〇法一八・追加、平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(事業所税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七百一条の三十六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

683 

 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、

第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法

人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をし

た場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(事業所税の納税管理人) 

第七百一条の三十七 事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等

(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当

該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の

長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人

として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、

又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないこ

とについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・一部改正) 

(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百一条の三十八 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその

他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第七百一条の三十九 指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で

同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がな
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くて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定

を設けることができる。 

(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第二款 課税標準及び税率 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税の課税標準) 

第七百一条の四十 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所

床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面

積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税

標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。 

2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、

それぞれ当該各号に定める面積とする。 

一 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算

定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日

の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積 

二 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日におけ

る事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数

の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積 

三 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止

されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属

する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積 

3 前二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一

月とする。 

(昭五〇法一八・追加、平一五法九・一部改正) 

(事業所税の課税標準の特例) 

第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産

割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従

業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等

に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げ

る割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。 

施設 資産割に係る割合 従業者割に係る割合 

一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の二分の一 二分の一 
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事業の用に供する施設 

二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は

同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校

法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置

する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教

育の用に供する施設 

二分の一 二分の一 

三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等

の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のた

めの施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを

除く。) 

四分の三   

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一

項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若し

くは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四

の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄

物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又

は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるも

のの用に供する施設で政令で定めるもの 

四分の三 二分の一 

五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二

条第三項に規定する家畜市場 

四分の三   

六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として

設置される施設で政令で定めるもの 

四分の三   

七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法

(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する

酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に

供する施設で政令で定めるもの 

四分の三   

八 木材取引のために開設される市場で政令で定める

もの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業

とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を

業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設

で政令で定めるもの 

四分の三   

九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条

第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施

設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 

二分の一   
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十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同

項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政

令で定めるもの 

二分の一 二分の一 

十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち

同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定める

もの 

四分の三 二分の一 

十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により

運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供

する施設(前号に掲げるものを除く。) 

二分の一   

十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運

送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる

一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上

屋(第十一号に掲げるものを除く。) 

二分の一   

十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七

条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉

庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉

庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。) 

四分の三   

十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タク

シー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七

十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限

る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 

二分の一 二分の一 

十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の

三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政

令で定めるもの 

二分の一 二分の一 

十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一

項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五

条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号

に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるも

のを除く。) 

二分の一 二分の一 

十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一

項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉

庫業者がその本来の事業の用に供するもの 

四分の三 二分の一 

十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二二分の一 二分の一 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

687 

 

条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の

事業の用に供する施設で政令で定めるもの 

2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十

五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)にお

いて行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事

業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業

所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。 

3 前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末

日の現況によるものとする。 

4 第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事

業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるもの

と受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。 

(平一五法九・全改、平一五法九三・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平一九法九六・平二〇

法二一・平二三法八三・平二九法八四・平三一法二・一部改正) 

(税率) 

第七百一条の四十二 事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては

百分の〇・二五とする。 

(昭五〇法一八・追加、昭五五法一〇・昭六一法一四・平一五法九・一部改正) 

(事業所税の免税点) 

第七百一条の四十三 指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次

項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の

三十四の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各

事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課

することができない。 

2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に規定する企業組合又は同項第七号に

規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に

係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その

者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業

の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業

所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)が千

平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以

下であるものにあつては従業者割を課することができない。 
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3 前二項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する事業所床面積が千

平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者

の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 

4 前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下で

あるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動が

ある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)

については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標

準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。 

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

(昭五〇法一八・追加、昭五二法六・平一五法九・一部改正) 

(政令への委任) 

第七百一条の四十四 第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市

町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。 

(昭五〇法一八・追加) 

第三款 申告納付並びに更正及び決定等 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税の徴収の方法) 

第七百一条の四十五 事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

(昭五〇法一八・追加) 

(法人に対して課する事業所税の申告納付) 

第七百一条の四十六 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終

了の日から二月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第七百

一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる

場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当

該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額

及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等

の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。 

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有

し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割に

あつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。 

3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないも

のに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。 
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(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・平一一法一六〇・平一五法九・平二六法四・一部改正) 

(個人に対して課する事業所税の申告納付) 

第七百一条の四十七 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年

三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の

廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び

税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長

に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。 

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区

域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従

業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。 

3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税

額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させるこ

とができる。 

(昭五〇法一八・追加、平一一法一六〇・平一五法九・一部改正) 

第七百一条の四十八 削除 

(平一五法九) 

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付) 

第七百一条の四十九 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当

該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百

一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。 

2 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正

申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しく

は修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十

七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、

総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額

を当該指定都市等に納付しなければならない。 

(昭五〇法一八・追加、平一一法一六〇・平一五法九・一部改正) 

(事業所税に係る不申告に関する過料) 

第七百一条の四十九の二 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一

項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定す

る申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以

下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平二三法八三・追加) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

690 

 

第七百一条の五十及び第七百一条の五十一 削除 

(平一五法九) 

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務) 

第七百一条の五十二 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条

例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければな

らない。 

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、

当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければな

らない。 

(昭五〇法一八・追加、平一五法九・一部改正) 

(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪) 

第七百一条の五十三 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正) 

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料) 

第七百一条の五十四 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申

告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例

で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正) 

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等) 

第七百一条の五十五 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所

得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税

義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を

閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に

閲覧させ、又は記録させるものとする。 

2 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税

義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る

事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務が
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あるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合

には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとす

る。 

(昭五〇法一八・追加、昭五一法七・平一八法五三・平二二法四・平三〇法三・一部改正) 

(事業所税の脱税に関する罪) 

第七百一条の五十六 偽りその他不正の行為によつて事業所税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若

しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

3 第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告

書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れた者

は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、

五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項

の罰金刑を科する。 

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の

罪についての時効の期間による。 

7 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につ

き当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定

を準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正) 

(事業所税の減免) 

第七百一条の五十七 指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とす

ると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減

免することができる。 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税の更正又は決定) 

第七百一条の五十八 指定都市等の長は、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定による申告書(以下

本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において

「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額

がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 
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2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申

告すべき課税標準額及び税額を決定する。 

3 指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準

額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。 

4 指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知

しなければならない。 

(昭五〇法一八・追加、平一五法九・一部改正) 

(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収) 

第七百一条の五十九 指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた

場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があると

きは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の納期限(納期限

の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付

の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月

を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して徴収しなければならない。 

3 指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてや

むを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五〇法一八・追加、昭五三法九・平一五法九・一部改正) 

(納期限後に納付する事業所税の延滞金) 

第七百一条の六十 事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事

業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経

過する日までの期間 

二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を

経過する日までの期間 

三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日ま

での期間 

2 指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由

があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭五〇法一八・追加、昭五三法九・平一五法九・一部改正) 
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(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七百一条の六十一 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた

場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、

第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたと

きは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについ

て正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下

この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当

該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた

場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告

又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による

不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を

減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があ

つたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とす

る。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万

円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部

分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場

合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正が

あるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正によ

り納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければな

らない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場

合は、この限りでない。 

一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた

場合 

二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若

しくは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規

定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前

にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規

定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に
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係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減

少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項

に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分

に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付

すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後

にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申

告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべ

きことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提

出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日

までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の

提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第一項から第

三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除

く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項

に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規

定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該

申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正

又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第

二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金

額に相当する額とする。 

6 指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不

申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出

期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、

かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八

法一三・一部改正) 

(事業所税の重加算金) 

第七百一条の六十二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき

事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正

申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額

に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の
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割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標

準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事

実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは

修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎

となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五

十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの

間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、

これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定

する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当すると

きは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

4 指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一

項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により

増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、

納税者に通知しなければならない。 

(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

第四款 督促及び滞納処分 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税に係る督促) 

第七百一条の六十三 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百

一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市

等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、

この限りでない。 

2 特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定

めることができる。 

(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税に係る督促手数料) 

第七百一条の六十四 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるとこ

ろによつて、手数料を徴収することができる。 
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(昭五〇法一八・追加) 

(事業所税に係る滞納処分) 

第七百一条の六十五 事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該

事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業所

税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納し

ないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付の催告書」とする。 

3 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受け

た滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ち

にその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四

条第一号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に

係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしな

ければならない。 

5 指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞

納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税

の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付

要求は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定す

る滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。 

(昭五〇法一八・追加、平一六法七六・一部改正) 

(事業所税に係る滞納処分に関する罪) 

第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、指定都市

等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲

役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同

項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲

役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を

科する。 

5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七百一条の六十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等

の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等

の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記

載若しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき

当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を

準用する。 

(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで 削除 

(平二九法二) 

第五款 使途等 

(昭五〇法一八・追加、平二九法二・旧第六款繰上) 

(事業所税の使途) 

第七百一条の七十三 指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収

に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければな

らない。 

一 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 

二 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 

三 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 

四 河川その他の水路の整備事業 

五 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業 
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六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業 

七 公害防止に関する事業 

八 防災に関する事業 

九 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定め

るもの 

(昭五〇法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正) 

(指定都市等でなくなつた場合等の特例) 

第七百一条の七十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくな

つた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定

の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当

しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合

における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(昭五〇法一八・追加) 

第六節 都市計画税 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第二節繰下、昭三八法八〇・昭四三法四・改称、昭五〇法一

八・旧第五節繰下) 

(都市計画税の課税客体等) 

第七百二条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整

理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指

定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当

該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計

画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準とし

て、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する

市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内

に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特

別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、

同様とする。 

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第

九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十

二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率

を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条

(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条繰下・一部改正、昭三七法五一・昭三八法八〇・
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昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四六法一一・昭四七

法一一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五六法二八・昭五八法一三・昭五

九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・

昭六二法四〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法三九・平一〇法二七・平一一法一五・平

一二法七三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一

七法一〇二(平一九法四)・平二〇法二一・平二三法八三・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・

令二法五・一部改正) 

(都市計画税の非課税の範囲) 

第七百二条の二 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町

村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課すること

ができない。 

2 前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は

第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課す

ることができない。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の二繰下、昭三八法八〇・昭三八法九九・平元法

一四・平一一法一〇四・平一三法八・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法五・

平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正) 

(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例) 

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用

する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合

を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条

第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

2 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用され

る第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百

二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の

額とする。 

(平五法四・追加、平一三法八・一部改正) 

(都市計画税の税率) 

第七百二条の四 都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の三繰下、昭五三法九・一部改正、平五法四・旧

第七百二条の三繰下) 

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額) 

第七百二条の四の二 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「震災等」という。)に
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より滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)そ

の他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から同日の属する年の翌年の三月三

十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村

長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋

に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生

した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属

する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期

日とする年度から四年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額の

うち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区

分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る

税額として各区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)又は各

共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る都市

計画税額から減額するものとする。 

(平二九法二・追加) 

(都市計画税の納税管理人) 

第七百二条の五 第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に

係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の四繰下、平五法四・旧第七百二条の四繰下、平

一〇法二七・一部改正) 

(都市計画税の賦課期日) 

第七百二条の六 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の五繰下、平五法四・旧第七百二条の五繰下) 

(都市計画税の納期) 

第七百二条の七 都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。

ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 

2 都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額

と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、

前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の六繰下・一部改正、平五法四・旧第七百二条の

六繰下) 

(都市計画税の賦課徴収等) 

第七百二条の八 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合

を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基
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く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは

第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該

各条の規定を適用するものとする。 

2 都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関

する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。 

3 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の

納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金と

あわせて納付しなければならない。 

4 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び

固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除

した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団

体の徴収金の納付があつたものとする。 

5 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画

税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用い

るそれらの文書とあわせて作成するものとする。 

6 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該

固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長され

たものとする。 

7 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三

百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税

に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額について

も、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免された

ものとする。 

8 第三百五十八条、第三百七十四条及び第三百七十五条の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴

収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七百一条の七繰下・一部改正、昭三四法一四九・昭三七法

一六一・昭三八法八〇・一部改正、平五法四・旧第七百二条の七繰下、平二六法六九・一部改正) 

第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税 

(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭四三法四・昭四四法一六・改称、昭五〇法一

八・旧第六節繰下) 

(水利地益税) 

第七百三条 道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他

土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地
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又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。 

2 水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前

項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。 

3 市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基

いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。 

(昭二九法一二〇・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七百二条繰下・一部改正) 

(共同施設税) 

第七百三条の二 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要

する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。 

2 共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施

設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。 

(昭三二法六〇・旧第七百三条繰下) 

(宅地開発税) 

第七百三条の三 市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とするこ

と又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路そ

の他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるた

め、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において

「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に

規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和

三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内におい

て公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行

う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅

地開発税を課することができる。 

2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の

状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。 

3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定める

ものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合に

は、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これ

に相当する額を還付するものとする。 

4 宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する

旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十

五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。 

(昭四四法一六・追加、平一二法七三・一部改正) 
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(国民健康保険税) 

第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、

当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)

である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することがで

きる。 

一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付

金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期

高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付

金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。) 

二 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」と

いう。)の納付に要する費用 

三 その他国民健康保険事業に要する費用 

2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定

した次に掲げる額の合算額とする。 

一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において

負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町

村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号ヘ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。) 

二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該

市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付

に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税

について同じ。) 

三 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるもの

をいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下この条において同じ。) 

3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均

等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五

項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控
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除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる

額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とするこ

とができる。 

一 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負

担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合

算額 

ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除

く。)の額 

ハ 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

ニ 国民健康保険法第八十一条の二第九項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費

用の額 

ホ 保健事業に要する費用の額 

ヘ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額 

二 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額 

ロ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除

く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものを除く。)の額 

ハ 国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 

ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項の

規定による繰入金を除く。)の額 

三 当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額 

4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 

一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 
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5 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区

分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等

割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 

6 前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条

において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者

の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき

前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基

礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込ま

れる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 

7 前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第

三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 

8 第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係

る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村にお

ける被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の

規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回るこ

とが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとす

る。 

9 第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 

10 第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者で

あつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税に

ついて同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特

定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)

をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月

までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項にお

いて同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特

定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した

数に按分して算定した額 

二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 

三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額 

11 第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 
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12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定

される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含

む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額

から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減

免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる

額の見込額を合算した額とすることができる。 

一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号イ及びロにおいて同じ。)の額 

二 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。)の額 

ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第

一項の規定による繰入金を除く。)の額 

三 当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額 

13 標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 

一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 

14 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後

期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 

15 前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、

当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七

項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢

者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし

書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総

務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 

16 第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該

市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及

び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢
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者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省

令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 

17 第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 

18 第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属

する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数

の合計数を控除した数に按分して算定した額 

二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 

三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額 

19 第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超える

ことができない。 

20 国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被

保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項

及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲

げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合に

は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合

算した額とすることができる。 

一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及

びロにおいて同じ。)の額 

二 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。)の額 

ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第

一項の規定による繰入金を除く。)の額 

三 当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額 

21 標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 

一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 

三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 

22 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金
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課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金

課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 

23 前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額

等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情

に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額

を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金

課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込

まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 

24 第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等

に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に

照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課

税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実である

と見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 

25 第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に

按分して算定する。 

26 第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険

者が属する世帯の数に按分して算定する。 

27 第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることが

できない。 

28 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険

者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規

定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する

被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の

世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者

(世帯主を除く。)」とする。 

(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七百三条の二

繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・

昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七百三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一

法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七

法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元

法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一

二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三

法八三・平二五法三・平二九法二・一部改正) 
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(国民健康保険税の減額) 

第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額

については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、

第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この条中山林所得金額の算定について同じ。)及び山

林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定

める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又

は世帯別平等割額を減額するものとする。 

(昭三八法八〇・追加、昭四一法四〇・一部改正、昭四四法一六・旧第七百三条の四繰下・一部改正、

昭五〇法一八・平七法五三・平九法一二四・平一八法八三・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・

平二九法二・一部改正) 

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第七百三条の五の二 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項及び前条の規定の適用については、同項中

「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保

険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二

項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同

条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条

第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得につい

ては、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」

と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。 

2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該

当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」

という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に

限る。)をいう。 

一 雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者 

二 雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの 

(平二二法四・追加、平二三法八三・平二九法二・一部改正) 

(水利地益税等の非課税の範囲) 

第七百四条 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これ

らの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することが

できない。 

2 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、
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財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。 

(昭二七法二五一・昭二七法二九五・昭三一法八一・昭三一法一四八・昭三八法八〇・昭三八法九九・

昭四四法一六・昭四五法二四・昭五九法八八・昭六一法九四・平八法二三・平一一法一〇四・平一四法

九八・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法一〇二・平二三法三五・平二六法四・

一部改正) 

(水利地益税等の賦課期日及び納期) 

第七百五条 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条

第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収

の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。 

2 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四四法一六・平一八法八三・一部改正) 

(水利地益税等の徴収の方法) 

第七百六条 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収

については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法に

よらなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者

が老齢等年金給付(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡

を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは

退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同

じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることによ

り、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定

めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。)である場合には、当該世帯主に対し

て課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少

ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村におい

ては、この限りでない。 

3 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第七百十八条の二から第七百十八条の十まで

において同じ。)は、当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、当該市町村の国民健康保

険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合には、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民

健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四四法一六・平一八法八三・平二七法二・平二九法二・一部改正) 

(国民健康保険税の徴収の特例) 

第七百六条の二 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第六項に規定する

控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定する
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ことができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によ

つて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保

険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相

当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴

収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額を超えることができない。 

2 市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度

分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期

においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えるこ

ととなるときは、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者

の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 

(昭三三法一九三・追加、昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・

昭四四法一六・平九法一二四・平一四法一〇二・平一八法八三・平二三法八三・一部改正) 

(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等) 

第七百六条の三 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保

険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項

の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規

定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。 

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるとき

は、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する

国民健康保険税額を修正しなければならない。 

3 第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正

について準用する。 

(昭三三法一九三・追加、昭三七法一六一・一部改正) 

(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権) 

第七百七条 地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、

次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電

磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で

あつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当

該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件

(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 特別徴収義務者 

三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 
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四 前三号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受け

た法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係

る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとす

る。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くこと

ができる。 

5 水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百二十八条第七項

の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

(昭三一法八一・昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・

一部改正) 

(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪) 

第七百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(水利地益税等の納税管理人) 

第七百九条 水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一

条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は

事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項

を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこ

れを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するも

のを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管
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理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係

る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納

税管理人を定めることを要しない。 

(昭三一法八一・平一〇法二七・一部改正) 

(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の

手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭三一法八一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第七百十一条 地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義

務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事

由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科す

る旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三一法八一・昭三七法一六一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正) 

第七百十二条 削除 

(昭三八法八〇) 

(水利地益税等の普通徴収の手続) 

第七百十三条 水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知

書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・一部改正) 

(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第七百十四条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等

の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(昭三一法八一・一部改正) 

(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百十五条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科
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する。 

(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平二三法八三・一部改正) 

(水利地益税等に係る不申告等に関する過料) 

第七百十六条 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき

事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の

条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(昭二六法九五・昭三一法八一・昭三七法一六一・平二三法八三・一部改正) 

(水利地益税等の減免) 

第七百十七条 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると

認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条

例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、こ

の限りでない。 

(昭三一法八一・昭三八法九九・一部改正) 

(水利地益税等の特別徴収の手続) 

第七百十八条 水利地益税等を特別徴収(第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並び

に第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収を除く。)によつて徴収しようとする場合においては、当該水

利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収

させなければならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、

税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団

体に納入する義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に

相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する

場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 

(昭三一法八一・平一八法八三・一部改正) 

(年金保険者の特別徴収義務) 

第七百十八条の二 市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百

十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、

当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)

を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。 

2 市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定め

るところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民
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健康保険税を徴収させるものとする。 

(平一八法八三・追加) 

(特別徴収税額の通知等) 

第七百十八条の三 市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に

対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によ

つて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、当該

年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日(政令で定める年金保険者については、政令で

定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の九月三十日までに通知しなければならない。 

2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴

収の方法によつて徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健

康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収される額を控除して得た額とする。第七百十八条の九第一項及び

第七百十八条の十第二項において「特別徴収対象保険税額」という。)を、当該年度の初日の属する年の十月一

日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の支払

の回数で除して得た額とする。 

(平一八法八三・追加) 

(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務) 

第七百十八条の四 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定す

る支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の

三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌

月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。 

(平一八法八三・追加) 

(被保険者資格喪失等の場合の通知等) 

第七百十八条の五 市町村は、第七百十八条の三第一項の規定により同条第二項に規定する支払回数割保険税額

を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合そ

の他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収

対象被保険者に通知しなければならない。 

2 年金保険者が前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以降、第七百十八条の三第二項

に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ち

に当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をし

た市町村に通知しなければならない。 

(平一八法八三・追加、平二九法二・一部改正) 

(特別徴収の手続規定の準用) 

第七百十八条の六 前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合にお
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ける読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(四月二

日から六月一日までの

間に特別徴収対象被保

険者となつた場合) 

読み替える字句(六月二

日から八月一日までの

間に特別徴収対象被保

険者となつた場合) 

第七百十八条の三第一

項 

七月三十一日 九月三十日 十一月三十日 

  当該年の九月三十日 当該年の十一月三十日 その翌年の一月三十一

日 

第七百十八条の三第二

項 

十月一日から翌年の三

月三十一日まで 

十二月一日から翌年の

三月三十一日まで 

翌年の二月一日から三

月三十一日まで 

第七百十八条の四 十月一日から翌年の三

月三十一日まで 

十二月一日から翌年の

三月三十一日まで 

翌年の二月一日から三

月三十一日まで 

(平一八法八三・追加) 

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収) 

第七百十八条の七 市町村は、当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの

間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第七百六条第二項及び第三項の規定により第七百十八条の三第

二項(前条において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保

険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属

する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、

当該支払回数割保険税額に相当する額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収する

ものとする。 

2 市町村は、前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月

三十日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認

められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税

額として、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を、総務省令で定めるところにより、特別徴

収の方法によつて徴収することができる。 

3 第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、前二項の規定による特別徴収

についてそれぞれ準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要

な技術的読替えは、政令で定める。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項

の規定による特別徴収

に係る場合) 

読み替える字句(第二項

の規定による特別徴収

に係る場合) 
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第七百十八条の三第一

項 

七月三十一日 一月三十一日 四月三十日 

  九月三十日 三月三十一日 五月三十一日 

第七百十八条の四 十月一日から翌年の三

月三十一日まで 

四月一日から九月三十

日まで 

六月一日から九月三十

日まで 

4 市町村は、前項において準用する第七百十八条の三第一項の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険

者に対する通知については、当該年度の前年度分の国民健康保険税に係る第七百十八条の三第一項(前条におい

て準用する場合を含む。)の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知とそれぞれ併せて行

うことができる。 

5 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項又は第二項の規定による特別徴

収が行われた特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八

条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるの

は、「という。)から、第七百十八条の七第一項又は第二項の規定により当該年度の初日からその日の属する年

の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。 

6 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第

二項又は第三項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支

払回数割保険税額を徴収する場合における第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項

(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第五項の規定により読み替えて適用される第七百十八

条の三第二項」とする。 

(平一八法八三・追加) 

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収) 

第七百十八条の八 市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収

対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の

見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収す

るものとする。 

一 第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴

収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年

の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初

日からその日の属する年の九月三十日までの間 

二 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保

険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間 

三 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

718 

 

収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間 

2 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国

民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係

る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。 

3 第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、第一項の規定による特別徴収

について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的

読替えは、政令で定める。 

読み替える規定 読み替えられる字

句 

読み替える字句(第

一項第一号に掲げ

る者に係る場合) 

読み替える字句(第

一項第二号に掲げ

る者に係る場合) 

読み替える字句(第

一項第三号に掲げ

る者に係る場合) 

第七百十八条の三

第一項 

七月三十一日 一月三十一日 三月三十一日 五月三十一日 

九月三十日 三月三十一日 五月三十一日 七月三十一日 

第七百十八条の四 十月一日から翌年

の三月三十一日ま

で 

四月一日から九月

三十日まで 

六月一日から九月

三十日まで 

八月一日から九月

三十日まで 

4 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項の規定による特別徴収が行われ

た特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から

第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「とい

う。)から、第七百十八条の八第一項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間

に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。 

5 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第

二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保

険税額を徴収する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条に

おいて準用する場合を含む。)」とあるのは、「次条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の

三第二項」とする。 

(平一八法八三・追加) 

(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い) 

第七百十八条の九 年金保険者は、当該年金保険者が第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一

項若しくは第二項又は前条第一項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険

者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める

場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき特別徴収対象保険税額は、これを徴

収して納入する義務を負わない。 
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2 前項に規定する場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の

支払を受けないこととなつた特別徴収対象被保険者その他総務省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保

険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知

しなければならない。 

(平一八法八三・追加) 

(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ) 

第七百十八条の十 市町村は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等に

より国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法に

よつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されな

いこととなつた日以後において到来する第七百五条第一項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期

において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しな

ければならない。 

2 市町村は、特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特

別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額が

ない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対

象被保険者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象被保険者の未納に係る地方団体の徴収金が

ある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、

当該年金保険者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。 

(平一八法八三・追加) 

(政令への委任) 

第七百十八条の十一 第七百十八条の二から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健

康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一八法八三・追加) 

(水利地益税等に係る更正及び決定) 

第七百十九条 地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当

該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 

2 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、

納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

3 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、

過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正

の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収

義務者に通知しなければならない。 
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(昭三一法八一・平一八法八三・一部改正) 

(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七百二十条 徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足

金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)が

あるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならな

い。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延

長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、

年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間につい

ては、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならな

い。 

3 地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについて

やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七百二十一条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があ

つた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)にお

いて、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入

申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正に

よる不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対

象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合には、その更正による不足金

額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がある

と認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべ

き金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の

異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金

額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当す

る金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が

当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正に

より納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければ

ならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認めら

れる場合は、この限りでない。 
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一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場

合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更

正があつた場合 

三 第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合 

3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該

水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定によ

る更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審

査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した

部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定

する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当

する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき

税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長

の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限

後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から

起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出が

あつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定

があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項におい

て「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項

の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等

について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書

に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合

を乗じて計算した金額に相当する額とする。 

6 地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申

告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

722 

 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・

平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(水利地益税等に係る重加算金) 

第七百二十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となる

べき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書

を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加

算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者

が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮

装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出

をしたときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に

百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項

までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等につ

いて、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかか

わらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎とな

るべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、そ

れぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する

事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。 

5 地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、こ

れを特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金) 

第七百二十三条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、

その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を

納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パ

ーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。 

2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入

しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することが
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できる。 

(昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四五法一三・一部改正) 

(水利地益税等の脱税に関する罪) 

第七百二十四条 偽りその他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲

役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の

八第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部

又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各

項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額

に相当する額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は

報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、一年以下の懲役若しくは五十万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に

対し、当該各項の罰金刑を科する。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・平一八法八三・平二三法八三・一部改正) 

第七百二十五条 削除 

(昭三七法一六一) 

(水利地益税等に係る督促) 

第七百二十六条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限

をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場

合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする

場合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めるこ

とができる。 

(昭三一法八一・昭三四法一四九・一部改正) 

(水利地益税等に係る督促手数料) 

第七百二十七条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、
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手数料を徴収することができる。 

(昭三一法八一・昭三八法八〇・一部改正) 

(水利地益税等に係る滞納処分) 

第七百二十八条 水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水

利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る水利地

益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完

納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付又は納入の催告書」とする。 

3 水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を

受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直

ちにその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条

第一号に掲げる請求権に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求

に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求

をしなければならない。 

5 地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者

の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の

滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求

は、参加差押によりすることができる。 

6 第七百六条の二の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度

分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。 

7 前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定

する滞納処分の例による。 

8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。 

(昭二六法九五・昭三一法八一・昭三三法一九三・昭三四法一四九・昭三七法一六一・平一六法七六・

一部改正) 

(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪) 

第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽

し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その

者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれ

させる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金

刑を科する。 

(昭三一法八一・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七百三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税

吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税

吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若し

くは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科

する。 

(昭二七法二一六・昭三一法八一・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

第八節 法定外目的税 

(平一一法八七・節名追加) 

(法定外目的税の新設変更) 

第七百三十一条 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することがで

きる。 

2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定め

る変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に

協議し、その同意を得なければならない。 

3 道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含

む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が

当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるも

の(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設

又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義

務者の意見を聴くものとする。 
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(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・平一六法一七・一部改正) 

第七百三十二条 総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣

に通知しなければならない。 

2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更につい

て異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。 

(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正) 

第七百三十二条の二 総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

(平一一法一六〇・追加) 

(総務大臣の同意) 

第七百三十三条 総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申

出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければ

ならない。 

一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。 

二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 

三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。 

(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正) 

(法定外目的税の非課税の範囲) 

第七百三十三条の二 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。 

一 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 

二 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入 

三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の徴収の方法) 

第七百三十三条の三 法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところ

によつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権) 

第七百三十三条の四 地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合に

おいては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存

に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合

における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しく
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は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者 

二 特別徴収義務者 

三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 

四 前三号に掲げる者以外の者で当該法定外目的税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 

2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受け

た法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係

る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとす

る。 

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたとき

は、これを提示しなければならない。 

4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くこと

ができる。 

5 法定外目的税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百三十三条の二十

四第六項の定めるところによる。 

6 第一項又は第四項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

(平一一法八七・追加、平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正) 

(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪) 

第七百三十三条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの

記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 

三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正) 

(法定外目的税の納税管理人) 

第七百三十三条の六 法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第

七百三十三条の八において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住

所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納
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入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから

納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理

につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けな

ければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係

る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納

税管理人を定めることを要しない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百三十三条の七 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその

他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 

第七百三十三条の八 地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者

又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人に

ついて正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以

下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税の普通徴収の手続) 

第七百三十三条の九 法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納

税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 

第七百三十三条の十 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外

目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪) 

第七百三十三条の十一 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し
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て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税に係る不申告等に関する過料) 

第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、

又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、

当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税の減免) 

第七百三十三条の十三 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要

とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方

団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者につ

いては、この限りでない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の申告納付の手続等) 

第七百三十三条の十四 法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における

課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に

提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。 

2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税

額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申

告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の特別徴収の手続) 

第七百三十三条の十五 法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税

の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなけれ

ばならない。 

2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、

税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金

を当該地方団体に納入する義務を負う。 

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に

相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上

の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 
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(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る更正及び決定) 

第七百三十三条の十六 地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書(第七百三十三条の十四第一項の規

定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申告書の

提出があつた場合において、納入申告(同条第一項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修

正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 

2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調

査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 

3 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、

過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽り

その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。 

4 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又

は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 

第七百三十三条の十七 地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた

場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をい

う。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、

これを徴収しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納

期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付

又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日

から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して徴収しなければならない。 

3 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたこ

とについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 

第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提

出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)

において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出が

あつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額

に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告
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により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相

当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 

2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告

に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正

申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税

額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告

により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき

税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異

動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額

とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する

金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にか

かわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超え

る部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定

又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算

金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当

な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定が

あつた場合 

二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第

一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合 

三 第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつ

た場合 

4 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定

する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申

告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十

六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付

し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決

による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とす

る。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわら

ず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべ

き税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割
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合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期

限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又

は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知し

てされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七

百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年

前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又

は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税に

ついて地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収され

たものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるとき

は、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、

第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

6 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が

当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定がある

べきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項に規定

する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当す

る額とする。 

7 地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申

告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

8 第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告

書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたも

のであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。 

(平一一法八七・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正) 

(法定外目的税に係る重加算金) 

第七百三十三条の十九 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の

計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基

づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規

定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、

その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗

じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。 

2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別

徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽

し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後
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にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に

代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴

収しなければならない。 

3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で

隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十

三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日

までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加

算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは

同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に

該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

4 地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第

六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計

算した重加算金額を徴収しない。 

5 地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、こ

れを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。 

(平一一法八七・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正) 

(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金) 

第七百三十三条の二十 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合におい

ては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金(第七百三十三条の十四第二項の

規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合に

おいては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十

四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した

税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの

期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、

又は納入しなければならない。 

2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入

しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することが

できる。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税の脱税等に関する罪) 

第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為によつて法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、五年

以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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2 第七百三十三条の十五第二項の規定によつて徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部

を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

3 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各

項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額

に相当する額以下の額とすることができる。 

4 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申

告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五

十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかか

わらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に

対し、当該各項の罰金刑を科する。 

7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間

は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税に係る督促) 

第七百三十三条の二十二 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額

の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合にお

いては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収

をする場合においては、この限りでない。 

2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めるこ

とができる。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る督促手数料) 

第七百三十三条の二十三 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定め

るところによつて、手数料を徴収することができる。 

(平一一法八七・追加) 

(法定外目的税に係る滞納処分) 

第七百三十三条の二十四 法定外目的税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、

当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法定外

目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 
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二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完

納しないとき。 

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、

「納付又は納入の催告書」とする。 

3 法定外目的税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を

受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直

ちにその財産を差し押えることができる。 

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条

第一号に掲げる請求権に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求

に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求

をしなければならない。 

5 地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納

者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の

滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要

求は、参加差押えによりすることができる。 

6 前各項に定めるものその他法定外目的税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定

する滞納処分の例による。 

7 前各項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。 

(平一一法八七・追加、平一六法七六・一部改正) 

(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪) 

第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財

産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき

は、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさ

せる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。 

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方とな

つた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰

金刑を科する。 

(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正) 

(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 

第七百三十三条の二十六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
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る。 

一 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団

体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 

二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団

体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの

記載若しくは記録をしたものを提示した者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を

科する。 

(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正) 

(法定外目的税の証紙徴収の手続) 

第七百三十三条の二十七 地方団体は、法定外目的税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納

税者に当該地方団体が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、

地方団体は、当該法定外目的税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又

は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 

2 地方団体又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と

証紙の彩紋とにかけて当該地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければ

ならない。 

3 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該地方団体の条例で定めなければならない。 

(平一一法八七・追加) 

第五章 都等及び固定資産税の特例 

(昭二九法九五・改称) 

第一節 都等の特例 

(昭二九法九五・節名追加) 

(都における普通税の特例) 

第七百三十四条 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課する

ほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。

この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。 

2 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるも

のを課するものとする。 

一 第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 

二 第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課する

もの 
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3 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する

部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款までの規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるもの

については、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規

定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二章第一節 道府県 都 

道府県民税 都民税 

道府県知事 都知事 

市町村 特別区 

市町村長 特別区長 

第三章第一節 市町村 都 

市町村民税 都民税 

市町村長 都知事 

第三百十二条第

一項 

五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の

区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外

にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円) 

  十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外

の場合には、十四万円) 

  十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外

の場合には、十八万円) 

  十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外

の場合には、二十万円) 

  十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外

の場合には、二十九万円) 

  四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外

の場合には、五十三万円) 

  四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以

外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するも

のについては九十五万円、同表の第五号に該当するものにつ

いては百二十一万円) 

  百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合

以外の場合には、二百二十九万円) 

  三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外
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の場合には、三百八十万円) 

第三百十二条第

二項 

同項の表の各号の税

率に、それぞれ一・

二を乗じて得た率 

同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事

務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、

同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の

区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を

乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各

号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それ

ぞれ加算して得た率) 

第三百十四条の

四第一項 

百分の六 百分の七 

百分の八・四 百分の十・四 

第三百二十一条

の八第二十四項 

並びに第五十三条第

二十四項に規定する

法人税割額の合計額 

の合計額 

第三百二十一条

の八第二十五項 

並びに第五十三条第

二十五項に規定する

法人税割額の合計額 

の合計額 

第三百二十一条

の八第二十六項 

並びに第五十三条第

二十六項の控除の限

度額で政令で定める

ものの合計額 

の合計額 

4 都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付され

た法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(第七十二条の二十四の七第八項の規定により同条第一項

から第四項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課す

る場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超

えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した

額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統

計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち

各市町村に係る額を交付するものとする。 

5 都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条

の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。 

6 都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を

課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。 

(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭
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三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法

二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法

一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四

法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法

四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平三〇法三・平二八法一三(平三一法二)・令二法五・

一部改正) 

(都における目的税の特例) 

第七百三十五条 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税

を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的

税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)

とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。 

2 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課

することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。 

(昭三一法一四八・昭三九法一六九・昭五〇法一八・平一〇法五四・平一一法八七・一部改正) 

(特別区における特例) 

第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合におい

ては、第五条第二項中「／一 市町村民税／二 固定資産税／三 軽自動車税／四 市町村たばこ税／五 鉱

産税／六 特別土地保有税／」とあるのは「／一 特別区民税／二 軽自動車税／三 特別区たばこ税／四 

鉱産税／」と、同条第六項中「／一 都市計画税／二 水利地益税／三 共同施設税／四 宅地開発税／五 国

民健康保険税／」とあるのは「／一 水利地益税／二 共同施設税／三 宅地開発税／四 国民健康保険税／」

と読み替えるものとする。 

2 第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。 

3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものと

し、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。 

(昭三九法一六九・全改、昭四四法一六・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五九法八八・

昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一〇法五四・平一六法一七・平二〇法二一・一部改正) 

(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例) 

第七百三十七条 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十

九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区

並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で

特別の定めを設けることができる。 

2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区

域とみなす。 
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3 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。 

(昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三一法一四八・昭四八法二三・昭五〇法一八・平二六法四二・平

二九法二・一部改正) 

(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例) 

第七百三十七条の二 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都

市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課

期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村

民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住

所を有した者とみなす。 

2 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場

合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四

月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の

適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。 

(平二九法二・追加) 

(島における特例) 

第七百三十八条 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難で

ある事項については、政令で特別の定を設けることができる。 

(昭二七法二六二・一部改正) 

(特別区税等の特例) 

第七百三十九条 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規

定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。 

(昭二七法二六二・一部改正) 

第二節 固定資産税の特例 

(昭二九法九五・追加) 

(大規模の償却資産に対する道府県の課税権) 

第七百四十条 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村(第

三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この

条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課するほか、当該大

規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四

十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三

百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課

税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。 

(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・平二九法二・一部改正) 
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(道府県が課する固定資産税の税率) 

第七百四十一条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。 

(昭二九法九五・追加、昭三五法一一三・平一〇法二七・一部改正) 

(大規模の償却資産の指定等) 

第七百四十二条 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる

償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除

き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知し

なければならない。 

2 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税

を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならな

い。 

3 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固

定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、

遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 

(昭二九法九五・追加、昭三五法一一三・平一一法一六〇・一部改正) 

(大規模の償却資産の価格等の決定等) 

第七百四十三条 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定

した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、

決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年三月三十一日までに納税義

務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある

場合においては、四月一日以後に通知することができる。 

2 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直

ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき

金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 

3 道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるとこ

ろによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、

同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しな

ければならない。 

(昭二九法九五・追加、昭三一法八一・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一四法一七・平二三法三

〇・一部改正) 

(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知) 

第七百四十四条 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する

裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 
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(昭三七法一六一・全改、平二六法六九・一部改正) 

(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等) 

第七百四十五条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別

の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条か

ら第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十

四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十五条まで、第三百八十三

条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定

中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。 

2 道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若し

くは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣

に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七

条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその

者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなけれ

ばならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が

追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴

することができる額を控除した額とする。 

3 第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合につ

いて準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村

長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。 

(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭三八法八

〇・平一一法一六〇・平一四法一七・平二〇法二一・一部改正) 

第七百四十六条 削除 

(平二九法二) 

(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例) 

第七百四十七条 第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日

以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大

規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する

年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当

該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又

は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により

当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価

格等の決定又は修正に対する審査請求は第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における

当該審査請求に対する裁決は第四百三十三条第一項の規定による審査の決定とみなす。 
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(昭三七法一三三・追加、平一四法一七・平二六法六九・平二九法二・一部改正) 

第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等 

(平三〇法三・追加) 

(地方税関係申告等の特例) 

第七百四十七条の二 地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同

じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五

までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他

の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七

条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)

で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)に

ついては、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にか

かわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手

続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方

税共同機構(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を経由する方法により行うこ

とができる。 

一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告 

二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告 

三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告 

四 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供 

五 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供 

六 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知 

七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告 

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項

の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税

関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十

七条の二第一項に規定する地方税関係

法令をいう。以下この項及び第四項に

おいて同じ。) 

 法令その他の当該申請等 地方税関係法令その他の当該特定書面

等地方税関係申告等(同条第一項に規
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定する特定書面等地方税関係申告等を

いう。) 

第三項 当該申請等を受ける行政機関等 地方税法第七百六十二条第一号の地方

税共同機構(第六項において「機構」と

いう。) 

 当該行政機関等 同号イに規定する地方団体の長 

第四項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令 

 当該法令 当該地方税関係法令 

 主務省令 総務省令 

第六項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の二第一項の

同法第七百六十二条第一号に規定する

地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用し、かつ、機構を経由する 

 主務省令 総務省令 

 前各項 同項及び第二項から第四項まで 

 前項 地方税法第七百四十七条の二第一項 

 第五項 第四項 

(平三〇法三・追加、令元法一六・平三〇法三(令元法一六)・一部改正) 

第七百四十七条の三 地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他の

その方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特

定地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところに

より、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。 

2 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税

関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五

第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達した

ものとみなす。 

(平三〇法三・追加、令元法一六・一部改正) 

(地方税関係通知の特例) 

第七百四十七条の四 他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項にお

いて同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関

係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるも

の(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、当該方法によ

り行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第
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一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、

総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法に

より行うことができる。 

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十

七条の二第一項に規定する地方税関係

法令をいう。以下この項及び第四項に

おいて同じ。) 

 法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令その他の当該特定書面

等地方税関係通知(同法第七百四十七

条の四第一項に規定する特定書面等地

方税関係通知をいう。次項において同

じ。) 

第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の 

第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令 

 当該法令 当該地方税関係法令 

 主務省令 総務省令 

第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の

同法第七百六十二条第一号に規定する

地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用し、かつ、地方税共同機構を経由

する 

 主務省令 総務省令 

 前各項 同項及び前三項 

 前項 地方税法第七百四十七条の四第一項 

(平三〇法三・追加、令元法一六・一部改正) 

第七百四十七条の五 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の規定において書

面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び第

七百四十七条の六において「特定地方税関係通知」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、

総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法に
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より行うことができる。 

2 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税

関係通知は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知を受ける者に到達したものとみなす。 

(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・一部改正) 

(特定徴収金の収納の特例) 

第七百四十七条の五の二 地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構

に行わせるものとする。 

2 前項の「特定徴収金」とは、法人の事業税その他の政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納

税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。 

3 機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この項及び次条において「特定徴収金」と

いう。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する

金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定

める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。 

(平三〇法三・追加) 

(政令への委任) 

第七百四十七条の六 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定

により行われる特定書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる特定地方

税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百

四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知並びに前条の規定により行われる特定徴収金

の収納に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三〇法三・追加・一部改正) 

第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例 

(平一〇法二七・追加、平二五法三・改称、平三〇法三・旧第六章繰下) 

(地方税関係帳簿の電磁的記録による保存等) 

第七百四十八条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿(第七十四条の十七、

第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない

帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計

算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは、

総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式

その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該承認を受けた地方税

関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 
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一 第七十四条の十七に規定する卸売販売

業者等又は小売販売業者 

同条に規定する帳簿 当該卸売販売業者等又は小売販

売業者の主たる事務所又は事業

所所在地の道府県知事 

二 第百四十四条の三十二第三項に規定す

る同条第一項の承認を受けた者 

同条第三項に規定す

る帳簿 

同条第一項の承認をした道府県

知事 

三 第百四十四条の三十六に規定する元売

業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽

油製造業者等 

同条に規定する帳簿 当該元売業者、特約業者、石油

製品販売業者又は軽油製造業者

等の主たる事務所又は事業所所

在地の道府県知事 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平一六法一五〇・平一九法四・

平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・一部改正) 

(地方税関係帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) 

第七百四十九条 前条の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿の全部又は一部

について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各

号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方

税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を

用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による

保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 

2 前条の承認を受けている同条の表の上欄に掲げる者は、総務省令で定める場合において、地方税関係帳簿の

うち同条の承認を受けているものの全部又は一部についてその承認を受けた事務所所在地等の道府県知事(同

表の下欄に掲げる道府県知事をいう。以下この章において同じ。)の承認を受けたときは、総務省令で定めると

ころにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保

存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

(電磁的記録による保存等の承認の申請等) 

第七百五十条 第七百四十八条の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿につい

て同条の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の備付けを開始する日(当

該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付

けを開始する日。第四項において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係帳簿の種類、当該地方税関係帳

簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができ

るように組み合わされたものをいう。)の概要その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定め

る書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる事務所所在地等の道府県知事に提出しなければな

らない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含
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む。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の全部又は一部

が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する地方税関係帳簿であるときは、

設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を事務所所在地等の道府県知事に提出することができる。 

2 事務所所在地等の道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る地方税関係

帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税

関係帳簿について、その申請を却下することができる。 

一 次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第七百五十三条第二項の規定による通知を受けた地方税

関係帳簿であつて、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出され

たこと。 

二 その電磁的記録の備付け又は保存が、第七百四十八条に規定する総務省令で定めるところに従つて行われ

ないと認められる相当の理由があること。 

3 事務所所在地等の道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却

下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合におい

て、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。 

4 第一項本文の規定による申請書の提出があつた場合において、地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日

までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなし、

同項ただし書の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにそ

の申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。 

5 事務所所在地等の道府県知事(第七百四十八条の表第二号の下欄に掲げる道府県知事を除く。)は、第一項の申

請につき承認をした場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)には、総務省令

で定める関係道府県知事に総務省令で定める事項を通知しなければならない。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更) 

第七百五十一条 第七百四十八条の承認を受けている者は、当該承認を受けている地方税関係帳簿(以下この章に

おいて「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」という。)の全部又は一部について、同条に規定する電磁的

記録の備付け及び保存をやめようとする場合には、総務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁

的記録に係る承認済地方税関係帳簿の種類その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事務所所

在地等の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その

提出があつた日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿については、その承認は、

その効力を失うものとする。 

2 第七百四十八条の承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿に係る前条第一項の申請

書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(地方税関係帳簿の種類を除く。)の変更をしようとする

場合には、総務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事
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務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

(主たる事務所又は事業所を移転した場合の承認の申請等) 

第七百五十二条 第七百四十八条の承認を受けている者(同条の表第二号の上欄に掲げる者を除く。第五項におい

て同じ。)は、当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域にその主た

る事務所又は事業所(以下この条において「事務所等」という。)を移転した場合において、当該電磁的記録に

係る承認済地方税関係帳簿についてその事務所等を移転した後も引き続き同条の規定により当該地方税関係

帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとすると

きは、総務省令で定めるところにより、その事務所等を移転した日から三月を経過する日までに当該地方税関

係帳簿の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその事務所等を移転した後の事務所所在地等

の道府県知事に提出し、同条の承認を求めなければならない。 

2 前項の申請書の提出を受けた事務所所在地等の道府県知事は、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は

一部につき第七百五十条第二項第二号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿

について、その申請を却下することができる。 

3 第七百五十条第三項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第一項の申請について承認又は却下の処分を

する場合について準用する。 

4 第一項の申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承

認又は却下の処分がなかつたときは、当該三月を経過する日においてその承認があつたものとみなす。 

5 第七百四十八条の承認を受けている者がその事務所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。 

一 その事務所等を移転した日から三月を経過する日までに第一項の申請書の提出をしなかつた場合 当該

三月を経過する日 

二 第一項の申請について承認又は却下の処分があつた場合 当該処分の日 

三 第一項の申請について前項の規定により承認があつたものとみなされた場合 当該承認があつたものと

みなされた日 

6 第七百五十条第五項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第一項の申請につき承認をした場合(第四項の

規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)について準用する。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

(電磁的記録による保存等の承認の取消し) 

第七百五十三条 事務所所在地等の道府県知事は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の全部又は一部につ

き次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済地方税

関係帳簿について、その承認を取り消すことができる。 

一 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。 
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二 その電磁的記録の備付け又は保存が第七百四十八条に規定する総務省令で定めるところに従つて行われ

ていないこと。 

2 事務所所在地等の道府県知事は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けて

いる者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用) 

第七百五十四条 第七百五十条から前条までの規定は、第七百四十九条各項の承認について準用する。この場合

において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読

み替えるものとする。 

第七百五十条第一項 同条の承認を受けよ

うとする場合には 

、前条第一項の承認を受けようとする場合にあつては 

 三月前の日までに 三月前の日までに、同条第二項の承認を受けようとする

場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十

八条の承認を受けている地方税関係帳簿について電子計

算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記

録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場

合において、その代える日が異なるときは、最初に到来

する代える日。第四項において同じ。)の三月前の日まで

に 

 が、当該承認 が、前条第一項の承認 

第七百五十条第二項

第二号 

保存 電子計算機出力マイクロフィルムによる保存 

第七百四十八条 前条各項 

第七百五十条第四項 前日 前日(当該申請書が前条第二項の承認を受けようとするも

のである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムに

よる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日) 

第七百五十一条第一

項 

第七百四十八条 第七百四十九条各項 

電磁的記録に係る承

認済地方税関係帳簿 

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関

係帳簿 

 及び保存 及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム

による保存 

第七百五十一条第二

項 

第七百四十八条 第七百四十九条各項 

電磁的記録に係る承

認済地方税関係帳簿 

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関

係帳簿 
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第七百五十二条第一

項 

第七百四十八条 第七百四十九条各項 

同条の表第二号 第七百四十八条の表第二号 

 電磁的記録に係る承

認済地方税関係帳簿 

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関

係帳簿 

 同条の規定 第七百四十九条第一項の規定 

 及び保存を 及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム

による保存を 

 代えようと 代え、又は同条第二項の規定により電子計算機出力マイ

クロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿に係る電磁的

記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をも

つて当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代え

ようと 

第七百五十二条第五

項 

第七百四十八条 第七百四十九条各項 

前条第一項 電磁的記録に係る承

認済地方税関係帳簿 

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関

係帳簿 

 保存 電子計算機出力マイクロフィルムによる保存 

 第七百四十八条 第七百四十九条各項 

(平二五法三・全改) 

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 

第七百五十五条 地方税関係帳簿並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百

四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、民間事業者等が

行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四

条の規定は、適用しない。 

(平一四法一五二・追加、平一六法一五〇・平二一法九・一部改正、平二五法三・旧第七百五十四条の

二繰下・一部改正、令元法一六・一部改正) 

(地方税に関する法令の規定の適用) 

第七百五十六条 第七百四十八条又は第七百四十九条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿に係

る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当

該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿とみなす。 

2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五

号)第四条各項又は第五条各項のいずれかの承認を受けて備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子

計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿の備付け又は保存に係る規定を除く。)
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の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。 

3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条の規定により保存

が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿の

備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム

を書類とみなす。 

(平一〇法二七・追加、平一六法一五〇・平二五法三・一部改正) 

第八章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告 

(平二二法四・追加、平三〇法三・旧第七章繰下) 

(用語の意義) 

第七百五十七条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免

除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出

期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加

重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当

に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。 

二 租税特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項

第一号に規定する租税特別措置をいう。 

三 適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、

所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。 

四 適用実態調査 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実

態調査をいう。 

五 適用実態調査情報 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態

調査情報をいう。 

(平二二法四・追加) 

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出) 

第七百五十八条 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 

一 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額 

二 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調

査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影

響額 

三 その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の

状況の透明化を図るために必要な事項 

2 総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該
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報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。 

(平二二法四・追加) 

(適用実態調査情報の利用等) 

第七百五十九条 総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租

税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣

に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」と

いう。)の提供を求めることができる。 

2 財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情

報等を提供するものとする。 

3 前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理する

ために必要な措置を講じなければならない。 

4 第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成

する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。 

(平二二法四・追加) 

(総務省令への委任) 

第七百六十条 前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実

施するために必要な事項は、総務省令で定める。 

(平二二法四・追加) 

第九章 地方税共同機構 

(平三〇法三・追加) 

第一節 総則 

(平三〇法三・追加) 

(目的) 

第七百六十一条 地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織

として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、

もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目

的とする。 

(平三〇法三・追加) 

(用語の意義) 

第七百六十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その

他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知

を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組
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織をいう。 

イ この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の

規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。) 

ロ 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形そ

の他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、

又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作

られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を

閲覧させ、又は記録させることを含む。) 

二 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。 

イ 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務 

ロ 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務 

(1) 第五十三条第四十六項及び第四十九項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十

九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第

三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第四十二

項及び第四十五項の規定 

(2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定 

(3) 第七百四十七条の五の二の規定 

(4) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定 

三 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。 

(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・一部改正) 

(法人格及び住所) 

第七百六十三条 機構は、法人とする。 

2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 

(平三〇法三・追加) 

(数) 

第七百六十四条 機構は、一を限り、設立されるものとする。 

(平三〇法三・追加) 

(定款) 

第七百六十五条 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 目的 

二 名称 

三 事務所の所在地 

四 資産に関する事項 
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五 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 

六 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項 

七 業務及びその執行に関する事項 

八 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項 

九 財務及び会計に関する事項 

十 定款の変更に関する事項 

十一 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項 

十二 公告及び公表の方法 

十三 機構の保有する情報の公開に関する事項 

2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

(平三〇法三・追加) 

(登記) 

第七百六十六条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗するこ

とができない。 

(平三〇法三・追加) 

(名称) 

第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。 

2 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。 

(平三〇法三・追加) 

第二節 代表者会議 

(平三〇法三・追加) 

(代表者会議の設置及び組織) 

第七百六十八条 機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。 

2 代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。 

一 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法

第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号にお

いて同じ。)がそれぞれ選定する者 

二 都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののう

ちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者 

3 委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。 

4 委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
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5 委員は、再任されることができる。 

6 第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとす

る。 

(平三〇法三・追加) 

(代表者会議の権限) 

第七百六十九条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。 

一 定款の変更 

二 業務方法書の作成又は変更 

三 予算及び事業計画の作成又は変更 

四 決算 

五 役員の報酬及び退職金 

六 その他代表者会議が特に必要と認めた事項 

2 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の

業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。 

3 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると

認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

(平三〇法三・追加) 

(代表者会議の議長) 

第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。 

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。 

(平三〇法三・追加) 

第三節 役員及び職員 

(平三〇法三・追加) 

(役員) 

第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。 

2 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くこ

とができる。 

(平三〇法三・追加) 

(役員の職務及び権限) 

第七百七十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 

2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に

事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 
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3 理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下こ

の項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が

欠けたときはその職務を行う。 

4 監事は、機構の業務を監査する。 

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出

することができる。 

6 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。 

(平三〇法三・追加) 

(役員の任命) 

第七百七十三条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。 

2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。 

3 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければ

ならない。 

(平三〇法三・追加) 

(役員の任期) 

第七百七十四条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

2 役員は、再任されることができる。 

(平三〇法三・追加) 

(役員の欠格条項) 

第七百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 

二 代表者会議の委員 

(平三〇法三・追加) 

(役員の解任) 

第七百七十六条 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、

その役員を解任しなければならない。 

2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員

を解任することができる。 

一 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。 

二 破産手続開始の決定を受けたとき。 

三 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

四 職務上の義務違反があるとき。 
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3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければ

ならない。 

4 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

(平三〇法三・追加) 

(役員の兼職禁止) 

第七百七十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただ

し、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。 

(平三〇法三・追加) 

(代表者の行為についての損害賠償責任) 

第七百七十八条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)

がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 

(平三〇法三・追加) 

(代表権の制限) 

第七百七十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合に

おいては、監事が機構を代表する。 

(平三〇法三・追加) 

(職員の任命) 

第七百八十条 機構の職員は、理事長が任命する。 

(平三〇法三・追加) 

(役員及び職員の公務員たる性質) 

第七百八十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法

令により公務に従事する職員とみなす。 

(平三〇法三・追加) 

第四節 業務 

(平三〇法三・追加) 

(業務の範囲) 

第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

一 機構処理税務事務を行うこと。 

二 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修 

三 地方税に関する調査研究 

四 地方税に関する広報その他の啓発活動 

五 地方税に関する情報システムの開発及び運用 

六 地方税に関する情報システムに関する事務の受託 
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七 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援 

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

(平三〇法三・追加) 

(業務方法書) 

第七百八十三条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確

保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定め

る事項を記載しなければならない。 

3 機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。 

(平三〇法三・追加) 

(運営審議会) 

第七百八十四条 機構に、運営審議会を置く。 

2 運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。 

3 委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、

代表者会議が任命する。 

4 委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。 

5 理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。 

一 第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 

二 その他定款で定める事項 

6 理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項につ

いて同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。 

7 運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認

める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため

必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。 

8 理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。 

(平三〇法三・追加) 

(機構処理税務事務管理規程) 

第七百八十五条 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理

規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な

実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

(平三〇法三・追加) 
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(機構処理税務情報の安全確保) 

第七百八十六条 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われ

る情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他こ

れに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構

処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 

2 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の五の二第三項の規定

によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用す

る。 

(平三〇法三・追加・一部改正) 

(機構処理税務情報保護委員会の設置) 

第七百八十七条 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。 

2 機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、

及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。 

3 機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。 

4 前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員

会に関する事項は、機構が定める。 

(平三〇法三・追加) 

(機構の役員又は職員等の秘密保持義務) 

第七百八十八条 機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)

又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

2 機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の五の二第三項の規定によるものを除

き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機

処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

(平三〇法三・追加・一部改正) 

(帳簿の備付け) 

第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定める

ものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 

(平三〇法三・追加) 

(報告書の公表) 

第七百九十条 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるとこ

ろにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。 
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(平三〇法三・追加) 

(総務大臣への報告) 

第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構

(機構が特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)

の収納の事務の一部を第七百四十七条の五の二第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特

定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者の使用に係る電

子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条におい

て同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若

しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うこと

ができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納

入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象

が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事

項を総務大臣に報告しなければならない。 

(平三一法二・追加・一部改正) 

第五節 財務及び会計 

(平三〇法三・追加) 

(事業年度) 

第七百九十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 

(平三〇法三・追加) 

(予算等) 

第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成

しなければならない。 

2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 

3 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。 

(平三〇法三・追加) 

(財務諸表等) 

第七百九十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属

明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三

月以内に総務大臣に提出しなければならない。 

2 機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に

従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければなら

ない。 

3 機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

762 

 

当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令

で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。 

4 機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該

財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日ま

での間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるこ

とができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。 

(平三〇法三・追加) 

(費用の負担) 

第七百九十四条 機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。 

(平三〇法三・追加) 

(総務省令への委任) 

第七百九十五条 第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、

総務省令で定める。 

(平三〇法三・追加) 

第六節 監督 

(平三〇法三・追加) 

(報告及び立入検査) 

第七百九十六条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは

違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認める

ときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所

に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示し

なければならない。 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

(平三〇法三・追加) 

(違法行為等の是正) 

第七百九十七条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若し

くはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該

行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 

2 機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める

措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。 

(平三〇法三・追加) 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

763 

 

(監督命令) 

第七百九十八条 総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構

に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 

(平三〇法三・追加) 

第七節 解散 

(平三〇法三・追加) 

第七百九十九条 機構の解散については、別に法律で定める。 

(平三〇法三・追加) 

第八節 罰則 

(平三〇法三・追加) 

第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(平三〇法三・追加) 

第八百一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下

の罰金に処する。 

一 第七百八十九条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は

帳簿を保存しなかつたとき。 

二 第七百九十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

(平三〇法三・追加) 

第八百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に

処する。 

一 第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。 

二 第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 

三 第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

四 第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 

五 第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

六 第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこ

れらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。 

七 第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、

若しくは縦覧に供しなかつたとき。 

八 第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

(平三〇法三・追加) 
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第八百三条 第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

(平三〇法三・追加) 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、

電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に

係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和

二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金に

ついて物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一

月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時

の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月

一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月

一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四

月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつた

ときは、適用しない。 

(昭四四法一六・全改) 

(関係法律の廃止) 

第二条 左に掲げる法律は、廃止する。 

地方税法(昭和二十三年法律第百十号) 

地方税法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第五十号) 

(昭四四法一六・全改) 

(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い) 

第三条 旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつて

は、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、

木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと
、
畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつて

は、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料

金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。 

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。 

(昭四四法一六・全改) 

(延滞金及び還付加算金の割合等の特例) 

第三条の二 当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第

一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五

十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三
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条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、

第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十九条第二項、第百

七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百

八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二

十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用

する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六

十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項、第四百八十一条第二項、第四百

八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七

条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六

百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十

一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一

項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセン

トの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に

租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条におい

て「特例基準割合適用年」という。)中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合

適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合に

あつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの

割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。 

2 当分の間、第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び

第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中

においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。 

3 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規

定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定

により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であつて特例基準割合適用年に含まれ

る期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する徴収の

猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延

滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」

とあるのは「のうち当該延滞金の割合が特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合をいう。)

であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十

一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が

年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」

とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が
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年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の

二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とある

のは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。 

4 当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規

定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての

同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第一項に

規定する特例基準割合」とする。 

5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の

過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(平一一法一五・追加、平一一法八七・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平二一法九・平二五

法三・平二八法一三・平三〇法三・一部改正) 

(納期限の延長に係る延滞金の特例) 

第三条の二の二 当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める

期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに

第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第

二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められ

る商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。 

(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・平四法五・平九法八九・一部改正、平一一法一五・旧第三条の二

繰下・一部改正、平二五法三・平三〇法三・一部改正) 

(公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三条の二の三 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益

信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託

財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の

信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第二章第一節又は第三章第一節の規定を適用する。 

2 公益信託は、第二十四条第一項第四号の二又は第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託に該当

しないものとする。 

(平一九法四・追加) 

(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三条の二の四 道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十

一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する

場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第

十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。次項において同じ。)を同条第

三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財
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産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同

じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。 

2 市町村は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等

を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する

財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。 

3 前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、

同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は

第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれら

の規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上

益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・一部改正) 

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等) 

第三条の三 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する

年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第五条か

ら第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条

まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定によ

り算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及

び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県

民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。 

2 道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に

一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万

円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額

を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合

計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。 

一 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額 

二 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四

第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 

三 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、

附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場

合の所得割の額 
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3 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるの

は、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。 

4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条

の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生

計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にか

かわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。 

5 市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に

一を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万

円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額

を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合

計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

一 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び

山林所得金額の合計額 

二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、

附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場

合の所得割の額 

三 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四

第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 

6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」

とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。 

(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・

平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・

平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平

二一法九・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法二六・一部改正) 

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 

第四条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日

から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法

第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定

する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しく

は前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定によ
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り適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当

該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第

八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡

の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定

譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災

害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資

産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合

において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市

町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二

月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした

日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の

日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、

又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある

場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の

金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の

道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又

は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除する

ことができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 

二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた

第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」

という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資

産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれ

ている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する

金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 

三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。 

2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算

上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第

三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年に

おいて生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適

用を受けているときは、この限りでない。 

3 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の

二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時ま
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でに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由

があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前

年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失

の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じ

た年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度

分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一

項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規

定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の

規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年

度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得

の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合

計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。 

5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適

用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額

として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用に

ついては、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純

損失の金額」とする。 

6 第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

7 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とある

のは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。 

二 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失

若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第

一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又

は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その

他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは

「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。 

三 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特
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別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項

の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで

又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一

項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み

替えて適用される前条第四項」とする。 

四 前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算

上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第

三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年に

おいて生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適

用を受けているときは、この限りでない。 

9 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条

の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時

までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により

前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損

失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生

じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年

度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二

第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四

項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項

後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係

る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲

渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前

年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。 

11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額

(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金

額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適

用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する
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特定純損失の金額」とする。 

12 第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

13 第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一

項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第

三百十三条第一項」とする。 

二 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損

失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに

第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同

条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告

書」とする。 

三 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税

特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一

項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項ま

で又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条

第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定によ

り読み替えて適用される前条第四項」とする。 

四 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

14 第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取

得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又

は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供し

ない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町

村長に申告しなければならない。 

15 第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十

二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日まで

に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。 

16 前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるとこ

ろによる。 

一 第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四

項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。 
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二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二

十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる

日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる

日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 

三 前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割

に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・旧第四条の二繰上・

一部改正、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二

八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 

第四条の二 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月

一日から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措

置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同

号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲

渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るも

のとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一

項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六

条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内にお

ける資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)

において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者

が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の

金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税

に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若

しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額

として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該

譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度と

する。)をいう。 

二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた

第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」

という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した

金額をいう。 

三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

774 

 

2 道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算

上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、

附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内

の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこ

の項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。 

3 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五

条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

4 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前

年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の

翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連

続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による

申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下

この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定

めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項

に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超え

る年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。 

5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適

用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額

として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用に

ついては、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特

定純損失の金額」とする。 

6 第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

7 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とある

のは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。 

二 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失
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若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日まで

に第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告

書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項

その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とある

のは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。 

三 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特

別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第

一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項

まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同

条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定

により読み替えて適用される前条第四項」とする。 

四 前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算

上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、

附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内

の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこ

の項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。 

9 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十

七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項

の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により

前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度

の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について

連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定に

よる申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含

む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に

係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円
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を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。 

11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額

(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金

額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適

用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定

する特定純損失の金額」とする。 

12 第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

13 第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一

項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは

「第三百十三条第一項」とする。 

二 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損

失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日ま

でに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつ

て同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した

申告書」とする。 

三 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税

特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条

第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三

項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項

中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二

号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。 

四 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法

一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例) 

第四条の三 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三十四条第一項第一号に

規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの

金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、

平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

777 

 

適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災

により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用につい

ては、平成七年において生じなかつたものとみなす。 

2 前項の規定は、平成七年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後におい

て道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の

三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書に

その記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規

定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金

額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、

平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項

の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡

路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適

用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。 

5 前項の規定は、平成七年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後にお

いて市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七

条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 

6 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平七法九・追加、平一一法一五・旧第四条の二繰下、平一八法七・一部改正) 

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 

第四条の四 道府県は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法

等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する

法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般

用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十

五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項にお

いて同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者

その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般

用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金
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額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除に

ついては、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に

限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他

医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定める

もの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用

医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万

円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に

限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項

第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。 

2 前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替え

その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

3 市町村は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定

により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所

得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等

購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組

として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る

第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同

号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は

歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の

提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品

等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」と

あるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二

百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。

この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第

四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三

号」とする。 

4 前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的

読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二八法一三・追加、令二法五・一部改正) 

(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除) 
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第五条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得

税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定

する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以

下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証

券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の

分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法

第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれら

の金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をい

う。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十七

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

一 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二

に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、

当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指

定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信

託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得

の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当

該配当所得の金額)については、百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、

百分の〇・二八))に相当する金額 

二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定

する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分

配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)について

は、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を

有する場合には、百分の〇・二八)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当

所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその

超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、

当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、百分の〇・一四))に相当する金額 

三 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三

(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)(課税総所得金額が千万円を

超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超

える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五(当該納税義務者が指定都市

の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七))に相当する金額 
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2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十

七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とある

のは「前三条並びに附則第五条第一項」とする。 

3 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配

当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得

(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものと

し、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)

があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除するものとする。 

一 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所

得については、当該配当所得の金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場

合には、百分の二・二四)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配

当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、

金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金

額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・

八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二))に相当する金額 

二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の

分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該

証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場

合には、百分の一・一二)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金

額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金

額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券

投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有

する場合には、百分の〇・五六))に相当する金額 

三 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四

(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額が千万円を

超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超

える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二(当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額 

4 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用について

は、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第三項」と、同項中「前三条」とあ

るのは「前三条並びに附則第五条第三項」とする。 

(昭四四法一六・全改、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・昭五九法七・昭
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六〇法九・昭六三法一一〇・平七法四〇・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一三法

八・平一三法七五・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二七法二・平二九法二・

一部改正) 

第五条の二及び第五条の三 削除 

(平二〇法二一) 

(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除) 

第五条の四 道府県は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受け

た場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条、次条及び附則第四十五条において「居住年」と

いう。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号

に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合に

は、零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等特別税

額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四

十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第

十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定

する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有

する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金

等特別税額控除額) 

二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額 

イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。

以下この項及び第六項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前

の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一

年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正

前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額 

ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二

十年法律第二十三号。以下この項及び第六項において「平成二十年所得税法等改正法」という。)附則第

三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第

三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十

二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項

の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所
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得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十

二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額 

ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九

十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特

例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに

震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額 

三 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条

の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の

十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和

二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定

の適用がなかつたものとして計算した金額) 

2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十

七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第一項」と、第三十七条の四中「前三条」と

あるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」とする。 

3 第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総

務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額

控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において

道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第八項の市町村民税住宅借入金等

特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提

出した場合に限り、適用する。 

4 道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務

者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。 

5 前項の場合において、第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、

当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

6 市町村は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務

者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居

住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲

げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零

とする。)の五分の三に相当する金額(第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除

額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の

額から控除するものとする。 

一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四
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十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項か

ら第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税

額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額

がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額) 

二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額 

イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額又は課税山林所得金額につき平成十八年所得税法等改正法第十四条の規定による廃止前の経

済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第四条の規定

により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章

第一節の規定を適用して計算した所得税の額 

ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第三十

二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十

一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条

第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規

定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項

若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額 

ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九

十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(震災特例法

第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十

条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額 

三 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条

の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の

十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条

又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算し

た金額) 

7 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用について

は、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第六項」と、同項中「前三条」

とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第六項」とする。 

8 第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総

務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額

控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において

市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の一月
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一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。 

9 市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十七条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義

務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。 

10 前項の場合において、第八項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、

当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 

11 第三項及び第八項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に

対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとす

る。 

12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき、又は誤り

があることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。 

13 第三項及び第八項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特

別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の

罰金に処する。 

14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一八法七・追加、平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法

一二〇・平二三法一一五(平二三法一二〇)・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平

二八法一三・平二九法二・平三〇法三(平三一法二)・一部改正) 

第五条の四の二 道府県は、平成二十二年度から令和十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を

受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和三年までの各年である場合に

限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を

控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務

者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合におい

て、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金

額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を

有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所

を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住

所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該

控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。 

一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十

項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一
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項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅

借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に

規定する住宅借入金等特別税額控除額) 

二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条

の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の

十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条

又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用が

なかつたものとして計算した金額) 

2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十

七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」

とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。 

3 道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措

置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項

に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適

用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」

と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」と

する。 

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

5 市町村は、平成二十二年度から令和十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務

者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居

住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和三年までの各年である場合に限る。)において、

前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該

金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合

には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条

の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有

する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住

所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控

除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。 

一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十

項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
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例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一

項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅

借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に

規定する住宅借入金等特別税額控除額) 

二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条

の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の

十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条

又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用が

なかつたものとして計算した金額) 

6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用について

は、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三

条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。 

7 市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措

置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項

に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適

用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」

と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とす

る。 

8 前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法

二・平三一法二・平三〇法三(平三一法二)・令二法五・一部改正) 

(寄附金税額控除における特例控除額の特例) 

第五条の五 第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若

しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条

の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の

二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三

十七条の二第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が

前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当

該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の

規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金
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額)とする。 

一 第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当

する金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げる割合 

二 第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十七

条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

三 前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十 

四 前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十 

五 前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、

附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五 

2 第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは

第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条

の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の

二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三

百十四条の七第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者

が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、

当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内

に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三

百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二

十に相当する金額)とする。 

一 第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一

に相当する金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる割合 

二 第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第

三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 

三 前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十 

四 前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十 

五 前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、

附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五 

(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改

正) 
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第五条の六 平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二

第一項及び第十一項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)の規定の適用については、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八

十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百

分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中

「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中

「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中

「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中

「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」と

あるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」

と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあ

るのは「百分の七十四・六八五」とする。 

2 平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及

び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規

定の適用については、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」

とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八

十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分

の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分

の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分

の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分

の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるの

は「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、

同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるの

は「百分の七十四・六八五」とする。 

(平二六法四・全改、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 

第五条の七 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第一項及び第

十一項並びに附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条の二第一項中「次に掲げる寄附金」

とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等

の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する

部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受け

た同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定める

ところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「特例控
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除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項

に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところ

により計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。 

2 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第一項及び第十一項並

びに附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第一項中「次に掲げる寄附金」とある

のは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額

のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を

除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項

に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところ

により計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「特例控除対象

寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定

する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより

計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。 

(平二三法八三・追加、平二五法三・旧第五条の六繰下・一部改正、平三一法二・一部改正) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第六条 道府県は、昭和五十七年度から令和六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を

売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」と

いう。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五

条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)

にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき

(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項

において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。 

2 道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した

肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五

百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対

象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉

用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、

その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五

条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、

次に掲げる金額の合計額とすることができる。 
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一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指

定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額 

二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合

における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の

四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当す

る金額 

3 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用

については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三

第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附

則第六条第二項」とする。 

4 市町村は、昭和五十七年度から令和六年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却

し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)

である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の

二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にそ

の肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これ

らの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。 

5 市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した

肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五

百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対

象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその

肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の

二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。 

一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指

定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額 

二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合

における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百

十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の
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五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額 

6 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規

定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、

附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の

五第二項及び附則第六条第五項」とする。 

(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六

二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・

平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九

法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・

令二法五・一部改正) 

(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等) 

第七条 第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において

「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所

得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第

一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三十七

条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一

日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三

第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされ

る同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しない

と見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附

金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条

の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する

確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特

例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにお

いて「都道府県知事等」という。)に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求

めと併せて、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除

に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付すること

を求めることができる。 

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」とい

う。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第四項から第六

項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都

道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。 
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3 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければ

ならない。 

一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日 

二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨 

三 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額 

四 前項に規定する要件に該当する旨 

五 その他総務省令で定める事項 

4 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前

項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求め

を行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する

変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。 

5 都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項

の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の

届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二

項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。 

6 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が

申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書

の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみ

なす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に

対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつ

たとき。 

二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の

規定による申告書の提出をしたとき。 

三 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付し

た都道府県知事等の数が五を超えたとき。 

四 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を

受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。 

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第十項まで及び第十三項において

「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所

得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第

一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三百十
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四条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一

日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告

書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書

が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第

二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附

者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の

規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同

法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、

総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の

長(以下この項から第十三項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、当該都道府県知事等から賦課

期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二

項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。 

9 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特

例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第十一項から第十三項までにお

いて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事

等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。 

10 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければ

ならない。 

一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日 

二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨 

三 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額 

四 前項に規定する要件に該当する旨 

五 その他総務省令で定める事項 

11 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前

項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求め

を行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定

める事項を届け出なければならない。 

12 都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項

の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の

届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特

例通知書を送付しなければならない。 

13 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が
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申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書

の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみ

なす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に

対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつ

たとき。 

二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二

第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。 

三 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付し

た都道府県知事等の数が五を超えたとき。 

四 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を

受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。 

14 第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二七法二・全改、平三一法二・一部改正) 

第七条の二 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十七条の二第二項に規定する特例控除対

象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場

合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。 

2 前項の申告特例控除額は、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十

五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。 

百九十五万円以下の金額 八十五分の五 

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 八十分の十 

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 七十分の二十 

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 六十七分の二十三 

九百万円を超える金額 五十七分の三十三 

3 第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあ

るのは、「五年」とする。 

4 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附

金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合に

は、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。 

5 前項の申告特例控除額は、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三
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百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額を控除した金額

の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。 

百九十五万円以下の金額 八十五分の五 

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 八十分の十 

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 七十分の二十 

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 六十七分の二十三 

九百万円を超える金額 五十七分の三十三 

6 第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあ

るのは、「五年」とする。 

(平二七法二・追加、平三一法二・一部改正) 

第七条の三 平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び

第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」

と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五

八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十

七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。 

2 平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規

定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十

分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・

四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」

とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。 

(平二七法二・追加、令二法五・一部改正) 

(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付) 

第七条の四 指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第

五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定める

ところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。 

(平二九法二・追加) 

(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税) 

第七条の五 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定す

る存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定

により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第

二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道

府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き
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続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。 

(平三一法二・追加) 

第七条の六 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以

下この項において同じ。)のうち令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技

大会(第三項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以

下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年

四月一日から令和二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」と

いう。)に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができ

ない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係

る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。 

2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業

が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第五十三条第一項の規定

にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 

3 市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下こ

の項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下こ

の条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第二

百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、

大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。 

4 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業

が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第三百二十一条の八第一

項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例) 

第八条 当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企

業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額につ

いて同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項

第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とある

のは、「第四十二条の四第一項」とする。 

2 中小企業者等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道

府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」と

あるのは「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条

第七項」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。 

3 当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間
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に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附

則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をい

う。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)

の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法

その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によ

る申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額につい

て租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人

等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第

四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一

項、」とする。 

4 中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の

法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「(同

条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」と、「第六十八条の九第一

項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。 

5 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控

除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二

条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。 

6 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法

第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当す

る金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用

については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十

八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。 

7 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控

除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二

条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。 

8 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法

第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金

額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用につ

いては、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八

条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。 

9 中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び
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市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額があ

る場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの

規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。 

10 中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府

県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一

項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場

合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これ

らの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」と

する。 

11 中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道

府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一

項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四

号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五

第二項」とする。 

12 中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の

法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額に

ついて租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人

等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第

四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十

五の六第二項」とする。 

13 中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道

府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二

項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四

号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五

第一項」とする。 

14 中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の

法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額に

ついて租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人

等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第

四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十

五の六第一項」とする。 

15 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により

控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用
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については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四

十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、

第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の

十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。 

16 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置

法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当

する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適

用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条

の十五の六」とする。 

17 第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年

度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法

第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係が

ある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三

百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定

する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。 

(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・

平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一

五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五

法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三(平二八法八六)・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・

令二法五・一部改正) 

第八条の二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所

得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税

法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項又は所得税法等の一部を改

正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」とい

う。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所

得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十

一第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一

項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「の規定

の」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二

十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七

年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十七年旧租税特

別措置法」という。)第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第

六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第
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十八項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平

成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によ

ることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十

第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四

号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例

によることとされる平成二十七年旧租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租

税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二

項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第八十八条第二項及

び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定に

よる改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」とする。 

2 平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年

所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は平成二十八年所

得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二

十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六

十八条の十五第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二

百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第

一項第四号の三イ中「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九

号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその

例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八

条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに所得

税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正

法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所

得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五

第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人

税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項

第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「を同項第二号」とあ

るのは「(平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二

十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算され

た金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附

則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正

法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定

により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額と

して帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。 
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3 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定

によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六

項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百

三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十

八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十

三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二

条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若

しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所

得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することと

される同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に

対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項

及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有する

こととされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十

第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成

二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別

措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有するこ

ととされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項、平成二十七年所得税法

等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八

条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成

三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改

正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第

一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十

八条の十五の五第五項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の五第五項、所得税法等の一部を改正する法

律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる

同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六

項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によ

ることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十

二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十

五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特

別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十

四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律

(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定によ

る改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため
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の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税

法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改

正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等

改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規

定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十

四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正

前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附

則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置

法第六十八条の十第五項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法

律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定

による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項

の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とする。 

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を

有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正

する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法に

よる改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六

項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規

定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六

項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平

成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前

の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年

法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によること

とされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二

条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しく

は第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力

を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十

三年所得税法等改正法附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等

改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法

等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の

規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十

四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正

前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第

八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法
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第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及

び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若し

くは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規

定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八

項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十

年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規

定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措

置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効

力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十

三条の二第一項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることと

される平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項

の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第

三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第

六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八

年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措

置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平

成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特

別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五

条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含

む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第

二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条

の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等

の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定によ

る改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平

成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例に

よることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、

第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の

規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含

む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお

効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場

合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは

第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を

有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の
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構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四

号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を

有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二

条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされ

る平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税

特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有す

ることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を

改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十

五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成

三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別

措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第

三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若し

くは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特

別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置

法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置

法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第

一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法

等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとさ

れる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額

(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする。 

5 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十

条又は第八十一条の十六に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づい

て、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合及び市町村長が第三百二十一条の

十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合における第五十三条第二十七項及び第三十三項から第三

十七項まで並びに第三百二十一条の八第二十七項及び第三十三項から第三十七項までの規定の適用について

は、第五十三条第三十三項及び第三百二十一条の八第三十三項中「法人税法第百三十五条第一項又は第五項」

とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法

人税法第七十条又は第八十一条の十六」とする。 

(平三法七・全改、平四法五・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平一〇法二七・平一四法一七・平

一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二

四法一七・平二七法二・平二五法三(平二七法二)・平二八法一三(平二八法八六)・平二九法二・平三〇

法三・一部改正) 

(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除) 
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第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項に

おいて同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。以

下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間

に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において

「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当

該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号

に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附に

よつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるも

のを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を

含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項

及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係

る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該

寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算

上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあ

つては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の

基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」

という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該

法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同

条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三

十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法

人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る

法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額と

する。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額と

する。 

2 前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条

第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を

提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の

額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記

載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に

限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、

第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二

条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同

法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記
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載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添

付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。 

3 連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は

当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に

限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの

間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事

業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二

項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度に

おいて支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に

算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該

合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基

準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」

という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年

度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三

条第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含

む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用し

ないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額

は、当該百分の二十に相当する金額とする。 

4 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。 

一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

三 清算中の連結子法人 

5 第三項の規定は、第五十三条第四項の規定による申告書(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる

同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求

書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第三項の規定による控除の対象となる特定寄

附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書

類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある

場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の

額は、第五十三条第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度と

する。 

6 第一項又は第三項の規定の適用がある場合における第五十三条第三十二項の規定の適用については、同項中

「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第一項又は第三項の」と、「第二十四項及び第二十五項」と

あるのは「同条第一項及び第三項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規定による控
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除、」とする。 

7 法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令

和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業

年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十

三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特

定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の

合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十

三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分

して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するも

のとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出

事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同

条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において

準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうち

に法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含ま

れている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の

二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。 

8 前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加さ

せる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正

請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定

寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該

書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付があ

る場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金

の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告

書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法

人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に

掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分

に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。 

9 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改

正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合

には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納

付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄

附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以

上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の
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規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分し

て計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するもの

とする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当

該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項

から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によ

りみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場

合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二

十に相当する金額とする。 

10 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。 

一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

三 清算中の連結子法人 

11 第九項の規定は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書(第九項の規定により控除を受ける金額を増

加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による

更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第九項の規定による控除の対象とな

る特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並び

に当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添

付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定

寄附金の額は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄

附金の額を限度とする。 

12 第七項又は第九項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第三十二項の規定の適用について

は、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項の」と、「第二十四項及び第二

十五項」とあるのは「同条第七項及び第九項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規

定による控除、」とする。 

13 第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親

法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定

の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第七項から第十二項までの」と、同

項の表中「 

第三百二十一条

の八第二十六項 

並びに第五十三条第二十六項の控除の限度

額で政令で定めるものの合計額 

の合計額 

」とあるのは「 

第三百二十一条

の八第二十六項 

並びに第五十三条第二十六項の控除の限度

額で政令で定めるものの合計額 

の合計額 
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附則第八条の二

の二第七項及び

第九項 

市町村民税 都民税 

二以上の市町村 特別区の存する区域及び特別区の存

する区域以外の区域 

 百分の三十四・三 百分の四十 

」とする。 

14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二八法一三・追加・一部改正、平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付) 

第八条の三 平成七年一月十七日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に同法附則第五条第一項各号に掲

げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の

規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことによ

り生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定

する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条

第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、

当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収され

た利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合

において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則

第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。 

(平七法四九・追加、平二七法二・一部改正) 

(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例) 

第八条の三の二 当分の間、租税特別措置法第四条の五第五項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子

等については、同条第五項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割

に関する規定を適用する。 

(平二三法八三・追加) 

(公益信託に係る事業税の課税の特例) 

第八条の四 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項

に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以

下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみな

し、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第二章第二節

の規定を適用する。 

2 公益信託は、第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。 

(平一九法四・全改) 
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(事業税の非課税) 

第八条の五 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定す

る存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定

により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及

び第七十二条の二十四の七第六項の規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十

二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第六項において「特定農業協同組合連合会」という。)」とあ

るのは「(第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第六項において「特定農業協同組合連合会」

という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定

する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規

定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農

業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、第七十二条の二十四の七第六項第一号中「特定農業協同組合連

合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

第八条の六 道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第七十二条第一項第五号に規定する外国法人をいう。以下

この項において同じ。)のうち令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大

会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法

人」という。)が行う租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項に

おいて「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から令和二年十

二月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第七十二条の

二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。 

2 大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業

が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第七十二条の二十五第一

項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県

の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(事業税の課税標準の特例) 

第九条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する

第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条

第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事

業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額

を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げ

る金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合におい
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て、同条第二項の規定は、適用しない。 

2 預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対す

る第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの

間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に

規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年

度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号

及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これか

ら当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律

第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用

しない。 

3 銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月

一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項

及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。 

4 新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法

律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十

四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本

金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき

金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該

資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十

一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条

第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。 

5 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税

標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事

業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除す

るものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条

第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。 

6 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄

道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一

日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三

分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の

適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第

二項又は附則第九条第六項」とする。 

7 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横
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断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三

月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等

の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するもの

とする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項

若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。 

一 当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべ

き事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資

産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額 

二 当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額 

8 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十

七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年

度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に

限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気

の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。 

9 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業

税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医

療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する

保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条

の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。 

10 ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う

法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定す

る託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成

二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二

十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額

のうち政令で定めるものを控除した金額による。 

11 株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一

年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度

終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個

別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に

掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業

年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合

計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。

この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。 
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12 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平

成二十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各

事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定す

る連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の

第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、

当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金

額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」

とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。 

13 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法

人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定について

は、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除

く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に

限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する

雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、

各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、

各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除

額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗

じて計算した金額を控除する。 

一 当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から

当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与

等支給額に対する割合が百分の三以上であること。 

二 当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の

同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の九十五に相当する金額以上であること。 

14 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価

値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業

年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項

第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下であ

る場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給

額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。 

一 当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続

雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項

第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該

継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法
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第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条

第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額か

ら当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者

比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。 

二 当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資

額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額

をいう。以下この号において同じ。)の百分の九十五に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該

法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法

人の当期償却費総額の合計額の百分の九十五に相当する金額以上であること。 

15 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣

法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣

契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業

安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十

三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七

十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派

遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定

する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役

務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの

に限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項

において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。

次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計

額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比

較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該

報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣

の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結

所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労

働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、

当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。 

16 事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併

せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支

給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち

第十六項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」とい
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う。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、

当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算

した」とする。 

17 第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項にお

いて同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十

八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条

の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求

書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除

の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象

額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付さ

れている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎と

なる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。 

18 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二

十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業

年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連

結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一

号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該

事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額と

の合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」と

する。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。 

19 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等

実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般

送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として

積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金

額は、平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第

七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額

を控除した金額による。 

20 電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つ

た電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額

は、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十

二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控

除した金額による。 

21 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前
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の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつ

た者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」と

いう。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会

社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定に

より特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事

業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定

する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収

分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限

る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行

う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会

社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供

給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事

業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事

業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政

令で定める金額を控除した金額による。 

22 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六

年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令

で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金

額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるもの

に交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年

三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかか

わらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。 

(昭四四法一六・全改、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭

五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・

昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平元法八六・平二法一四・平二法五八・

平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三

法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二

一・平一九法七四(平二〇法二一)・平一九法八五(平二〇法二一)・平二一法九・平二一法五四・平二一

法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平

二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三(平二八法八六)・平二九法二・平三

一法二・平三〇法三(平三一法二)・令二法五・一部改正) 

(法人の事業税の税率の特例) 

第九条の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

817 

 

る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「 

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の四・九 

」とあるのは「 

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 百分の四・九 

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 百分の五・七 

」と、同条第四項第二号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超

える金額については、百分の五・七)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」

とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」

とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」

とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第二号中「年

十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第

七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十二条

の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に

掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第一号又は

第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。 

(平一八法七・全改、平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一

部改正) 

(法人の事業税の特定寄附金税額控除) 

第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認

を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する

連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日か

ら令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項におい

て「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四

項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がそ

の寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認め

られるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附

金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を

除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六

第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付す

べき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人

税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事

業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計
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算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。こ

の場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第

七十二条の二十四の七第一項から第四項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を

超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。 

2 前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定に

よる申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規

定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告

書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当

該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附

金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合に

おいて、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五、第七十

二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載

された特定寄附金の額を限度とする。 

3 第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中

「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業

税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項

の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。 

4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二八法一三・追加、平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(公益信託に係る地方消費税の課税の特例) 

第九条の三 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項

に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以

下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、

当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等

をいう。以下この項において同じ。)及び特定課税仕入れ(同条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下

この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、第二章第三節の規

定を適用する。 

2 公益信託は、第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。 

(平一九法四・追加、平二七法二・一部改正、平二九法二・旧第九条の三の二繰上) 

(譲渡割の賦課徴収の特例等) 

第九条の四 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節ま

で、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十

三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と
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併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一項第一号の規定に基づき同法第五十八

条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をするこ

とができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一

項第一号の規定を適用するものとする。 

2 譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割につい

て納付される延滞税及び利子税並びに課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割とし

て、この条から附則第九条の十六までの規定を適用する。 

(平六法一一一・追加、平二三法一一五・令二法五・一部改正) 

(譲渡割の申告の特例) 

第九条の五 譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の

八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第一項第三号の規定にかかわ

らず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、

第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二

条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三

第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第七十二条の八十七第

一項 

第七十二条の七十八第二項各号に掲

げる事業者の区分に応じ当該各号に

定める場所の所在する道府県(以下こ

の款において「譲渡割課税道府県」と

いう。)の知事 

税務署長 

 譲渡割課税道府県の知事 税務署長 

第七十二条の八十七第

二項及び第三項並びに

第七十二条の八十八第

一項及び第二項前段 

譲渡割課税道府県の知事 税務署長 

第七十二条の八十九の

二第一項 

、第七十二条の八十八第一項及び第二

項並びに前条各項 

並びに第七十二条の八十八第一項及

び第二項 

 )は、前三条 )は、第七十二条の八十七又は第七十

二条の八十八第一項若しくは第二項

前段 

 、第七十二条の八十八第一項若しくは

第二項又は前条各項 

又は第七十二条の八十八第一項若し

くは第二項 
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 については、前三条 については、第七十二条の八十七並び

に第七十二条の八十八第一項及び第

二項前段 

 、地方税関係手続用電子情報処理組織

(第七百六十二条第一号に規定する地

方税関係手続用電子情報処理組織を

いう。次条において同じ。)を使用し、

かつ、地方税共同機構(第三項及び次

条第十二項において「機構」という。)

を経由して行う方法により譲渡割課

税道府県の知事(前条第二項の事業者

にあつては、同項に規定する道府県知

事。第三項及び次条において同じ。)

に 

あらかじめ税務署長に届け出て行う

電子情報処理組織(国税庁の使用に係

る電子計算機(入出力装置を含む。以

下この項及び第三項において同じ。)

とその申告をする事業者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。)を

使用する方法として総務省令で定め

る方法により 

第七十二条の八十九の

二第三項 

第七百六十二条第一号の機構 同項の国税庁 

電子計算機(入出力装置を含む。) 電子計算機 

 同項に規定する譲渡割課税道府県の

知事 

税務署長 

第七十二条の八十九の

三第一項前段 

前条第一項の 消費税法第四十六条の三第一項の規

定の適用を受けている 

 電気通信回線の故障、災害その他の理

由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であ

ると認められる場合で、かつ、同項の

規定を適用しないで納税申告書等を

提出することができると認められる

場合において、同項の規定を適用しな

いで納税申告書等を提出することに

ついて同項に規定する譲渡割課税道

府県の知事の承認を受けたときは、当

該譲渡割課税道府県の知事 

同項の規定によりその納税地を所轄

する税務署長 

 同項の申告 前条第一項の申告 

第七百六十二条第二号 第四項、第七十二条の八十九の二第一第四項 
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ロ(1) 項及び第三項 

(平六法一一一・追加、平一五法九・平三〇法三(平三一法二)・令元法一六・一部改正) 

(譲渡割の納付の特例等) 

第九条の六 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定

にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。こ

の場合において、第七十二条の八十七各項及び第七十二条の八十八第一項の規定による納付については、これ

らの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。 

2 譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第九条の四又は前条の規定により併せ

て賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつ

たものとする。 

3 国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めると

ころにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い

込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府

県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。 

4 前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受け

るべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割の還付の特例等) 

第九条の七 譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七

十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還

付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」とい

う。)と併せて行わなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等) 

第九条の八 国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、

当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付さ

れた額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。 

2 譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があ

つた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額

を、附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた

又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。 

3 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割と

して納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を
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超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付され

た額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。こ

の場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその

翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。 

4 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割と

して納付された額の総額(同月に第二項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)

を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付さ

れた額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定

を適用する。 

5 その月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第一項又

は第二項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)があ

る場合(同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額が

ある場合を除く。)における第七十二条の百五第三項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当す

る還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込

むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額

があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例) 

第九条の九 譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税並びに消費税に係る延滞税、利子税及び加算税並びにこれ

らの延滞税及び利子税の免除に係る金額(以下この条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡

割及び消費税の合算額により行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に按

分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。 

2 譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算

額により行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金

の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。 

3 前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡

割及び消費税を一の税とみなして、これを行う。 

(平六法一一一・追加、令二法五・一部改正) 

(譲渡割に係る充当等の特例) 

第九条の十 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。

ただし、附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第九条の五の規定により併せ

て申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第七十二条の七十八第

三項に規定する課税期間をいう。次条第二項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつてい
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るものに充当する場合は、この限りでない。 

一 附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併

せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付

を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等 

二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九

条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの

(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等 

2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局

長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額

に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付するこ

とを委託したものとみなす。 

3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税

局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲

渡割等を納付することを委託したものとみなす。 

4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定

める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。 

5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、

遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例) 

第九条の十一 附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦

課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみな

して、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「消費税」とあるの

は「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第八十六条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税

の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第百五条

第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第三項中「処

分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第四項中「処分に係る国税」

とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方

消費税の譲渡割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」

と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。 

2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定

等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一で

ある他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二
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項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割につい

てされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等につい

てされた他の更正決定等とみなす。 

(平六法一一一・追加) 

(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 

第九条の十二 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定にかかわらず、間接国税

以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定を適用する。 

(平六法一一一・追加、平二九法二・一部改正) 

(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等) 

第九条の十三 税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、

譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。 

2 道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収

又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができ

る。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその

指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

3 税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に

関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。 

(平六法一一一・追加、平一八法五三・一部改正) 

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払) 

第九条の十四 道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で

定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 

2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなけれ

ばならない。 

3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第

一項の徴収取扱費を支払うものとする。 

(平六法一一一・追加) 

(地方消費税の清算等の特例) 

第九条の十五 第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、当分の間、第七十二

条の百十四第一項中「納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれ

た貨物割の納付額」とあるのは「第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則

第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支

払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」

と、「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」と、第七十二条の百十五第一項中
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「第七十二条の百十三第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とする。 

(平六法一一一・追加、平二四法六九・一部改正) 

(政令への委任) 

第九条の十六 附則第九条の四から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等

の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。 

(平六法一一一・追加) 

(不動産取得税の非課税) 

第十条 道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めによ

り同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規

定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四

第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附

則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を

取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの

間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産

取得税を課することができない。 

2 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅

客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附

則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改

正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社

等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規

定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当

該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号

に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項

において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のう

ち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一

部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出を

して鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要と

なる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会

社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの

譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和五年三月

三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課する

ことができない。 

3 道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めに
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より同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六

十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又

は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得し

た場合には、当該委託の申出が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規

定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

4 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株

式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項

第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二

号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第

百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得し

た場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定

にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

5 道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規

定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建

替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンシ

ョン又はその敷地を取得した場合には、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十

三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

6 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理

事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理

事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法

第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体か

ら農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一

項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地

等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

(昭四四法一六・全改、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・

昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一

三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法

一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法

四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二(平一〇法二七)・平一〇法四・

平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平

一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・

平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一六法一〇二(平一七法五)・
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平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平

二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一

法二・令二法五・一部改正) 

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例) 

第十条の二 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政

令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住

宅の新築が平成十年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六

月」とあるのは、「一年」とする。 

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場

合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一

日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」と

あるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合

には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合

には、四年)」とする。 

(平一一法一五・追加、平一一法七六・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一

八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三〇

法三・令二法五・一部改正) 

(不動産取得税の課税標準の特例) 

第十一条 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興

地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当

該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日か

ら令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が

他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固

定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない

場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のい

ずれか多い額)を価格から控除するものとする。 

2 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下

この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築さ

れていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地につ

いて同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規

定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府

県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定

については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に
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登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところによ

り、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。 

3 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つ

たものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定

する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又

は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合に

おける当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい

経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法

律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に

行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。 

4 投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託

で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い

同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるもの

を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取

得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不

動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。 

5 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたも

のに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令

で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定につ

いては、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたとき

に限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。 

6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法

第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定

めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するもの

であることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃

貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得

した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和

七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するも

のとする。 

7 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項

に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定

事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準

の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限
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り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定め

る割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都

市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以

上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。 

8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良

住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適

用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第

八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「につ

いては、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三

百万円」とする。 

9 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための

施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得

に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われた

ときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 

10 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定め

るものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号

の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の

貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得

した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成

二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対

する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格か

ら控除するものとする。 

11 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条

第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用

に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和三年三月三十一日までにした場合における第七十三

条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関す

る法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高

齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で

定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、

寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」とい

う。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当

該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の

部分で政令で定めるもの」とする。 
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12 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第

一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項にお

いて「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの

(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業

契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の

各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課す

る不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日ま

での間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 

一 小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小

規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産 

イ 昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、

改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの 

ロ イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地 

二 特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産 

イ 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行

為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定

家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地 

ロ イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの 

ハ イに掲げる土地の上に新築される特定家屋 

ニ 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの 

ホ ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地 

13 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者

が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能

を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における

当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一

日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 

14 都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつ

た同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規

定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同

法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利

用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日ま

でに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 
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15 租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定す

る中小企業者が中小企業等経営強化法第二十条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十九条第二項第

三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行

う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不

動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該

不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 

16 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推

進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に

規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施

設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得し

た場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四

年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するもの

とする。 

(昭四四法一六・全改、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・

昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・

昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・

昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・

平元法五六・平二法一四・平元法八三(平二法一四)・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・

平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・

平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法

一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇(平一二法

四)・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一五

法九・平一四法一四〇(平一五法九)・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九

法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法五七・平二三

法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九

法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・一部改正) 

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例) 

第十一条の二 平成十八年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合

における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。 

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二

第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当す

る場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用

いられた税率」とする。 
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(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法

二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

第十一条の三 削除 

(平一五法九) 

(不動産取得税の減額等) 

第十一条の四 道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の

促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で

政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当

該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平

成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一

に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 

2 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動

産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について

準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一

項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」

とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の

四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、

同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号

の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受け

る土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に

該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは

「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施

設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」と

あるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第

七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「こ

れら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 

3 高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付

き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政

令で定めるものの用に供する土地の取得を令和三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の二十

四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和三年三月

三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住

宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定

めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登
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録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専

ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス

付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」

と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。 

4 道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引

業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住

の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない

住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該

改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エ

ネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び

第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修

工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人

に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引

業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和三年三月三

十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行され

ていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する

ものとする。 

5 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修

工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税

に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」

とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅

(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」

とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十

一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年

以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項

第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用

を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の

規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあ

るのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあ

るのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中

「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」

と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項

第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

834 

 

と読み替えるものとする。 

6 道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取

得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅

地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について

住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定

住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能

向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の

取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、

当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土

地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象

住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積

の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金

額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 

7 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修

工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取

得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、

土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修

工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」

と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」

とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては

当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から

一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同

項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条

の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の

日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用

地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、

第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは

「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」

と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」

と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 

(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭

五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・旧第十一条の二繰下・一部改正、昭五七法一〇・

昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四
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一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七

二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇

法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平

一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一

法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇

法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例) 

第十一条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取

得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価

格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当

該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該

取得が平成十八年一月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分

の一の額とする。 

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第六項の規

定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の

二分の一に相当する額」とする。 

3 平成十八年四月一日から令和三年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収

用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に

掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合により失

つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等

を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合におい

て、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府

県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十

四第六項、第八項及び第九項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用につい

ては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第七十三条の十四第六

項 

登録された価格 登録された価格のうち附則第十一

条の五第一項に規定する宅地評価

土地(以下「宅地評価土地」という。)

の部分以外の部分の価格に相当す

る額に当該宅地評価土地の部分の

価格の二分の一に相当する額を加

算して得た額 

 決定した価格 決定した価格のうち宅地評価土地
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の部分以外の部分の価格に相当す

る額に当該宅地評価土地の部分の

価格の二分の一に相当する額を加

算して得た額 

第七十三条の十四第八

項及び第九項第一号、

第七十三条の二十七の

三第一項並びに附則第

十一条第一項 

登録された価格 登録された価格のうち宅地評価土

地の部分以外の部分の価格に相当

する額に当該宅地評価土地の部分

の価格の二分の一に相当する額を

加算して得た額 

 決定した価格 決定した価格のうち宅地評価土地

の部分以外の部分の価格に相当す

る額に当該宅地評価土地の部分の

価格の二分の一に相当する額を加

算して得た額 

(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一

五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・

平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改

正) 

(不動産の価格の決定の特例) 

第十一条の六 第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二

十七の三第一項又は附則第十一条第一項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当

該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十三条の

十四第六項、第八項若しくは第九項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項、附則第十

一条第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固

定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。 

(平九法九・追加、平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法

九・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・一部改正) 

(不動産取得税の徴収猶予) 

第十二条 租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地

の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第

四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに

第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第

九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二
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十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するも

のとする。 

2 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二

項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第

三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限

る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十

七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第

二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用につい

て必要な技術的読替えは、政令で定める。 

3 第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草

放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるもの

とされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二

十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替

えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項に

おいて準用する同法第七十条の四第三十項若しくは第三十一項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県

は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項(同条第七項、第十項、第十

三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項

の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の

四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納

税義務を免除するものとする。 

4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定

める。 

(昭四四法一六・全改、昭五一法七・昭五三法九・平三法七・平七法四〇・平八法一二・平一一法一五・

平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法

八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・一部改正) 

(ゴルフ場利用税の非課税) 

第十二条の二 道府県は、当分の間、スポーツ基本法第二条第六項に規定する国際競技大会(同法第二十七条第一

項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定

され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又

はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその

旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を

課することができない。 

(令二法五・全改) 
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第十二条の二の二から第十二条の二の五まで 削除 

(令二法五) 

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例) 

第十二条の二の六 当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六

の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。 

(平二一法九・追加、平二二法四・旧第十二条の二の三繰下) 

(軽油引取税の課税免除の特例) 

第十二条の二の七 道府県は、令和三年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百

四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一

第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一

第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。 

一 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り 

二 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政

令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り 

三 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類す

るもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供す

る軽油の引取り 

四 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供す

る軽油の引取り 

五 木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用

途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り 

2 第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四

十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の

引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」

とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に

規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附

則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六

に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同

項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。 

3 前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ

第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四

条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。 

4 前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、
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第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四

条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条

の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句とする。 

第百四十四条の三第一項 第百四十四条の

二十一第一項 

第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二

の七第二項において読み替えて準用する場合を

含む。第三項において同じ。) 

第百四十四条の三第一項第三

号及び第四号 

第百四十四条の

六 

第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第

一項 

第百四十四条の三第一項第四

号 

同条 これらの規定 

第百四十四条の十三 第百四十四条の

三 

第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 

第百四十四条の十四第二項及

び第四項 

又は第百四十四

条の六 

若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の

二の七第一項 

第百四十四条の十四第四項及

び第百四十四条の十八第一項

第六号 

第百四十四条の

二十一第一項 

第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二

の七第二項において読み替えて準用する場合を

含む。) 

第百四十四条の十八第一項第

六号 

第百四十四条の

三第一項第三号

又は第四号 

第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則

第十二条の二の七第四項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。) 

第百四十四条の二十五第一項 前条 前条(附則第十二条の二の七第二項において準用

する場合を含む。次項において同じ。) 

第百四十四条の二十六第一項 第百四十四条の

三第三項 

第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七

第四項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。) 

第百四十四条の二十六第二項 第百四十四条の

三第四項 

第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七

第四項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。) 

第百四十四条の二十八第一項 前条第一項 前条第一項(附則第十二条の二の七第二項におい

て準用する場合を含む。) 

第百四十四条の二十九第一項、

第百四十四条の四十一第一項、

第百四十四条の

十四第二項 

第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の

七第四項の規定により読み替えて適用される場
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第百四十四条の四十四第一項、

第百四十四条の四十五第二項

並びに第百四十四条の四十六

第一項及び第二項 

合を含む。) 

第百四十四条の四十一第二項、

第百四十四条の四十四第一項、

第百四十四条の四十五第二項

並びに第百四十四条の四十六

第一項及び第二項 

第百四十四条の

十八 

第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四

項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。) 

第百四十四条の四十一第三項 第四項 第四項(附則第十二条の二の七第二項において読

み替えて準用する場合を含む。) 

  第五項 第五項(附則第十二条の二の七第二項において読

み替えて準用する場合を含む。) 

第百四十四条の四十六第一項、

第百四十四条の四十九第一項

及び第百四十四条の五十一第

一項第二号 

第百四十四条の

二十二第四項(第

百四十四条の二

十五第五項にお

いて準用する場

合を含む。) 

第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二

の七第四項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは

第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二

の七第四項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。)において準用する第百四十四条の二

十二第四項 

5 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和三年三月三十一日までに次に掲

げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読

み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかか

わらず、軽油引取税を課さないものとする。 

一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十

号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成

十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。) 

二 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置

に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項 

三 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶

検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。) 

6 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間
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の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和三年三月三十

一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の

規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条

の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さ

ないものとする。 

7 前二項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用

については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から

末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量そ

の他」とする。 

(平二一法九・追加、平二二法四・旧第十二条の二の四繰下・一部改正、平二四法一七・平二七法二・

平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(軽油引取税の税率の特例) 

第十二条の二の八 軽油引取税の税率は、第百四十四条の十の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルに

つき、三万二千百円とする。 

(平二一法九・追加、平二二法四・旧第十二条の二の五繰下・一部改正) 

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止) 

第十二条の二の九 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示

の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第

三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の

消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽

油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税に

ついては、前条の規定の適用を停止する。 

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規

定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の

引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項

の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又

は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合におけ

る軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。 

(平二二法四・追加) 

(自動車税の環境性能割の非課税) 

第十二条の二の十 道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県

の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和三
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年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割

を課することができない。 

2 道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自

動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間(附則第十二条の二

の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、

自動車税の環境性能割を課することができない。 

(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正) 

(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 

第十二条の二の十一 道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九

条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若し

くは第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する

窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項におい

て「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の

規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、

当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどう

かの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該

判断をするものとする。 

2 道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第

一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事

実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申

請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する

申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能

割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環

境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、

第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と

する。 

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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(平三一法二・追加) 

(自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第十二条の二の十二 営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項にお

いて準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項(第四項において準用する場合を含む。) 百分の一 百分の〇・五 

第二項(第四項において準用する場合を含む。) 百分の二 百分の一 

第三項 百分の三 百分の二 

2 自家用の乗用車に対する第百五十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において

同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が特定期間に行われたときに限り、同

条第二項中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三項中「百分の三」とあるのは「百分の二」とす

る。 

(平二八法一三(平二八法八六)・追加、平三一法二・旧第十二条の二の十繰下・一部改正) 

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例) 

第十二条の二の十三 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法

第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸

切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス

等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる

設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規

登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五

十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、

同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。 

一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び

第三項第一号において「基本方針」という。)に令和二年度までに導入する台数が目標として定められた自

動車に該当するものであること。 

二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基

準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるもの

に適合するものであること。 

2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するため

の昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の

規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「と

いう。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に

規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。 
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一 基本方針に令和二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。 

二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。 

3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗

用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」とい

う。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに

対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和三年三月三十一日までに行われたとき

に限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。 

一 基本方針に令和二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。 

二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。 

三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優

れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。 

4 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項ま

でにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から

第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図る

ための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定

めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の

取得が令和元年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から

五百二十五万円を控除して得た額」とする。 

一 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項から第七項までにお

いて同じ。)が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限

る。)(以下この項から第七項までにおいて「バス等」という。)であつて、同法第四十一条第一項の規定によ

り平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る

保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までに

おいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により平成二十七年

八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他

の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」

という。)のいずれにも適合するもの 

二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定によ

り平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若

しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおい

て「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十五年一月二十七日

以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定に
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より平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準

のいずれか二以上に適合するもの 

三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車

を除く。次項から第七項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平

成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項

の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御

装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定めら

れた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの 

5 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備える

もの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用につい

ては、第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十一月一日から令和三年

三月三十一日までに行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十月

一日から令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)か

ら三百五十万円を控除して得た額」とする。 

一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年

二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同

項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係

る保安基準のいずれにも適合するもの 

二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定によ

り平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、

同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制

動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして

定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの 

三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定

により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安

基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減

制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとし

て定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの 

四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定に

より平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基

準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動

制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定

められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの 
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6 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務

省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該

自動車の取得が令和元年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)

から三百五十万円を控除して得た額」とする。 

一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年

二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合

するもの 

二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定によ

り平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準

又は同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽

減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの 

三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定

により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安

基準又は同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害

軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの 

7 バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十

二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に

適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報

装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定

の適用については、当該自動車の取得が令和二年十月三十一日(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八ト

ン以下のトラックにあつては、令和元年十月三十一日)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあ

るのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。 

8 前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当

該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある

場合に限り、適用する。 

(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・一部改正) 

(自動車税の種別割の税率の特例) 

第十二条の三 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。

次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス

自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の

燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタ

ノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で

総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動
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車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の

乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第百七十七条の七第一項

第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年

度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)

又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で平成二十年

三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した

日の属する年度 

二 第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号において「軽油自動車」という。)その他の

前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十二年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新

規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度 

第一項第一号イ 七千五百円 八千六百円 

 八千五百円 九千七百円 

 九千五百円 一万九百円 

 一万三千八百円 一万五千八百円 

 一万五千七百円 一万八千円 

 一万七千九百円 二万五百円 

 二万五百円 二万三千五百円 

 二万三千六百円 二万七千百円 

 二万七千二百円 三万千二百円 

 四万七百円 四万六千八百円 

第一項第二号イ 六千五百円 七千百円 

 九千円 九千九百円 

 一万二千円 一万三千二百円 

 一万五千円 一万六千五百円 

 一万八千五百円 二万三百円 

 二万二千円 二万四千二百円 

 二万五千五百円 二万八千円 

 二万九千五百円 三万二千四百円 

 四千七百円 五千百円 

第一項第二号ロ 八千円 八千八百円 
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 一万千五百円 一万二千六百円 

 一万六千円 一万七千六百円 

 二万五百円 二万二千五百円 

 二万五千五百円 二万八千円 

 三万円 三万三千円 

 三万五千円 三万八千五百円 

 四万五百円 四万四千五百円 

 六千三百円 六千九百円 

第一項第二号ハ(1) 七千五百円 八千二百円 

 一万五千百円 一万六千六百円 

第一項第二号ハ(2) 一万二百円 一万千二百円 

 二万六百円 二万二千六百円 

第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 二万九千百円 

 三万二千円 三万五千二百円 

 三万八千円 四万千八百円 

 四万四千円 四万八千四百円 

 五万五百円 五万五千五百円 

 五万七千円 六万二千七百円 

 六万四千円 七万四百円 

第一項第三号ロ 三万三千円 三万六千三百円 

 四万千円 四万五千百円 

 四万九千円 五万三千九百円 

 五万七千円 六万二千七百円 

 六万五千五百円 七万二千円 

 七万四千円 八万千四百円 

 八万三千円 九万千三百円 

第一項第四号 四千五百円 五千百円 

 六千円 六千九百円 

第二項第一号 三千七百円 四千百円 

 四千七百円 五千二百円 

 六千三百円 六千九百円 

第二項第二号 五千二百円 五千七百円 
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 六千三百円 六千九百円 

 八千円 八千八百円 

2 次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用

の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合

には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者

に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車に

あつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度

分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 電気自動車 

二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用さ

れるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定

めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二

十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に

定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの 

三 第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車 

四 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガ

ソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化

物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七

年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素

酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令

和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に

百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

五 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石

油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化

物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七

年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素

酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率

に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

六 軽油自動車のうち、第百四十九条第一項第六号イに規定する平成三十年軽油軽中量車基準又は同号イに規

定する平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車 

第一項第一号イ 七千五百円 二千円 
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 八千五百円 二千五百円 

 九千五百円 二千五百円 

 一万三千八百円 三千五百円 

 一万五千七百円 四千円 

 一万七千九百円 四千五百円 

 二万五百円 五千五百円 

 二万三千六百円 六千円 

 二万七千二百円 七千円 

 四万七百円 一万五百円 

第一項第一号ロ 二万五千円 六千五百円 

 三万五百円 八千円 

 三万六千円 九千円 

 四万三千五百円 一万千円 

 五万円 一万二千五百円 

 五万七千円 一万四千五百円 

 六万五千五百円 一万六千五百円 

 七万五千五百円 一万九千円 

 八万七千円 二万二千円 

 十一万円 二万七千五百円 

第一項第二号イ 六千五百円 二千円 

 九千円 二千五百円 

 一万二千円 三千円 

 一万五千円 四千円 

 一万八千五百円 五千円 

 二万二千円 五千五百円 

 二万五千五百円 六千五百円 

 二万九千五百円 七千五百円 

 四千七百円 千二百円 

第一項第二号ロ 八千円 二千円 

 一万千五百円 三千円 

 一万六千円 四千円 

 二万五百円 五千五百円 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

851 

 

 二万五千五百円 六千五百円 

 三万円 七千五百円 

 三万五千円 九千円 

 四万五百円 一万五百円 

 六千三百円 千六百円 

第一項第二号ハ(1) 七千五百円 二千円 

 一万五千百円 四千円 

第一項第二号ハ(2) 一万二百円 三千円 

 二万六百円 五千五百円 

第一項第三号イ(1) 一万二千円 三千円 

 一万四千五百円 四千円 

 一万七千五百円 四千五百円 

 二万円 五千円 

 二万二千五百円 六千円 

 二万五千五百円 六千五百円 

 二万九千円 七千五百円 

第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 七千円 

 三万二千円 八千円 

 三万八千円 九千五百円 

 四万四千円 一万千円 

 五万五百円 一万三千円 

 五万七千円 一万四千五百円 

 六万四千円 一万六千円 

第一項第三号ロ 三万三千円 八千五百円 

 四万千円 一万五百円 

 四万九千円 一万二千五百円 

 五万七千円 一万四千五百円 

 六万五千五百円 一万六千五百円 

 七万四千円 一万八千五百円 

 八万三千円 二万千円 

第一項第四号 四千五百円 千五百円 

 六千円 千五百円 
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第二項第一号 三千七百円 千円 

 四千七百円 千二百円 

 六千三百円 千六百円 

第二項第二号 五千二百円 千三百円 

 六千三百円 千六百円 

 八千円 二千円 

3 次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用

の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合

には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者

に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車に

あつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度

分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百

分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百

分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

第一項第一号イ 七千五百円 四千円 

 八千五百円 四千五百円 

 九千五百円 五千円 

 一万三千八百円 七千円 

 一万五千七百円 八千円 

 一万七千九百円 九千円 

 二万五百円 一万五百円 

 二万三千六百円 一万二千円 

 二万七千二百円 一万四千円 

 四万七百円 二万五百円 

第一項第一号ロ 二万五千円 一万二千五百円 
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 三万五百円 一万五千五百円 

 三万六千円 一万八千円 

 四万三千五百円 二万二千円 

 五万円 二万五千円 

 五万七千円 二万八千五百円 

 六万五千五百円 三万三千円 

 七万五千五百円 三万八千円 

 八万七千円 四万三千五百円 

 十一万円 五万五千円 

第一項第二号イ 六千五百円 三千五百円 

 九千円 四千五百円 

 一万二千円 六千円 

 一万五千円 七千五百円 

 一万八千五百円 九千五百円 

 二万二千円 一万千円 

 二万五千五百円 一万三千円 

 二万九千五百円 一万五千円 

 四千七百円 二千四百円 

第一項第二号ロ 八千円 四千円 

 一万千五百円 六千円 

 一万六千円 八千円 

 二万五百円 一万五百円 

 二万五千五百円 一万三千円 

 三万円 一万五千円 

 三万五千円 一万七千五百円 

 四万五百円 二万五百円 

 六千三百円 三千二百円 

第一項第二号ハ(1) 七千五百円 四千円 

 一万五千百円 八千円 

第一項第二号ハ(2) 一万二百円 五千五百円 

 二万六百円 一万五百円 

第一項第三号イ(1) 一万二千円 六千円 
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 一万四千五百円 七千五百円 

 一万七千五百円 九千円 

 二万円 一万円 

 二万二千五百円 一万千五百円 

 二万五千五百円 一万三千円 

 二万九千円 一万四千五百円 

第一項第三号イ(2) 二万六千五百円 一万三千五百円 

 三万二千円 一万六千円 

 三万八千円 一万九千円 

 四万四千円 二万二千円 

 五万五百円 二万五千五百円 

 五万七千円 二万八千五百円 

 六万四千円 三万二千円 

第一項第三号ロ 三万三千円 一万六千五百円 

 四万千円 二万五百円 

 四万九千円 二万四千五百円 

 五万七千円 二万八千五百円 

 六万五千五百円 三万三千円 

 七万四千円 三万七千円 

 八万三千円 四万千五百円 

第一項第四号 四千五百円 二千五百円 

 六千円 三千円 

第二項第一号 三千七百円 千八百円 

 四千七百円 二千三百円 

 六千三百円 三千二百円 

第二項第二号 五千二百円 二千六百円 

 六千三百円 三千二百円 

 八千円 四千円 

(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法

四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・

平二八法一三(平二八法八六・平三一法二)・令元法一四・令二法五・一部改正) 

第十二条の四 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施
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行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以

下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定によ

り平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家

用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの

法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを

含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして

総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受け

たものに対して課する自動車税の種別割の標準税率は、第百七十七条の七第一項の規定にかかわらず、一台に

ついて、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円 

二 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円 

三 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円 

四 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円 

五 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円 

六 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円 

七 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円 

八 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円 

九 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円 

十 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円 

2 第百七十七条の七第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用

する。 

3 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノ

ール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲

げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用につい

ては、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす

る。 

第一号 二万九千五百円 三万三千九百円 

第二号 三万四千五百円 三万九千六百円 

第三号 三万九千五百円 四万五千四百円 

第四号 四万五千円 五万千七百円 

第五号 五万千円 五万八千六百円 

第六号 五万八千円 六万六千七百円 
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第七号 六万六千五百円 七万六千四百円 

第八号 七万六千五百円 八万七千九百円 

第九号 八万八千円 十万千二百円 

第十号 十一万千円 十二万七千六百円 

4 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第二項各号に掲げるものに対する第一項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新

規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により

当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成

三十一年四月一日から令和元年九月三十日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

第一号 二万九千五百円 七千五百円 

第二号 三万四千五百円 九千円 

第三号 三万九千五百円 一万円 

第四号 四万五千円 一万千五百円 

第五号 五万千円 一万三千円 

第六号 五万八千円 一万四千五百円 

第七号 六万六千五百円 一万七千円 

第八号 七万六千五百円 一万九千五百円 

第九号 八万八千円 二万二千円 

第十号 十一万千円 二万八千円 

5 第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第三項各号に掲げるものに対する第一項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新

規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により

当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成

三十一年四月一日から令和元年九月三十日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

第一号 二万九千五百円 一万五千円 

第二号 三万四千五百円 一万七千五百円 

第三号 三万九千五百円 二万円 

第四号 四万五千円 二万二千五百円 
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第五号 五万千円 二万五千五百円 

第六号 五万八千円 二万九千円 

第七号 六万六千五百円 三万三千五百円 

第八号 七万六千五百円 三万八千五百円 

第九号 八万八千円 四万四千円 

第十号 十一万千円 五万五千五百円 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第十二条の五 道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三

項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排

出量等基準」という。)につき同条第二項若しくは第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定の適用を受ける

自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事

実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当

であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 

2 道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納

期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別

割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の

十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一

項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年

間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長され

た納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものと

した場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合に

は、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。 

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加) 
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(鉱区税の課税標準等の特例) 

第十三条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつ

たものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなさ

れて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の

規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面

積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百

アール」とあるのは「千メートル」とする。 

(昭四四法一六・全改、昭五二法六・昭五八法一三・平一三法八・一部改正) 

(固定資産税等の非課税) 

第十四条 市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本

高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道

路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若し

くは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五

号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済

機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業

務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかか

わらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。 

2 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市

計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の

区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定

する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄

道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課

することができない。 

3 第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第

三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規

定」とする。 

(平一五法九・全改、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一

法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法

二・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(固定資産税等の課税標準の特例) 

第十五条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において

「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総

合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定す
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る総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事

業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第

三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新

たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限

り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

一 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設する

ことを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増

設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあ

つては、当該増設部分に限る。) 二分の一 

二 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三 

三 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事

業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を

運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及

び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)

が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効

率化事業者が取得したものにあつては、五分の三) 

2 公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置す

るものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得

されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若し

くは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

一 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海

環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施

設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるも

の(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分

の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受け

る場合には、二分の一) 

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二

分の一 

三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定め

るもの 三分の二 

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において
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「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める割合 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその

他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総

務省令で定めるもの 二分の一 

ロ イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一 

五 下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法

第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五

以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場

合には、四分の三) 

3 平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十

九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定

めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第

三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによ

る。 

一 地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空

機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた

年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二

の額とする。 

二 地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 

次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 

イ 総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度

から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の

額とする。 

ロ イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度

分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、

その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分

の二の額とする。 

三 前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年

度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の

額とする。 

4 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第

四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に
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取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第

三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年

度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。 

5 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発

特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償

却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、

昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格の三分の二の額とする。 

6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八

十七号)による改正前の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十

二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第

一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に

新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税

標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることと

なつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三

分の二の額とする。 

7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造さ

れた車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和

四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税

の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されること

となつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分

の三の額とする。 

8 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設

置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施

設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得

されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留

浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範

囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合

には、四分の三)を乗じて得た額とする。 

9 前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸

透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総
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務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合

には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯

留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。 

10 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされな

かつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項

の規定を適用することができる。 

11 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充填するための設備で政令で定めるものの

うち、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受け

て新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、

当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備

に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。 

12 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるも

のに対して課する平成二十四年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条

の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。 

13 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式

会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第

一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律

(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)

が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和

四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全

部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新

幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建

設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を

開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政

令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による

改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定

による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保

のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第

一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの

間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲

渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固

定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供する

ときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百
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四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した

日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の

年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税

の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用

を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。 

14 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるも

のが平成二十三年改正法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるも

のを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十二項の規定

の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわら

ず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、

当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 

15 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造され

た車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が

円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の

翌日から令和三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定

資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の三分の一の額とする。 

16 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において

「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項におい

て「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得し

た後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等

対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両

にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の

課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されるこ

ととなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定

めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、こ

れを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する

場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。 

17 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式

会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において

「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車
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両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃

借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九

条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の

固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模

な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車

両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五

分の三)の額とする。 

18 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同

法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で

定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するも

のであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間

に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号

に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市

計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該

家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

19 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二

十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定す

る公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税

の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及

び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産

税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格

に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産

が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償

却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定す

る認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標

準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める

割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。 

20 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの

者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを

行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日

までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定め

るものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九

条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固
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定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該

家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

21 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その

他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者

により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出

資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法

律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を

改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第

十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定に

よる改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附

則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定に

よる改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市

計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該

取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度

から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準

となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の

一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の

承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固

定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。 

22 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年

法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定

する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定める

もののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)

の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したもの

に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二

条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されるこ

ととなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又

は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。 

23 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第

二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法

第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造

連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、

第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度か
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ら三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備の

うち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額

とする。 

24 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公

演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産

税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度

から令和二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は

都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

25 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又

は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)にお

いて、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規

定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付け

に係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条

第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又

は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、

当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分

の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあ

つては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額と

し、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計

画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

26 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域

(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第

十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに

取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつ

ては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課

する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資

産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める

割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。 

27 平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)

内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施

設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として

総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同
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法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理

協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する

家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この

項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めると

ころによる。 

一 指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」とい

う。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)

を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日

を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条

例で定める割合を乗じて得た額とする。 

二 津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 

当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当

該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協

定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の

翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属

する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固

定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三

分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 

三 津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 

当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属す

る年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつ

ては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期

日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初

日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固

定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三

分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 

28 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるもの

に限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却

資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」と

いう。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三

百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年
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度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当

該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日

から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日

の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

一 指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で

定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二) 

二 協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で

定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一) 

29 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一

項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の

移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既

設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行

うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第

四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一

日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政

令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の

課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建

物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は

都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二

の額とする。 

30 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第

三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気

に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令

和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課

税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固

定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネ

ルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条

例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、

三分の二)を乗じて得た額 
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イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号に

おいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)

で総務省令で定める規模未満のもの 

ロ 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにお

いて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの 

ハ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロに

おいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの 

ニ バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三

号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定

める規模未満のもの 

二 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町

村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合

には、四分の三)を乗じて得た額 

イ 特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。) 

ロ 特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。) 

ハ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにお

いて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの 

三 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条

例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、

二分の一)を乗じて得た額 

イ 特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。) 

ロ 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。) 

ハ 特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの 

31 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二

条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、

かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当す

るもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月

一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第

三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度か

ら三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額
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とする。 

32 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四

月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強の

ための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道

法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課す

る固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産

税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準

となるべき価格の三分の二の額とする。 

33 港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条

の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の

一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和三年三

月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政

令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の

二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画

税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係

る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

34 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項

の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条

の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又

は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にある

ものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一

日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出

水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定によ

り当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、

第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度か

ら五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して

二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の

適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。 

35 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防

災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区

域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定に
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よる国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に改良

された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良

された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、

第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつ

た年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、

次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

一 南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当

該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同

項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十

五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に

規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき

価格の二分の一 

二 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となる

べき価格の六分の五 

36 電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信

事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲

げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以

下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定め

る設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規

定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の

固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

一 道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が

行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分

の一 

二 災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定

する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる

設備を除く。) 四分の三 

37 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日

から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下

この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項

の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間

管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条
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又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当

該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分

(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌

年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資

産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

38 平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」とい

う。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的

とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政

府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で

定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又

は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府

の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一

月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月

一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日

が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当

該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上

三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場

合には、二分の一)を乗じて得た額とする。 

39 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げ

る業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日か

ら令和三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十

五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計

画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の

属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年

度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価

格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得

た額とする。 

40 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」

という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替え

て適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通

信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)

について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三

十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)
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をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業

者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第

五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域

特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通

信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対

象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限

り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。 

41 租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定す

る中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十

五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第

四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)

に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三

十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、

工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定

により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中

小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下こ

の項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適

用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場

合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十

九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課さ

れることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となる

べき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 

42 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十

一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十

五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する

立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」

という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定によ

り指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促

進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画

税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定

立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である

場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに

追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月
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一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が

十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資

産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

43 福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一

日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載され

た事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下

この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共

施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税

標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共

施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合に

は、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係

る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 

44 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規

定する規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に

規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特

定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供す

る土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十

九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する

当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一

日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から

当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当

該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規

定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦

課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産

税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

45 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和

二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代

化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・

木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若し

くは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公

庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に

供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを

除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置
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に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置

に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 

46 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和

二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一

項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協

議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる

農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて

効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並

びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は

前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定

にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資

産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 

47 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定され

た浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資

産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減

地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を

賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計

画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の

条例で定める割合を乗じて得た額とする。 

(昭四四法一六・全改、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・

昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・

昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法

三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一

法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元

法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法五九・平三法六〇・平四法五・平三法八(平四法

五)・平三法九五(平四法五)・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七

二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法

三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一二法四・平一

一法一六〇(平一二法四)・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・

平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法

一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平一七法一〇二(平一

八法七・平一九法四)・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二

二法六五(平二三法八三)・平二三法五七・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・
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平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平

三一法二・令二法五・一部改正) 

(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例) 

第十五条の二 次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市

町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条

において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に

関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規

定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項に

おいて同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の

規定又は前条第十六項若しくは第十七項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第

五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、

総務省令で定めるところにより算定した額とする。 

一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条

及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次

条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改

正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会

社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二

十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)

が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承

継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定

する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構か

ら譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの 

二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年

新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三

月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの 

2 旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第

六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定

に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、

直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の

課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年

度から令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都

市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若
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しくは第二十四項、前条第十六項、第十七項若しくは第三十二項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあ

つては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。 

(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・

平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・

平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二

三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二

九法二・平三一法二・令二法五・一部改正) 

第十五条の三 旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道か

ら承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定に

よる改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)

に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二

条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に

限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又

は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)

とする。 

(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平元法八三・平三法七・平三法四五・平五法四・平

六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法一三六・平一一法一六〇(平一二法四)・平一

二法四・平一四法一七・平一五法九・平一七法五・平一九法四・平二四法一七・平二八法一三・平二九

法二・令二法五・一部改正) 

(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え) 

第十五条の三の二 附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の

四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは

「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。 

(平二九法二・追加) 

(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例) 

第十五条の四 市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、附則第十五条から第十五条の三までの規

定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、附則第十五条か

ら第十五条の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。 

(平一四法一七・追加、平二〇法二一・平二九法二・一部改正) 

(固定資産課税台帳の登録事項の特例) 

第十五条の五 市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十

五条の三の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とさ

れる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 
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(昭五七法一〇・追加、昭六一法九四・旧第十五条の二繰下・一部改正、平一四法一七・旧第十五条の

四繰下・一部改正、平二九法二・一部改正) 

(新築された住宅に対する固定資産税の減額) 

第十五条の六 市町村は、昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有

に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部

分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を

有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める

家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項に

おいて同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又

は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとな

つた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係

る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適

用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区

分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅

に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額

とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

2 市町村は、昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構

造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、

地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項にお

いて同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項

又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることと

なつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこ

の項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額

の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政

令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところに

より算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

(昭四四法一六・全改、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭

五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・

昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・

平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一

六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・旧第十六条繰上・一部改

正、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・

令二法五・一部改正) 
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(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額) 

第十五条の七 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和四年三月三十一日までの

間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二におい

て「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項

又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度か

ら五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の

適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、

区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住

宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した

額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

2 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に新築さ

れた認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税に

ついては、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産

税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係

る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるとこ

ろにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有

する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政

令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額

するものとする。 

3 前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期

優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、

総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の

提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長

期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。 

(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九

法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額) 

第十五条の八 市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に新築され

た都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設

建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項にお

いて「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一
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項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第

三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第

二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えら

れた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当

該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が

住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供す

る部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合

算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以

外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の

合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合

算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場

合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごと

に政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事

業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から

減額するものとする。 

2 市町村は、平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保

に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である

貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で

政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の

適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の

固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸

家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区

分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅

(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限

る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とす

る。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する

額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

3 市町村は、平成十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街

区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条

第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第

三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定

する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)

に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除
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き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該

家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用

に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した

額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する

部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定し

た額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋

である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権

利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資

産税額から減額するものとする。 

4 市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整

備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、

平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村

長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新

たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。 

一 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定

資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適

用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号におい

て同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人

の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を

有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額) 

イ 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した

額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ご

とに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額 

ロ 特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した

額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ご

とに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額 

二 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係

る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規

定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算

額)の三分の一に相当する額 

(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二

五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 
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(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額) 

第十五条の九 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和四

年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又

は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対す

る安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつ

き総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」

という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除

き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐

震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。

以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平

成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月

一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和四年三月三十一日ま

での間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分

(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項

第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに

限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から

二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅

(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の

適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、

区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐

震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分

に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合

住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

2 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項

の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基

準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。 

4 市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに

限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特

定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に高齢者、障害者

その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高
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齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおい

て「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住

用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」とい

う。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又

は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の

翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)

を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の

適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修

住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額と

して政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係

る固定資産税額から減額するものとする。 

5 市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、

特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行

われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住している

もの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者

等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る

家屋に対して第一項又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有

部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する

年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定

により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には

同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政

令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定

めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分

所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。 

6 前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、

当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三

月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分

につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者

等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。 

8 第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住している

かどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。 
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9 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに

限る。)のうち、特定居住用部分において同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通し

ての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から

第六項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項に

おいて「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しく

は第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防

止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日であ

る場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住

宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分

以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定

の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額

を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

10 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、

特定居住用部分において同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた

もの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分

について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項

又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規

定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日

を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有

者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用す

る前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止

改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定し

た額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を

負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。 

11 前二項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当

該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以

内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこ

れらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

12 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失

防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。 

(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法

三・令二法五・一部改正) 
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(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額) 

第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から

令和四年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定

めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第

三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規

定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改

修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定

資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所

有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用

を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分

所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有す

る特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用

を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用

対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建

築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七

条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属す

る年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当

する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定

資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定

資産税額から減額するものとする。 

2 前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係

る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につ

き同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐

震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。 

4 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに

限る。)のうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防

止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特

定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は

既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の

翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)

を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部
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分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあつては、こ

の項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に

相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。 

5 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、

特定居住用部分において平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が

行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止

改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負

うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項の規定の適用がある場合又

は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年

の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定に

より当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特

定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあつては、この項の

規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する

額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額か

ら減額するものとする。 

6 前二項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義

務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事

が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定

熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適

用するものとする。 

7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱

損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することがで

きる。 

(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額) 

第十五条の十 市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又

は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定

による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の

規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による

指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補

助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定

めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定
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資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月

一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に

係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額

として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要

した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超

える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適

合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額

(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する

額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋

に係る固定資産税額から減額するものとする。 

2 前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改

修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項

の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。 

3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基

準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。 

(平二六法四・追加、平二九法二・令二法五・一部改正) 

(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額) 

第十五条の十一 市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢

者移動等円滑化法」という。)第二条第十七号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋の

うち、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき

総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号

に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をい

う。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一

号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第十八号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に

適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演

施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した

日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を

賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定

資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を

超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定

資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 
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2 前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸

術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところによ

り、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適

用するものとする。 

3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該

申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実

演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。 

(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正) 

(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え) 

第十五条の十二 附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋について第三百五十二条の三の規

定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資

産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用

後の額。以下この条において同じ。)の」とする。 

2 前条の規定の適用を受ける家屋について第七百二条の四の二の規定の適用がある場合における同条の規定の

適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第十五条の十一の規定の適用を

受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。 

(平二九法二・追加、平三〇法三・旧第十五条の十一繰下・一部改正) 

(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例) 

第十六条 市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第

十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額

する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。 

(平二〇法二一・追加、平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例) 

第十六条の二 平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二

十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の

三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」

という。)のうち、令和元年度又は令和二年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されてい

る土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その

他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対し

て課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和元年度又は

令和二年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において

「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地と

みなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用す
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る。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地と

みなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。 

2 平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の

政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和元年度又は令

和二年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一

部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和元年度又は令和二年

度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用

地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物

の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税又は

都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあ

るのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 

3 平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災

区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十

二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項

及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に

ついては、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分

(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者

が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者である

ものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわ

らず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災

共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅

用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務

省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、

当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条

の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び

第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に

ついては、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の

専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に

係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の

合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土

地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合
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において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認

めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかか

わらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地

納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受け

ようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることがで

きる。 

6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができる

こととなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土

地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税について

同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録

がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたと

きは、当該特定仮換地等に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税又は都市計画税について

は、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、

第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十

八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項におい

て「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条

の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項

中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する

特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定に

より読み替えて適用される第一項」とする。 

7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和元年度分

又は令和二年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登

記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同

条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固

定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうち

の被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附

則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」と

あるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは

「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。 

8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和元年度分又は令和二年度分の

固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台

帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみな
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されたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税については、当

該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用

土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被

災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土

地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」

と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)

の規定により読み替えて適用される第一項」とする。 

9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和元年度分又は令和二年度

分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補

充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有

者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税につい

ては、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項

中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定

被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税

義務者」とする。 

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(土地に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関す

る用語の意義) 

第十七条 この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

一 農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若し

くは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一

項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。 

二 宅地等 農地以外の土地をいう。 

三 住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。 

四 商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課す

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税

の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。 

五 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。 

六 前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつて

はイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。 

イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 
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(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産

税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条

の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受

ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三

の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十

九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。) 

(2) 当該年度の前年度分の固定資産税につ

いて附則第十八条、第十九条第一項(附則

第二十九条の七第四項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)又は第十

九条の四の規定(当該年度が平成三十年

度である場合には、地方税法等の一部を

改正する法律(平成三十年法律第三号)第

一条の規定による改正前の地方税法(以

下「平成三十年改正前の地方税法」とい

う。)附則第十八条、第十九条第一項(附則

第二十九条の七第四項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)又は第十

九条の四の規定)の適用を受ける土地 

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度

である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固

定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百

四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで

の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれ

らの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令

和元年度である場合であつて、当該土地が平成三十年度

分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する

法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改

正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」

という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第

十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるとき

は、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額と

し、当該年度が令和二年度である場合であつて、当該土

地が令和元年度分の固定資産税について地方税法等の

一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規

定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前の地

方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五

条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地で

あるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して

得た額とする。) 

ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 

(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画

税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しく
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は第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地で

あるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十

七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第

一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める

率を乗じて得た額とする。) 

(2) 当該年度の前年度分の都市計画税につ

いて附則第二十五条、第二十六条第一項

(附則第二十九条の七第四項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)又

は第二十七条の二の規定(当該年度が平

成三十年度である場合には、平成三十年

改正前の地方税法附則第二十五条、第二

十六条第一項(附則第二十九条の七第四

項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。)又は第二十七条の二の規定)

の適用を受ける土地(当該年度の前年度

において都市計画税を課されなかつた土

地で同年度において都市計画税を課すべ

きであつたものとみなした場合において

これらの規定の適用を受けることとなる

ものを含む。) 

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度

である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固

定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百

四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から

第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であると

きは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

とし、当該年度が令和元年度である場合であつて、当該

土地が平成三十年度分の固定資産税について平成三十

一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を

除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定

の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規

定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和二年

度である場合であつて、当該土地が令和元年度分の固定

資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十

九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十

五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、

当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とす

る。) 

七 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、

当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の

前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、

都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地

の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。 

八 負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年

度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。 

イ 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から令和二年度までの各年度において新

たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土
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地(令和元年度又は令和二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十

九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定によ

り当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)

については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を

受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十

九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値 

ロ 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から令和二年度までの各年度において新

たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土

地(令和元年度又は令和二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十

九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定によ

り当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)

については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十

七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつて

は、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項

本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値 

(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六

三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平

一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一

法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法

二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(令和元年度又は令和二年度における土地の価格の特例) 

第十七条の二 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地

域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄

に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域

に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四

十九条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を

総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四

号に掲げる土地である場合における令和元年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは
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第六号に掲げる土地である場合における令和二年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年

度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 平成三十年度に係る賦課期日に所在

する土地(次号又は第三号に掲げる土地

のいずれかに該当するに至つた場合の

当該土地を除く。) 

令和元年度 当該土地に係る平成三十年度分の固定資産

税の課税標準の基礎となつた価格 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格 

二 平成三十年度に係る賦課期日に所在

する土地(以下この表において「平成三

十年度の土地」という。)で令和元年度

に係る賦課期日において第三百四十九

条第二項各号に掲げる事情があるため、

平成三十年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格によることが不

適当であるか又は当該市町村を通じて

固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認めるもの(次号に掲げ

る平成三十年度の土地に該当するに至

つた場合の当該平成三十年度の土地を

除く。) 

令和元年度 当該平成三十年度の土地の類似土地に係る

平成三十年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格に比準する価格 

令和二年度 当該平成三十年度の土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎となつた

価格 

三 平成三十年度の土地で令和二年度に

係る賦課期日において第三百四十九条

第二項各号に掲げる事情があるため、令

和元年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格によることが不適当

であるか又は当該市町村を通じて固定

資産税の課税上著しく均衡を失すると

市町村長が認めるもの 

令和二年度 当該平成三十年度の土地の類似土地に係る

令和元年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格に比準する価格 

四 令和元年度において新たに固定資産

税を課することとなる土地(次号に掲げ

る土地に該当するに至つた場合の当該

土地を除く。) 

令和元年度 当該土地の類似土地に係る平成三十年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつた価

格に比準する価格 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税
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の課税標準の基礎となつた価格 

五 令和元年度において新たに固定資産

税を課することとなる土地(以下この表

において「令和元年度の土地」という。)

で令和二年度に係る賦課期日において

第三百四十九条第二項各号に掲げる事

情があるため、令和元年度分の固定資産

税の課税標準の基礎となつた価格によ

ることが不適当であるか又は当該市町

村を通じて固定資産税の課税上著しく

均衡を失すると市町村長が認めるもの 

令和二年度 当該令和元年度の土地の類似土地に係る令

和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格 

六 令和二年度において新たに固定資産

税を課することとなる土地(以下この表

において「令和二年度の土地」という。) 

令和二年度 当該令和二年度の土地の類似土地に係る令

和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格 

2 令和元年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和元年度適用土

地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和元

年度適用土地であるもの(以下この項において「令和元年度類似適用土地」という。)であつて、令和二年度分

の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の

課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和元年度適用土地にあつては当該令和元

年度適用土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和元年度適用土地が前

項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和元年度適用土地の類似土地に

係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和元年度類似適用土地に

あつては当該令和元年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価

格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける

に至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、

第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十七条の二第一項の表(以下

この表において「第一項の表」とい

う。)の第一号に掲げる土地 

令和元年度 当該土地に係る平成三十年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格

を附則第十七条の二第一項に規定する

修正基準(以下この表において「修正基

準」という。)により修正した価格 
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二 第一項の表の第二号に掲げる土地 令和元年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七

号に規定する類似土地をいう。以下この

表において同じ。)に係る平成三十年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格 

三 第一項の表の第三号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号に掲げる土地 令和元年度 当該土地の類似土地に係る平成三十年

度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格を修正基準により修正した

価格に比準する価格 

五 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格 

六 第一項の表の第六号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格 

4 令和二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資

産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十七条の二第一項の表(以下こ

の表において「第一項の表」という。)

の第一号に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

附則第十七条の二第一項に規定する修

正基準(以下この表において「修正基準」

という。)により修正した価格 

二 第一項の表の第二号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

三 第一項の表の第三号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七

号に規定する類似土地をいう。以下この

表において同じ。)に係る令和元年度分
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の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格 

四 第一項の表の第四号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

五 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格を修正基準により修正した価

格に比準する価格 

六 第一項の表の第六号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格を修正基準により修正した価

格に比準する価格 

5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受け

るに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

第三百四十九条の三第

九項 

前二条 附則第十七条の二第一項又は第二項 

基準年度に係る賦課期日における

価格又は第三百四十九条第二項た

だし書、第三項ただし書、第四項、

第五項ただし書若しくは第六項の

規定により当該価格に比準するも

のとされる価格 

同条第一項に規定する修正価格(以下「修

正価格」という。)又は同条第二項に規定

する修正された価格(以下「修正された価

格」という。) 

第三百四十九条の三第

十八項、第二十二項、

第二十五項、第三十項

及び第三十三項 

前二条 附則第十七条の二第一項又は第二項 

第三百四十九条の三第

十一項及び第二十一項

並びに第三百四十九条

の三の二第一項及び第

第三百四十九条 附則第十七条の二第一項又は第二項 
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二項 

第三百六十八条第一項 土地及び家屋にあつては基準年度

の価格又は第三百四十九条第二項

ただし書、第三項ただし書、第四

項、第五項ただし書若しくは第六

項の規定により当該価格に比準す

るものとされる価格(以下「比準価

格」と総称する。) 

土地にあつては修正価格又は修正され

た価格 

第三百八十一条第一

項、第二項及び第八項 

基準年度の価格又は比準価格 修正価格又は修正された価格 

第三百八十九条第一項

及び第五項、第三百九

十六条の四第四項及び

第五項並びに第四百三

条第一項 

固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第十七条の

二第一項に規定する修正基準 

第四百十一条第三項 第二年度又は第三年度において基

準年度の土地又は家屋 

令和二年度において附則第十七条の二

第一項に規定する平成三十年度の土地

又は令和元年度の土地 

  基準年度の価格による 令和元年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格による 

  土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等に登録されている基準年度の価

格 

土地課税台帳等に登録されている令和

元年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格 

  第二年度又は第三年度において土

地課税台帳等又は家屋課税台帳等 

令和二年度において土地課税台帳等 

  みなし、第三年度において基準年

度の土地若しくは家屋又は第二年

度の土地若しくは家屋に対して課

する固定資産税の課税標準につい

て比準価格による場合にあつて

は、土地課税台帳等又は家屋課税

台帳等に登録されている当該比準

価格をもつて第三年度において土

みなす 
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地課税台帳等又は家屋課税台帳等

に登録された比準価格とみなす 

第四百十九条第一項及

び第四百二十二条の二

第一項 

固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第十七条の

二第一項に規定する修正基準 

第四百二十二条の三 土地及び家屋の基準年度の価格又

は比準価格 

土地の修正価格又は修正された価格 

  その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格又は修正された価格 

第四百三十二条第一項 当該土地又は家屋について第三百

四十九条第二項第一号に掲げる事

情があるため同条同項ただし書、

第三項ただし書又は第五項ただし

書の規定の適用を受けるべきもの

であること 

当該土地が附則第十七条の二第二項に

規定する令和元年度適用土地(以下「令和

元年度適用土地」という。)であつて当該

令和元年度適用土地について令和二年

度に係る賦課期日において第三百四十

九条第二項第一号に掲げる事情がある

ため附則第十七条の二第二項の規定に

より当該令和元年度適用土地の類似土

地(附則第十七条第七号に規定する類似

土地をいう。以下同じ。)に係る令和元年

度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格に比準する価格によるべき

ものであること、若しくは当該土地が同

項に規定する令和元年度類似適用土地

(以下「令和元年度類似適用土地」とい

う。)であつて当該令和元年度類似適用土

地について令和二年度に係る賦課期日

において第三百四十九条第二項第一号

に掲げる事情があるため附則第十七条

の二第二項の規定により当該令和元年

度類似適用土地の類似土地に係る令和

元年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格に比準する価格による

べきものであること、又は令和二年度分

の固定資産税について当該土地が同条
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第一項の規定の適用を受けるべきもの

であること 

附則第十五条第十三

項、第二十一項、第二

十四項、第三十七項か

ら第三十九項まで、第

四十二項から第四十四

項まで、第四十七項及

び第四十八項、第十五

条の二第二項並びに第

十五条の三 

第三百四十九条 附則第十七条の二第一項若しくは第二

項 

6 令和二年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資

産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第三百四十九条の三第

九項 

前二条 附則第十七条の二第一項 

基準年度に係る賦課期日における

価格又は第三百四十九条第二項た

だし書、第三項ただし書、第四項、

第五項ただし書若しくは第六項の

規定により当該価格に比準するも

のとされる価格 

同条第一項に規定する修正価格(以下「修

正価格」という。) 

第三百四十九条の三第

十八項、第二十二項、

第二十五項、第三十項

及び第三十三項 

前二条 附則第十七条の二第一項 

第三百四十九条の三第

十一項及び第二十一項

並びに第三百四十九条

の三の二第一項及び第

二項 

第三百四十九条 附則第十七条の二第一項 

第三百六十八条第一項 土地及び家屋にあつては基準年度

の価格又は第三百四十九条第二項

ただし書、第三項ただし書、第四

土地にあつては修正価格 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

902 

 

項、第五項ただし書若しくは第六

項の規定により当該価格に比準す

るものとされる価格(以下「比準価

格」と総称する。) 

第三百八十一条第一

項、第二項及び第八項 

基準年度の価格又は比準価格 修正価格 

第三百八十九条第一項

及び第五項、第三百九

十六条の四第四項及び

第五項、第四百三条第

一項、第四百十九条第

一項並びに第四百二十

二条の二第一項 

固定資産評価基準 固定資産評価基準及び附則第十七条の

二第一項に規定する修正基準 

第四百二十二条の三 土地及び家屋の基準年度の価格又

は比準価格 

土地の修正価格 

その基準年度の価格又は比準価格 その修正価格 

附則第十五条第十三

項、第二十一項、第二

十四項、第三十七項か

ら第三十九項まで、第

四十二項から第四十四

項まで、第四十七項及

び第四十八項、第十五

条の二第二項並びに第

十五条の三 

第三百四十九条 附則第十七条の二第一項 

7 総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 

8 固定資産税の納税者は、その納付すべき令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に係る第一項の規定の

適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定によ

り審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価

格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。 

9 令和元年度分及び令和二年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二

条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあ

るのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地
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又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項た

だし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和元年度分若しくは令和二年度分の固定資産税につ

いて当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。 

10 市町村長は、令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土

地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標

準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。 

(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇(平一二法四)・平一二法四・平一五法

九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一七法一〇二(平一九法

四)・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二

五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法

二・令二法五・一部改正) 

(平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例) 

第十七条の三 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年

度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告

があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休

農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、

第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの

規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。 

第二項 次の各号に掲げる事情があるため、基

準年度の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格によることが不適当

であるか又は当該市町村を通じて固

定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

附則第十七条の三第一項に規定する事

情がある 

 当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地(同項に規定する勧告遊

休農地をいう。以下この条において同

じ。)に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格

で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を第三百八十八条第一項

に規定する固定資産評価基準(勧告遊
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休農地に係る部分に限る。以下この条

において「勧告遊休農地固定資産評価

基準」という。)により修正した価格(当

該土地が勧告遊休農地以外の農地とな

つた土地である場合には、当該土地に

類似する農地の当該年度分の固定資産

税の課税標準とされる価格に比準する

価格)で土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる事情があるため、基

準年度の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格によることが不適当

であるか又は当該市町村を通じて固

定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

附則第十七条の三第一項に規定する事

情がある 

 、当該土地又は家屋に対して 、勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格

で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産

評価基準により修正した価格(当該土

地が勧告遊休農地以外の農地となつた

土地である場合には、当該土地に類似

する農地の当該年度分の固定資産税の

課税標準とされる価格に比準する価

格)で土地課税台帳等 

第四項 に対して について第二年度の固定資産税の賦課

期日において附則第十七条の三第一項

に規定する事情がある場合において

は、勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産
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評価基準により修正した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる事情があるため、

第二年度の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格によることが不適

当であるか又は当該市町村を通じて

固定資産税の課税上著しく均衡を失

すると市町村長が認める 

附則第十七条の三第一項に規定する事

情がある 

 当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格

で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産

評価基準により修正した価格(当該土

地が勧告遊休農地以外の農地となつた

土地である場合には、当該土地に類似

する農地の当該年度分の固定資産税の

課税標準とされる価格に比準する価

格)で土地課税台帳等 

第六項 に対して について第三年度の固定資産税の賦課

期日において附則第十七条の三第一項

に規定する事情がある場合において

は、勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産

評価基準により修正した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

2 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が

勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含

む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情

がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用に
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ついては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

とする。 

第二項 次の各号に掲げる 附則第十七条の三第二項に規定する 

 当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地(同条第一項に規定する

勧告遊休農地をいう。以下この条にお

いて同じ。)に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を第三百八十八条第一項

に規定する固定資産評価基準(勧告遊

休農地に係る部分に限る。以下この条

において「勧告遊休農地固定資産評価

基準」という。)により修正した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる 附則第十七条の三第二項に規定する 

 、当該土地又は家屋に対して 、勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産

評価基準により修正した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる 附則第十七条の三第二項に規定する 

 当該土地又は家屋に対して 勧告遊休農地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する 

勧告遊休農地について農地法第三十六

条第一項の規定による勧告がなかつた

場合における課税標準となるべき価格

に相当する額を勧告遊休農地固定資産

評価基準により修正した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

3 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用され

る第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

907 

 

度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

基準年度に係る賦課期日に所在する土地

(以下この表において「基準年度の土地」と

いう。)で附則第十七条の三第一項の規定に

より読み替えられた第三百四十九条第二

項ただし書の規定の適用を受けることと

なるもの 

第二年度 当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一

項に規定する勧告遊休農地をいう。以下こ

の表において同じ。)である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を第三百八十八条

第一項に規定する固定資産評価基準(勧告

遊休農地に係る部分に限る。以下この表に

おいて「勧告遊休農地固定資産評価基準」

という。)により修正した価格(当該土地が

勧告遊休農地以外の農地となつた土地で

ある場合には、当該土地に類似する農地の

当該年度分の固定資産税の課税標準とさ

れる価格に比準する価格) 

基準年度の土地で附則第十七条の三第一

項の規定により読み替えられた第三百四

十九条第三項ただし書の規定の適用を受

けることとなるもの 

第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格(当該

土地が勧告遊休農地以外の農地となつた

土地である場合には、当該土地に類似する

農地の当該年度分の固定資産税の課税標

準とされる価格に比準する価格) 

第二年度において新たに固定資産税を課

することとなる土地(以下この表において

「第二年度の土地」という。)で附則第十七

条の三第一項の規定により読み替えられ

た第三百四十九条第四項の規定の適用を

受けることとなるもの 

第二年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格 

第二年度の土地で附則第十七条の三第一

項の規定により読み替えられた第三百四

第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告
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十九条第五項ただし書の規定の適用を受

けることとなるもの 

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格(当該

土地が勧告遊休農地以外の農地となつた

土地である場合には、当該土地に類似する

農地の当該年度分の固定資産税の課税標

準とされる価格に比準する価格) 

第三年度において新たに固定資産税を課

することとなる土地で附則第十七条の三

第一項の規定により読み替えられた第三

百四十九条第六項の規定の適用を受ける

こととなるもの 

第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格 

4 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用され

る第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三

年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

基準年度に係る賦課期日に所在する土地

(以下この表において「基準年度の土地」と

いう。)で附則第十七条の三第二項の規定に

より読み替えられた第三百四十九条第二

項ただし書の規定の適用を受けることと

なるもの 

第二年度 当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一

項に規定する勧告遊休農地をいう。以下こ

の表において同じ。)である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を第三百八十八条

第一項に規定する固定資産評価基準(勧告

遊休農地に係る部分に限る。以下この表に

おいて「勧告遊休農地固定資産評価基準」

という。)により修正した価格 

基準年度の土地で附則第十七条の三第二

項の規定により読み替えられた第三百四

十九条第三項ただし書の規定の適用を受

けることとなるもの 

第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格 

第二年度において新たに固定資産税を課

することとなる土地で附則第十七条の三

第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農

地法第三十六条第一項の規定による勧告
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第二項の規定により読み替えられた第三

百四十九条第五項ただし書の規定の適用

を受けることとなるもの 

がなかつた場合における課税標準となる

べき価格に相当する額を勧告遊休農地固

定資産評価基準により修正した価格 

(平二八法一三・追加) 

第十七条の四 賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第

十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。 

(平二八法一三・追加) 

(宅地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の特例) 

第十八条 宅地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の宅地等調整固定資

産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は

附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の宅地等調整固定資

産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則

第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から

令和二年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百

四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

910 

 

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」とい

う。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から令和二年

度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について

第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。 

6 第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、

当該各号に定める額をいう。 

一 平成二十九年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のい

ずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額 

二 平成三十年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において

地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当

該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ 平成三十年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 

ロ 令和元年度又は令和二年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額 

三 令和元年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地

目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、

当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の

規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土

地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 

次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ 令和元年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 

ロ 令和二年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額 

四 令和二年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地

目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第

一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決

定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 

(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・

平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・
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平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

第十八条の二 削除 

(平一八法七) 

第十八条の三 附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から令和二年度まで

の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける

宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該

当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、

附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る

当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係

る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当

した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」と

いう。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額

を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。 

小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項

に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。) 

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用

地である部分及び小規模住宅用地以外である部

分を併せ有する宅地等 

一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外の

ものをいう。以下同じ。) 

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地で

ある部分及び一般住宅用地以外である部分を併

せ有する宅地等 

非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以

下同じ。) 

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地

等である部分及び非住宅用宅地等以外である部

分を併せ有する宅地等 

2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をい

う。 

一 平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四

十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受

ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十

九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれ
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らの規定に定める率で除して得た額) 

二 令和元年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十

九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定

用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が

同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条か

ら第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して

得た額) 

三 令和二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九

条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 令和元年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用

途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同

年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十

五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た

額) 

3 附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げ

る宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同

表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、

同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当す

るもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅

地等に該当したもの(以下この項において「令和元年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号

に掲げる宅地等で令和二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該

宅地等の類似土地が令和元年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの

(以下この項において「令和二年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準

課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の固定資産

税にあつては第一号に掲げる額、令和元年度類似用途変更宅地等に係る令和元年度分の固定資産税にあつては

第二号に掲げる額、令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げ

る額とする。 

一 当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基
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礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日に

おいて該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地

のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類

似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二

十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日におい

て当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除し

て得た数値を乗じて得た額 

二 当該令和元年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格に比準する価格に、当該令和元年度類似用途変更宅地等が令和元年度に係る賦課期日において該

当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年

度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅

地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課

税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に

所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じ

て得た額 

三 当該令和二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格に、当該令和二年度類似用途変更宅地等が令和二年度に係る賦課期日において該当

した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和元年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度に

おいて固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和元年度類似特定用途宅地等」

という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和元年度類似課税標準額

の総額を当該令和元年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したも

のに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 

4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成

二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当

該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定

の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受

ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定す

る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の

固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の

三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 
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二 平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十

年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三

十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受

ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途

宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正

前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地で

あるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 

三 令和元年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる令和元年度類似特定用途宅地等以外の令和元年度類似特定用途宅地等 当該令和元年度類

似特定用途宅地等に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和元年度類似

特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 令和元年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和元年度類似特定用途宅地

等 当該令和元年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額(当該令和元年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法

第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当

該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 

5 平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用

地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分

の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地で

ある部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・旧第十八条の四繰上・一部改正、平一

五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法

三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部

改正) 

(農地に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の特例) 

第十九条 農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年

度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当

該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地
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の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地

調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

負担水準の区分 負担調整率 

〇・九以上のもの 一・〇二五 

〇・八以上〇・九未満のもの 一・〇五 

〇・七以上〇・八未満のもの 一・〇七五 

〇・七未満のもの 一・一 

2 附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合にお

いて、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農

地」と読み替えるものとする。 

(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・

平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・

平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例) 

第十九条の二 令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七

条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域

内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。

次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に

対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似す

る宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。 

一 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑

地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都

市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内

の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」

という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の

属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の

各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。) 

二 都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公

園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都

道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地 

2 令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は

通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情が
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ある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみな

す。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二項 次の各号に掲げる事情があるため、基準年

度の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格によることが不適当であるか又は

当該市町村を通じて固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると市町村長が認める 

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地(同条第一項に規定す

る通常市街化区域農地をいう。以下この条

において同じ。)となつた土地にあつては当

該土地とその状況が類似する宅地の当該

年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格に比準する価格で、市街化区域農地(附

則第十九条の二第一項に規定する市街化

区域農地をいう。以下この条において同

じ。)以外の農地となつた土地にあつては当

該土地に類似する農地の当該年度分の固

定資産税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる事情があるため、基準年

度の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格によることが不適当であるか又は

当該市町村を通じて固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると市町村長が認める 

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地となつた土地にあつ

ては当該土地とその状況が類似する宅地

の当該年度分の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格で、市街化区域

農地以外の農地となつた土地にあつては

当該土地に類似する農地の当該年度分の

固定資産税の課税標準とされる 
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 価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

価格で土地課税台帳等 

第四項 に対して について第二年度の固定資産税の賦課期

日において附則第十九条の二第二項に規

定する事情がある場合においては、通常市

街化区域農地となつた土地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家屋の

基準年度の 

土地とその状況が類似する宅地の当該年

度分の固定資産税の課税標準とされる 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる事情があるため、第二

年度の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格によることが不適当であるか又

は当該市町村を通じて固定資産税の課税

上著しく均衡を失すると市町村長が認め

る 

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地となつた土地にあつ

ては当該土地とその状況が類似する宅地

の当該年度分の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格で、市街化区域

農地以外の農地となつた土地にあつては

当該土地に類似する農地の当該年度分の

固定資産税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

第六項 に対して について第三年度の固定資産税の賦課期

日において附則第十九条の二第二項に規

定する事情がある場合においては、通常市

街化区域農地となつた土地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家屋の

基準年度の 

土地とその状況が類似する宅地の当該年

度分の固定資産税の課税標準とされる 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

3 令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑

が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるも
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のを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地につ

いては、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び

第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

第二項 次の各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地(同条第一項に規定す

る通常市街化区域農地をいう。以下この条

において同じ。)である当該土地とその状況

が類似する宅地の当該年度分の固定資産

税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地である当該土地とそ

の状況が類似する宅地の当該年度分の固

定資産税の課税標準とされる 

 価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

価格で土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

通常市街化区域農地である当該土地とそ

の状況が類似する宅地の当該年度分の固

定資産税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

4 令和元年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該

当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用につ

いては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と

する。 

第一項 若しくは第四号に掲げる土地 又は第四号に掲げる土地で通常市街化区

域農地(附則第十九条の二第一項に規定す

る通常市街化区域農地をいう。以下この項

において同じ。)となつたもの 

 固定資産税又は 固定資産税にあつては当該土地とその状
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況が類似する宅地の同年度の修正前の価

格を修正基準により修正した価格に比準

する価格とし、当該土地が同表の第二号に

掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九

条の二第一項に規定する市街化区域農地

をいう。以下この項において同じ。)以外の

農地となつたものである場合における同

年度分の固定資産税にあつては当該土地

に類似する農地の同年度の修正前の価格

を修正基準により修正した価格に比準す

る価格とし、 

 若しくは第六号 又は第六号 

 、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度 

第一項の表第

二号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、平成三十年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格によるこ

とが不適当であるか又は当該市町村を通

じて固定資産税の課税上著しく均衡を失

すると市町村長が認める 

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 

 当該平成三十年度の土地の類似土地に係

る平成三十年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格に比準する価格 

当該平成三十年度の土地で通常市街化区

域農地となつたものにあつては当該平成

三十年度の土地とその状況が類似する宅

地に係る平成三十年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格に比準する

価格、当該平成三十年度の土地で市街化区

域農地以外の農地となつたものにあつて

は当該平成三十年度の土地に類似する農

地に係る同年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格に比準する価格 

第一項の表第

四号 

当該土地の類似土地 通常市街化区域農地となつた当該土地と

その状況が類似する宅地 

第二項 第三号、第五号若しくは第六号 第三号若しくは第五号 

5 令和元年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当
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するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用につい

ては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす

る。 

第一項 若しくは第四号 又は第四号 

 固定資産税又は 固定資産税にあつては通常市街化区域農

地(附則第十九条の二第一項に規定する通

常市街化区域農地をいう。以下この項にお

いて同じ。)である当該土地とその状況が類

似する宅地の同年度の修正前の価格を修

正基準により修正した価格に比準する価

格とし、 

 若しくは第六号 又は第六号 

 、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度 

第一項の表第

二号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

当該平成三十年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成三十

年度の土地とその状況が類似する宅地 

第一項の表第

四号 

当該土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該土地とそ

の状況が類似する宅地 

第二項 第三号、第五号若しくは第六号 第三号若しくは第五号 

6 令和二年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び

第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項 若しくは第四号 又は第四号 

 又は当該土地が同表の第三号、第五号若し

くは第六号に掲げる土地である場合にお

ける令和二年度分の固定資産税にあつて

は、 

にあつては 

 類似土地の当該年度 類似土地の同年度 

 価格と 価格とし、当該土地が同表の第三号、第五

号又は第六号に掲げる土地で通常市街化

区域農地(附則第十九条の二第一項に規定

する通常市街化区域農地をいう。以下この

項及び次項において同じ。)となつたもので
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ある場合における令和二年度分の固定資

産税にあつては当該土地とその状況が類

似する宅地の同年度の修正前の価格を修

正基準により修正した価格に比準する価

格とし、当該土地が同表の第三号又は第五

号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第

十九条の二第一項に規定する市街化区域

農地をいう。以下この項及び次項において

同じ。)以外の農地となつたものである場合

における同年度分の固定資産税にあつて

は当該土地に類似する農地の同年度の修

正前の価格を修正基準により修正した価

格に比準する価格と 

第一項の表第

三号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格によること

が不適当であるか又は当該市町村を通じ

て固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 

 当該平成三十年度の土地の類似土地に係

る令和元年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格に比準する価格 

当該平成三十年度の土地で通常市街化区

域農地となつたものにあつては当該平成

三十年度の土地とその状況が類似する宅

地に係る令和元年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準する価

格、当該平成三十年度の土地で市街化区域

農地以外の農地となつたものにあつては

当該平成三十年度の土地に類似する農地

に係る令和元年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となつた価格に比準する価格 

第一項の表第

五号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格によること

が不適当であるか又は当該市町村を通じ

附則第十九条の二第二項に規定する事情

がある 
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て固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

 当該令和元年度の土地の類似土地に係る

令和元年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格に比準する価格 

当該令和元年度の土地で通常市街化区域

農地となつたものにあつては当該令和元

年度の土地とその状況が類似する宅地に

係る令和元年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格に比準する価格、当

該令和元年度の土地で市街化区域農地以

外の農地となつたものにあつては当該令

和元年度の土地に類似する農地に係る同

年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格に比準する価格 

第一項の表第

六号 

当該令和二年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地となつた当該令和二

年度の土地とその状況が類似する宅地 

第二項 これらの土地の類似土地 通常市街化区域農地となつたものとその

状況が類似する宅地若しくは同表の第三

号若しくは第五号に掲げる土地で市街化

区域農地以外の農地となつたものに類似

する農地 

 の類似土地に係る同年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格) 

で通常市街化区域農地となつたものにあ

つては当該令和元年度適用土地とその状

況が類似する宅地に係る同年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格とし、当該令和元年度適用土

地で市街化区域農地以外の農地となつた

ものにあつては当該令和元年度適用土地

に類似する農地に係る同年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格に比

準する価格とする。) 

 にあつては当該令和元年度類似適用土地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格 

で通常市街化区域農地となつたものにあ

つては当該令和元年度類似適用土地とそ

の状況が類似する宅地に係る同年度分の

固定資産税の課税標準の基礎となつた価
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格に比準する価格をいい、令和元年度類似

適用土地で市街化区域農地以外の農地と

なつたものにあつては当該令和元年度類

似適用土地に類似する農地に係る同年度

分の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格に比準する価格 

7 令和二年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び

第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項 若しくは第四号 又は第四号 

 又は当該土地が同表の第三号、第五号若し

くは第六号に掲げる土地である場合にお

ける令和二年度分の固定資産税にあつて

は、 

にあつては 

 類似土地の当該年度 類似土地の同年度 

 価格と 価格とし、当該土地が同表の第三号、第五

号又は第六号に掲げる土地である場合に

おける令和二年度分の固定資産税にあつ

ては通常市街化区域農地(附則第十九条の

二第一項に規定する通常市街化区域農地

をいう。以下この項及び次項において同

じ。)である当該土地とその状況が類似する

宅地の同年度の修正前の価格を修正基準

により修正した価格に比準する価格と 

第一項の表第

三号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

当該平成三十年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該平成三十

年度の土地とその状況が類似する宅地 

第一項の表第

五号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる 附則第十九条の二第三項に規定する 

当該令和元年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該令和元年

度の土地とその状況が類似する宅地 

第一項の表第

六号 

当該令和二年度の土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該令和二年

度の土地とその状況が類似する宅地 

第二項 土地でこれらの土地の類似土地 通常市街化区域農地である土地とその状
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況が類似する宅地 

 当該令和元年度適用土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該令和元年

度適用土地とその状況が類似する宅地 

 当該令和元年度類似適用土地の類似土地 通常市街化区域農地である当該令和元年

度類似適用土地とその状況が類似する宅

地 

(平三〇法三・全改、令二法五・一部改正) 

(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例) 

第十九条の二の二 令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対し

て課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が

類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街

化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。 

2 令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地と

なり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地に

ついては、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる

事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二項 次の各号に掲げる事情があるため、基準年

度の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格によることが不適当であるか又は

当該市町村を通じて固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると市町村長が認める 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十

九条の二第一項に規定する田園住居地域

内市街化区域農地をいう。以下この条にお

いて同じ。)となつた土地にあつては当該土

地とその状況が類似する宅地の当該年度

分の固定資産税の課税標準とされる価格

に比準する価格を第三百八十八条第一項

に規定する固定資産評価基準(田園住居地

域内市街化区域農地に係る部分に限る。以

下この条において「田園住居地域内市街化

区域農地固定資産評価基準」という。)によ
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り補正した価格で、市街化区域農地(附則第

十九条の二第一項に規定する市街化区域

農地をいう。以下この条において同じ。)

以外の農地となつた土地にあつては当該

土地に類似する農地の当該年度分の固定

資産税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる事情があるため、基準年

度の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格によることが不適当であるか又は

当該市町村を通じて固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると市町村長が認める 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

田園住居地域内市街化区域農地となつた

土地にあつては当該土地とその状況が類

似する宅地の当該年度分の固定資産税の

課税標準とされる価格に比準する価格を

田園住居地域内市街化区域農地固定資産

評価基準により補正した価格で、市街化区

域農地以外の農地となつた土地にあつて

は当該土地に類似する農地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる 

 価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳

等 

価格で土地課税台帳等 

第四項 に対して について第二年度の固定資産税の賦課期

日において附則第十九条の二の二第二項

に規定する事情がある場合においては、田

園住居地域内市街化区域農地となつた土

地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家屋の

基準年度の価格に比準する 

土地とその状況が類似する宅地の当該年

度分の固定資産税の課税標準とされる価

格に比準する価格を田園住居地域内市街

化区域農地固定資産評価基準により補正
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した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる事情があるため、第二

年度の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格によることが不適当であるか又

は当該市町村を通じて固定資産税の課税

上著しく均衡を失すると市町村長が認め

る 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の 

田園住居地域内市街化区域農地となつた

土地にあつては当該土地とその状況が類

似する宅地の当該年度分の固定資産税の

課税標準とされる価格に比準する価格を

田園住居地域内市街化区域農地固定資産

評価基準により補正した価格で、市街化区

域農地以外の農地となつた土地にあつて

は当該土地に類似する農地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる 

 比準する価格で土地課税台帳等又は家屋

課税台帳等 

比準する価格で土地課税台帳等 

第六項 に対して について第三年度の固定資産税の賦課期

日において附則第十九条の二の二第二項

に規定する事情がある場合においては、田

園住居地域内市街化区域農地となつた土

地に対して 

 土地又は家屋に類似する土地又は家屋の

基準年度の価格に比準する 

土地とその状況が類似する宅地の当該年

度分の固定資産税の課税標準とされる価

格に比準する価格を田園住居地域内市街

化区域農地固定資産評価基準により補正

した 

 土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 土地課税台帳等 

3 令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田

若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情

として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しく
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は境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第

三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二項 次の各号に掲げる 附則第十九条の二の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格で土

地課税台帳等又は家屋課税台帳等 

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十

九条の二第一項に規定する田園住居地域

内市街化区域農地をいう。以下この条にお

いて同じ。)である当該土地とその状況が類

似する宅地の当該年度分の固定資産税の

課税標準とされる価格に比準する価格を

第三百八十八条第一項に規定する固定資

産評価基準(田園住居地域内市街化区域農

地に係る部分に限る。次項及び第五項にお

いて「田園住居地域内市街化区域農地固定

資産評価基準」という。)により補正した価

格で土地課税台帳等 

第三項 前項各号に掲げる 附則第十九条の二の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格で土

地課税台帳等又は家屋課税台帳等 

田園住居地域内市街化区域農地である当

該土地とその状況が類似する宅地の当該

年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格に比準する価格を田園住居地域内市

街化区域農地固定資産評価基準により補

正した価格で土地課税台帳等 

第五項 第二項各号に掲げる 附則第十九条の二の二第三項に規定する 

 当該土地又は家屋に類似する土地又は家

屋の基準年度の価格に比準する価格で土

地課税台帳等又は家屋課税台帳等 

田園住居地域内市街化区域農地である当

該土地とその状況が類似する宅地の当該

年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格に比準する価格を田園住居地域内市

街化区域農地固定資産評価基準により補

正した価格で土地課税台帳等 

4 令和元年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(次項又は第六項に規定する土地に該当

するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用につい

ては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす
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る。 

第一項 若しくは第四号に掲げる土地 又は第四号に掲げる土地で田園住居地域

内市街化区域農地(附則第十九条の二第一

項に規定する田園住居地域内市街化区域

農地をいう。以下この項において同じ。)

となつたもの 

 固定資産税又は 固定資産税にあつては当該土地とその状

況が類似する宅地の同年度の修正前の価

格を修正基準により修正した価格に比準

する価格を固定資産評価基準(田園住居地

域内市街化区域農地に係る部分に限る。以

下この項において「田園住居地域内市街化

区域農地固定資産評価基準」という。)によ

り補正した価格とし、当該土地が同表の第

二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則

第十九条の二第一項に規定する市街化区

域農地をいう。以下この項において同じ。)

以外の農地となつたものである場合にお

ける同年度分の固定資産税にあつては当

該土地に類似する農地の同年度の修正前

の価格を修正基準により修正した価格に

比準する価格とし、 

 若しくは第六号 又は第六号 

 、当該土地の類似土地の当該年度 当該土地の類似土地の同年度 

第一項の表第

二号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、平成三十年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格によるこ

とが不適当であるか又は当該市町村を通

じて固定資産税の課税上著しく均衡を失

すると市町村長が認める 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該平成三十年度の土地の類似土地に係

る平成三十年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格に比準する価格 

当該平成三十年度の土地で田園住居地域

内市街化区域農地となつたものにあつて

は当該平成三十年度の土地とその状況が
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類似する宅地に係る平成三十年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価格

に比準する価格を田園住居地域内市街化

区域農地固定資産評価基準により補正し

た価格、当該平成三十年度の土地で市街化

区域農地以外の農地となつたものにあつ

ては当該平成三十年度の土地に類似する

農地に係る同年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となつた価格に比準する価格 

第一項の表第

四号 

当該土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となつた

当該土地とその状況が類似する宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

第二項 第三号、第五号若しくは第六号 第三号若しくは第五号 

5 令和二年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び

第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項 若しくは第四号 又は第四号 

 又は当該土地が同表の第三号、第五号若し

くは第六号に掲げる土地である場合にお

ける令和二年度分の固定資産税にあつて

は、 

にあつては 

 類似土地の当該年度 類似土地の同年度 

 価格と 価格とし、当該土地が同表の第三号、第五

号又は第六号に掲げる土地で田園住居地

域内市街化区域農地(附則第十九条の二第

一項に規定する田園住居地域内市街化区

域農地をいう。以下この項及び次項におい

て同じ。)となつたものである場合における

令和二年度分の固定資産税にあつては当

該土地とその状況が類似する宅地の同年

度の修正前の価格を修正基準により修正
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した価格に比準する価格を固定資産評価

基準(田園住居地域内市街化区域農地に係

る部分に限る。以下この項及び次項におい

て「田園住居地域内市街化区域農地固定資

産評価基準」という。)により補正した価格

とし、当該土地が同表の第三号又は第五号

に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十

九条の二第一項に規定する市街化区域農

地をいう。以下この項及び次項において同

じ。)以外の農地となつたものである場合に

おける同年度分の固定資産税にあつては

当該土地に類似する農地の同年度の修正

前の価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格と 

第一項の表第

三号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格によること

が不適当であるか又は当該市町村を通じ

て固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該平成三十年度の土地の類似土地に係

る令和元年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格に比準する価格 

当該平成三十年度の土地で田園住居地域

内市街化区域農地となつたものにあつて

は当該平成三十年度の土地とその状況が

類似する宅地に係る令和元年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格、当該平成三十年度の土地で市街化区

域農地以外の農地となつたものにあつて

は当該平成三十年度の土地に類似する農

地に係る令和元年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準する価

格 
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第一項の表第

五号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情

があるため、令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格によること

が不適当であるか又は当該市町村を通じ

て固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると市町村長が認める 

附則第十九条の二の二第二項に規定する

事情がある 

 当該令和元年度の土地の類似土地に係る

令和元年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格に比準する価格 

当該令和元年度の土地で田園住居地域内

市街化区域農地となつたものにあつては

当該令和元年度の土地とその状況が類似

する宅地に係る令和元年度分の固定資産

税の課税標準の基礎となつた価格に比準

する価格を田園住居地域内市街化区域農

地固定資産評価基準により補正した価格、

当該令和元年度の土地で市街化区域農地

以外の農地となつたものにあつては当該

令和元年度の土地に類似する農地に係る

同年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格 

第一項の表第

六号 

当該令和二年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となつた

当該令和二年度の土地とその状況が類似

する宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

第二項 これらの土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地となつた

ものとその状況が類似する宅地若しくは

同表の第三号若しくは第五号に掲げる土

地で市街化区域農地以外の農地となつた

ものに類似する農地 

 の類似土地に係る同年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格) 

で田園住居地域内市街化区域農地となつ

たものにあつては当該令和元年度適用土

地とその状況が類似する宅地に係る同年

度分の固定資産税の課税標準の基礎とな
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つた価格に比準する価格を田園住居地域

内市街化区域農地固定資産評価基準によ

り補正した価格とし、当該令和元年度適用

土地で市街化区域農地以外の農地となつ

たものにあつては当該令和元年度適用土

地に類似する農地に係る同年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格とする。) 

 にあつては当該令和元年度類似適用土地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格 

で田園住居地域内市街化区域農地となつ

たものにあつては当該令和元年度類似適

用土地とその状況が類似する宅地に係る

同年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格を田園住居

地域内市街化区域農地固定資産評価基準

により補正した価格をいい、令和元年度類

似適用土地で市街化区域農地以外の農地

となつたものにあつては当該令和元年度

類似適用土地に類似する農地に係る同年

度分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格 

6 令和二年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び

第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項 若しくは第四号 又は第四号 

 又は当該土地が同表の第三号、第五号若し

くは第六号に掲げる土地である場合にお

ける令和二年度分の固定資産税にあつて

は、 

にあつては 

 類似土地の当該年度 類似土地の同年度 

 価格と 価格とし、当該土地が同表の第三号、第五

号又は第六号に掲げる土地である場合に

おける令和二年度分の固定資産税にあつ

ては田園住居地域内市街化区域農地(附則
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第十九条の二第一項に規定する田園住居

地域内市街化区域農地をいう。以下この項

及び次項において同じ。)である当該土地と

その状況が類似する宅地の同年度の修正

前の価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格を固定資産評価基準(田園

住居地域内市街化区域農地に係る部分に

限る。以下この項及び次項において「田園

住居地域内市街化区域農地固定資産評価

基準」という。)により補正した価格と 

第一項の表第

三号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる 附則第十九条の二の二第三項に規定する 

 当該平成三十年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当

該平成三十年度の土地とその状況が類似

する宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

第一項の表第

五号 

第三百四十九条第二項各号に掲げる 附則第十九条の二の二第三項に規定する 

 当該令和元年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当

該令和元年度の土地とその状況が類似す

る宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

第一項の表第

六号 

当該令和二年度の土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当

該令和二年度の土地とその状況が類似す

る宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

第二項 土地でこれらの土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である土
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地とその状況が類似する宅地 

 当該令和元年度適用土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当

該令和元年度適用土地とその状況が類似

する宅地 

 比準する価格 比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した

価格 

 当該令和元年度類似適用土地の類似土地 田園住居地域内市街化区域農地である当

該令和元年度類似適用土地とその状況が

類似する宅地 

(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正) 

(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例) 

第十九条の三 市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期

日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街

化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合にお

ける税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に

対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となる

べき額とした場合の税額とする。 

年度 率 

平成六年度 〇・二 

平成七年度 〇・四 

平成八年度 〇・六 

平成九年度 〇・八 

2 市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後におい

て地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分

の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を

受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化

区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。 

3 前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二

年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画

法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条

第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定
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める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他

の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第一項中表以外

の部分 

平成六年度 市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改

正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による

改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及

び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条

第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村

の区域について定められたことその他の政令で定める事由

の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める

事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期

日とする年度をいう。以下本条において同じ。) 

平成五年度に 市街化区域設定年度に 

第一項の表 平成六年度 市街化区域設定年度 

平成七年度 市街化区域設定年度の翌年度 

平成八年度 市街化区域設定年度の翌々年度 

平成九年度 市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度 

前項 平成六年度 市街化区域設定年度 

平成五年度 市街化区域設定年度 

前項 次項において準用する前項 

4 第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四

号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定す

る都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資

産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第

十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九

条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十

九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。 

5 前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街

化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当

該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の

一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第

二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

936 

 

含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。 

(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平三〇法三・一部改正) 

第十九条の四 市街化区域農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の

規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適

用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区

域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の市街化区域

農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

3 附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合に

おいて、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるの

は「市街化区域農地」と読み替えるものとする。 

4 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成

三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以

下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適

用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地

以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の

前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定

を適用する。 

5 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係

る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農

地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区

域農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四

号に掲げる市街化区域農地で令和二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下こ
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の項において「令和二年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十

年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、令和元年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度、

令和二年度特定市街化区域農地にあつては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課

期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農

地にあつては平成三十年度分、令和元年度特定市街化区域農地にあつては令和元年度分、令和二年度特定市街

化区域農地にあつては令和二年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において

特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。 

6 平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用

する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定

する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に

市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年

度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下

この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年

度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三

十年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該

前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度か

ら当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一

項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二

第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項か

ら第三項までの規定を適用する。 

(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平

八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・

平三〇法三・令二法五・一部改正) 

第二十条 削除 

(平一八法七) 

(商業地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の減額) 

第二十一条 市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該

年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固

定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額

(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業
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地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合

には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。 

(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・

一部改正) 

(住宅用地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の減額) 

第二十一条の二 市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区

域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及

び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を

受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住

宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地

等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産

税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区

分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等

に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。 

一 平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の

区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た

額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の

三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額 

ロ 平成二十九年度分の固定資産税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条

の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年

度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が

同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から

第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除

して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について平

成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用

を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等

に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 

二 令和元年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分
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の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税

について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定

の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅

用地等に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 

ロ 平成三十年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地

等に係る平成三十年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき

額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三

又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれら

の規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和元年度分の固

定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三ま

での規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を

当該住宅用地等に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額 

三 令和二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和二年度分の固定資産

税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和二年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 

ロ 令和元年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等

に係る令和元年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当

該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則

第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に

定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和二年度分の固定資産税

について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和二年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 

2 附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固

定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

附則第十八条第六項 第一項及び第四項 附則第二十一条の二第一項 

  宅地等の区分 住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用

地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 
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附則第十八条第六項

各号 

宅地等 住宅用地等 

附則第十八条第六項

第二号イ 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年

改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第

一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地であ

る場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定

に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似

土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前

の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第

十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるとき

は、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))

を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 

附則第十八条第六項

第三号イ 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一

条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地

である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの

規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該

類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十一年

改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条

から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地である

ときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た

額))を当該類似土地の令和元年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 

附則第十八条第六項

第四号 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が令和元年度分の固定資産税について附則第二十一条

の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地で

ある場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規

定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類
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似土地が同年度分の固定資産税について令和二年改正前

の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第

十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるとき

は、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))

を当該類似土地の令和二年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 

附則第十八条の三第

二項第一号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の固

定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二

十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの

規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固

定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課

税標準となるべき額) 

附則第十八条の三第

二項第二号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の固定

資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又は

ロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分

の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税

の課税標準となるべき額) 

附則第十八条の三第

二項第三号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が令和元年度分の固定資

産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロ

の規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の

固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の

課税標準となるべき額) 

附則第十八条の三第

三項 

附則第十七条第七号

に規定する比準課税

標準額は、同号の規

定 

同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項

第四号に定める額は、これらの規定 

附則第十八条の三第

四項第一号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平

成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前

の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第

三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合

には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定

する固定資産税の課税標準となるべき額) 

附則第十八条の三第なるべき額 なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成
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四項第二号ロ 三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第

一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場

合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規

定する固定資産税の課税標準となるべき額) 

附則第十八条の三第

四項第三号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該令和元年度類似特定用途宅地等が令和元

年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項

第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合に

は、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定す

る固定資産税の課税標準となるべき額) 

附則第十九条の四第

四項 

前項の規定により読

み替えられた附則第

十八条第六項第一号 

附則第十八条第六項第一号 

 前三項 附則第十八条第六項 

附則第十九条の四第

五項 

第三項の規定により

読み替えられた附則

第十八条第六項第二

号 

附則第十八条第六項第二号 

附則第十九条の四第

五項及び第六項 

第一項から第三項ま

で 

第十八条第六項 

(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法

二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(読替規定) 

第二十二条 附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度か

ら令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固

定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」

とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。 

2 附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項ま

での規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、

次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

基準年度に係る賦課期日に所在する土地

(以下「基準年度の土地」という。) 

基準年度 当該基準年度の土地の基準年度の価格 

基準年度の土地で第三百四十九条第二項 第二年度 当該基準年度の土地で通常市街化区域
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ただし書の規定の適用を受けることとな

るもの 

農地(附則第十九条の二第一項に規定

する通常市街化区域農地をいう。以下

この表において同じ。)であるものにあ

つては当該基準年度の土地とその状況

が類似する宅地の当該年度分の固定資

産税の課税標準とされる価格に比準す

る価格、当該基準年度の土地で市街化

区域農地(同項に規定する市街化区域

農地をいう。以下この表において同

じ。)以外の農地となつたものにあつて

は当該基準年度の土地に類似する農地

の当該年度分の固定資産税の課税標準

とされる価格に比準する価格 

基準年度の土地で第三百四十九条第三項

ただし書の規定の適用を受けることとな

るもの 

第三年度 当該基準年度の土地で通常市街化区域

農地であるものにあつては当該基準年

度の土地とその状況が類似する宅地の

当該年度分の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格、当該基準

年度の土地で市街化区域農地以外の農

地となつたものにあつては当該基準年

度の土地に類似する農地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる価格

に比準する価格 

第二年度において新たに固定資産税を課

することとなる土地(以下「第二年度の土

地」という。) 

第二年度 通常市街化区域農地である当該第二年

度の土地とその状況が類似する宅地の

当該年度分の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格 

第二年度の土地で第三百四十九条第五項

ただし書の規定の適用を受けることとな

るもの 

第三年度 当該第二年度の土地で通常市街化区域

農地であるものにあつては当該第二年

度の土地とその状況が類似する宅地の

当該年度分の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格、当該第二

年度の土地で市街化区域農地以外の農
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地となつたものにあつては当該第二年

度の土地に類似する農地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる価格

に比準する価格 

第三年度において新たに固定資産税を課

することとなる土地 

第三年度 通常市街化区域農地である当該土地と

その状況が類似する宅地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる価格

に比準する価格 

3 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項

の規定の適用を受ける土地(令和二年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場

合における当該土地を除く。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、第四百九条

第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二第四項又は第五

項の規定により読み替えられた附則

第十七条の二第一項の表(以下この表

において「第一項の表」という。)の

第一号に掲げる土地 

令和元年度 当該土地に係る平成三十年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格

を附則第十九条の二第四項又は第五項

の規定により読み替えられた附則第十

七条の二第一項に規定する修正基準(以

下この表において「修正基準」という。)

により修正した価格 

二 第一項の表の第二号に掲げる土地 令和元年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第

十九条の二第一項に規定する通常市街

化区域農地をいう。以下この表において

同じ。)であるものにあつては当該土地と

その状況が類似する宅地に係る平成三

十年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格を修正基準により修正

した価格に比準する価格、当該土地で市

街化区域農地(同項に規定する市街化区

域農地をいう。)以外の農地となつたもの

にあつては当該土地に類似する農地に

係る同年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格を修正基準により
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修正した価格に比準する価格 

三 第一項の表の第三号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七

号に規定する類似土地をいう。以下この

表において同じ。)に係る令和元年度分の

固定資産税の課税標準の基礎となつた

価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号に掲げる土地 令和元年度 通常市街化区域農地である当該土地と

その状況が類似する宅地に係る平成三

十年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格を修正基準により修正

した価格に比準する価格 

五 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格 

4 令和二年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される

附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、第四百

九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二第四項又は第五項

の規定により読み替えられた附則第十

七条の二第一項の表(以下この表におい

て「第一項の表」という。)の第一号に

掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

附則第十九条の二第四項又は第五項の

規定により読み替えられた附則第十七

条の二第一項に規定する修正基準(以下

この表において「修正基準」という。)

により修正した価格 

二 第一項の表の第二号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

三 第一項の表の第三号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七

号に規定する類似土地をいう。以下この

表において同じ。)に係る令和元年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格を修正基準により修正した価格
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に比準する価格 

四 第一項の表の第四号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

五 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度

分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格を修正基準により修正した価

格に比準する価格 

5 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適

用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み

替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二第六項又は第七項

の規定により読み替えられた附則第十

七条の二第一項の表(以下この表におい

て「第一項の表」という。)の第三号に

掲げる土地 

令和二年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第

十九条の二第一項に規定する通常市街

化区域農地をいう。以下この表において

同じ。)であるものにあつては当該土地

とその状況が類似する宅地に係る令和

元年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格に比準する価格、当該土

地で市街化区域農地(同項に規定する市

街化区域農地をいう。以下この表におい

て同じ。)以外の農地となつたものにあ

つては当該土地に類似する農地に係る

同年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格に比準する価格 

二 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地で通常市街化区域農地である

ものにあつては当該土地とその状況が

類似する宅地に係る令和元年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価

格に比準する価格、当該土地で市街化区

域農地以外の農地となつたものにあつ

ては当該土地に類似する農地に係る同

年度分の固定資産税の課税標準の基礎



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

947 

 

となつた価格に比準する価格 

三 第一項の表の第六号に掲げる土地 令和二年度 通常市街化区域農地である当該土地と

その状況が類似する宅地に係る令和元

年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格 

6 令和二年度分の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される

附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、第四百

九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二第六項又は第七項

の規定により読み替えられた附則第十

七条の二第一項の表(以下この表におい

て「第一項の表」という。)の第一号に

掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

附則第十九条の二第六項又は第七項の

規定により読み替えられた附則第十七

条の二第一項に規定する修正基準(以下

この表において「修正基準」という。)

により修正した価格 

二 第一項の表の第二号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

三 第一項の表の第三号に掲げる土地 令和二年度 当該土地で通常市街化区域農地(附則第

十九条の二第一項に規定する通常市街

化区域農地をいう。以下この表において

同じ。)であるものにあつては当該土地

とその状況が類似する宅地に係る令和

元年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格を修正基準により修正

した価格に比準する価格、当該土地で市

街化区域農地(同項に規定する市街化区

域農地をいう。以下この表において同

じ。)以外の農地となつたものにあつて

は当該土地に類似する農地に係る同年

度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格を修正基準により修正した
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価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号に掲げる土地 令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格を

修正基準により修正した価格 

五 第一項の表の第五号に掲げる土地 令和二年度 当該土地で通常市街化区域農地である

ものにあつては当該土地とその状況が

類似する宅地に係る令和元年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価

格を修正基準により修正した価格に比

準する価格、当該土地で市街化区域農地

以外の農地となつたものにあつては当

該土地に類似する農地に係る同年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格 

六 第一項の表の第六号に掲げる土地 令和二年度 通常市街化区域農地である当該土地と

その状況が類似する宅地に係る令和元

年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を修正基準により修正し

た価格に比準する価格 

7 附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六

項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の

表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

基準年度に係る賦課期日

に所在する土地(以下「基

準年度の土地」という。) 

基準年度 当該基準年度の土地の基準年度の価格 

基準年度の土地で第三百

四十九条第二項ただし書

の規定の適用を受けるこ

ととなるもの 

第二年度 当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則

第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農

地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては

当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分

の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定

資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に
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限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地

固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準

年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農

地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたも

のにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度

分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格 

基準年度の土地で第三百

四十九条第三項ただし書

の規定の適用を受けるこ

ととなるもの 

第三年度 当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地である

ものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅

地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準

する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準

により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地

以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類

似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価

格に比準する価格 

第二年度において新たに

固定資産税を課すること

となる土地(以下「第二年

度の土地」という。) 

第二年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地と

その状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標

準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域

農地固定資産評価基準により補正した価格 

第二年度の土地で第三百

四十九条第五項ただし書

の規定の適用を受けるこ

ととなるもの 

第三年度 当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地である

ものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅

地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準

する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準

により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地

以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類

似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価

格に比準する価格 

第三年度において新たに

固定資産税を課すること

となる土地 

第三年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が

類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資

産評価基準により補正した価格 

8 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定

の適用を受ける土地(令和二年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合にお

ける当該土地を除く。)に対して課する令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項
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の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二の

二第四項の規定により

読み替えられた附則第

十七条の二第一項の表

(以下この表において

「第一項の表」とい

う。)の第一号に掲げる

土地 

令和元年度 当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により

読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準

(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価

格 

二 第一項の表の第二号

に掲げる土地 

令和元年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の

二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。

以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と

その状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価

格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街

化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住

居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により

補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市

街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当

該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準

する価格 

三 第一項の表の第三号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土

地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和元年度分の

固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号

に掲げる土地 

令和元年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が

類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準す

る価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準に

より補正した価格 

五 第一項の表の第五号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となつた価格に比準する価格 
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9 令和二年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第

十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第

一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二の

二第四項の規定により

読み替えられた附則第

十七条の二第一項の表

(以下この表において

「第一項の表」とい

う。)の第一号に掲げる

土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読

み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準

(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価

格 

二 第一項の表の第二号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を修正基準により修正した価格 

三 第一項の表の第三号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土

地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和元年度分の

固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により

修正した価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を修正基準により修正した価格 

五 第一項の表の第五号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地の類似土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比

準する価格 

10 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規

定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとお

り読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二の

二第五項又は第六項の

規定により読み替えら

れた附則第十七条の二

第一項の表(以下この

表において「第一項の

令和二年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の

二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。

以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と

その状況が類似する宅地に係る令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価

基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下
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表」という。)の第三号

に掲げる土地 

この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評

価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区

域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表に

おいて同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に

類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格 

二 第一項の表の第五号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつ

ては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和元年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補

正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつた

ものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 

三 第一項の表の第六号

に掲げる土地 

令和二年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が

類似する宅地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区

域農地固定資産評価基準により補正した価格 

11 令和二年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用

される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和二年度分の固定資産税に限り、

第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 

土地の区分 年度 価格 

一 附則第十九条の二の

二第五項又は第六項の

規定により読み替えら

れた附則第十七条の二

第一項の表(以下この

表において「第一項の

表」という。)の第一号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規

定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する

修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修

正した価格 

二 第一項の表の第二号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を修正基準により修正した価格 

三 第一項の表の第三号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の

二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。
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以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と

その状況が類似する宅地に係る令和元年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化

区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居

地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補

正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街

化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地と

なつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度

分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準に

より修正した価格に比準する価格 

四 第一項の表の第四号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格を修正基準により修正した価格 

五 第一項の表の第五号

に掲げる土地 

令和二年度 当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつ

ては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和元年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によ

り修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域

農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街

化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類

似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格 

六 第一項の表の第六号

に掲げる土地 

令和二年度 田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が

類似する宅地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する

価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準によ

り補正した価格 

(昭四四法一六・全改、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭

五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平

一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例) 

第二十三条 附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条

の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以

下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標
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準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地

等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」

という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」とい

う。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附

則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項に規定するその年度分の課税標

準となるべき額によるものとする。 

(昭四四法一六・全改、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五七法一〇・昭

六〇法九・平九法九・平一八法七・一部改正) 

(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例) 

第二十四条 附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度か

ら令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対

象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第

一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、

調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定

の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に

係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税

額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。 

(昭四四法一六・全改、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六

三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一

法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(宅地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の特例) 

第二十五条 宅地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計

画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及

び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調

整都市計画税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の宅地等調整都市計

画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ
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き価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十

八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の宅地等調整都市計

画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項

を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から

令和二年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百

四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の

二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から令和二年

度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について

第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二

第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。 

6 附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。

この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、

「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。 

(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・

平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・

平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改

正) 

第二十五条の二 削除 

(平一八法七) 
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第二十五条の三 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに

掲げる宅地等で平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅

地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期

日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」とい

う。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号

ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に

当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの

(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に

所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日におい

て当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して

得た数値を乗じて得た額とする。 

小規模住宅用地 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住

宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 

一般住宅用地 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地

以外である部分を併せ有する宅地等 

非住宅用宅地等 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用

宅地等以外である部分を併せ有する宅地等 

2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をい

う。 

一 平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二

条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を

受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四

十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地である

ときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 

二 令和元年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条

の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 
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ロ 平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特

定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等

が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)

又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定

に定める率で除して得た額) 

三 令和二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和元年度分の固定資

産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の

三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 令和元年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定

用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が

同年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附

則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定め

る率で除して得た額) 

3 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に

係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成

二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において

「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期

日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦

課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和元年度類似用途

変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和二年度に係る賦課期日において同表の上欄

に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和元年度に係る賦課期日においてそれぞれ

同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和二年度類似用途変更宅地等」という。)

に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変

更宅地等に係る平成三十年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和元年度類似用途変更宅地等に

係る令和元年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年

度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。 

一 当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日に

おいて該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地

のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類

似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二

十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日におい
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て当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除し

て得た数値を乗じて得た額 

二 当該令和元年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格に比準する価格に、当該令和元年度類似用途変更宅地等が令和元年度に係る賦課期日において該

当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年

度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅

地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課

税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に

所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じ

て得た額 

三 当該令和二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格に比準する価格に、当該令和二年度類似用途変更宅地等が令和二年度に係る賦課期日において該当

した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和元年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度に

おいて都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和元年度類似特定用途宅地等」

という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和元年度類似課税標準額

の総額を当該令和元年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したも

のに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 

4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成

二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当

該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を

受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を

受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定

する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分

の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十

五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で

除して得た額) 

二 平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十

年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三

十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地
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であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用

途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改

正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の

適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 

三 令和元年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる令和元年度類似特定用途宅地等以外の令和元年度類似特定用途宅地等 当該令和元年度類

似特定用途宅地等に係る令和元年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和元年度類似

特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるとき

は、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 

ロ 令和元年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和元年度類似特定用途宅

地等 当該令和元年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額(当該令和元年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税

法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける

土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 

5 平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用

地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分

の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地

である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 

(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法

三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・

令二法五・一部改正) 

(農地に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の特例) 

第二十六条 農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該

年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第

十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整

率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計

画税額とする。 

負担水準の区分 負担調整率 
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〇・九以上のもの 一・〇二五 

〇・八以上〇・九未満のもの 一・〇五 

〇・七以上〇・八未満のもの 一・〇七五 

〇・七未満のもの 一・一 

2 附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合にお

いて、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」

とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。 

(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・

平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法

五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一

部改正) 

(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例) 

第二十七条 前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分

の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固

定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。 

(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・一部改正、昭五一法七・旧第二十七条の二繰上・一部改正、昭

六〇法九・平五法四・一部改正) 

第二十七条の二 市街化区域農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条

の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画

税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて

得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を

除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化

区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。 

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の市街化区域

農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に

満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 
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3 附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合に

おいて、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定

資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるも

のとする。 

4 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成

三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規

定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区

域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各

年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項

の規定を適用する。 

5 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係

る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農

地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区

域農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四

号に掲げる市街化区域農地で令和二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下こ

の項において「令和二年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十

年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、令和元年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度、

令和二年度特定市街化区域農地にあつては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課

期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農

地にあつては平成三十年度分、令和元年度特定市街化区域農地にあつては令和元年度分、令和二年度特定市街

化区域農地にあつては令和二年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において

特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。 

6 平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、

当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合に

は、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものにつ

いては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域

設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地

であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。 

(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平

八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・

平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

第二十七条の三 削除 

(平一八法七) 
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(商業地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の減額) 

第二十七条の四 市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る

当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等

調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて

得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十

五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額か

ら減額することができる。 

(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法

四七・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(住宅用地等に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税の減額) 

第二十七条の四の二 市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村

の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地

等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適

用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当

該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける

住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整

都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる

年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住

宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。 

一 平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の

区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た

額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の

三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 

ロ 平成二十九年度分の都市計画税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十

七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成
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二十九年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅

用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除

く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額を

これらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年

度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附

則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額 

二 令和元年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税

について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五

条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該住宅用地等に係る令和元年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額 

ロ 平成三十年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地

等に係る平成三十年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき

額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三

(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるとき

は、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等

が令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)

又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和元年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額 

三 令和二年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和二年度分の固定資産

税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用

を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等

に係る令和二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 

ロ 令和元年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等

に係る令和元年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当

該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項
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を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該

額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和二

年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三

までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)

を当該住宅用地等に係る令和二年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額 

2 附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分

の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

附則第十八条第六項 第一項及び第四項 附則第二十七条の四の二第一項 

  前年度分の固定資産

税 

前年度分の都市計画税 

  宅地等の区分 住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住

宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 

附則第十八条第六項

各号 

宅地等 住宅用地等 

附則第十八条第六項

第二号イ 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年

改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の

四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける

土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれ

らの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額

(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十

年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除

く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適

用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に

定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得

た数値を乗じて得た額 

附則第十八条第六項

第三号イ 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七
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条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける

土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれ

らの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額

(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十

一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除

く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適

用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に

定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和元年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た

数値を乗じて得た額 

附則第十八条第六項

第四号 

同年度の比準課税標

準額 

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当

該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土

地が令和元年度分の都市計画税について附則第二十七条

の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土

地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれら

の規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当

該類似土地が同年度分の固定資産税について令和二年改

正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)

又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を

受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定め

る率で除して得た額))を当該類似土地の令和二年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値

を乗じて得た額 

附則第二十五条の三

第二項第一号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の都

市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二

十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若し

くはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年

度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計

画税の課税標準となるべき額) 

附則第二十五条の三

第二項第二号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の都市

計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ

又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年

度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計
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画税の課税標準となるべき額) 

附則第二十五条の三

第二項第三号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該特定用途宅地等が令和元年度分の都市計

画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又

はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度

分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画

税の課税標準となるべき額) 

附則第二十五条の三

第三項 

附則第二十五条第六

項において読み替え

られた附則第十八条

第六項第二号 

附則第十八条第六項第二号 

  附則第十七条第七号

に規定する比準課税

標準額は、同号の規

定 

同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項

第四号に定める額は、これらの規定 

附則第二十五条の三

第四項第一号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平

成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前

の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二

第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地で

ある場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規

定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) 

附則第二十五条の三

第四項第二号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成

三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の

二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地であ

る場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定

に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) 

附則第二十五条の三

第四項第三号ロ 

なるべき額 なるべき額(当該令和元年度類似特定用途宅地等が令和元

年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第

一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場

合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規

定する都市計画税の課税標準となるべき額) 

附則第二十七条の二

第四項 

前項の規定により読

み替えられた附則第

十八条第六項第一号 

附則第十八条第六項第一号 
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 前三項 第十八条第六項 

附則第二十七条の二

第五項 

第三項の規定により

読み替えられた附則

第十八条第六項第二

号 

附則第十八条第六項第二号 

附則第二十七条の二

第五項及び第六項 

第一項から第三項ま

で 

第十八条第六項 

(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法

一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例) 

第二十七条の五 附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年

度から令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の

四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、

当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の

規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農

地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産

税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載し

なければならない。 

一 調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額 

二 調整対象農地 次条第一項第二号に定める額 

三 調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額 

2 附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域

農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の

規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九

条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。 

3 附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資

産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める

事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。 

4 附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成三十年

度から令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四

項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定

資産税の課税明細書に記載しなければならない。 

(平一五法九・追加、平一六法一七・旧第二十七条の四繰下・一部改正、平一八法七・平二一法九・平
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二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(土地課税台帳等の登録事項等の特例) 

第二十八条 附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度か

ら令和二年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定め

るもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、

当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日にお

いて当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地

に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。 

一 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資

産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額 

二 調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標

準となるべき額 

三 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資

産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額 

2 前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定

める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録する

ものとする。 

一 調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部

分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」

という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の

調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の

当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額 

二 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項

第一号に定める額の合算額 

3 附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域

農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定め

るもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準と

なるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。 

4 令和元年度分又は令和二年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち

当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台

帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。 

(昭四四法一六・全改、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭

五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法
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四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二

一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知) 

第二十九条 市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる

年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第九項の規定により納税者に納税通

知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の

概要を記載した文書を併せて送付するものとする。 

(昭四四法一六・全改、昭四五法二四・昭四六法一一・昭五一法七・平一四法一七・一部改正) 

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額) 

第二十九条の二 市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の

三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地

に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四、第二

十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当

該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。 

(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・平三法七・平四法五・

平五法四・一部改正) 

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等) 

第二十九条の三 市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、す

でに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、そ

れぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の

未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 

(昭四六法一一・追加) 

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予) 

第二十九条の四 市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)

を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項

ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条

の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計

画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該

借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、

総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 

2 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予

に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前

項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。 
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(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・平三法

七・平一一法一六〇・平二一法九・平二七法二・一部改正) 

(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等) 

第二十九条の五 市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調

整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の

区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」

という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日と

する年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画

税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市

街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地

につき同法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請そ

の他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市

町村長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。

以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地

化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日まで

の間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受

けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受

けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞ

れ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

2 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の一月

三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

3 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に宅地化農地について

第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由

があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同

年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされた

ことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当

該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定

年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々

年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産

税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の

一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街

化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相
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当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

4 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの

間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合

は、この限りでない。 

5 第一項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日

の属する年の一月三十一日までの間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から

同日の属する年の翌々年の一月三十一日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、

市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

6 市町村長は、第一項若しくは第三項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞

なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。 

7 市町村長は、第一項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一

日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の

固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予する

ものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認める

ときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところ

により徴しなければならない。 

8 市町村長は、第三項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の

初日の属する年の三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化

区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区

域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税額又は

都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場

合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶

予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければ

ならない。 

9 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都

市計画税について第一項(第三項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつ

たときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部について

その徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当

該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。 

10 第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項

までの規定は第七項又は第八項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二

第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第七項後段又は第八項後段の規定による担保の提供及

び処分について、それぞれ準用する。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

972 

 

11 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又

は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都

市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九

に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。 

12 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又

は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都

市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二

(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の

九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。 

13 市町村長は、前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合におい

て、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければ

ならない。 

14 前三項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、

第十一項又は第十二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第

一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。 

15 第二項の申告及び第五項の申請の手続その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。 

16 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を

受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市

街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年

度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税

に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九(市街化区域設定年度か

ら起算して三年度を経過した年度分については、三分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産

税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

17 市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除

を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して

三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日

までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から

起算して三年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税

額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計

画税額から減額するものとする。 

18 第一項、第三項、第七項、第八項又は前二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税に

ついては、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しな
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い。ただし、第七項又は第八項の規定の適用を受けた土地につき第九項の規定の適用を受けることとなる場合

は、この限りでない。 

(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平二〇法二一・平二七法二・平三〇法三・一

部改正) 

第二十九条の六 削除 

(平二一法九) 

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例) 

第二十九条の七 附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十一条の二、附則第二十三条(附則第十九条の

三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適

用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の四

の二、附則第二十七条の五(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附

則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九

条から附則第二十九条の五までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の

存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近

畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でそ

の区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定す

る近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備

区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街

化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。 

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課

税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。 

3 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の

課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。 

4 前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条

の五及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税

額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあ

るのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて

適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同

条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、

附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三

項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の五第二項中「附則

第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二
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項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」

と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附

則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第

二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一

項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。 

5 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定

の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税

の額の算定に係る附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条の五の規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

6 附則第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において

第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受ける

べき要件に該当することとなつた場合について準用する。 

(昭四八法二三・全改、昭五一法七・旧第二十九条の五繰下・一部改正、昭五七法一〇・昭六〇法九・

一部改正、平三法七・旧第二十九条の七繰上・一部改正、平四法五・平五法四・一部改正、平六法一五・

旧第二十九条の六繰下・一部改正、平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平二一法九・平二九法二・

一部改正) 

(政令への委任) 

第二十九条の八 附則第十七条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区

域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四四法一六・全改、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・一部改正、平二七

法二・旧第三十条繰上) 

(軽自動車税の環境性能割の非課税) 

第二十九条の八の二 市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲

げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自

動車の取得が令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特

定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能

割を課することができない。 

(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正) 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 

第二十九条の九 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四

十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十

三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の

七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以
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下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

2 定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一

項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十

三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環

境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収すること

ができる。 

3 定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率に

ついての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第

四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対

象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大

臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上

の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当で

あるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 

4 定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定

により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以

上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に

規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例による

こととされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定により

その例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。 

5 前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の

規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

6 第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、

第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と
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する。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正) 

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

第二十九条の十 軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の市町村(以下この

条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在市町村」という。)が第四百六十一条の規定に基づく条

例を定めた場合には、軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は、当分の間、同条の規定にかかわらず、

定置場所在道府県の知事が行うものとする。この場合において、当該事務について規定する条例又は規則中定

置場所在市町村に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該定置場所在道府県に関する規定として当該

定置場所在道府県に適用があるものとする。 

2 前項の条例又は規則を制定し、又は改廃する場合には、定置場所在市町村の長は、あらかじめ、定置場所在

道府県の知事に協議しなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割の申告等の特例) 

第二十九条の十一 軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は、当分の間、第四百五十四条の規定を除くほか、

第四百五十五条の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割の申告の例により、定置場所在道府県の知事にし

なければならない。この場合において、第四百五十四条の規定による申告については、第百六十一条中「前条

第一項」とあるのは「第四百五十四条第一項」と、第四百五十四条中「市町村長」とあるのは「軽自動車税の

環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県の知事」とする。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等) 

第二十九条の十二 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は、当分の間、第四百五十四条の規定を除くほか、第

四百五十五条、第四百五十六条、第四百五十八条第四項及び第四百六十三条の二第一項の規定にかかわらず、

自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の例により、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の

徴収金を定置場所在道府県に納付しなければならない。この場合において、第四百五十四条の規定による納付

については、第百六十一条中「前条第一項」とあるのは「第四百五十四条第一項」と、第四百五十四条第一項

中「当該市町村」とあるのは「軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道

府県」とする。 

2 定置場所在道府県は、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合には、当該納付

があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴

収金として納付された額を定置場所在市町村に払い込むものとする。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割の還付の特例) 

第二十九条の十三 軽自動車税の環境性能割に係る過誤納金の還付は、当分の間、第四百五十八条第六項及び第
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八項並びに第四百五十九条第二項の規定にかかわらず、定置場所在道府県が、自動車税の環境性能割の還付の

例により、行わなければならない。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 

第二十九条の十四 軽自動車税の環境性能割に関する犯則事件については、当分の間、自動車税の環境性能割に

関する犯則事件とみなして、第一章第十六節の規定を適用する。 

(平二八法一三(平二九法二)・追加) 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等) 

第二十九条の十五 定置場所在道府県の知事は、政令で定めるところにより、定置場所在市町村の長に対し、軽

自動車税の環境性能割の申告の件数、軽自動車税の環境性能割額その他必要な事項を報告するものとする。 

2 定置場所在市町村の長が定置場所在道府県の知事に対し、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する書類

を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該定置場所在道府県の知事は、関係書類を当該定置場所

在市町村の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 

第二十九条の十六 定置場所在市町村は、定置場所在道府県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務

を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として当該定置場所在道府

県に交付しなければならない。 

一 軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として払い込まれた額に政令で定める率を乗じて得た

金額 

二 定置場所在道府県に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七

条の二の規定により定置場所在道府県が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過

誤納金に相当する金額として政令で定める金額 

三 第十七条の四の規定により定置場所在道府県が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金

額 

2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二八法一三・追加) 

(政令への委任) 

第二十九条の十七 附則第二十九条の九から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する軽自動車税

の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。 

(平二八法一三・追加) 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第二十九条の十八 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同
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条第四項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項(第四項において準用する場合を含む。) 百分の一 百分の〇・五 

第二項(第四項において準用する場合を含む。) 百分の二 百分の一 

第三項 百分の三 百分の二 

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百

分の三」とあるのは、「百分の二」とする。 

3 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第四百五十一条第二項(同条第四項において準用す

る場合を含む。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、こ

れらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。 

(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正) 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第三十条 三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次

項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第

二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省

令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省

令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃

機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定め

るものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防

止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)

並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指

定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用について

は、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。 

第二号ロ 三千九百円 四千六百円 

第二号ハ(1)(i) 六千九百円 八千二百円 

第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 一万二千九百円 

第二号ハ(2)(i) 三千八百円 四千五百円 

第二号ハ(2)(ii) 五千円 六千円 

2 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動

車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に
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初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 電気軽自動車 

二 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用

されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令

で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平

成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基

準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの 

第二号ロ 三千九百円 千円 

第二号ハ(1)(i) 六千九百円 千八百円 

第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 二千七百円 

第二号ハ(2)(i) 三千八百円 千円 

第二号ハ(2)(ii) 五千円 千三百円 

3 次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリ

ン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和

三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年

ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素

酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成

十七年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定め

る窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第三号イ(2)に規定

する令和二年度基準エネルギー消費効率(次項第一号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」とい

う。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規

定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費

効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

第二号ロ 三千九百円 二千円 

第二号ハ(1)(i) 六千九百円 三千五百円 
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第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 五千四百円 

第二号ハ(2)(i) 三千八百円 千九百円 

第二号ハ(2)(ii) 五千円 二千五百円 

4 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百

六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年

三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百

分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効

率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの 

第二号ロ 三千九百円 三千円 

第二号ハ(1)(i) 六千九百円 五千二百円 

第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 八千百円 

第二号ハ(2)(i) 三千八百円 二千九百円 

第二号ハ(2)(ii) 五千円 三千八百円 

(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四(平二七法二)・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・平

二八法一三(平二八法八六・平三一法二)・令元法一四・令二法五・一部改正) 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第三十条の二 市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四

項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化

物排出量等基準」という。)につき同条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下

この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申

請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の

事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断を

することが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。 
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2 市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期

限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除

く。)を適用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分

の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四

第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五

年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延

長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がない

ものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限

の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。 

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加) 

(特別土地保有税の課税の停止) 

第三十一条 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節

(第五款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地

保有税を課さない。 

2 平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第五款を除く。)の規定にかかわ

らず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。 

3 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下

この項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第五款の規定にかかわらず、当分の間、平成

十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。 

(平一五法九・全改、平二九法二・一部改正) 

第三十一条の二 削除 

(平二二法四) 

(特別土地保有税の課税の特例) 

第三十一条の二の二 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合
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にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地

保有税の課税標準は、第五百九十三条の規定にかかわらず、第五百九十三条第一項の土地の取得価額又は修正

取得価額(当該土地の第五百九十三条第一項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日

(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日まで

の期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とす

る。この場合において、第五百九十九条第二項第一号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第三十一条

の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。 

2 前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一七法五・旧第三十一条の二の三繰上・一部改正) 

第三十一条の三 附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定す

る宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三

までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成三十年度から令和二年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課

税標準となるべき額」とする。 

2 附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から令和三年三月三十一

日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動

産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十

一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号にお

いて同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定

める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて

得た額」とする。 

3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十

一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各

年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。 

4 第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 

(昭五一法七・全改、昭五四法一二・旧第三十一条の二繰下・一部改正、昭五五法一〇・昭五六法一五・

昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平

元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八

法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法

八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法
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九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

第三十一条の三の二 市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定によ

り納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定

する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除

に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納

税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る

期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定め

られている土地の所有者等(第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次

条第一項並びに第三十一条の三の四第一項及び第三項において同じ。)が、平成十三年四月一日から免除期間の

末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から二年

を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期

間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項

及び第四項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」

という。)が、当該土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五

号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号

までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条

例で定めるものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定

であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以

下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に

該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること

につき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土

地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地

を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者

等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第三項及び第四項に

おいて同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。 

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日ま

でに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしな

ければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合

には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。 

3 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項(こ

れらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による徴

収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第一項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶

予の取消しの日から六月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から
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六月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とす

る。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予する

ものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでな

い。 

4 第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予

定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定に

より納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付につい

て準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の

三の二第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める

場合」とあるのは「同条第一項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用

させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定

する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、

若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に

延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用

し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当

の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の認定」と、「納税

義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当

該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地

保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同

項」とあるのは「附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除

に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土

地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団

体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附

則第三十一条の三の二第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があ

ることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地

に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項におい

て同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。 

5 第三項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額

に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条

第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場

合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の二第三項又

は同条第四項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。 

6 第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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(平一一法一五・追加、平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一七法五・平一九法四・平二〇法

二一・平二一法九・一部改正) 

第三十一条の三の三 市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定によ

り納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定

する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除

に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納

税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る

期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期

間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成十三年四月一日から免除期間の末日までの期間内に、

当該免除期間に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二

第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変

更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十

五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は

第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のう

ち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、

若しくは使用させる予定であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各

号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土

地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として

使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する

日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二

年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第三項

並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこ

と、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことに

つき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予

定期間に係るものに限る。第三項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。 

2 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項

の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間

(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当

該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定

をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免

除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地につい

て、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。 

3 第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

986 

 

定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定に

より納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付につい

て準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の

三の三第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める

場合」とあるのは「同条第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地に

ついて同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地

(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(こ

の項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」と

あるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつ

ては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは

「附則第三十一条の三の三第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から

同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」

とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除

く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の三第三項におい

て読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一

項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に

規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五

項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の確認をすることができ

ないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の

三第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項

に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替える

ものとする。 

4 第二項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額

に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条

第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場

合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の三第二項又

は同条第三項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。 

5 第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一三法八・追加、平一四法一七・平一五法九・平一七法五・平一九法四・平二〇法二一・平二一法

九・一部改正) 

第三十一条の三の四 市町村は、予定期間(前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第二項の規定

により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められて

いる土地の所有者等が、平成十七年四月一日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第
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三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予の理由の全部又

は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定で

あること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは

使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、

事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることそ

の他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」

という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡を

したこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたとき

は、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るも

のに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。 

2 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第三項の規定により読み

替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取

消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに

同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日

までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に

係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除

く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである

場合は、この限りでない。 

3 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長

した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使

用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは

使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることがで

きないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申

請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと

認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延

長することができる。 

4 市町村長は、第一項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、

当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものと

する。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを

除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより

徴しなければならない。 

5 市町村長は、第三項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における

当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保
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有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場

合においては、前項後段の規定を準用する。 

6 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に

ついて第一項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更が

あることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は

一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者

は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。 

7 第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項

までの規定は第四項及び第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二

第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第四項後段(第五項後段において準用する場合を含む。)

の規定による担保について、それぞれ準用する。 

8 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について

第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土

地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。 

9 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受

ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 

10 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の

規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみ

なして、同項の規定を適用する。 

11 第二項、第四項又は第五項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項

第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二

条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の

二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項」とする。 

12 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一七法五・追加、平二七法二・一部改正) 

第三十一条の三の五 市町村長は、平成十七年四月一日以後において第六百一条第二項(第六百二条第二項及び第

六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第六百一条第一項に規定する納税義務の

免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第三十一条の三の

二第一項若しくは附則第三十一条の三の三第一項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項

及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第一項の規定により同項に規定する変更後予定期

間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第三十一条の三の二第四項

若しくは附則第三十一条の三の三第三項において準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長す

る場合又は前条第三項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、
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同日以後において延長し、又は定める期間の合計が十年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更

後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められてい

る土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事

業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が

免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定

期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。 

2 市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、

風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第三十一条の三

の二第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲

渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める

場合には、前項の規定にかかわらず、第六百一条第二項(第六百二条第二項、第六百三条の二の二第二項、附則

第三十一条の三の二第四項又は附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項

の規定により、二年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長する

ことができる。 

3 前二項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。 

一 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区

画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地 

二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、

住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地 

4 平成十七年四月一日以後における第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る

同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募

をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」と

する。 

(平一七法五・追加) 

第三十一条の四 第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別

区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定す

る近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市

でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規

定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊

整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において

「特定市の区域」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)

が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項に

おいて同じ。)に対して課する平成九年度から平成二十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第
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六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置

場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で

定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。 

2 第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により特定市の区域内に所在

する土地の取得で平成九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特

別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用

に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を

伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。 

(平三法七・追加、平九法九・一部改正、平一〇法二七・旧第三十一条の四の二繰上・一部改正、平一

三法八・平二九法二・一部改正) 

(狩猟税の課税免除) 

第三十二条 道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の

防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」とい

う。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及

び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の

登録が、平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第

一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

2 道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業

者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣

被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規

定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規

定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣

被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規

定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事

者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときは、

第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

(平二七法二・全改、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(狩猟税の税率の特例) 

第三十二条の二 平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当

該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の

申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道

府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等

(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一
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項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)

とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の

要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保

護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟

者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。 

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第

八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特

定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中

「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣

捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定

する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。 

(平二七法二・追加、平三一法二・令二法五・一部改正) 

(事業所税の非課税) 

第三十二条の三 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規

定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十

八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業

協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の

公益法人等とみなす。 

2 特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用に

ついては、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。 

(平三一法二・追加) 

(事業所税の課税標準の特例) 

第三十三条 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第

六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間

観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所

等をいう。以下この条において同じ。)のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事

業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法

人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以

後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る

事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事

業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)
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から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場

合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。 

2 沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十

八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通

信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る

事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税

のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当

該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業

が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分ま

でに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。

この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。 

3 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められ

た同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九

号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定め

るものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対

して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事

業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業

年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過す

る日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積

を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。 

4 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第

四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定

する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち平成三十三年三月

三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべ

き事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設され

た日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該

施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等

に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から

当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百

一条の四十一第三項の規定を準用する。 

5 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法
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第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四

条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に

供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課

税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成三十三年三月三

十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成三十二年分までに限り、当該施

設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項にお

いて同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合にお

いては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。 

6 平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」

という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を

目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当

該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行

う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給

与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政

府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受

けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属

する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事

業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の

三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を

準用する。 

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。 

(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六

法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・旧第三十二条

の七繰下・一部改正、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二

五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十三条の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四

第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合に

は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第

三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及

び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当
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所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金

額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金

額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につ

いては、附則第五条第一項の規定は、適用しない。 

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第

六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税

義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税

について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載の

ある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用す

るものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配

当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前

年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。 

一 第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合 

二 第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合に

おけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であ

ると市町村長が認めるとき。 

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの

規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一
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項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一

項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項

及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規

定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配

当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項

に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用

を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附

則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適

用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定

による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用が

ある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定

する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場

株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条

の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配

当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得

等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第

七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する

金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついては、附則第五条第三項の規定は、適用しない。 

6 前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務

者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税につ

いて特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三

百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するもの

とし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得

について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前
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年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。 

一 第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合 

二 第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合

におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当で

あると市町村長が認めるとき。 

7 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並

びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所

得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三

条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十

四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三

百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定に

よる市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、

附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に

規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所

得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中

「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係

る課税配当所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及
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び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合

の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用

がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例) 

第三十三条の二の二 道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以

下この項、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第一項において「未成年者口座」という。)

を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附

則第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第一項において「契約不履行等事由」

という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受ける

べき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当

等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内

上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十

一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第四項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条

の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受ける

べき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。 

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二七法二・追加・一部改正) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十三条の三 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条

の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二

条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑

所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金

額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 

一 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の

百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額 

二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府

県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額 
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2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十

八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号

に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及

び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の

規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び

附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定に

よる道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税

総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用

した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定に

よる道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用が

ある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日

から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。 
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5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に

規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及

び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得

の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」

という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 

一 土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)

の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金

額 

二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町

村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額 

6 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二

十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの

については、適用しない。 

7 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並

びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所

得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三

条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条

の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百

十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定によ
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る市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附

則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規

定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及

び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所

得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用

がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日

から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。 

(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六

二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・

平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・

平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法

五・一部改正) 

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十四条 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一

項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三

十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同

法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、

第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用に

より同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金

額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)

の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当す

る道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があると

きは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関す

る法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控

除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
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の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該

損失の金額を控除した後の金額とする。 

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規

定する長期譲渡所得の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの

規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」

とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同

項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四

の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税

の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四

条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合

計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第

一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得

割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所

得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三

十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用が

ある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定

する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四
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条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同

法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、

第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用に

より同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金

額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」

という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

5 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関す

る法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控

除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額

の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該

損失の金額を控除した後の金額とする。 

6 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並

びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 

三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得

の金額」とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割

の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第

四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第

五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の
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合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所

得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」

とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第

五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡

所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則

第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用

がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・

昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一

一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法

九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一

七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平

三一法二・一部改正) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税

の特例) 

第三十四条の二 昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定す

る土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同

じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第

四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同

法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされ

たものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四

条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額 

二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 

イ 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円) 
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ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額 

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一

日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定め

るやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項におい

て「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等

の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明

がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する道府県民税の所得割について準用する。 

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の

二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条

の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前

項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

4 昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける

譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、

前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額 

二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 

イ 四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円) 

ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額 

5 前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六

号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定

めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課
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税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。 

6 第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の

二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条

の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前

項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

7 第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをし

た租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の

建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる

土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞

なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める

書類を交付しなければならない。 

8 第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類

の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。 

9 第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益

の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常

災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二

項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合

において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡

の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実で

あると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及

び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定

める日までの期間とする。 

10 第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に

規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲

渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところ

により、その旨を市町村長に申告しなければならない。 

11 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これ

らの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

12 前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところに

よる。 

一 第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の

二第十項に規定する申告の期限」とする。 
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二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二

十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる

日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる

日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 

三 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に

関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六

三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平

八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・

平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・

平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正) 

(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例) 

第三十四条の二の二 前条第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路

大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日

であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲

渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内

の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当

することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたとき

は、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項又は第五項に規定する期間とみなして、同

条の規定を適用する。 

(平七法四九・追加、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・令二法五・一

部改正) 

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十四条の三 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定す

る譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の規定により当該譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。 

一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額 

二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 

イ 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円) 

ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額 
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2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その

提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(こ

れらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、

適用する。 

3 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有

する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第四項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長

期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。 

一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額 

二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 

イ 百四十四万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円) 

ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額 

4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(そ

の提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出

された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき

(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に

限り、適用する。 

(昭六三法六・追加、昭六三法一一〇・一部改正、平三法七・旧第三十四条の四繰上・一部改正、平七

法四〇・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一四法一七・平一六法一七・平一八法七・平二

九法二・一部改正) 

(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十五条 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する

譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三

十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の

金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十

四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内

に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合に
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おいて、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用につい

ては、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関す

る法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控

除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額

の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該

損失の金額を控除した後の金額とする。 

3 第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号

から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る

第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあ

るのは「百分の一」とする。 

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規

定する短期譲渡所得の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により

適用されるところによる。 

三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの

規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」

とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同

項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四

の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税

の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五

条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合

計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第
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一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得

割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所

得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三

十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用が

ある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

5 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同

条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一

項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額

に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条

第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合

において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用につ

いては、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

6 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関す

る法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控

除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額

の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該

損失の金額を控除した後の金額とする。 

7 第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号

から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る

第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあ

るのは「百分の四」とする。 

8 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並
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びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により

適用されるところによる。 

三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得

の金額」とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割

の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第

五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第

五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の

合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所

得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」

とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第

五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡

所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則

第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用

がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭

五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・

平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・

平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改

正) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十五条の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条
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の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等につ

いては、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当

該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に

係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、

百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡

所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失

の金額は生じなかつたものとみなす。 

2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有す

る道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法

第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同

法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入

金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。 

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。 

三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの

規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一

項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一
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項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項

及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規

定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課

税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」

とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適

用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定

による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用が

ある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三

百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一

般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る

譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、

百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡

所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失

の金額は生じなかつたものとみなす。 

6 一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法

第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び

租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第

一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。 

7 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

1013 

 

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並

びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。 

三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所

得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五

条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十

四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三

百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定に

よる市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、

附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に

規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及

び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合

の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用

がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(昭六三法一一〇(平元法一四)・追加、平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平

一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八(平一三法六八)・平一三法六八・平一三法八

〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八

法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・

平三一法二・一部改正) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十五条の二の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十
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七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得

等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年

中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税

の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除

外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項において準用する前条第四

項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をい

う。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相

当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた

損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものと

みなす。 

2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び

附則第三十五条の三の三において「上場株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該上

場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の

十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四

第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係

る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。 

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 前条第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第四項中

「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特

別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡

所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。 

5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第

三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該

上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割

の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して

算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式

等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項において準用する前条第八項第三
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号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をい

う。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相

当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた

損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものと

みなす。 

6 上場株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける租税特別措置法

第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定

により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及

び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入

金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民

税に関する規定を適用する。 

7 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

8 前条第八項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第八項中

「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特

別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡

所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。 

(平二五法三・追加、平二七法二・平二九法二・一部改正) 

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 

第三十五条の二の三 道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一

の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)、同項に規定する特

定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条

において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債(第五

項において「公社債」という。)としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十

一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保有

株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の

二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項か

ら第四項まで、前条第一項から第四項まで及び附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定その他の

道府県民税に関する規定を適用する。 

2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管

理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項に

おいて「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び次条第一項において「振

替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等
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の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第六項並びに次条から附則第

三十五条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡に

よる事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の

十第二項に規定する株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三において「株

式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額

を計算するものとする。 

3 第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年

度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を

含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

4 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

5 市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社

債が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の

十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保

有株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条

の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この

項から第八項まで、前条第五項から第八項まで及び附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定

その他の市町村民税に関する規定を適用する。 

6 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又

は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、

当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の

譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金

額を計算するものとする。 

7 第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年

度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告

書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

8 第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一七法五・追加、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・一部改正、

平二五法三・旧第三十五条の二の二繰下・一部改正、平二七法二・一部改正) 

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例) 
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第三十五条の二の四 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三

項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定

口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)

に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第三十七条の十一

の二第一項に規定する上場株式等(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の

譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業

所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

2 信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第五

項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等

信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合に

は、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等

の譲渡(以下この項及び第五項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金

額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又

は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定め

るところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の

金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は

雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

5 信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項

第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定

口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係

る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外

の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・一部改正) 

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例) 

第三十五条の二の五 道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六

第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項、第五項、第七項及び第八項並びに次条において「源

泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三

条第一項に規定する利子等をいう。第七項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する
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配当等をいう。第七項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額

を計算するものとする。 

2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この条及び次条において「源

泉徴収選択口座」という。)が開設されている第七十一条の三十一第一項に規定する特別徴収義務者が、同法第

三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第四項において「源泉徴収選択口座

内配当等」という。)につき、第七十一条の三十一第二項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合に

おける第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、これら

の規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、同項中「属する月の翌月十

日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。 

3 前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等に

ついて徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について

徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収

選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内

配当等に係る特定配当等の額とみなして第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。 

一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特

定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の

譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定め

る金額 

二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規

定する差金決済に係る同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡に

つき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所

得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額 

4 前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等

について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第七十一条の三十

一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の

配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当す

る配当割を還付しなければならない。 

5 道府県民税の所得割の納税義務者が第三十二条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等

に係る所得についての記載をした同項に規定する特定配当等申告書を提出する場合には、当該特定配当等申告

書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴

収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。 

6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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7 市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるとこ

ろにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座

内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計

算するものとする。 

8 市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十三条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当

等に係る所得についての記載をした同項に規定する特定配当等申告書を提出する場合には、当該特定配当等申

告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉

徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。 

9 前項に定めるもののほか、第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二〇法二一・全改、平二五法三・平二九法二・一部改正) 

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 

第三十五条の二の六 道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係

る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県

民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定

による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその

提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十

五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。 

2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別

措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項

の規定に該当するものを除く。第六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の

金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属す

る年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算し

た金額をいう。 

3 第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額の

うちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道

府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金

額がある場合には、第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る

源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記

載を行うものとする。 

4 第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、

同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用が
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ある場合には、その適用後の金額。」とする。 

5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の

規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末

日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載

した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認め

る場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出し

た場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後に

おいて道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附

則第三十五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度

として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。 

6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式

等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税

義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額

として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。 

7 第五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第三十五

条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第一項中「計算した金額(」と

あるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」

と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六

第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

8 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受け

ようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及

び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合に

ついて準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条

の二の六第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは

「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金

額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同

条第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。 

9 第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告
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書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項

において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」

と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第八

項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項か

ら第四項まで又は附則第三十五条の二の六第八項において準用する前条第四項」とする。 

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

11 市町村民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額

は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場

株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書を

提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後にお

いて市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十五条の二の二第

五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。 

12 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別

措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項

の規定に該当するものを除く。第十六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失

の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属

する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算

した金額をいう。 

13 第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金

額のうちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべ

き道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失

の金額がある場合には、第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた全ての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得につい

ての記載を行うものとする。 

14 第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項から第八項までの規定の適用につい

ては、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 

15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項

の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の

末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記

載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定
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による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情がある

と認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに

提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期

限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限

り、附則第三十五条の二の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の

同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額(第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)

を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除

する。 

16 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式

等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税

義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額

として政令で定めるところにより計算した金額(第十一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をい

う。 

17 第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項、第六項及び第八項並びに附則第三十

五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第五項中「計算した金額(」

とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の

二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

18 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の

申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用を

受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場

合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場

合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十

五条の二の六第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあ

るのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡

損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。 

19 第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定

申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第

十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含

む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の

六第十八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条
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第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第十八項において準用する前条第四項」とする。 

20 第十一項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一三法一三三・追加、平一四法一七・旧第三十五条の二の三繰下・一部改正、平一五法九・平一六

法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二八法一三・平二九法

二・一部改正) 

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例) 

第三十五条の三 租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項及び第十一項に

おいて「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)

を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の

二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした道府県民税の所得割の納税

義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が

法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者

であつたものを除く。第三項、第五項及び第六項において同じ。)について、租税特別措置法第三十七条の十三

の二第一項に規定する適用期間(第六項、第十一項及び第十六項において「適用期間」という。)内に、その有

する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として

同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡

をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の

金額とそれぞれみなして、この項から第十項まで及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他

の道府県民税に関する規定を適用する。 

2 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度

分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含

む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

3 道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額

の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出

期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された

第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項につい

て記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認め

るときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五

条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所

得等の金額の計算上控除する。 

4 前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第一項から第四項までの規定の適用について
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は、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又は

この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた

年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を

記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定に

よる申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると

認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提

出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限

後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、

附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限

度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 

6 第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、

適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項に規

定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、

当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第

一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の

金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 

7 第五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第三項まで及び附則第三十五条の二

の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるの

は「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第

三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

8 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の

申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受

けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合

及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場

合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十

五条の三第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三

月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の

控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条
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第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。 

9 第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告

書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条

の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第

一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用す

る前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は

附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」とする。 

10 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定

する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を

有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第六項に規定する特

定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

11 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日に

おいてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規

定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第十三

項、第十五項及び第十六項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした

特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十三

の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡

をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の

金額とそれぞれみなして、この項から第二十項まで及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その

他の市町村民税に関する規定を適用する。 

12 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度

分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書

を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

13 市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額

の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提

出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項に

ついて記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が

認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三

十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲

渡所得等の金額の計算上控除する。 
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14 前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第五項から第八項までの規定の適用につい

ては、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

15 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第十三項

又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生

じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事

項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項

の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情

があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時

までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その

提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出していると

きに限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者

の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において

同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算

上控除する。 

16 第十三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、

適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項に規

定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、

当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第

五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の

金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 

17 第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第五項から第七項まで及び附則第三十五条

の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第五項中「計算した金額(」とあ

るのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、

附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。 

18 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項

の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用

を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき

場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しな

い場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第

三十五条の三第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とある
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のは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損

失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。 

19 第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定

申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十

七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前

条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において

準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項ま

で又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」とする。 

20 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第十一項に規

定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式

を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十六項に規定す

る特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。 

(平九法四六・全改、平一〇法一一・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六八・平一

三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平

一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・一部改正) 

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例) 

第三十五条の三の二 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第

二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)又は

同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)に基づき同

法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式

等」という。)(その者が二以上の同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条におい

て「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下こ

の項及び第四項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株

式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上

場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算

するものとする。 

2 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理

勘定(以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第五項第五号に規定する累積投資

勘定(以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全

部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)があつた場合には、当該払出しが

あつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める

金額(以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約又は非課
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税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口

座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又

は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた

時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の

数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈

与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納

税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内

上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から

第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。 

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づき

非課税口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の

譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式

等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するも

のとする。 

5 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は累積投資勘定からの

非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株

式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投

資契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等

の払出しがあつた非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた

市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出

し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数

の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若し

くは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者につい

ては、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同

一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規

定その他の市町村民税に関する規定を適用する。 

6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二二法四・追加、平二五法三・平二六法四・平二九法二・一部改正) 

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例) 

第三十五条の三の三 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五

項第二号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき

同法第三十七条の十四の二第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口
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座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式

等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上

場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算

するものとする。 

2 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税

管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この

条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替による

ものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等に

ついては、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し

時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第

四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払

出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道

府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その

払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の

数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる

相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得し

た道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額

をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附

則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。 

3 未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座(第八項に

おいて「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定

する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が

生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定め

るところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式

等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成

年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡

があつたものとみなす。 

二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の

十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理

勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

1030 

 

以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用が

なかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金

額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものと

みなす。 

三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における

当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その

時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以

外の譲渡があつたものとみなす。 

四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者につい

ては、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未

成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得を

したものとみなす。 

五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者につい

ては、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内

上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたもの

を除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第

三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、

その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をした

ものとそれぞれみなす。 

4 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座

内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内

上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合に

おけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。 

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

6 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の

譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所

得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

7 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定か

らの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座

内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡

があつたものと、同項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内

上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は
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開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあ

つた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内

上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第

二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株

式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払

出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなし

て、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。 

8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第三十七

条の十四の二第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか

早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用

する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株

式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の

株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算す

るものとする。 

一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式

等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成

年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡

があつたものとみなす。 

二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理

勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する政

令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株

式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移

管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行わ

れる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 

三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における

当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その

時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以

外の譲渡があつたものとみなす。 

四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者につい

ては、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未

成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得を

したものとみなす。 

五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者につい
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ては、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内

上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたもの

を除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第

三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、

その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をした

ものとそれぞれみなす。 

9 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座

内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内

上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合に

おけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。 

10 第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二七法二・追加、平二八法一三・平二九法二・令二法五・一部改正) 

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例) 

第三十五条の三の四 道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特

別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号

に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道

府県民税の株式等譲渡所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項

の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の

支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口

座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第七十一条の五

十一第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第七十一条の五十一第一項中「選

択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等

で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該

特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法

第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払を

する際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政

令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式

等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。 

3 前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「まで並びに」

とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の四第一項並びに同

条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。 

4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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(平二七法二・追加・旧第三十五条の三の三繰下、平二八法一三・平二九法二・一部改正) 

(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 

第三十五条の四 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条

の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所

得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年

中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以

下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先

物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑

所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失

の金額は生じなかつたものとみなす。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第

二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第

三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第

二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。 

三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの

規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第

一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及

び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の

規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び

附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定に

よる道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税
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総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用

した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定に

よる道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用があ

る場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項

に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については

第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当

該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この

項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取

引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合

には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る

雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損

失の金額は生じなかつたものとみなす。 

5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る

部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の

規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並

びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用に

ついては、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。 

三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」とする。 

四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条

の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条

の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所
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得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五

条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条

の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百

十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定によ

る市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附

則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規

定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。 

五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及

び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所

得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 

六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用が

ある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

6 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法

九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正) 

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 

第三十五条の四の二 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済

に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決

済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に

係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項

において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村

長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税

の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連

続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当

該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の

金額の計算上控除する。 

2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租

税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生
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じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をし

た年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

をいう。 

3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあ

るのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 

4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の

申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受

けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合

及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場

合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十

五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」

とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する先物取引の差金等

決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第

四項」とあるのは「同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。 

5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告

書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三

条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四

項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から

第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前

条第四項」とする。 

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(こ

の項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の

生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除

に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同

条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得

ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達

される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告

書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出し

ているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除す

る。 
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8 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租

税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生

じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をし

た年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

をいう。 

9 第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあ

るのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 

10 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項

の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を

受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場

合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない

場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三

十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」

とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第七項に規定する先物取引の差金等

決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。 

11 第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申

告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十

三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第

四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項か

ら第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する

前条第四項」とする。 

12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平一五法九・追加、平一八法七・一部改正) 

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十五条の五 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的

年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の

規定の適用については、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定す

る公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した

金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。 

(平元法一四・追加、昭六三法一一〇・旧第三十五条の三繰下、平七法五三・平九法一二四・一部改正、

平一三法八・旧第三十五条の四繰下、平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・一部
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改正) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十五条の六 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第

三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第七百三条の四、第

七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七

百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三

百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第

三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・一部改正) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十五条の七 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第

三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百

六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同

条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山

林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

(昭四九法一九・追加、昭五〇法一八・一部改正、昭五三法九・旧第三十五条の六繰上、昭六一法一四・

旧第三十五条の五繰上、昭六二法九四・一部改正、平元法一四・旧第三十五条の四繰下、昭六三法一一

〇(平元法一四)・旧第三十五条の五繰下、平四法五・旧第三十五条の六繰上、平七法五三・平九法一二

四・平一〇法二七・一部改正、平一三法八・旧第三十五条の五繰下・一部改正、平一四法一〇二・平一

八法七・一部改正、平二〇法二一・旧第三十五条の六繰下・一部改正、平二二法四・平二三法八三・一

部改正) 

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十六条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十

四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適

用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項

若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第

三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第

一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項
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において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所

得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第

七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十

四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。 

2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項

の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用について

は、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第

二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条

の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の

金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得

の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡

所得の金額」とする。 

(昭四五法二四・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・平九法一二四・平一三法八・平

一四法一〇二・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・

一部改正) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十七条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十

五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第

七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」

と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「こ

の条中山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(昭六三法一一〇・追加、平四法五・旧第三十六条の二繰下、平七法五三・平九法一二四・平一三法八・

平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・一部改正) 
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(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十七条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第

三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の

五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二

第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四

条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五

条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得

金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。 

(平二五法三・追加) 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

第三十七条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第

三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五

及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第

一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二

項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「こ

の条中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

(平一三法八・追加、平一四法一〇二・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二

法四・平二三法八三・一部改正、平二五法三・旧第三十七条の二繰下) 

(退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例) 

第三十八条 当分の間、国民健康保険を行う国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市

町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入

している同項に規定する退職被保険者等所属市町村。次条において「退職者所属市町村」という。)における第

七百三条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第三項 標準基礎課税総額( 一般被保険者(国民健康保険法附則第

七条第一項に規定する退職被保険者

等(以下この条において「退職被保険

者等」という。)以外の被保険者をい

う。以下この条において同じ。)に係
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る標準基礎課税総額( 

第三項第一号イ 被保険者 一般被保険者 

第三項第一号ロ 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般

被保険者に係るものに限り、当該都道

府県 

第三項第一号ヘ の額 の額(退職被保険者等に係る国民健康

保険法の規定による療養の給付に要

する費用の額から当該給付に係る一

部負担金に相当する額を控除した額

並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費

の支給に要する費用の額並びに国民

健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用(当該市町村を包括する都道府

県が行う国民健康保険の退職被保険

者等に係るものに限る。)の額を除く。) 

第三項第二号ハ の額 (ニにおいて「国民健康保険保険給付

費等交付金」という。)(退職被保険者

等の療養の給付等に要する費用(同法

第七十条第一項に規定する療養の給

付等に要する費用をいう。ニにおいて

同じ。)に係るものを除く。)の額 

第三項第二号ニ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第九条第一項の

規定により読み替えられた同法 

 繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費

等交付金(退職被保険者等の療養の給

付等に要する費用に係るものに限

る。) 

第五項 基礎課税額 一般被保険者に係る基礎課税額 

 当該 一般被保険者である 

 その 納税義務者の 
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 被保険者につき 一般被保険者につき 

 とする とする。この場合において、一般被保

険者と退職被保険者等とが同一の世

帯に属するときは、当該世帯は一般被

保険者の属する世帯とみなして、世帯

別平等割額を算定するものとする 

第六項及び第八項 被保険者 一般被保険者 

基礎課税額を 一般被保険者に係る基礎課税額を 

第九項 被保険者の 一般被保険者の 

第十項第一号 被保険者が属する 一般被保険者が属する 

第十一項 の基礎課税額 又は附則第三十八条の二第一項の基

礎課税額(一般被保険者と退職被保険

者等とが同一の世帯に属する場合に

は、第五項の基礎課税額と同条第一項

の基礎課税額との合算額) 

第十二項 標準後期高齢者支援金等課税総額( 一般被保険者に係る標準後期高齢者

支援金等課税総額( 

第十二項第一号 部分 部分のうち、当該都道府県が行う国民

健康保険の一般被保険者に係るもの 

第十二項第二号ロ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第九条第一項の

規定により読み替えられた同法 

第十四項 後期高齢者支援金等課税額 一般被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額 

 当該 一般被保険者である 

 その 納税義務者の 

 被保険者につき 一般被保険者につき 

 とする とする。この場合において、一般被保

険者と退職被保険者等とが同一の世

帯に属するときは、当該世帯は一般被

保険者の属する世帯とみなして、世帯

別平等割額を算定するものとする 

第十五項及び第十六項 被保険者 一般被保険者 

後期高齢者支援金等課税額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援
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金等課税額を 

第十七項 被保険者の 一般被保険者の 

第十八項第一号 被保険者 一般被保険者 

第十九項 の後期高齢者支援金等課税額 又は附則第三十八条の二第五項の後

期高齢者支援金等課税額(一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、第十四項の後期高

齢者支援金等課税額と同条第五項の

後期高齢者支援金等課税額との合算

額) 

第二十項第二号ロ 国民健康保険法 国民健康保険法附則第九条第一項の

規定により読み替えられた同法 

第二十八項 、第十四項 、第十一項、第十四項、第十九項 

 及びその世帯に属する被保険者 一般被保険者である納税義務者及び

納税義務者の世帯に属する一般被保

険者 

 の世帯に属する被保険者( 当該納税義務者の世帯に属する一般

被保険者( 

 第二十二項中 第十一項及び第十九項中「一般被保険

者」とあるのは「世帯主以外の者のう

ち一般被保険者」と、第二十二項中 

(平二九法二・全改、平三〇法三・一部改正) 

第三十八条の二 前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額

のうち同条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第三項に規定する退職被保険者等(以下この条

において「退職被保険者等」という。)に係る基礎課税額は、当該退職者所属市町村における同項に規定する一

般被保険者(以下この条において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税についての第七百三条の四

第四項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯

に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額

(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額

の合算額)とする。 

2 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第六

項に規定する基礎控除後の総所得金額等(以下この項及び第六項において「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。)に、同条第四項各号の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

1044 

 

得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。 

3 第一項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第

八項に規定する固定資産税額等(以下この項及び第七項において「固定資産税額等」という。)に、同条第四項

第一号の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除して

得た率を乗じて算定する。 

4 第一項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四

第九項又は第十項の規定により算定した額と同額とする。 

5 前条の場合において、退職者所属市町村における国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被

保険者等に係る後期高齢者支援金等課税額は、当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る国民健康保

険税についての第七百三条の四第十三項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、退職被

保険者等である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、

被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合

には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。 

6 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第七百三条の四第十三項各号

の所得割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除

して得た率を乗じて算定する。 

7 第五項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第七百三条の四第十三項第一号の資産

割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除して得た率を乗じ

て算定する。 

8 第五項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四

第十七項又は第十八項の規定により算定した額と同額とする。 

9 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合にお

ける第一項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「退職被保険者等である納税義務者及び納税

義務者の世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する退職被保険者等(世帯主を

除く。)」と、「退職被保険者等と」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と」とする。 

(平一八法八三・追加、平二三法八三・平二九法二・一部改正) 

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例) 

第三十八条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条

の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第一項第一号 及び同法 、同法 

並びに 及び同法の規定による病床転換支援

金等(以下この条において「病床転換
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支援金等」という。)並びに 

第二項第一号 介護納付金 病床転換支援金等並びに介護納付金 

第二項第二号 の納付に要する費用に 及び病床転換支援金等の納付に要す

る費用に 

第三項第一号ロ及び第

二号ロ 

介護納付金 病床転換支援金等並びに介護納付金 

第十二項第一号 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等 

(平二九法二・全改、平三〇法三・一部改正) 

第三十九条及び第四十条 削除 

(平二五法三) 

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例) 

第四十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」

という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項

(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の

登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの

(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、

公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百

九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。 

2 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項

の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規

定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)について

は、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七

十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四

の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十二項の規定を適用する。 

3 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていな

いものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて

整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第

三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第

七項並びに附則第十五条第二十一項の規定を適用する。 

4 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項

の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに
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限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及

び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三

百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。 

5 整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一

項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一

般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。 

6 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及

び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二

条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用

する。 

7 道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団

法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたも

ののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項

において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不

動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

一 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行

一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産 

二 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行

一般社団法人等が直接その用に供する不動産 

三 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物

館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産 

8 市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条

第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で

借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課するこ

とができる。 

一 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般

社団法人等が直接保育の用に供する固定資産 

二 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般

社団法人等が直接その用に供する固定資産 

三 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館に

おいて当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産 

9 前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三

百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これ
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らの規定」とする。 

(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二五

法三(平二六法四)・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例) 

第四十二条 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第三十四条第一

項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定め

るもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類

するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第一項において「特例損失金額」という。)

がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに

支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成二十二年において生じた

同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。

この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成二十四年度

以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規

定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

2 前項の規定は、平成二十三年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後に

おいて道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五

条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 

3 道府県民税の所得割の納税義務者又は第三十四条第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産

が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用するこ

とが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この

項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他の

やむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなか

つた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災

関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを

得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震

災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を

除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)

の規定を適用する。 

一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 

二 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定める

ところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。) 
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三 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出 

4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定す

る資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項

において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋め

られた部分の金額を除く。以下この項及び次条第二項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特

例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。

以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の

金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合にお

いて、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分

で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用につ

いては、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

5 前項の規定は、平成二十三年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後

において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百

十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの

申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用

する。 

6 市町村民税の所得割の納税義務者又は第三百十四条の二第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定す

る資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用

することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以

下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況そ

の他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることがで

きなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日まで

に震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定める

やむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、

当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の

金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に

限る。)の規定を適用する。 

一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 

二 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定める

ところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。) 

三 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出 

(平二三法三〇・追加、平二三法一二〇・平二六法四・一部改正) 

(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例) 
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第四十三条 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三十二条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失

金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以

後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第九項中「金額を

いい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をい

う。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三十四条第一項」

と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(こ

の項又は第三十四条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。 

2 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に

係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年

度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第九項中「金額をい

い、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。

以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三百十四条の二第一項」

と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(こ

の項又は第三百十四条の二第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。 

(平二三法三〇・追加) 

(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例) 

第四十四条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき

青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。第五項において同じ。)を提出して

いる者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失

の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被

災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平

成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各

年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とある

のは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する平成二十三年純損失金額をい

う。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する被災純損失金額をいう。

次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五

年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」

と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で

定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失

金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。 

一 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税

義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する

固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価
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額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 

二 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税

義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるも

のの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 

2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除

く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額

をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、

平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特

定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の

個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純

損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)

以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失

金額(附則第四十四条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び

被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納

税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控

除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と

する。 

3 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第

三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の

生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規

定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四

十四条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損

失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは

「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定によ

り前年前において控除されたものを除く。)」とする。 

4 その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)

が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務

の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類す

る費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事

業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにそ

の支出をすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を

経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三十二条第十項

に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適用
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する。 

一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 

二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費 

三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用 

5 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書

を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三百十三条第

八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号

に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合

には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五

年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の

金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する平成二十三年

純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する被災純

損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税

義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除され

たものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」

と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生

じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。 

一 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税

義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する

固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価

額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 

二 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税

義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるも

のの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 

6 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除

く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額

をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、

平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特

定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の

個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純

損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第六項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)

以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失

金額(附則第四十四条第六項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び
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被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納

税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控

除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と

する。 

7 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第

三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の

生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の

規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第

四十四条第七項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純

損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるの

は「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定によ

り前年前において控除されたものを除く。)」とする。 

8 その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)

が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務

の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類す

る費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事

業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにそ

の支出をすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を

経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三百十三条第十

項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適

用する。 

一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 

二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費 

三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用 

(平二三法三〇・追加、平二三法一二〇・平二六法四・一部改正) 

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例) 

第四十四条の二 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第十一条

の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒

区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供する

ことができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋

又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の七第一項に規定する土地

等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
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の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三

十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。 

附則第四条第一項第

一号 

租税特別措置法第四

十一条の五第七項第

一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一

条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税

特別措置法第四十一条の五第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

 第三十六条の五 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一

条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条

第一項第一号において同じ。) 

附則第四条の二第一

項第一号 

租税特別措置法第四

十一条の五の二第七

項第一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み

替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二

第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

附則第三十四条第一

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項

の規定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十一条第一

項 

租税特別措置法第三十一条第一項 

附則第三十四条の二

第三項 

第三十五条の二まで、

第三十六条の二、第三

十六条の五 

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十

一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)、

第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の

五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項

の規定により適用される場合を含む。) 

附則第三十四条の三

第一項 

租税特別措置法第三

十一条の三第一項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用

される租税特別措置法第三十一条の三第一項 

附則第三十五条第一

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項
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の規定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十二条第一

項 

租税特別措置法第三十二条第一項 

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒

区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供する

ことができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震

災特例法第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の

用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡を

した場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居

住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されて

いる土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することがで

きなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家

屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項に

おいて同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定

める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有

していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三

十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。 

3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の七第

四項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができな

くなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲

渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三

十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。 

附則第四条第一項第

一号 

租税特別措置法第四

十一条の五第七項第

一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の

七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措

置法第四十一条の五第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

 第三十六条の五 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の

七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一

項第一号において同じ。) 

附則第四条の二第一租税特別措置法第四東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例
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項第一号 十一条の五の二第七

項第一号 

に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替え

て適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項

第一号 

 同法 租税特別措置法 

附則第五条の四第一

項第二号ロ 

第三十一条の三 第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定

により適用される場合を含む。) 

附則第三十四条第一

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規

定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十一条第一

項 

租税特別措置法第三十一条第一項 

附則第三十四条の二

第三項 

第三十五条の二ま

で、第三十六条の二、

第三十六条の五 

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条

の七第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三

十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(こ

れらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定に

より適用される場合を含む。) 

附則第三十四条の三

第一項 

租税特別措置法第三

十一条の三第一項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用され

る租税特別措置法第三十一条の三第一項 

附則第三十五条第一

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規

定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十二条第一

項 

租税特別措置法第三十二条第一項 

4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住

の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」とい

う。)の相続人(震災特例法第十一条の七第五項に規定する相続人をいう。以下この項及び第九項において同じ。)

が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の敷

地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用

に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等の
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うちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所

有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において

同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める

日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有し

ていたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条

の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。 

5 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定に

よる申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨

の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認め

るときを含む。)に限り、適用する。 

6 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域

設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供すること

ができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は

当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第

三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。 

附則第四条第一項第

一号 

租税特別措置法第四

十一条の五第七項第

一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一

条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税

特別措置法第四十一条の五第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

 第三十六条の五 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一

条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条

第一項第一号において同じ。) 

附則第四条の二第一

項第一号 

租税特別措置法第四

十一条の五の二第七

項第一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み

替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二

第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

附則第三十四条第四

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項
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の規定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十一条第一

項 

租税特別措置法第三十一条第一項 

附則第三十四条の二

第六項 

第三十五条の二まで、

第三十六条の二、第三

十六条の五 

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十

一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)、

第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の

五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項

の規定により適用される場合を含む。) 

附則第三十四条の三

第三項 

租税特別措置法第三

十一条の三第一項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用

される租税特別措置法第三十一条の三第一項 

附則第三十五条第五

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項

の規定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十二条第一

項 

租税特別措置法第三十二条第一項 

附則第三十六条 第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項

の規定により適用される場合を含む。) 

 同法 租税特別措置法 

7 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒

区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供する

ことができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人

が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土

地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家

屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において

当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供

されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、

当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していた

ものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、

前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則
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第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。 

8 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住

の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用

に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則

第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。 

附則第四条第一項第

一号 

租税特別措置法第四

十一条の五第七項第

一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の

七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措

置法第四十一条の五第七項第一号 

 同法 租税特別措置法 

 第三十六条の五 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の

七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一

項第一号において同じ。) 

附則第四条の二第一

項第一号 

租税特別措置法第四

十一条の五の二第七

項第一号 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替え

て適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項

第一号 

 同法 租税特別措置法 

附則第五条の四第六

項第二号ロ 

第三十一条の三 第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定

により適用される場合を含む。) 

附則第三十四条第四

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規

定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十一条第一

項 

租税特別措置法第三十一条第一項 

附則第三十四条の二

第六項 

第三十五条の二ま

で、第三十六条の二、

第三十六条の五 

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条

の七第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三

十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(こ

れらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法
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律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定に

より適用される場合を含む。) 

附則第三十四条の三

第三項 

租税特別措置法第三

十一条の三第一項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用され

る租税特別措置法第三十一条の三第一項 

附則第三十五条第五

項 

第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規

定により適用される場合を含む。) 

 同法第三十二条第一

項 

租税特別措置法第三十二条第一項 

附則第三十六条 第三十五条第一項 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規

定により適用される場合を含む。) 

 同法 租税特別措置法 

9 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住

の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」とい

う。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地

等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた

者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下

この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日とし

て政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた

土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の

二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則

第三十六条の規定を適用する。 

10 第六項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は

第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を

受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 

(平二三法一二〇・追加、平二五法三・平三一法二・一部改正) 

(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例) 

第四十四条の三 附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月

一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
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が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の

日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項

及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項にお

いて同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後

二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定

めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたと

きを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の

規定を適用する。 

2 附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因する

やむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)

内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

が困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で

定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとな

ることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の

日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を

適用する。 

3 附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二

十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災

に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた

場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの

期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受

けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日か

ら当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。 

4 附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因する

やむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)

内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

が困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で

定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとな

ることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の

日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を

適用する。 

(平二三法一二〇・追加、令二法五・一部改正) 

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例) 
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第四十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適

用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

附則第五条の四第一

項 

租税特別措置法第四

十一条又は第四十一

条の二の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第

一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第四十一条の二の二 

附則第五条の四第一

項第一号 

租税特別措置法第四

十一条第二項から第

四項まで若しくは第

四十一条の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項ま

で若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適

用される租税特別措置法第四十一条の二 

附則第五条の四第一

項第三号 

租税特別措置法第四

十一条、第四十一条

の二の二、 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により

適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは

租税特別措置法 

附則第五条の四の二

第一項 

租税特別措置法第四

十一条又は第四十一

条の二の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定によ

り適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 

附則第五条の四の二

第一項第一号 

租税特別措置法第四

十一条第二項から第

五項まで若しくは第

十項から第十七項ま

で若しくは第四十一

条の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項ま

で若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置

法第四十一条の二 

附則第五条の四の二

第一項第二号 

租税特別措置法第四

十一条、第四十一条

の二の二、 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により
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適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは

租税特別措置法 

2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第

十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の

二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。 

附則第五条の四第一

項第一号 

又は阪神・淡路大震

災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時

特例に関する法律

(平成七年法律第十

一号)第十六条第一

項から第三項まで 

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第

一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律

第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十

三条の二第一項から第九項まで 

 住宅借入金等の金額 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第

四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から

平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規

定する新規住宅借入金等の金額を除く。) 

 当該金額 当該住宅借入金等の金額 

 これらの規定 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しく

は第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項か

ら第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは

第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規

定 

 計算した同項 計算した租税特別措置法第四十一条第一項 

附則第五条の四の二

第一項第一号 

又は阪神・淡路大震

災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時

特例に関する法律第

十六条第一項から第

三項まで 

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第

十三条の二第一項から第九項まで 
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3 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四

十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平

成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前

項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」

と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万

九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。 

4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた

場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

附則第五条の四第六

項 

租税特別措置法第四

十一条又は第四十一

条の二の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第

一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第四十一条の二の二 

附則第五条の四第六

項第一号 

租税特別措置法第四

十一条第二項から第

四項まで若しくは第

四十一条の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項ま

で若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適

用される租税特別措置法第四十一条の二 

附則第五条の四第六

項第三号 

租税特別措置法第四

十一条、第四十一条

の二の二、 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により

適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは

租税特別措置法 

附則第五条の四の二

第五項 

租税特別措置法第四

十一条又は第四十一

条の二の二 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定によ

り適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 

附則第五条の四の二

第五項第一号 

租税特別措置法第四

十一条第二項から第

五項まで若しくは第

十項から第十七項ま

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項ま

で若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震
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で若しくは第四十一

条の二 

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置

法第四十一条の二 

附則第五条の四の二

第五項第二号 

租税特別措置法第四

十一条、第四十一条

の二の二、 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適

用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により

適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは

租税特別措置法 

5 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第

十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の

二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とし、同条第七項の規定は、適用しない。 

附則第五条の四第六

項第一号 

又は阪神・淡路大震

災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時

特例に関する法律第

十六条第一項から第

三項まで 

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第

三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第

九項まで 

 住宅借入金等の金額 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第

四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から

平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規

定する新規住宅借入金等の金額を除く。) 

 当該金額 当該住宅借入金等の金額 

 これらの規定 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しく

は第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項か

ら第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは

第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規

定 

 計算した同項 計算した租税特別措置法第四十一条第一項 

附則第五条の四の二又は阪神・淡路大震、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨
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第五項第一号 災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時

特例に関する法律第

十六条第一項から第

三項まで 

時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第

十三条の二第一項から第九項まで 

6 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四

十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平

成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前

項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」

と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七

万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。 

(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付) 

第四十六条 平成二十三年三月十一日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第三条第一

項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の

十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたこ

とにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項

に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係

る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求

したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、

当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならな

い。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とある

のは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。 

(平二三法三〇・追加、平二七法二・一部改正) 

(政令への委任) 

第四十七条 附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的

読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法三〇・追加) 

(東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例) 

第四十八条 第五十三条第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項まで並びに第三百二十一条の八第

十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項までの規定は、震災特例法第十五条及び第二十三条の規定

により法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第十二項及び第三百二十

一条の八第十二項中「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は」
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とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九

号)第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第

十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)

において東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する繰

戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、第五十

三条第十二項第一号及び第三百二十一条の八第十二項第一号中「法人税法第八十条」とあるのは「東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」と、第五十三条第十二項第二号及び第三

百二十一条の八第十二項第二号中「法人税法第百四十四条の十三」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」と、「同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に

対する法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イ」と、

第五十三条第十三項及び第三百二十一条の八第十三項中「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第

十一項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項」

と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額

が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、「(同法」とあるのは「(法

人税法」と、第五十三条第十三項第二号及び第三百二十一条の八第十三項第二号中「)のうち、法人税法第百四

十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは」とあるのは「)は」と、「み

なし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞ

れ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併

等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額に

あつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法

人税額とみなす」とあるのは「みなす」と、第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項中「同法第

八十一条の三十一第五項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第二十三条第一項」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、

「同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連

結法人に帰せられる」と、第五十三条第十六項及び第三百二十一条の八第十六項中「法人税法第八十一条の三

十一第五項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第

一項」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損

失金額が生じた」と読み替えるものとする。 

(平二三法三〇・追加、平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正) 

第四十九条 削除 

(平二九法二) 
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(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例) 

第五十条 事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三

年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年に

おける個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同

年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は

当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る

第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附

則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)

及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除さ

れなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中

「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部

分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」

とする。 

2 事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を

受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。

以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた

年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二

の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定す

る被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とある

のは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十

三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金

額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控

除されなかつた部分の金額」とする。 

3 事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金

額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四

十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三

項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のう

ち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及

び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。 

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。 

二 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用

資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定
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資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に

規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。 

三 平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金

額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令

で定めるものをいう。 

5 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条

第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十項」とあるのは、「附則第五十条の規定により

読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の十二第十項」とす

る。 

6 前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法三〇・追加、平二三法一一五・一部改正) 

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例) 

第五十一条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)

の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次

項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準の算定については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該代替

家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格

から控除するものとする。 

2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令

で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の

取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得

が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の

割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。 

3 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第

一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会

等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置

かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三

年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるも

のと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の

課税標準の算定については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該農用地

の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控

除するものとする。 

4 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

1069 

 

所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定

により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市

町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所

の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対し

て行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条

第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して

公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において

所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定

める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家

屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定に

ついては、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替

家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該

代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得

た額を価格から控除するものとする。 

5 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に

供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者

が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場

合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当

該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたと

きに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗

じて得た額を価格から控除するものとする。 

6 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項

において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める

者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地

の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指

定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該

農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額

を価格から控除するものとする。 

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・平二七法二・

令二法五・一部改正) 

(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標

準の特例) 
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第五十一条の二 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条

の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得

することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第

九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換

地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による

改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められ

た換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した

場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年

三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものと

する。 

(平三〇法三・全改、平三一法二・令二法五・一部改正) 

第五十二条 削除 

(平二八法一三) 

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止) 

第五十三条 附則第十二条の二の九の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用

を停止する。 

(平二三法三〇・追加) 

(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等) 

第五十三条の二 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車又は第四百四十二条第五号に規定

する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第

百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令

で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」と

いう。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第

百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することがで

きない。 

2 道府県は、次の各号に掲げる自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以

下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区

域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた

日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定す

る買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車

(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が同日から令和

三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車

に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。 
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一 避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設

置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三

項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み

替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象

区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させること

が困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区

域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等

で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する

旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車

等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 

イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項

に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日か

ら二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)

に引き渡したもの 

ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた

日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの 

三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた

日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそ

れぞれ次に定めるもの 

イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する

もの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの 

ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日

から九月以内に解体したもの 

3 道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第七項において「対象区域内自動車等」

という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又

は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区

域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第三項において「他の自動車」という。)の取得をした場合に

おいて、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当する

こととなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認

めるときは、当該他の自動車の取得が同日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他

の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとす

る。 
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4 道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性

能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地

方団体の徴収金を還付するものとする。 

5 道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、

還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければ

ならない。 

6 前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四

項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日

とみなして、同項の規定を適用する。 

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等) 

第五十四条 道府県は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認

める自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条

第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。 

一 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの期間 令和元年度分及び令和二年度分 

二 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間 令和二年度分及び令和三年度分 

2 道府県は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県

知事が認める自動車を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百

四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することがで

きない。 

3 道府県は、前条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第

一項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る

地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

4 道府県は、自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割につ

いて前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の

徴収金を還付するものとする。 

5 道府県知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付

を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければなら

ない。 

6 前二項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の

規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみ

なして、同項の規定を適用する。 
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7 対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等

に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第百四十六条第一項の規定の適用については、

当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自

動車でなかつたものとみなす。 

8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・全改、令二法五・一部改正) 

(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋

に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等) 

第五十五条 市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第

二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対

して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域(当該各年度の初日の属する年の一月一日前にこれらの指示の

対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村に

よる役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定

資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示すると

ともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 

一 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示 

二 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示 

2 市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同

じ。)内に所在する土地及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に

対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計

画税を課さないものとする。 

3 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域であつて当該各年度の課税免除区域に該

当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の

状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第二十九条の五第十六

項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から

第十五条の十一まで又は次条第十一項若しくは第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定

の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七

項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の十一又は次条第十一

項若しくは第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条にお

いて同じ。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減

額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとと

もに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 

4 市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項にお
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いて同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所

在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係

る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

5 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実

施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、

土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に

係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが

適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 

6 市町村は、各年度の減額課税第二年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第二年度区域内に当該各年度に係る賦課期日におい

て所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋

に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

7 市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第二年度区域のうち、住民の退去又は避難の

実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案

し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋

に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課すること

が適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 

8 市町村は、各年度の減額課税第三年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同

じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第三年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在す

る家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当

該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

(平二三法九六・追加、平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・一部改正、平二七法二・旧第

五十五条の二繰上・一部改正、平三〇法三・一部改正) 

(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例) 

第五十六条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分

の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用

地」という。)のうち、平成二十四年度から令和三年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の

敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災

住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)

が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税

については、当該土地を平成二十四年度から令和三年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条

の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができな

いと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二
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第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二

項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるの

は、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。 

2 平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の

政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度か

ら令和三年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はそ

の全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二

十四年度から令和三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共

有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅

用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度か

ら令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合にお

いて、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」

と読み替えるものとする。 

3 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有

家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二

第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八

項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和三年度までの各年度分の固定資

産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専

有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以

上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者

であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定に

かかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当

該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によ

り住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他

の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した

額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条

の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び

第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和三年度までの各年度分

の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有

家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定

被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」

という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特
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定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に

申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適

当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項

の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定

被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。 

5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受け

ようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることがで

きる。 

6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができる

こととなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土

地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和三年度までの各年度分の固定

資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者とし

て登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者

とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和三年度までの各年度分の固定

資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土

地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の

土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定

める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地

以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用

される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」

とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地

の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。 

7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年

度から令和三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住

宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮

換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から

令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住

宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する

同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅

用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。 

8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和三年度ま

での各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は
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土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項

の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和三年度までの各年度

分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場

合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等

納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である

被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第

七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。 

9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和三年

度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登

記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同

条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和三年度まで

の各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用

する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に

対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。 

10 被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の

政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わ

るものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合にお

ける当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は

翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する

当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当す

る土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及

び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用

地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第

五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。 

11 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その

持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日まで

の間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊し

た家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市

計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において

二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月

一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四
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年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条

の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)

又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において

同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当

該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける

部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下

この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額

又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定

資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資

産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

12 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持

分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から令和三年

三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の

規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める

償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つ

た場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当

該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償

却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令

で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当

該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定

資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三

又は附則第十五条(第二十六項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、こ

れらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。 

13 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用

に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受け

たもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地

が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区

域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地

に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場

合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度

又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課

する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用

地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百
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八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第

十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。 

14 市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以

下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場

合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村

長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対

象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する

日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税について

は、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、

同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税

額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の

額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の

適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定

めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合に

は、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところ

により算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する

額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税

については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相

当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。 

15 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下こ

の項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物であ

る場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四

月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間

に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつて

は、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含

む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産

又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わる

ものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定に

かかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の

固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条

の三又は附則第十五条(第二十六項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、

これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。 



地方税法  

2020.5.1㈱ぎょうせい 

1080 

 

16 第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二

まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」

とする。 

17 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平

二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正) 

(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等) 

第五十七条 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽

自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四

十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定

める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽

自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が令和三年三月三十一日までに行われたと

きに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能

割を課することができない。 

2 市町村は、次の各号に掲げる第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下

この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域

内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する

買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上

の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得

が同日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、

当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。 

一 附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び次条において「自動車

等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあ

つた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する

旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車

等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 

イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する

もの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又

は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの 

ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた

日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの 
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三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた

日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそ

れぞれ次に定めるもの 

イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する

もの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの 

ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日

から九月以内に解体したもの 

3 市町村は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)

の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百

四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動

車等以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第五項において「他の三輪以上の軽自動車」という。)の

取得をした場合において、当該他の三輪以上の軽自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内

用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃

止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から令和

三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

4 附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)は、同

条第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合にお

いて、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定め

る者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。 

5 定置場所在道府県の知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する

場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに

充当しなければならない。 

6 前二項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第

四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる

日とみなして、同項の規定を適用する。 

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等) 

第五十八条 市町村は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと市町村長が認め

る三輪以上の軽自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車

に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種

別割を課することができない。 
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一 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの期間 令和二年度分 

二 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間 令和二年度分及び令和三年度分 

2 市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この条において「二

輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二

輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政

令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期間に

取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、

それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。 

3 市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被

災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その

他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に

掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定

にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。 

4 市町村は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村

長が認める三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上

の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自

動車税の種別割を課することができない。 

5 市町村は、前条第三項に規定する政令で定める者が、他の三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に

取得した場合において、当該他の三輪以上の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途

廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等

自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年

度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

6 市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等

二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における

所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区

域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる期間に取

得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、そ

れぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。 

一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつ

た二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する

旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月

以内に用途を廃止し、又は解体したもの 
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三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた

日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止

し、又は解体したもの 

7 市町村は、自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動

車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条

第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二

輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合に

おいて、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車

等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わ

るものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種

別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

8 市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止

等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日にお

ける所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対

象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる

期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかか

わらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。 

一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつ

た小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する

旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二

月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 

三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた

日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃

止し、又は解体したもの 

9 市町村は、自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特

殊自動車」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十

四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以

外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得

した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃

止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等

小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める

年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 
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10 市町村は、軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割

について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の

申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。 

11 市町村長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付

を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければなら

ない。 

12 前二項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項

の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日と

みなして、同項の規定を適用する。 

13 対象区域内自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動

車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車等、対象区域内

用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対

象区域内軽自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自

動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。 

14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

(平三一法二・追加、令二法五・一部改正) 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例） 

第五十九条 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四

年法律第三十一号）附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。附則第六十二条第一

項及び第六十三条第一項において同じ。）及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以

後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことそ

の他これに類する事実（次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」

という。）がある場合において、これらの者が特定日（徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日とし

て政令で定める日をいう。第一号において同じ。）までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲

げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定める

ところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請（地方団体の長においてやむを得

ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。）に基づき、その

納期限から一年以内の期間（第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間）を限り、その

地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 

一 特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税（政令で定めるものを除く。）に係る地方団体

の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入

すべき税額の確定したもの 

二 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの 
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２ 前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収

入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが

困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申

請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産

目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。 

３ 第十五条の二（第一項から第三項までを除く。）、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条

の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同

項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶

予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しく

は」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、

第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を

適用する。 

５ 第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」

とあるのは、「場合（附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。）」とする。 

６ 前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。 

   （令二法二六・追加・一部改正） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第六十条 道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係

法律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」

という。）第五条第四項に規定する指定行事（第三項において「指定行事」という。）の同条第一項に規定す

る中止等（第三項において「中止等」という。）により生じた同条第一項に規定する入場料金等払戻請求権（次

項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。）の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増

進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるもの（次項において「道府県払戻請求権放棄」という。）

を同条第一項に規定する指定期間（次項から第四項までにおいて「指定期間」という。）内にした場合には、

当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に道府県放棄払戻請求権相当額の第三十七条の二第一項第三

号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、道府県民税に関する規定を適用する。 

２ 前項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において道府県

払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額（第三十七条の二第一項各号に掲げ

る寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。）の合計額（当該合

計額が二十万円を超える場合には、二十万円）をいう。 

３ 市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部
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の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるもの（次項において「市町村

払戻請求権放棄」という。）を指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中

に市町村放棄払戻請求権相当額の第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、

市町村民税に関する規定を適用する。 

４ 前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市町村

払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額（第三百十四条の七第一項各号に掲

げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。）の合計額（当該

合計額が二十万円を超える場合には、二十万円）をいう。 

   （令二法二六・追加） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第六十一条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六

条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項の規定の適用については、同項中「令

和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。 

２ 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項

の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項の規定の適用については、同項中「令和十五年

度」とあるのは、「令和十六年度」とする。 

   （令二法二六・追加） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例） 

第六十二条 第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存

住宅の第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している

個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐

震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことに

つき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存

住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき（当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震

改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。）は、同項の規定の適用については、同項中

「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とある

のは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第七十三条の二十五第一項及び第七十三条の二十七の二第二項の規

定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。 

第七十三条の二十五第一項 一年六月以内、同項第二号 当該土地の上にある耐震基準

不適合既存住宅の耐震改修（第

七十三条の二十七の二第一項
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に規定する耐震改修をいう。以

下この項において同じ。）の日

後六月以内の日まで、前条第三

項第二号 

から六月以内 から当該土地の上にある耐震

基準不適合既存住宅の耐震改

修の日後六月以内の日まで 

第七十三条の二十七の二第二

項 

六月以内 同項の耐震改修の日後六月以

内の日まで 

   （令二法二六・追加・旧六十条繰下） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例） 

第六十三条 租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号

に規定する中小企業者（以下この条及び次条において「中小事業者等」という。）（風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を

営む者を除く。次項において同じ。）が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋（その減価償却額又は減価

償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの（これに類す

る家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。）に限る。次条において同じ。）及び償却

資産（以下この条において「特例対象資産」という。）に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準

は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資

産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割

合（令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額（当該中

小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。）を当該期間の初日の一

年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合を

いう。次号において同じ。）が百分の五十以下となる場合 零 

二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割

合が百分の七十以下となる場合（前号に掲げる場合を除く。） 二分の一 

２ 前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町

村長（特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する

総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。）に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の

申告がされた場合に限り、適用するものとする。 
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３ 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされな

かつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規

定を適用することができる。 

４ 第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

５ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し

て前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

   （令二法二六・追加・旧六十一条繰下） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準

の特例） 

第六十四条 中小事業者等が地方税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第二十六号）の施行の日から令和

三年三月三十一日までの期間（以下この条において「適用期間」という。）内に生産性向上特別措置法第四十

一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画（以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。）

に従つて取得（事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。）をした同法第

三十六条第一項に規定する先端設備等（以下この条において「先端設備等」という。）に該当する事業の用に

供する家屋及び構築物（中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に

規定するリース取引（以下この条において「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き

渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間

内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）で政令で定めるものに対し

て課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定め

るところにより、当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の

固定資産税に限り、当該家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の

範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 

   （令二法二六・追加・旧六十二条繰下） 

（新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付） 

第六十五条 国は、固定資産税及び都市計画税の収入が前二条の規定による課税標準の特例（以下この条から附

則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。）により減少することに伴う道府県及び市町村（第七百

三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二

項を除き、以下同じ。）の減収を補塡するため、令和三年度から令和六年度までの間、道府県及び市町村に対

して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金（以下「特別交付金」という。）を交付する。 

２ 特別交付金の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金（固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるた

めに令和三年度から令和六年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。）

及び都市計画税減収補塡特別交付金（都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度にお
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いて交付する交付金をいう。以下同じ。）とする。 

３ 令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当

該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定

する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当

該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。 

４ 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の

額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税

減収補塡特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補

塡特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第

二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。 

   （令二法二六・追加） 

（固定資産税減収補塡特別交付金の額） 

第六十六条 令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の総

額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当

する額として予算で定める額（第四項において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。）とする。 

２ 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交

付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省

令で定めるところにより算定した額とする。 

３ 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交

付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省

令で定めるところにより算定した額とする。 

４ 固定資産税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村につい

て算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところ

により、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に

相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれか

ら減額する。 

   （令二法二六・追加） 

（都市計画税減収補塡特別交付金の額） 

第六十七条 令和三年度分として交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の総額は、各市町村における当該年

度の都市計画税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額（第三項におい

て「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。）とする。 

２ 令和三年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における

当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定し
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た額とする。 

３ 都市計画税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前項の規定により各市町村について算定した都市

計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差

額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市

町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。 

   （令二法二六・追加） 

（特別交付金の算定の時期等） 

第六十八条 総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の

額を、令和三年度から令和六年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知し

なければならない。 

   （令二法二六・追加） 

（特別交付金の交付時期） 

第六十九条 特別交付金は、令和三年度から令和六年度までの各年度の三月に交付する。 

   （令二法二六・追加） 

（特別交付金の算定に用いる資料の提出等） 

第七十条 道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の特別交付金の額の算定に用いる資料を

総務大臣に提出しなければならない。 

２ 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の特別交付金の額の算定に用いる資料を道府県知

事に提出しなければならない。この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなけ

ればならない。 

   （令二法二六・追加） 

（特別交付金の使途） 

第七十一条 市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条

第一項に規定する費用に充てるものとする。 

   （令二法二六・追加） 

（交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等） 

第七十二条 附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律（平成十九年法律第

二十三号）第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとす

る。 

２ 特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰

入金は令和三年度から令和六年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交

付金は当該各年度における同会計の歳出とする。 

   （令二法二六・追加） 
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（基準財政収入額の算定方法の特例） 

第七十三条 各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定

する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和六年度までの間、

同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定の適用がな

いものとした場合における当該道府県の普通税」と、「地方税法第七十一条の四十七」とあるのは「同法第七

十一条の四十七」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の

規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地

方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通

税」とする。 

   （令二法二六・追加） 

（地方公共団体における年度間の財源の調整の特例） 

第七十四条 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度

から令和六年度までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡特別交付金」とする。 

   （令二法二六・追加） 

（特別区財政調整交付金の特例） 

第七十五条 地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から令和六年度までの間、

同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税

減収補塡特別交付金の額」とする。 

   （令二法二六・追加） 

（地方財政審議会の意見の聴取） 

第七十六条 総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第

六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方

財政審議会の意見を聴かなければならない。 

   （令二法二六・追加） 

（命令への委任） 

第七十七条 附則第六十五条から前条までに定めるもののほか、特別交付金の算定及び交付その他これらの規定

の適用に関し必要な事項は、命令で定める。 

   （令二法二六・追加） 

附 則 (令和二年三月三一日法律第五号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項に
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ただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日 

二 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一

項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二

第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、

第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七

十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款

中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を

加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで

及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二

十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十

九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第

三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七

十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法

第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の

六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十

条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を

加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一

条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加え

る改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の

改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一

号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同

条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十

三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第

一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号

及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関す

る法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二

項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第

十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定 令和

三年一月一日 

三 第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定 令和三年四月一日 

四 第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに

附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日 
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五 第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別

法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、

第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及

び第三十一条の規定 令和四年四月一日 

六 第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附

則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日 

七 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第

二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五

第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」

に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の

四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一

条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第   号)の施行の日 

八 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の

五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規

定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三

の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加え

る改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七

項から第十項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令

和二年法律第   号)の施行の日 

九 第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一

項並びに第四十四条の二の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第   号)附則第

一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 

(施行の日の属する年の翌年の一月一日＝令和三年一月一日) 

十 第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一

条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律

及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第   号)の施行の

日 

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置) 

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律

の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不

申告加算金について適用する。 
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2 新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定

する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。 

(道府県民税に関する経過措置) 

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度

分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例によ

る。 

4 新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出

する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。 

5 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三

号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)につ

いて提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。 

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業

年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施

行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民

税については、なお従前の例による。 

11 新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、

施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道

府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事

業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 

(事業税に関する経過措置) 

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業

年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお

従前の例による。 

2 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事

業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項に

おいて「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」とい

う。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新

法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当

該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所

得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算

の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年

度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七

十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事
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業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額

の計算の例により算定していたものとみなす。 

3 新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了

する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、

なお従前の例による。 

(不動産取得税に関する経過措置) 

第八条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税

について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

(ゴルフ場利用税に関する経過措置) 

第十一条 新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後の

ゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課する

ゴルフ場利用税については、なお従前の例による。 

(市町村民税に関する経過措置) 

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和二年度以後の年

度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例に

よる。 

4 新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提

出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。 

5 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項

に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第三百

十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。 

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業

年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施

行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民

税については、なお従前の例による。 

11 新法附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、

施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市

町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事

業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2 新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分
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までの固定資産税については、なお従前の例による。 

3 新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

4 施行日前に新たに建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

5 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

6 新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知

った者について適用する。 

7 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施

行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

8 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施

設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

9 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第六項に規

定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

10 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施

行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

11 平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定

する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

12 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の

施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械その

他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

13 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一

条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十

八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

14 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項

に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

15 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規

定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

16 平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規

定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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17 平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項

に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

18 施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五

項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第

四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七

条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十

二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の

適用については、これらの規定中「、第四十七項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十七項」とする。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

2 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施

行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に

対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

3 平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定す

る家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

4 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一

条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十

八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

5 平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に

規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置) 

第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行

前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並び

にこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 附 則 (令和二年四月三〇日法律第二六号) 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日 
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二 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並

びに附則第六条の規定 令和三年四月一日 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、

第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるの

は「地方税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第二十六号）の施行の日（以下この項において「施行日」

という。）から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二

月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置） 

第三条 道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十五号）第五条第四項に規定する指定行事（次条において「指

定行事」という。）の同法第五条第一項に規定する中止等（次条において「中止等」という。）により生じた

同項に規定する入場料金等払戻請求権（以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。）の

行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使

による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出を

したときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄（次条において

「入場料金等払戻請求権の放棄」という。）と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金

等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法（次条において「三

年新法」という。）附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置） 

第四条 市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令

和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払

戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたとき

は、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の

入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することがで

きる。 

（政令への委任） 

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 


